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○交番等の設置に関する規則の一部を改正する規則　（警察本部地域課）………… 121

　　　　雑 報

○有料道路に関する工事の一部完了　　　　　　　　　　（道路建設課）………… 121

○福岡高速道路の料金及び料金の徴収期間の変更　　　　（道路建設課）………… 122
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　25トンである道路の指定　　　　　　　　　　　　　　（道路建設課）………… 126

○通行する車両の高さの最高限度が4.1メートルである道路の指定及び

　通行方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（道路建設課）………… 126

　福岡県告示第303号

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第63条第１項の規定に基づき、平成27年12月福岡

県告示第980号椎田都市計画下水道事業築上公共下水道の事業計画の変更を認可したので

、同条第２項において準用する同法第62条第１項の規定により次のように告示する。

　　令和３年３月19日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事職務代理者

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県副知事　　服部　　誠太郎

１　施行者の名称

　　築上町

２　都市計画事業の種類及び名称

　　京築広域都市計画下水道事業築上公共下水道

３　事業施行期間

平成21年10月28日から令和８年３月31日まで

４　事業地

　⑴　収用の部分

変更なし

　⑵　使用の部分

なし
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　ついて　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（畜 産 課）………… 100
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　　　　選挙管理委員会

○政治団体の平成29年分収支報告書の要旨及び令和元年分収支報告書

　の要旨の一部訂正　　　　　　　　　　　　　　　　（市町村支援課）………… 104

○条例の制定若しくは改廃の請求又は監査の請求をする場合の選挙権

　を有する者の総数の50分の１の数　　　　　　　　　（市町村支援課）………… 113

○県議会の解散の請求又は県知事等の解職を請求する場合の選挙権を

　有する者の総数の80万を超える数に８分の１を乗じて得た数と40万

　に６分の１を乗じて得た数と40万に３分の１を乗じて得た数とを合

　算して得た数　　　　　　　　　　　　　　　　　　（市町村支援課）………… 113

○県議会議員の解職の請求をする場合の各選挙区ごとの選挙権を有す

　る者の総数の３分の１の数　　　　　　　　　　　　（市町村支援課）………… 113

　　　　監 査 委 員

○監査結果の報告に係る措置の公表　　　（監査委員事務局監査第二課）………… 115

　　　　公安委員会

○福岡県警察職員の配置定員に関する規則の一部を改正する規則

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（警察本部警務課）………… 121

○交番等の設置に関する規則の一部を改正する規則　（警察本部地域課）………… 121
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宮園２ 朝倉市黒川（別紙図面13に示す区域のとおり） 土石流

宮園下谷 朝倉市黒川（別紙図面14に示す区域のとおり） 土石流

元ノ目１ 朝倉市黒川（別紙図面15に示す区域のとおり） 土石流

梅ヶ谷 朝倉市秋月（別紙図面69に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

伽藍⒝−１ 朝倉市山見（別紙図面70に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

伽藍⒝−２ 朝倉市山見（別紙図面71に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

伽藍⒝−３ 朝倉市山見（別紙図面72に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

瀬戸尾 朝倉市城（別紙図面73に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

宮園 朝倉市黒川（別紙図面74に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

迫 朝倉市黒川（別紙図面75に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

備考　別紙図面１から75は省略し、その図面を朝倉市役所に備え置いて縦覧に供する

。

　福岡県告示第305号

　土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第

57号）第９条第１項の規定に基づき指定した土砂災害特別警戒区域（平成23年１月福岡

県告示第214号）のうち、次の土地の区域の指定を解除するので、同条第９項において準

用する同条第４項の規定により公示する。

　　令和３年３月19日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事職務代理者

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県副知事　　服部　　誠太郎

　福岡県告示第304号

　土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第

57号）第７条第１項の規定に基づき指定した土砂災害警戒区域（平成23年１月福岡県告

示第213号）のうち、次の土地の区域の指定を解除するので、同条第６項において準用す

る同条第４項の規定により公示する。

　　令和３年３月19日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事職務代理者

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県副知事　　服部　　誠太郎

区域の名称 指　定　の　区　域 土砂災害の発生原因と
なる自然現象の種類

高内川−４ 朝倉市秋月（別紙図面１に示す区域のとおり） 土石流

高内川−１ 朝倉市秋月（別紙図面２に示す区域のとおり） 土石流

高内川−２ 朝倉市秋月（別紙図面３に示す区域のとおり） 土石流

高内川−３ 朝倉市秋月（別紙図面４に示す区域のとおり） 土石流

高内川−５ 朝倉市秋月（別紙図面５に示す区域のとおり） 土石流

長谷山下谷 朝倉市長谷山（別紙図面６に示す区域のとおり） 土石流

女男石２ 朝倉市千手（別紙図面７に示す区域のとおり） 土石流

横ノ谷 朝倉市甘水（別紙図面８に示す区域のとおり） 土石流

山見谷 朝倉市山見（別紙図面９に示す区域のとおり） 土石流

堤２−１ 朝倉市堤（別紙図面10に示す区域のとおり） 土石流

荷原１ 朝倉市荷原（別紙図面11に示す区域のとおり） 土石流

宮園１ 朝倉市黒川（別紙図面12に示す区域のとおり） 土石流
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瀬戸尾 朝倉市城（別紙図面73に示
す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面73に記載する

表のとおり

宮園 朝倉市黒川（別紙図面74に
示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面74に記載する

表のとおり

迫 朝倉市黒川（別紙図面75に
示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面75に記載する

表のとおり

備考　別紙図面１から75は省略し、その図面を朝倉市役所に備え置いて縦覧に供する

。

　福岡県告示第306号

　土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第

57号）第７条第１項の規定に基づき指定した土砂災害警戒区域（平成26年３月福岡県告

示第230号）のうち、次の土地の区域の指定を解除するので、同条第６項において準用す

る同条第４項の規定により公示する。

　　令和３年３月19日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事職務代理者

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県副知事　　服部　　誠太郎

区域の名称 指　定　の　区　域 土砂災害の発生原因とな
る自然現象の種類

木和田２ 朝倉市佐田（別紙図面16に示す区域のとおり） 土石流

木和田３−２ 朝倉市佐田（別紙図面17に示す区域のとおり） 土石流

木和田３−１ 朝倉市佐田（別紙図面18に示す区域のとおり） 土石流

木和田４ 朝倉市佐田（別紙図面19に示す区域のとおり） 土石流

箸立川−２ 朝倉市佐田（別紙図面20に示す区域のとおり） 土石流

箸立川−１ 朝倉市佐田（別紙図面21に示す区域のとおり） 土石流

安谷１−２ 朝倉市佐田（別紙図面22に示す区域のとおり） 土石流

区域の名称 指　定　の　区　域 土砂災害の発生原因と
なる自然現象の種類

自然現象により建築物
に作用すると想定され
る衝撃に関する事項

高内川−４ 朝倉市秋月（別紙図面１に
示す区域のとおり） 土石流 別紙図面１に記載する

表のとおり

高内川−１ 朝倉市秋月（別紙図面２に
示す区域のとおり） 土石流 別紙図面２に記載する

表のとおり

高内川−２ 朝倉市秋月（別紙図面３に
示す区域のとおり） 土石流 別紙図面３に記載する

表のとおり

高内川−５ 朝倉市秋月（別紙図面５に
示す区域のとおり） 土石流 別紙図面５に記載する

表のとおり

長谷山下谷 朝倉市長谷山（別紙図面６
に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面６に記載する

表のとおり

女男石２ 朝倉市千手（別紙図面７に
示す区域のとおり） 土石流 別紙図面７に記載する

表のとおり

横ノ谷 朝倉市甘水（別紙図面８に
示す区域のとおり） 土石流 別紙図面８に記載する

表のとおり

堤２−１ 朝倉市堤（別紙図面10に示
す区域のとおり） 土石流 別紙図面10に記載する

表のとおり

荷原１ 朝倉市荷原（別紙図面11に
示す区域のとおり） 土石流 別紙図面11に記載する

表のとおり

宮園１ 朝倉市黒川（別紙図面12に
示す区域のとおり） 土石流 別紙図面12に記載する

表のとおり

宮園２ 朝倉市黒川（別紙図面13に
示す区域のとおり） 土石流 別紙図面13に記載する

表のとおり

宮園下谷 朝倉市黒川（別紙図面14に
示す区域のとおり） 土石流 別紙図面14に記載する

表のとおり

元ノ目１ 朝倉市黒川（別紙図面15に
示す区域のとおり） 土石流 別紙図面15に記載する

表のとおり

梅ヶ谷 朝倉市秋月（別紙図面69に
示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面69に記載する

表のとおり

伽藍⒝−１ 朝倉市山見（別紙図面70に
示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面70に記載する

表のとおり

伽藍⒝−２ 朝倉市山見（別紙図面71に
示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面71に記載する

表のとおり

伽藍⒝−３ 朝倉市山見（別紙図面72に
示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面72に記載する

表のとおり
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疣目川−３ 朝倉市黒川（別紙図面42に示す区域のとおり） 土石流

疣目川−４ 朝倉市黒川（別紙図面43に示す区域のとおり） 土石流

井川谷 朝倉市黒川（別紙図面44に示す区域のとおり） 土石流

真竹１ 朝倉市黒川（別紙図面45に示す区域のとおり） 土石流

真竹２ 朝倉市黒川（別紙図面46に示す区域のとおり） 土石流

黒松谷 朝倉市黒川（別紙図面47に示す区域のとおり） 土石流

西浦谷 朝倉市黒川（別紙図面48に示す区域のとおり） 土石流

百石谷−１ 朝倉市黒川（別紙図面49に示す区域のとおり） 土石流

百石谷−２ 朝倉市黒川（別紙図面50に示す区域のとおり） 土石流

大黒川−１ 朝倉市黒川（別紙図面51に示す区域のとおり） 土石流

大黒川−２ 朝倉市黒川（別紙図面52に示す区域のとおり） 土石流

大黒川−３ 朝倉市黒川（別紙図面53に示す区域のとおり） 土石流

大黒川−４ 朝倉市黒川（別紙図面54に示す区域のとおり） 土石流

大黒川−５ 朝倉市黒川（別紙図面55に示す区域のとおり） 土石流

馬場谷−１ 朝倉市黒川（別紙図面56に示す区域のとおり） 土石流

馬場谷−２ 朝倉市黒川（別紙図面57に示す区域のとおり） 土石流

馬場谷−３ 朝倉市黒川（別紙図面58に示す区域のとおり） 土石流

馬場谷−４ 朝倉市黒川（別紙図面59に示す区域のとおり） 土石流

鬼ヶ城４ 朝倉市荷原（別紙図面60に示す区域のとおり） 土石流

安谷１−１ 朝倉市佐田（別紙図面23に示す区域のとおり） 土石流

地下川 朝倉市佐田（別紙図面24に示す区域のとおり） 土石流

地下１ 朝倉市佐田（別紙図面25に示す区域のとおり） 土石流

下田代１ 朝倉市佐田（別紙図面26に示す区域のとおり） 土石流

下田代３ 朝倉市佐田（別紙図面27に示す区域のとおり） 土石流

下田代４ 朝倉市佐田（別紙図面28に示す区域のとおり） 土石流

上田代１ 朝倉市佐田（別紙図面29に示す区域のとおり） 土石流

藪４ 朝倉市佐田（別紙図面30に示す区域のとおり） 土石流

藪１ 朝倉市佐田（別紙図面31に示す区域のとおり） 土石流

佐田１ 朝倉市佐田（別紙図面32に示す区域のとおり） 土石流

佐田２ 朝倉市佐田（別紙図面33に示す区域のとおり） 土石流

仏谷１ 朝倉市佐田（別紙図面34に示す区域のとおり） 土石流

仏谷２ 朝倉市佐田（別紙図面35に示す区域のとおり） 土石流

仏谷谷 朝倉市佐田（別紙図面36に示す区域のとおり） 土石流

佐田３ 朝倉市佐田（別紙図面37に示す区域のとおり） 土石流

疣目谷 朝倉市黒川（別紙図面38に示す区域のとおり） 土石流

疣目１ 朝倉市黒川（別紙図面39に示す区域のとおり） 土石流

疣目川−１ 朝倉市黒川（別紙図面40に示す区域のとおり） 土石流

疣目川−２ 朝倉市黒川（別紙図面41に示す区域のとおり） 土石流
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真竹２−１ 朝倉市黒川（別紙図面87に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

真竹１−２ 朝倉市黒川（別紙図面88に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

真竹１−１ 朝倉市黒川（別紙図面89に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

黒松２−１ 朝倉市黒川（別紙図面90に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

黒松１ 朝倉市黒川（別紙図面91に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

宮園１ 朝倉市黒川（別紙図面92に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

北小路 朝倉市黒川（別紙図面93に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

鬼ヶ城⒜ 朝倉市荷原（別紙図面94に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

鬼ヶ城１ 朝倉市荷原（別紙図面95に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

鬼ヶ城⒝ 朝倉市荷原（別紙図面96に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

田代−２ 朝倉市田代（別紙図面97に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

黒松 朝倉市黒川（別紙図面98に示す区域のとおり） 地滑り

備考　別紙図面16から98は省略し、その図面を朝倉市役所に備え置いて縦覧に供する

。

　福岡県告示第307号

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第57

号）第９条第１項の規定に基づき指定した土砂災害特別警戒区域（平成26年３月福岡県

告示第231号）のうち、次の土地の区域の指定を解除するので、同条第９項において準用

する同条第４項の規定により公示する。

　　令和３年３月19日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事職務代理者

鬼ヶ城３ 朝倉市荷原及び城（別紙図面61に示す区域のとお
り） 土石流

鬼ヶ城２ 朝倉市荷原（別紙図面62に示す区域のとおり） 土石流

上組１ 朝倉市荷原（別紙図面63に示す区域のとおり） 土石流

城１ 朝倉市城（別紙図面64に示す区域のとおり） 土石流

堤１ 朝倉市堤及び柿原（別紙図面65に示す区域のとお
り） 土石流

江川１−２ 朝倉市江川（別紙図面66に示す区域のとおり） 土石流

江川１−１ 朝倉市江川（別紙図面67に示す区域のとおり） 土石流

屋形原川 朝倉市屋形原（別紙図面68に示す区域のとおり） 土石流

木和田３ 朝倉市佐田（別紙図面76に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

地下⒝−２ 朝倉市佐田（別紙図面77に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

地下⒝−１ 朝倉市佐田（別紙図面78に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

前田 朝倉市佐田（別紙図面79に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

地下−２ 朝倉市佐田（別紙図面80に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

地下−１ 朝倉市佐田（別紙図面81に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

下田代⒜ 朝倉市佐田（別紙図面82に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

下田代１−２ 朝倉市佐田（別紙図面83に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

疣目２ 朝倉市黒川（別紙図面84に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

疣目１−１ 朝倉市黒川（別紙図面85に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

疣目１−５ 朝倉市黒川（別紙図面86に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊
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仏谷２ 朝倉市佐田（別紙図面35に
示す区域のとおり） 土石流 別紙図面35に記載する

表のとおり

仏谷谷 朝倉市佐田（別紙図面36に
示す区域のとおり） 土石流 別紙図面36に記載する

表のとおり

佐田３ 朝倉市佐田（別紙図面37に
示す区域のとおり） 土石流 別紙図面37に記載する

表のとおり

疣目谷 朝倉市黒川（別紙図面38に
示す区域のとおり） 土石流 別紙図面38に記載する

表のとおり

疣目１ 朝倉市黒川（別紙図面39に
示す区域のとおり） 土石流 別紙図面39に記載する

表のとおり

疣目川−１ 朝倉市黒川（別紙図面40に
示す区域のとおり） 土石流 別紙図面40に記載する

表のとおり

疣目川−３ 朝倉市黒川（別紙図面42に
示す区域のとおり） 土石流 別紙図面42に記載する

表のとおり

疣目川−４ 朝倉市黒川（別紙図面43に
示す区域のとおり） 土石流 別紙図面43に記載する

表のとおり

井川谷 朝倉市黒川（別紙図面44に
示す区域のとおり） 土石流 別紙図面44に記載する

表のとおり

真竹１ 朝倉市黒川（別紙図面45に
示す区域のとおり） 土石流 別紙図面45に記載する

表のとおり

真竹２ 朝倉市黒川（別紙図面46に
示す区域のとおり） 土石流 別紙図面46に記載する

表のとおり

西浦谷 朝倉市黒川（別紙図面48に
示す区域のとおり） 土石流 別紙図面48に記載する

表のとおり

百石谷−１ 朝倉市黒川（別紙図面49に
示す区域のとおり） 土石流 別紙図面49に記載する

表のとおり

百石谷−２ 朝倉市黒川（別紙図面50に
示す区域のとおり） 土石流 別紙図面50に記載する

表のとおり

大黒川−１ 朝倉市黒川（別紙図面51に
示す区域のとおり） 土石流 別紙図面51に記載する

表のとおり

大黒川−２ 朝倉市黒川（別紙図面52に
示す区域のとおり） 土石流 別紙図面52に記載する

表のとおり

大黒川−３ 朝倉市黒川（別紙図面53に
示す区域のとおり） 土石流 別紙図面53に記載する

表のとおり

大黒川−４ 朝倉市黒川（別紙図面54に
示す区域のとおり） 土石流 別紙図面54に記載する

表のとおり

大黒川−５ 朝倉市黒川（別紙図面55に
示す区域のとおり） 土石流 別紙図面55に記載する

表のとおり

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県副知事　　服部　　誠太郎

区域の名称 指　定　の　区　域 土砂災害の発生原因と
なる自然現象の種類

自然現象により建築物
に作用すると想定され
る衝撃に関する事項

木和田２ 朝倉市佐田（別紙図面16に
示す区域のとおり） 土石流 別紙図面16に記載する

表のとおり

木和田３−２ 朝倉市佐田（別紙図面17に
示す区域のとおり） 土石流 別紙図面17に記載する

表のとおり

木和田３−１ 朝倉市佐田（別紙図面18に
示す区域のとおり） 土石流 別紙図面18に記載する

表のとおり

木和田４ 朝倉市佐田（別紙図面19に
示す区域のとおり） 土石流 別紙図面19に記載する

表のとおり

箸立川−２ 朝倉市佐田（別紙図面20に
示す区域のとおり） 土石流 別紙図面20に記載する

表のとおり

箸立川−１ 朝倉市佐田（別紙図面21に
示す区域のとおり） 土石流 別紙図面21に記載する

表のとおり

安谷１−１ 朝倉市佐田（別紙図面23に
示す区域のとおり） 土石流 別紙図面23に記載する

表のとおり

地下１ 朝倉市佐田（別紙図面25に
示す区域のとおり） 土石流 別紙図面25に記載する

表のとおり

下田代１ 朝倉市佐田（別紙図面26に
示す区域のとおり） 土石流 別紙図面26に記載する

表のとおり

下田代３ 朝倉市佐田（別紙図面27に
示す区域のとおり） 土石流 別紙図面27に記載する

表のとおり

下田代４ 朝倉市佐田（別紙図面28に
示す区域のとおり） 土石流 別紙図面28に記載する

表のとおり

上田代１ 朝倉市佐田（別紙図面29に
示す区域のとおり） 土石流 別紙図面29に記載する

表のとおり

藪４ 朝倉市佐田（別紙図面30に
示す区域のとおり） 土石流 別紙図面30に記載する

表のとおり

藪１ 朝倉市佐田（別紙図面31に
示す区域のとおり） 土石流 別紙図面31に記載する

表のとおり

佐田１ 朝倉市佐田（別紙図面32に
示す区域のとおり） 土石流 別紙図面32に記載する

表のとおり

佐田２ 朝倉市佐田（別紙図面33に
示す区域のとおり） 土石流 別紙図面33に記載する

表のとおり

仏谷１ 朝倉市佐田（別紙図面34に
示す区域のとおり） 土石流 別紙図面34に記載する

表のとおり
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下田代１−２ 朝倉市佐田（別紙図面83に
示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面83に記載する

表のとおり

疣目２ 朝倉市黒川（別紙図面84に
示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面84に記載する

表のとおり

疣目１−１ 朝倉市黒川（別紙図面85に
示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面85に記載する

表のとおり

疣目１−５ 朝倉市黒川（別紙図面86に
示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面86に記載する

表のとおり

真竹２−１ 朝倉市黒川（別紙図面87に
示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面87に記載する

表のとおり

真竹１−２ 朝倉市黒川（別紙図面88に
示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面88に記載する

表のとおり

真竹１−１ 朝倉市黒川（別紙図面89に
示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面89に記載する

表のとおり

黒松２−１ 朝倉市黒川（別紙図面90に
示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面90に記載する

表のとおり

黒松１ 朝倉市黒川（別紙図面91に
示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面91に記載する

表のとおり

宮園１ 朝倉市黒川（別紙図面92に
示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面92に記載する

表のとおり

北小路 朝倉市黒川（別紙図面93に
示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面93に記載する

表のとおり

鬼ヶ城⒜ 朝倉市荷原（別紙図面94に
示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面94に記載する

表のとおり

鬼ヶ城１ 朝倉市荷原（別紙図面95に
示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面95に記載する

表のとおり

鬼ヶ城⒝ 朝倉市荷原（別紙図面96に
示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面96に記載する

表のとおり

田代−２ 朝倉市田代（別紙図面97に
示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面97に記載する

表のとおり

備考　別紙図面16から97は省略し、その図面を朝倉市役所に備え置いて縦覧に供する

。

　福岡県告示第308号

　土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第

57号）第７条第１項の規定に基づき、次の土地の区域を土砂災害警戒区域として指定す

馬場谷−１ 朝倉市黒川（別紙図面56に
示す区域のとおり） 土石流 別紙図面56に記載する

表のとおり

馬場谷−２ 朝倉市黒川（別紙図面57に
示す区域のとおり） 土石流 別紙図面57に記載する

表のとおり

馬場谷−３ 朝倉市黒川（別紙図面58に
示す区域のとおり） 土石流 別紙図面58に記載する

表のとおり

馬場谷−４ 朝倉市黒川（別紙図面59に
示す区域のとおり） 土石流 別紙図面59に記載する

表のとおり

鬼ヶ城３ 朝倉市荷原及び城（別紙図
面61に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面61に記載する

表のとおり

鬼ヶ城２ 朝倉市荷原（別紙図面62に
示す区域のとおり） 土石流 別紙図面62に記載する

表のとおり

上組１ 朝倉市荷原（別紙図面63に
示す区域のとおり） 土石流 別紙図面63に記載する

表のとおり

城１ 朝倉市城（別紙図面64に示
す区域のとおり） 土石流 別紙図面64に記載する

表のとおり

堤１ 朝倉市堤及び柿原（別紙図
面65に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面65に記載する

表のとおり

江川１−２ 朝倉市江川（別紙図面66に
示す区域のとおり） 土石流 別紙図面66に記載する

表のとおり

江川１−１ 朝倉市江川（別紙図面67に
示す区域のとおり） 土石流 別紙図面67に記載する

表のとおり

屋形原川 朝倉市屋形原（別紙図面68
に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面68に記載する

表のとおり

木和田３ 朝倉市佐田（別紙図面76に
示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面76に記載する

表のとおり

地下⒝−２ 朝倉市佐田（別紙図面77に
示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面77に記載する

表のとおり

地下⒝−１ 朝倉市佐田（別紙図面78に
示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面78に記載する

表のとおり

前田 朝倉市佐田（別紙図面79に
示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面79に記載する

表のとおり

地下−２ 朝倉市佐田（別紙図面80に
示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面80に記載する

表のとおり

地下−１ 朝倉市佐田（別紙図面81に
示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面81に記載する

表のとおり

下田代⒜ 朝倉市佐田（別紙図面82に
示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面82に記載する

表のとおり
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堤谷川１ 朝倉市堤及び柿原（別紙図面16に示す区域のとお
り） 土石流

堤谷川２−１ 朝倉市堤（別紙図面17に示す区域のとおり） 土石流

帝釈川−１ 朝倉市黒川及び荷原（別紙図面18に示す区域のと
おり） 土石流

帝釈川−２ 朝倉市黒川及び荷原（別紙図面19に示す区域のと
おり） 土石流

帝釈川−３ 朝倉市黒川及び荷原（別紙図面20に示す区域のと
おり） 土石流

荷原川右谷川−
１ 朝倉市荷原（別紙図面21に示す区域のとおり） 土石流

荷原川右谷川−
２ 朝倉市荷原（別紙図面22に示す区域のとおり） 土石流

鬼ヶ城谷川４ 朝倉市荷原（別紙図面23に示す区域のとおり） 土石流

鬼ヶ城谷川３ 朝倉市荷原（別紙図面24に示す区域のとおり） 土石流

鬼ヶ城谷川２ 朝倉市荷原（別紙図面25に示す区域のとおり） 土石流

城谷川−１ 朝倉市城（別紙図面26に示す区域のとおり） 土石流

城谷川−２ 朝倉市城（別紙図面27に示す区域のとおり） 土石流

城谷川−３ 朝倉市城（別紙図面28に示す区域のとおり） 土石流

城谷川−４ 朝倉市城（別紙図面29に示す区域のとおり） 土石流

城谷川−５ 朝倉市城（別紙図面30に示す区域のとおり） 土石流

城谷川−６ 朝倉市城（別紙図面31に示す区域のとおり） 土石流

城谷川−７ 朝倉市城（別紙図面32に示す区域のとおり） 土石流

城谷川−８ 朝倉市城（別紙図面33に示す区域のとおり） 土石流

城谷川１ 朝倉市城（別紙図面34に示す区域のとおり） 土石流

る。

　　令和３年３月19日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事職務代理者

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県副知事　　服部　　誠太郎

区域の名称 指　定　の　区　域 土砂災害の発生原因と
なる自然現象の種類

甘水谷川 朝倉市甘水（別紙図面１に示す区域のとおり） 土石流

高内川−４ 朝倉市秋月（別紙図面２に示す区域のとおり） 土石流

高内川−３ 朝倉市秋月（別紙図面３に示す区域のとおり） 土石流

高内川−２ 朝倉市秋月（別紙図面４に示す区域のとおり） 土石流

高内川−１ 朝倉市秋月（別紙図面５に示す区域のとおり） 土石流

高内川−５ 朝倉市秋月（別紙図面６に示す区域のとおり） 土石流

長谷山下谷川 朝倉市長谷山（別紙図面７に示す区域のとおり） 土石流

女男石谷川２ 朝倉市千手（別紙図面８に示す区域のとおり） 土石流

横ノ谷川 朝倉市甘水（別紙図面９に示す区域のとおり） 土石流

山見谷川 朝倉市山見（別紙図面10に示す区域のとおり） 土石流

田代谷川−１ 朝倉市田代（別紙図面11に示す区域のとおり） 土石流

田代谷川−２ 朝倉市田代（別紙図面12に示す区域のとおり） 土石流

屋形原川 朝倉市屋形原及び山見（別紙図面13に示す区域の
とおり） 土石流

屋形原谷川−１ 朝倉市屋形原及び板屋（別紙図面14に示す区域の
とおり） 土石流

屋形原谷川−２ 朝倉市屋形原及び板屋（別紙図面15に示す区域の
とおり） 土石流
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藪谷川 朝倉市佐田（別紙図面54に示す区域のとおり） 土石流

藪川１ 朝倉市佐田（別紙図面55に示す区域のとおり） 土石流

安谷川１−１ 朝倉市佐田（別紙図面56に示す区域のとおり） 土石流

安谷川１−２ 朝倉市佐田（別紙図面57に示す区域のとおり） 土石流

佐田川左谷川−
１ 朝倉市佐田（別紙図面58に示す区域のとおり） 土石流

箸立川−１ 朝倉市佐田（別紙図面59に示す区域のとおり） 土石流

箸立川−２ 朝倉市佐田（別紙図面60に示す区域のとおり） 土石流

箸立川−３ 朝倉市佐田（別紙図面61に示す区域のとおり） 土石流

木和田谷川４ 朝倉市佐田（別紙図面62に示す区域のとおり） 土石流

木和田谷川３−
１ 朝倉市佐田（別紙図面63に示す区域のとおり） 土石流

木和田谷川３−
２ 朝倉市佐田（別紙図面64に示す区域のとおり） 土石流

木和田谷川２ 朝倉市佐田（別紙図面65に示す区域のとおり） 土石流

佐田川右谷川−
３ 朝倉市佐田（別紙図面66に示す区域のとおり） 土石流

佐田川左谷川−
２ 朝倉市佐田（別紙図面67に示す区域のとおり） 土石流

下田代谷川１ 朝倉市佐田（別紙図面68に示す区域のとおり） 土石流

下田代谷川３ 朝倉市佐田（別紙図面69に示す区域のとおり） 土石流

下田代谷川４ 朝倉市佐田（別紙図面70に示す区域のとおり） 土石流

佐田川右谷川−
４ 朝倉市佐田（別紙図面71に示す区域のとおり） 土石流

上田代谷川１ 朝倉市佐田（別紙図面72に示す区域のとおり） 土石流

城谷川−９ 朝倉市城（別紙図面35に示す区域のとおり） 土石流

荷原谷川１ 朝倉市荷原（別紙図面36に示す区域のとおり） 土石流

荷原川左谷川−
１ 朝倉市荷原（別紙図面37に示す区域のとおり） 土石流

荷原川左谷川−
２ 朝倉市荷原（別紙図面38に示す区域のとおり） 土石流

荷原川左谷川−
３ 朝倉市荷原（別紙図面39に示す区域のとおり） 土石流

上組谷川１ 朝倉市荷原（別紙図面40に示す区域のとおり） 土石流

江川１−２ 朝倉市江川（別紙図面41に示す区域のとおり） 土石流

江川１−１ 朝倉市江川（別紙図面42に示す区域のとおり） 土石流

佐田谷川３ 朝倉市佐田（別紙図面43に示す区域のとおり） 土石流

仏谷谷川 朝倉市佐田（別紙図面44に示す区域のとおり） 土石流

仏谷川２ 朝倉市佐田（別紙図面45に示す区域のとおり） 土石流

仏谷川１ 朝倉市佐田（別紙図面46に示す区域のとおり） 土石流

佐田谷川２ 朝倉市佐田（別紙図面47に示す区域のとおり） 土石流

佐田川右谷川−
１ 朝倉市佐田（別紙図面48に示す区域のとおり） 土石流

佐田川右谷川−
２ 朝倉市佐田（別紙図面49に示す区域のとおり） 土石流

佐田谷川１ 朝倉市佐田（別紙図面50に示す区域のとおり） 土石流

地下川 朝倉市佐田（別紙図面51に示す区域のとおり） 土石流

地下谷川１ 朝倉市佐田（別紙図面52に示す区域のとおり） 土石流

藪川４ 朝倉市佐田（別紙図面53に示す区域のとおり） 土石流
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大黒川−１ 朝倉市黒川（別紙図面92に示す区域のとおり） 土石流

大黒川−２ 朝倉市黒川（別紙図面93に示す区域のとおり） 土石流

大黒川−３ 朝倉市黒川（別紙図面94に示す区域のとおり） 土石流

大黒川−４ 朝倉市黒川（別紙図面95に示す区域のとおり） 土石流

大黒川−５ 朝倉市黒川（別紙図面96に示す区域のとおり） 土石流

馬場谷川−１ 朝倉市黒川（別紙図面97に示す区域のとおり） 土石流

馬場谷川−２ 朝倉市黒川（別紙図面98に示す区域のとおり） 土石流

馬場谷川−３ 朝倉市黒川（別紙図面99に示す区域のとおり） 土石流

馬場谷川−４ 朝倉市黒川（別紙図面100に示す区域のとおり） 土石流

高木谷川−１ 朝倉市黒川（別紙図面101に示す区域のとおり） 土石流

高木谷川−２ 朝倉市黒川（別紙図面102に示す区域のとおり） 土石流

高木谷川−３ 朝倉市黒川（別紙図面103に示す区域のとおり） 土石流

高木谷川−４ 朝倉市黒川（別紙図面104に示す区域のとおり） 土石流

真竹沢川−１ 朝倉市黒川（別紙図面105に示す区域のとおり） 土石流

黒川本川 朝倉市黒川（別紙図面106に示す区域のとおり） 土石流

井川谷川 朝倉市黒川（別紙図面107に示す区域のとおり） 土石流

真竹沢川−２ 朝倉市黒川（別紙図面108に示す区域のとおり） 土石流

真竹谷川１ 朝倉市黒川（別紙図面109に示す区域のとおり） 土石流

真竹谷川２ 朝倉市黒川（別紙図面110に示す区域のとおり） 土石流

疣目谷川 朝倉市黒川（別紙図面73に示す区域のとおり） 土石流

疣目川右谷川 朝倉市黒川（別紙図面74に示す区域のとおり） 土石流

疣目川−１ 朝倉市黒川（別紙図面75に示す区域のとおり） 土石流

疣目川−２ 朝倉市黒川（別紙図面76に示す区域のとおり） 土石流

疣目川−３ 朝倉市黒川（別紙図面77に示す区域のとおり） 土石流

疣目川−４ 朝倉市黒川（別紙図面78に示す区域のとおり） 土石流

疣目川左谷川−
１ 朝倉市黒川（別紙図面79に示す区域のとおり） 土石流

疣目谷川１ 朝倉市黒川（別紙図面80に示す区域のとおり） 土石流

疣目川左谷川−
２ 朝倉市黒川（別紙図面81に示す区域のとおり） 土石流

疣目川左谷川−
３ 朝倉市黒川（別紙図面82に示す区域のとおり） 土石流

元ノ目川１ 朝倉市黒川（別紙図面83に示す区域のとおり） 土石流

疣目口谷川−１ 朝倉市黒川（別紙図面84に示す区域のとおり） 土石流

疣目口谷川−２ 朝倉市黒川（別紙図面85に示す区域のとおり） 土石流

北小路谷川−１ 朝倉市黒川（別紙図面86に示す区域のとおり） 土石流

北小路谷川−２ 朝倉市黒川（別紙図面87に示す区域のとおり） 土石流

北小路谷川−３ 朝倉市黒川（別紙図面88に示す区域のとおり） 土石流

百石谷川−１ 朝倉市黒川（別紙図面89に示す区域のとおり） 土石流

百石谷川−２ 朝倉市黒川（別紙図面90に示す区域のとおり） 土石流

百石谷左支川 朝倉市黒川（別紙図面91に示す区域のとおり） 土石流



12
第

18
4 

号
令

和
３

年
３

月
19

日
　

金
曜

日

田ノ口谷川−２ 朝倉市黒川（別紙図面130に示す区域のとおり） 土石流

田ノ口谷川−３ 朝倉市黒川（別紙図面131に示す区域のとおり） 土石流

田ノ口谷川−４ 朝倉市黒川（別紙図面132に示す区域のとおり） 土石流

田ノ口谷川−５ 朝倉市黒川（別紙図面133に示す区域のとおり） 土石流

黒川左谷川−１ 朝倉市黒川（別紙図面134に示す区域のとおり） 土石流

黒川左谷川−２ 朝倉市黒川（別紙図面135に示す区域のとおり） 土石流

黒川左谷川−３ 朝倉市黒川（別紙図面136に示す区域のとおり） 土石流

黒川左谷川−４ 朝倉市黒川（別紙図面137に示す区域のとおり） 土石流

黒川左谷川−５ 朝倉市黒川（別紙図面138に示す区域のとおり） 土石流

黒川左谷川−６ 朝倉市黒川（別紙図面139に示す区域のとおり） 土石流

黒川左谷川−７ 朝倉市黒川（別紙図面140に示す区域のとおり） 土石流

黒川左谷川−８ 朝倉市黒川（別紙図面141に示す区域のとおり） 土石流

黒川左谷川−９ 朝倉市黒川（別紙図面142に示す区域のとおり） 土石流

梅ケ谷 朝倉市秋月（別紙図面143に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

梅ケ谷−１ 朝倉市秋月（別紙図面144に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

梅ケ谷−２ 朝倉市秋月（別紙図面145に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

伽藍−１ 朝倉市山見及び田代（別紙図面146に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

伽藍−２ 朝倉市山見（別紙図面147に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

伽藍−３ 朝倉市山見及び田代（別紙図面148に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

真竹沢川−３ 朝倉市黒川（別紙図面111に示す区域のとおり） 土石流

真竹沢川−４ 朝倉市黒川（別紙図面112に示す区域のとおり） 土石流

真竹沢川−５ 朝倉市黒川（別紙図面113に示す区域のとおり） 土石流

黒松谷川 朝倉市黒川（別紙図面114に示す区域のとおり） 土石流

西浦谷川 朝倉市黒川（別紙図面115に示す区域のとおり） 土石流

黒松沢川 朝倉市黒川（別紙図面116に示す区域のとおり） 土石流

宮園谷川−１ 朝倉市黒川（別紙図面117に示す区域のとおり） 土石流

宮園谷川−２ 朝倉市黒川（別紙図面118に示す区域のとおり） 土石流

宮園谷川−３ 朝倉市黒川（別紙図面119に示す区域のとおり） 土石流

宮園谷川−４ 朝倉市黒川（別紙図面120に示す区域のとおり） 土石流

宮園谷川−５ 朝倉市黒川（別紙図面121に示す区域のとおり） 土石流

宮園谷川−６ 朝倉市黒川（別紙図面122に示す区域のとおり） 土石流

宮園谷川１−２ 朝倉市黒川（別紙図面123に示す区域のとおり） 土石流

宮園谷川１−１ 朝倉市黒川（別紙図面124に示す区域のとおり） 土石流

宮園谷川−７ 朝倉市黒川（別紙図面125に示す区域のとおり） 土石流

宮園沢川２ 朝倉市黒川（別紙図面126に示す区域のとおり） 土石流

宮園下谷川 朝倉市黒川（別紙図面127に示す区域のとおり） 土石流

宮園谷川−８ 朝倉市黒川（別紙図面128に示す区域のとおり） 土石流

田ノ口谷川−１ 朝倉市黒川（別紙図面129に示す区域のとおり） 土石流
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佐田前田 朝倉市佐田（別紙図面168に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

地下−３ 朝倉市佐田（別紙図面169に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

木和田−１ 朝倉市佐田（別紙図面170に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

木和田−２ 朝倉市佐田（別紙図面171に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

木和田−３ 朝倉市佐田（別紙図面172に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

木和田−４ 朝倉市佐田（別紙図面173に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

木和田−５ 朝倉市佐田（別紙図面174に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

佐田下田代−１ 朝倉市佐田（別紙図面175に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

佐田下田代−２ 朝倉市佐田（別紙図面176に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

下田代１−２ 朝倉市佐田（別紙図面177に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

佐田牟田−１ 朝倉市佐田（別紙図面178に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

佐田牟田−２ 朝倉市佐田（別紙図面179に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

疣目２ 朝倉市黒川（別紙図面180に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

疣目１−１ 朝倉市黒川（別紙図面181に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

疣目１−５ 朝倉市黒川（別紙図面182に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

黒川馬場−１ 朝倉市黒川（別紙図面183に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

黒川馬場−２ 朝倉市黒川（別紙図面184に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

黒川馬場−３ 朝倉市黒川（別紙図面185に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

黒川馬場−４ 朝倉市黒川（別紙図面186に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

甘木田代 朝倉市田代（別紙図面149に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

荷原−４ 朝倉市荷原（別紙図面150に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

荷原−５ 朝倉市荷原（別紙図面151に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

荷原−６ 朝倉市荷原（別紙図面152に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

荷原−７ 朝倉市荷原（別紙図面153に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

荷原−８ 朝倉市荷原（別紙図面154に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

荷原−９ 朝倉市荷原及び黒川（別紙図面155に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

黒川−１ 朝倉市黒川（別紙図面156に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

黒川−２ 朝倉市黒川（別紙図面157に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

荷原−10 朝倉市荷原（別紙図面158に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

荷原−11 朝倉市荷原（別紙図面159に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

鬼ヶ城−１ 朝倉市荷原（別紙図面160に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

鬼ヶ城１ 朝倉市荷原（別紙図面161に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

鬼ヶ城−２ 朝倉市荷原（別紙図面162に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

瀬戸尾 朝倉市城（別紙図面163に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

藪−１ 朝倉市佐田（別紙図面164に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

地下−１ 朝倉市佐田（別紙図面165に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

地下−２ 朝倉市佐田（別紙図面166に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

安谷−１ 朝倉市佐田（別紙図面167に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊
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黒松−２ 朝倉市黒川（別紙図面206に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

黒松１ 朝倉市黒川（別紙図面207に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

黒松−３ 朝倉市黒川（別紙図面208に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

黒川宮園−２ 朝倉市黒川（別紙図面209に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

甘木黒川−１ 朝倉市黒川（別紙図面210に示す区域のとおり） 地滑り

佐田 朝倉市佐田（別紙図面211に示す区域のとおり） 地滑り

甘木黒川−２ 朝倉市黒川（別紙図面212に示す区域のとおり） 地滑り

甘木黒川−３ 朝倉市黒川（別紙図面213に示す区域のとおり） 地滑り

黒松 朝倉市黒川（別紙図面214に示す区域のとおり） 地滑り

備考　別紙図面１から214は省略し、その図面を朝倉市役所に備え置いて縦覧に供する

。

　福岡県告示第309号

　土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第

57号）第９条第１項の規定に基づき、次の土地の区域を土砂災害特別警戒区域として指

定する。

　　令和３年３月19日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事職務代理者

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県副知事　　服部　　誠太郎

区域の名称 指　定　の　区　域 土砂災害の発生原因と
なる自然現象の種類

自然現象により建築物
に作用すると想定され
る衝撃に関する事項

高内川−４ 朝倉市秋月（別紙図面２に
示す区域のとおり） 土石流 別紙図面２に記載する

表のとおり

黒川馬場−５ 朝倉市黒川（別紙図面187に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

黒川迫 朝倉市黒川（別紙図面188に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

黒川宮園−１ 朝倉市黒川（別紙図面189に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

黒川宮園 朝倉市黒川（別紙図面190に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

田ノ口 朝倉市黒川（別紙図面191に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

黒川−３ 朝倉市黒川（別紙図面192に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

黒川−４ 朝倉市黒川（別紙図面193に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

黒川−５ 朝倉市黒川（別紙図面194に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

黒川−６ 朝倉市黒川（別紙図面195に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

黒川−７ 朝倉市黒川（別紙図面196に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

黒川−８ 朝倉市黒川（別紙図面197に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

黒川−９ 朝倉市黒川（別紙図面198に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

北小路 朝倉市黒川（別紙図面199に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

カシノ上−１ 朝倉市黒川（別紙図面200に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

黒川真竹 朝倉市黒川（別紙図面201に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

真竹１−２ 朝倉市黒川（別紙図面202に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

真竹１−１ 朝倉市黒川（別紙図面203に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

黒松２−１ 朝倉市黒川（別紙図面204に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

黒松−１ 朝倉市黒川（別紙図面205に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊
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鬼ヶ城谷川３ 朝倉市荷原（別紙図面24に
示す区域のとおり） 土石流 別紙図面24に記載する

表のとおり

鬼ヶ城谷川２ 朝倉市荷原（別紙図面25に
示す区域のとおり） 土石流 別紙図面25に記載する

表のとおり

城谷川−１ 朝倉市城（別紙図面26に示
す区域のとおり） 土石流 別紙図面26に記載する

表のとおり

城谷川−２ 朝倉市城（別紙図面27に示
す区域のとおり） 土石流 別紙図面27に記載する

表のとおり

城谷川−３ 朝倉市城（別紙図面28に示
す区域のとおり） 土石流 別紙図面28に記載する

表のとおり

城谷川−４ 朝倉市城（別紙図面29に示
す区域のとおり） 土石流 別紙図面29に記載する

表のとおり

城谷川−５ 朝倉市城（別紙図面30に示
す区域のとおり） 土石流 別紙図面30に記載する

表のとおり

城谷川−６ 朝倉市城（別紙図面31に示
す区域のとおり） 土石流 別紙図面31に記載する

表のとおり

城谷川−８ 朝倉市城（別紙図面33に示
す区域のとおり） 土石流 別紙図面33に記載する

表のとおり

城谷川１ 朝倉市城（別紙図面34に示
す区域のとおり） 土石流 別紙図面34に記載する

表のとおり

城谷川−９ 朝倉市城（別紙図面35に示
す区域のとおり） 土石流 別紙図面35に記載する

表のとおり

荷原谷川１ 朝倉市荷原（別紙図面36に
示す区域のとおり） 土石流 別紙図面36に記載する

表のとおり

荷原川左谷川
−１

朝倉市荷原（別紙図面37に
示す区域のとおり） 土石流 別紙図面37に記載する

表のとおり

荷原川左谷川
−３

朝倉市荷原（別紙図面39に
示す区域のとおり） 土石流 別紙図面39に記載する

表のとおり

上組谷川１ 朝倉市荷原（別紙図面40に
示す区域のとおり） 土石流 別紙図面40に記載する

表のとおり

江川１−２ 朝倉市江川（別紙図面41に
示す区域のとおり） 土石流 別紙図面41に記載する

表のとおり

江川１−１ 朝倉市江川（別紙図面42に
示す区域のとおり） 土石流 別紙図面42に記載する

表のとおり

佐田谷川３ 朝倉市佐田（別紙図面43に
示す区域のとおり） 土石流 別紙図面43に記載する

表のとおり

仏谷谷川 朝倉市佐田（別紙図面44に
示す区域のとおり） 土石流 別紙図面44に記載する

表のとおり

高内川−３ 朝倉市秋月（別紙図面３に
示す区域のとおり） 土石流 別紙図面３に記載する

表のとおり

高内川−２ 朝倉市秋月（別紙図面４に
示す区域のとおり） 土石流 別紙図面４に記載する

表のとおり

高内川−１ 朝倉市秋月（別紙図面５に
示す区域のとおり） 土石流 別紙図面５に記載する

表のとおり

高内川−５ 朝倉市秋月（別紙図面６に
示す区域のとおり） 土石流 別紙図面６に記載する

表のとおり

女男石谷川２ 朝倉市千手（別紙図面８に
示す区域のとおり） 土石流 別紙図面８に記載する

表のとおり

横ノ谷川 朝倉市甘水（別紙図面９に
示す区域のとおり） 土石流 別紙図面９に記載する

表のとおり

田代谷川−２ 朝倉市田代（別紙図面12に
示す区域のとおり） 土石流 別紙図面12に記載する

表のとおり

屋形原川
朝倉市屋形原及び山見（別
紙図面13に示す区域のとお
り）

土石流 別紙図面13に記載する
表のとおり

屋形原谷川−
１

朝倉市屋形原及び板屋（別
紙図面14に示す区域のとお
り）

土石流 別紙図面14に記載する
表のとおり

屋形原谷川−
２

朝倉市屋形原及び板屋（別
紙図面15に示す区域のとお
り）

土石流 別紙図面15に記載する
表のとおり

堤谷川１ 朝倉市堤及び柿原（別紙図
面16に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面16に記載する

表のとおり

堤谷川２−１ 朝倉市堤（別紙図面17に示
す区域のとおり） 土石流 別紙図面17に記載する

表のとおり

帝釈川−１
朝倉市黒川及び荷原（別紙
図面18に示す区域のとおり
）

土石流 別紙図面18に記載する
表のとおり

帝釈川−２
朝倉市黒川及び荷原（別紙
図面19に示す区域のとおり
）

土石流 別紙図面19に記載する
表のとおり

帝釈川−３
朝倉市黒川及び荷原（別紙
図面20に示す区域のとおり
）

土石流 別紙図面20に記載する
表のとおり

荷原川右谷川
−１

朝倉市荷原（別紙図面21に
示す区域のとおり） 土石流 別紙図面21に記載する

表のとおり

荷原川右谷川
−２

朝倉市荷原（別紙図面22に
示す区域のとおり） 土石流 別紙図面22に記載する

表のとおり
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下田代谷川１ 朝倉市佐田（別紙図面68に
示す区域のとおり） 土石流 別紙図面68に記載する

表のとおり

佐田川右谷川
−４

朝倉市佐田（別紙図面71に
示す区域のとおり） 土石流 別紙図面71に記載する

表のとおり

上田代谷川１ 朝倉市佐田（別紙図面72に
示す区域のとおり） 土石流 別紙図面72に記載する

表のとおり

疣目谷川 朝倉市黒川（別紙図面73に
示す区域のとおり） 土石流 別紙図面73に記載する

表のとおり

疣目川右谷川 朝倉市黒川（別紙図面74に
示す区域のとおり） 土石流 別紙図面74に記載する

表のとおり

疣目川−１ 朝倉市黒川（別紙図面75に
示す区域のとおり） 土石流 別紙図面75に記載する

表のとおり

疣目川−２ 朝倉市黒川（別紙図面76に
示す区域のとおり） 土石流 別紙図面76に記載する

表のとおり

疣目川−４ 朝倉市黒川（別紙図面78に
示す区域のとおり） 土石流 別紙図面78に記載する

表のとおり

疣目川左谷川
−１

朝倉市黒川（別紙図面79に
示す区域のとおり） 土石流 別紙図面79に記載する

表のとおり

疣目谷川１ 朝倉市黒川（別紙図面80に
示す区域のとおり） 土石流 別紙図面80に記載する

表のとおり

疣目川左谷川
−２

朝倉市黒川（別紙図面81に
示す区域のとおり） 土石流 別紙図面81に記載する

表のとおり

疣目川左谷川
−３

朝倉市黒川（別紙図面82に
示す区域のとおり） 土石流 別紙図面82に記載する

表のとおり

元ノ目川１ 朝倉市黒川（別紙図面83に
示す区域のとおり） 土石流 別紙図面83に記載する

表のとおり

疣目口谷川−
１

朝倉市黒川（別紙図面84に
示す区域のとおり） 土石流 別紙図面84に記載する

表のとおり

疣目口谷川−
２

朝倉市黒川（別紙図面85に
示す区域のとおり） 土石流 別紙図面85に記載する

表のとおり

北小路谷川−
１

朝倉市黒川（別紙図面86に
示す区域のとおり） 土石流 別紙図面86に記載する

表のとおり

北小路谷川−
２

朝倉市黒川（別紙図面87に
示す区域のとおり） 土石流 別紙図面87に記載する

表のとおり

北小路谷川−
３

朝倉市黒川（別紙図面88に
示す区域のとおり） 土石流 別紙図面88に記載する

表のとおり

百石谷川−１ 朝倉市黒川（別紙図面89に
示す区域のとおり） 土石流 別紙図面89に記載する

表のとおり

仏谷川２ 朝倉市佐田（別紙図面45に
示す区域のとおり） 土石流 別紙図面45に記載する

表のとおり

佐田川右谷川
−１

朝倉市佐田（別紙図面48に
示す区域のとおり） 土石流 別紙図面48に記載する

表のとおり

佐田川右谷川
−２

朝倉市佐田（別紙図面49に
示す区域のとおり） 土石流 別紙図面49に記載する

表のとおり

佐田谷川１ 朝倉市佐田（別紙図面50に
示す区域のとおり） 土石流 別紙図面50に記載する

表のとおり

地下谷川１ 朝倉市佐田（別紙図面52に
示す区域のとおり） 土石流 別紙図面52に記載する

表のとおり

藪川４ 朝倉市佐田（別紙図面53に
示す区域のとおり） 土石流 別紙図面53に記載する

表のとおり

藪谷川 朝倉市佐田（別紙図面54に
示す区域のとおり） 土石流 別紙図面54に記載する

表のとおり

藪川１ 朝倉市佐田（別紙図面55に
示す区域のとおり） 土石流 別紙図面55に記載する

表のとおり

安谷川１−１ 朝倉市佐田（別紙図面56に
示す区域のとおり） 土石流 別紙図面56に記載する

表のとおり

安谷川１−２ 朝倉市佐田（別紙図面57に
示す区域のとおり） 土石流 別紙図面57に記載する

表のとおり

佐田川左谷川
−１

朝倉市佐田（別紙図面58に
示す区域のとおり） 土石流 別紙図面58に記載する

表のとおり

箸立川−１ 朝倉市佐田（別紙図面59に
示す区域のとおり） 土石流 別紙図面59に記載する

表のとおり

箸立川−２ 朝倉市佐田（別紙図面60に
示す区域のとおり） 土石流 別紙図面60に記載する

表のとおり

箸立川−３ 朝倉市佐田（別紙図面61に
示す区域のとおり） 土石流 別紙図面61に記載する

表のとおり

木和田谷川４ 朝倉市佐田（別紙図面62に
示す区域のとおり） 土石流 別紙図面62に記載する

表のとおり

木和田谷川３
−１

朝倉市佐田（別紙図面63に
示す区域のとおり） 土石流 別紙図面63に記載する

表のとおり

木和田谷川３
−２

朝倉市佐田（別紙図面64に
示す区域のとおり） 土石流 別紙図面64に記載する

表のとおり

佐田川右谷川
−３

朝倉市佐田（別紙図面66に
示す区域のとおり） 土石流 別紙図面66に記載する

表のとおり

佐田川左谷川
−２

朝倉市佐田（別紙図面67に
示す区域のとおり） 土石流 別紙図面67に記載する

表のとおり



第
18

4 
号

17
令
和
３
年
３
月
19
日
　
金
曜
日

真竹谷川２ 朝倉市黒川（別紙図面110
に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面110に記載す

る表のとおり

真竹沢川−３ 朝倉市黒川（別紙図面111
に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面111に記載す

る表のとおり

真竹沢川−４ 朝倉市黒川（別紙図面112
に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面112に記載す

る表のとおり

真竹沢川−５ 朝倉市黒川（別紙図面113
に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面113に記載す

る表のとおり

西浦谷川 朝倉市黒川（別紙図面115
に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面115に記載す

る表のとおり

黒松沢川 朝倉市黒川（別紙図面116
に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面116に記載す

る表のとおり

宮園谷川−１ 朝倉市黒川（別紙図面117
に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面117に記載す

る表のとおり

宮園谷川−２ 朝倉市黒川（別紙図面118
に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面118に記載す

る表のとおり

宮園谷川−３ 朝倉市黒川（別紙図面119
に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面119に記載す

る表のとおり

宮園谷川−４ 朝倉市黒川（別紙図面120
に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面120に記載す

る表のとおり

宮園谷川−５ 朝倉市黒川（別紙図面121
に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面121に記載す

る表のとおり

宮園谷川−６ 朝倉市黒川（別紙図面122
に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面122に記載す

る表のとおり

宮園谷川１−
２

朝倉市黒川（別紙図面123
に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面123に記載す

る表のとおり

宮園谷川１−
１

朝倉市黒川（別紙図面124
に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面124に記載す

る表のとおり

宮園谷川−７ 朝倉市黒川（別紙図面125
に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面125に記載す

る表のとおり

宮園沢川２ 朝倉市黒川（別紙図面126
に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面126に記載す

る表のとおり

宮園下谷川 朝倉市黒川（別紙図面127
に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面127に記載す

る表のとおり

田ノ口谷川−
２

朝倉市黒川（別紙図面130
に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面130に記載す

る表のとおり

田ノ口谷川−
３

朝倉市黒川（別紙図面131
に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面131に記載す

る表のとおり

百石谷川−２ 朝倉市黒川（別紙図面90に
示す区域のとおり） 土石流 別紙図面90に記載する

表のとおり

百石谷左支川 朝倉市黒川（別紙図面91に
示す区域のとおり） 土石流 別紙図面91に記載する

表のとおり

大黒川−１ 朝倉市黒川（別紙図面92に
示す区域のとおり） 土石流 別紙図面92に記載する

表のとおり

大黒川−２ 朝倉市黒川（別紙図面93に
示す区域のとおり） 土石流 別紙図面93に記載する

表のとおり

大黒川−３ 朝倉市黒川（別紙図面94に
示す区域のとおり） 土石流 別紙図面94に記載する

表のとおり

大黒川−４ 朝倉市黒川（別紙図面95に
示す区域のとおり） 土石流 別紙図面95に記載する

表のとおり

大黒川−５ 朝倉市黒川（別紙図面96に
示す区域のとおり） 土石流 別紙図面96に記載する

表のとおり

馬場谷川−１ 朝倉市黒川（別紙図面97に
示す区域のとおり） 土石流 別紙図面97に記載する

表のとおり

馬場谷川−２ 朝倉市黒川（別紙図面98に
示す区域のとおり） 土石流 別紙図面98に記載する

表のとおり

馬場谷川−３ 朝倉市黒川（別紙図面99に
示す区域のとおり） 土石流 別紙図面99に記載する

表のとおり

馬場谷川−４ 朝倉市黒川（別紙図面100
に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面100に記載す

る表のとおり

高木谷川−１ 朝倉市黒川（別紙図面101
に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面101に記載す

る表のとおり

高木谷川−２ 朝倉市黒川（別紙図面102
に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面102に記載す

る表のとおり

高木谷川−３ 朝倉市黒川（別紙図面103
に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面103に記載す

る表のとおり

高木谷川−４ 朝倉市黒川（別紙図面104
に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面104に記載す

る表のとおり

真竹沢川−１ 朝倉市黒川（別紙図面105
に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面105に記載す

る表のとおり

井川谷川 朝倉市黒川（別紙図面107
に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面107に記載す

る表のとおり

真竹沢川−２ 朝倉市黒川（別紙図面108
に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面108に記載す

る表のとおり

真竹谷川１ 朝倉市黒川（別紙図面109
に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面109に記載す

る表のとおり
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荷原−６ 朝倉市荷原（別紙図面152
に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面152に記載す

る表のとおり

荷原−７ 朝倉市荷原（別紙図面153
に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面153に記載す

る表のとおり

荷原−８ 朝倉市荷原（別紙図面154
に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面154に記載す

る表のとおり

荷原−９
朝倉市荷原及び黒川（別紙
図面155に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊 別紙図面155に記載す
る表のとおり

黒川−１ 朝倉市黒川（別紙図面156
に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面156に記載す

る表のとおり

黒川−２ 朝倉市黒川（別紙図面157
に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面157に記載す

る表のとおり

荷原−10 朝倉市荷原（別紙図面158
に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面158に記載す

る表のとおり

荷原−11 朝倉市荷原（別紙図面159
に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面159に記載す

る表のとおり

鬼ヶ城−１ 朝倉市荷原（別紙図面160
に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面160に記載す

る表のとおり

鬼ヶ城１ 朝倉市荷原（別紙図面161
に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面161に記載す

る表のとおり

鬼ヶ城−２ 朝倉市荷原（別紙図面162
に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面162に記載す

る表のとおり

瀬戸尾 朝倉市城（別紙図面163に
示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面163に記載す

る表のとおり

藪−１ 朝倉市佐田（別紙図面164
に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面164に記載す

る表のとおり

地下−１ 朝倉市佐田（別紙図面165
に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面165に記載す

る表のとおり

地下−２ 朝倉市佐田（別紙図面166
に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面166に記載す

る表のとおり

安谷−１ 朝倉市佐田（別紙図面167
に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面167に記載す

る表のとおり

佐田前田 朝倉市佐田（別紙図面168
に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面168に記載す

る表のとおり

地下−３ 朝倉市佐田（別紙図面169
に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面169に記載す

る表のとおり

田ノ口谷川−
４

朝倉市黒川（別紙図面132
に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面132に記載す

る表のとおり

田ノ口谷川−
５

朝倉市黒川（別紙図面133
に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面133に記載す

る表のとおり

黒川左谷川−
１

朝倉市黒川（別紙図面134
に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面134に記載す

る表のとおり

黒川左谷川−
２

朝倉市黒川（別紙図面135
に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面135に記載す

る表のとおり

黒川左谷川−
３

朝倉市黒川（別紙図面136
に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面136に記載す

る表のとおり

黒川左谷川−
４

朝倉市黒川（別紙図面137
に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面137に記載す

る表のとおり

黒川左谷川−
５

朝倉市黒川（別紙図面138
に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面138に記載す

る表のとおり

黒川左谷川−
６

朝倉市黒川（別紙図面139
に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面139に記載す

る表のとおり

黒川左谷川−
７

朝倉市黒川（別紙図面140
に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面140に記載す

る表のとおり

黒川左谷川−
８

朝倉市黒川（別紙図面141
に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面141に記載す

る表のとおり

黒川左谷川−
９

朝倉市黒川（別紙図面142
に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面142に記載す

る表のとおり

梅ケ谷 朝倉市秋月（別紙図面143
に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面143に記載す

る表のとおり

梅ケ谷−１ 朝倉市秋月（別紙図面144
に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面144に記載す

る表のとおり

梅ケ谷−２ 朝倉市秋月（別紙図面145
に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面145に記載す

る表のとおり

伽藍−１
朝倉市山見及び田代（別紙
図面146に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊 別紙図面146に記載す
る表のとおり

甘木田代 朝倉市田代（別紙図面149
に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面149に記載す

る表のとおり

荷原−４ 朝倉市荷原（別紙図面150
に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面150に記載す

る表のとおり

荷原−５ 朝倉市荷原（別紙図面151
に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面151に記載す

る表のとおり
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黒川宮園−１ 朝倉市黒川（別紙図面189
に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面189に記載す

る表のとおり

黒川宮園 朝倉市黒川（別紙図面190
に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面190に記載す

る表のとおり

田ノ口 朝倉市黒川（別紙図面191
に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面191に記載す

る表のとおり

黒川−３ 朝倉市黒川（別紙図面192
に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面192に記載す

る表のとおり

黒川−４ 朝倉市黒川（別紙図面193
に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面193に記載す

る表のとおり

黒川−５ 朝倉市黒川（別紙図面194
に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面194に記載す

る表のとおり

黒川−６ 朝倉市黒川（別紙図面195
に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面195に記載す

る表のとおり

黒川−７ 朝倉市黒川（別紙図面196
に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面196に記載す

る表のとおり

黒川−８ 朝倉市黒川（別紙図面197
に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面197に記載す

る表のとおり

黒川−９ 朝倉市黒川（別紙図面198
に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面198に記載す

る表のとおり

北小路 朝倉市黒川（別紙図面199
に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面199に記載す

る表のとおり

カシノ上−１ 朝倉市黒川（別紙図面200
に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面200に記載す

る表のとおり

黒川真竹 朝倉市黒川（別紙図面201
に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面201に記載す

る表のとおり

真竹１−２ 朝倉市黒川（別紙図面202
に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面202に記載す

る表のとおり

真竹１−１ 朝倉市黒川（別紙図面203
に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面203に記載す

る表のとおり

黒松２−１ 朝倉市黒川（別紙図面204
に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面204に記載す

る表のとおり

黒松−１ 朝倉市黒川（別紙図面205
に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面205に記載す

る表のとおり

黒松−２ 朝倉市黒川（別紙図面206
に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面206に記載す

る表のとおり

黒松１ 朝倉市黒川（別紙図面207
に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面207に記載す

る表のとおり

木和田−１ 朝倉市佐田（別紙図面170
に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面170に記載す

る表のとおり

木和田−２ 朝倉市佐田（別紙図面171
に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面171に記載す

る表のとおり

木和田−３ 朝倉市佐田（別紙図面172
に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面172に記載す

る表のとおり

木和田−４ 朝倉市佐田（別紙図面173
に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面173に記載す

る表のとおり

木和田−５ 朝倉市佐田（別紙図面174
に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面174に記載す

る表のとおり

佐田下田代−
１

朝倉市佐田（別紙図面175
に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面175に記載す

る表のとおり

佐田下田代−
２

朝倉市佐田（別紙図面176
に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面176に記載す

る表のとおり

下田代１−２ 朝倉市佐田（別紙図面177
に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面177に記載す

る表のとおり

佐田牟田−１ 朝倉市佐田（別紙図面178
に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面178に記載す

る表のとおり

佐田牟田−２ 朝倉市佐田（別紙図面179
に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面179に記載す

る表のとおり

疣目２ 朝倉市黒川（別紙図面180
に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面180に記載す

る表のとおり

疣目１−１ 朝倉市黒川（別紙図面181
に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面181に記載す

る表のとおり

疣目１−５ 朝倉市黒川（別紙図面182
に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面182に記載す

る表のとおり

黒川馬場−１ 朝倉市黒川（別紙図面183
に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面183に記載す

る表のとおり

黒川馬場−２ 朝倉市黒川（別紙図面184
に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面184に記載す

る表のとおり

黒川馬場−３ 朝倉市黒川（別紙図面185
に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面185に記載す

る表のとおり

黒川馬場−４ 朝倉市黒川（別紙図面186
に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面186に記載す

る表のとおり

黒川馬場−５ 朝倉市黒川（別紙図面187
に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面187に記載す

る表のとおり

黒川迫 朝倉市黒川（別紙図面188
に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面188に記載す

る表のとおり
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本村川⑵ 朝倉市杷木松末（別紙図面９に示す区域のとおり） 土石流

本村川⑴ 朝倉市杷木松末（別紙図面10に示す区域のとおり） 土石流

下石詰谷 朝倉市杷木松末（別紙図面11に示す区域のとおり） 土石流

中石詰谷 朝倉市杷木松末（別紙図面12に示す区域のとおり） 土石流

石詰谷 朝倉市杷木松末（別紙図面13に示す区域のとおり） 土石流

上石詰谷 朝倉市杷木松末（別紙図面14に示す区域のとおり） 土石流

萩尾谷 朝倉市杷木松末（別紙図面15に示す区域のとおり） 土石流

乙石川⑴ 朝倉市杷木松末（別紙図面16に示す区域のとおり） 土石流

萩尾沢 朝倉市杷木松末（別紙図面17に示す区域のとおり） 土石流

乙石川⑵ 朝倉市杷木松末（別紙図面18に示す区域のとおり） 土石流

乙石川⑶ 朝倉市杷木松末（別紙図面19に示す区域のとおり） 土石流

乙石川⑷ 朝倉市杷木松末（別紙図面20に示す区域のとおり） 土石流

中村沢 朝倉市杷木松末（別紙図面21に示す区域のとおり） 土石流

上中村谷 朝倉市杷木松末（別紙図面22に示す区域のとおり） 土石流

中村川 朝倉市杷木松末（別紙図面23に示す区域のとおり） 土石流

乙石川⑸ 朝倉市杷木松末（別紙図面24に示す区域のとおり） 土石流

乙石川−２ 朝倉市杷木松末（別紙図面25に示す区域のとおり） 土石流

乙石川−１ 朝倉市杷木松末（別紙図面26に示す区域のとおり） 土石流

乙石川⑹ 朝倉市杷木松末（別紙図面27に示す区域のとおり） 土石流

黒松−３ 朝倉市黒川（別紙図面208
に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面208に記載す

る表のとおり

黒川宮園−２ 朝倉市黒川（別紙図面209
に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面209に記載す

る表のとおり

備考　別紙図面２から209は省略し、その図面を朝倉市役所に備え置いて縦覧に供する

。

　福岡県告示第310号

　土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第

57号）第７条第１項の規定に基づき指定した土砂災害警戒区域（平成23年１月福岡県告

示第213号）のうち、次の土地の区域の指定を解除するので、同条第６項において準用す

る同条第４項の規定により公示する。

　　令和３年３月19日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事職務代理者

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県副知事　　服部　　誠太郎

区域の名称 指　定　の　区　域 土砂災害の発生原因と
なる自然現象の種類

赤谷川 朝倉市杷木赤谷（別紙図面１に示す区域のとおり） 土石流

赤谷谷 朝倉市杷木赤谷（別紙図面２に示す区域のとおり） 土石流

赤 谷 川 右 支
川 朝倉市杷木赤谷（別紙図面３に示す区域のとおり） 土石流

本村川 朝倉市杷木松末（別紙図面４に示す区域のとおり） 土石流

赤谷川⑶ 朝倉市杷木松末（別紙図面５に示す区域のとおり） 土石流

本村谷 朝倉市杷木松末（別紙図面６に示す区域のとおり） 土石流

本村沢 朝倉市杷木松末（別紙図面７に示す区域のとおり） 土石流

赤谷川⑷ 朝倉市杷木松末（別紙図面８に示す区域のとおり） 土石流
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正信沢 朝倉市杷木星丸（別紙図面47に示す区域のとおり） 土石流

獺 ノ 口 右 下
谷 朝倉市杷木星丸（別紙図面48に示す区域のとおり） 土石流

獺 ノ 口 右 中
谷 朝倉市杷木星丸（別紙図面49に示す区域のとおり） 土石流

獺 ノ 口 右 上
谷 朝倉市杷木星丸（別紙図面50に示す区域のとおり） 土石流

白木谷川 朝倉市杷木白木（別紙図面51に示す区域のとおり） 土石流

白木谷川⑶ 朝倉市杷木白木（別紙図面52に示す区域のとおり） 土石流

白木谷 朝倉市杷木白木（別紙図面53に示す区域のとおり） 土石流

白木沢 朝倉市杷木白木（別紙図面54に示す区域のとおり） 土石流

中組谷 朝倉市杷木白木（別紙図面55に示す区域のとおり） 土石流

白木谷川⑴ 朝倉市杷木白木（別紙図面56に示す区域のとおり） 土石流

由の川 朝倉市杷木白木（別紙図面57に示す区域のとおり） 土石流

白木谷川⑵ 朝倉市杷木白木（別紙図面58に示す区域のとおり） 土石流

大山下谷 朝倉市杷木大山（別紙図面59に示す区域のとおり） 土石流

大山第二谷 朝倉市杷木大山（別紙図面60に示す区域のとおり） 土石流

大山第三谷 朝倉市杷木大山（別紙図面61に示す区域のとおり） 土石流

馬の谷川 朝倉市杷木大山（別紙図面62に示す区域のとおり） 土石流

大山川−２ 朝倉市杷木大山（別紙図面63に示す区域のとおり） 土石流

大山川−１ 朝倉市杷木大山（別紙図面64に示す区域のとおり） 土石流

大 山 川 ⑵ −
１ 朝倉市杷木大山（別紙図面65に示す区域のとおり） 土石流

乙石川⑺ 朝倉市杷木松末（別紙図面28に示す区域のとおり） 土石流

乙石川⑻ 朝倉市杷木松末（別紙図面29に示す区域のとおり） 土石流

小 河 内 第 一
谷 朝倉市杷木松末（別紙図面30に示す区域のとおり） 土石流

小 河 内 第 三
谷 朝倉市杷木松末（別紙図面31に示す区域のとおり） 土石流

小河内川 朝倉市杷木松末（別紙図面32に示す区域のとおり） 土石流

汐井谷川 朝倉市杷木松末（別紙図面33に示す区域のとおり） 土石流

小 河 内 第 四
谷 朝倉市杷木松末（別紙図面34に示す区域のとおり） 土石流

小 河 内 第 二
谷 朝倉市杷木松末（別紙図面35に示す区域のとおり） 土石流

赤谷川⑸ 朝倉市杷木松末（別紙図面36に示す区域のとおり） 土石流

獺 ノ 口 左 上
谷 朝倉市杷木星丸（別紙図面37に示す区域のとおり） 土石流

獺 ノ 口 左 中
谷 朝倉市杷木星丸（別紙図面38に示す区域のとおり） 土石流

星丸谷 朝倉市杷木星丸（別紙図面39に示す区域のとおり） 土石流

ジ ョ ウ ナ リ
谷 朝倉市杷木星丸（別紙図面40に示す区域のとおり） 土石流

木地屋谷 朝倉市杷木星丸（別紙図面41に示す区域のとおり） 土石流

池ノ迫沢 朝倉市杷木星丸（別紙図面42に示す区域のとおり） 土石流

池 ノ 迫 谷 −
２ 朝倉市杷木星丸（別紙図面43に示す区域のとおり） 土石流

池 ノ 迫 谷 −
１ 朝倉市杷木星丸（別紙図面44に示す区域のとおり） 土石流

正信川 朝倉市杷木星丸（別紙図面45に示す区域のとおり） 土石流

正信谷 朝倉市杷木星丸（別紙図面46に示す区域のとおり） 土石流
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乙石⒜ 朝倉市杷木松末（別紙図面126に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

乙石⒝ 朝倉市杷木松末（別紙図面127に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

乙石⒞−２ 朝倉市杷木松末（別紙図面128に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

峠⒝ 朝倉市杷木松末（別紙図面129に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

石原迫−２ 朝倉市杷木松末（別紙図面130に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

石原迫−３ 朝倉市杷木松末（別紙図面131に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

石原迫−１ 朝倉市杷木松末（別紙図面132に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

小 河 内 ⒝ −
２ 朝倉市杷木松末（別紙図面133に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

小河内⒜ 朝倉市杷木松末（別紙図面134に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

小河内−１ 朝倉市杷木松末（別紙図面135に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

小河内−２ 朝倉市杷木松末（別紙図面136に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

小 河 内 ⒞ −
１ 朝倉市杷木松末（別紙図面137に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

小 河 内 ⒞ −
２ 朝倉市杷木松末（別紙図面138に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

清 水 ヶ 元 −
３ 朝倉市杷木星丸（別紙図面139に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

清 水 ヶ 元 −
１ 朝倉市杷木星丸（別紙図面140に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

真竹−１ 朝倉市杷木松末（別紙図面141に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

真竹 朝倉市杷木松末（別紙図面142に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

立 朝倉市杷木星丸（別紙図面143に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

砂原 朝倉市杷木星丸（別紙図面144に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

大 山 川 ⑵ −
２ 朝倉市杷木大山（別紙図面66に示す区域のとおり） 土石流

大 山 川 左 支
川−１ 朝倉市杷木大山（別紙図面67に示す区域のとおり） 土石流

大 山 川 左 支
川−２ 朝倉市杷木大山（別紙図面68に示す区域のとおり） 土石流

大山川⑴ 朝倉市杷木大山（別紙図面69に示す区域のとおり） 土石流

大山第四谷 朝倉市杷木大山（別紙図面70に示す区域のとおり） 土石流

蔵谷−１ 朝倉市杷木赤谷（別紙図面112に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

蔵谷−２ 朝倉市杷木赤谷（別紙図面113に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

浦山−４ 朝倉市杷木松末（別紙図面114に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

浦山−３ 朝倉市杷木松末（別紙図面115に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

浦山−２ 朝倉市杷木松末（別紙図面116に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

崎山⒜ 朝倉市杷木松末（別紙図面117に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

井尻−２ 朝倉市杷木松末（別紙図面118に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

井尻−１ 朝倉市杷木松末（別紙図面119に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

源東−４ 朝倉市杷木松末（別紙図面120に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

源東−３ 朝倉市杷木松末（別紙図面121に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

源東−１ 朝倉市杷木松末（別紙図面122に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

中村 朝倉市杷木松末（別紙図面123に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

葉山 朝倉市杷木松末（別紙図面124に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

峠⒜−１ 朝倉市杷木松末（別紙図面125に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊
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赤谷谷 朝倉市杷木赤谷（別紙図面
２に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面２に記載する

表のとおり

赤谷川右支川 朝倉市杷木赤谷（別紙図面
３に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面３に記載する

表のとおり

本村川 朝倉市杷木松末（別紙図面
４に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面４に記載する

表のとおり

赤谷川⑶ 朝倉市杷木松末（別紙図面
５に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面５に記載する

表のとおり

本村谷 朝倉市杷木松末（別紙図面
６に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面６に記載する

表のとおり

本村沢 朝倉市杷木松末（別紙図面
７に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面７に記載する

表のとおり

赤谷川⑷ 朝倉市杷木松末（別紙図面
８に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面８に記載する

表のとおり

本村川⑵ 朝倉市杷木松末（別紙図面
９に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面９に記載する

表のとおり

本村川⑴ 朝倉市杷木松末（別紙図面
10に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面10に記載する

表のとおり

下石詰谷 朝倉市杷木松末（別紙図面
11に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面11に記載する

表のとおり

中石詰谷 朝倉市杷木松末（別紙図面
12に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面12に記載する

表のとおり

石詰谷 朝倉市杷木松末（別紙図面
13に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面13に記載する

表のとおり

上石詰谷 朝倉市杷木松末（別紙図面
14に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面14に記載する

表のとおり

萩尾谷 朝倉市杷木松末（別紙図面
15に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面15に記載する

表のとおり

乙石川⑴ 朝倉市杷木松末（別紙図面
16に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面16に記載する

表のとおり

萩尾沢 朝倉市杷木松末（別紙図面
17に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面17に記載する

表のとおり

乙石川⑵ 朝倉市杷木松末（別紙図面
18に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面18に記載する

表のとおり

乙石川⑶ 朝倉市杷木松末（別紙図面
19に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面19に記載する

表のとおり

乙石川⑷ 朝倉市杷木松末（別紙図面
20に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面20に記載する

表のとおり

正信⒝ 朝倉市杷木星丸（別紙図面145に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

獺の口−１ 朝倉市杷木星丸（別紙図面146に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

獺の口−２ 朝倉市杷木星丸（別紙図面147に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

松本 朝倉市杷木白木（別紙図面148に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

松本−１ 朝倉市杷木白木（別紙図面149に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

馬の谷 朝倉市杷木大山（別紙図面150に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

乙石 朝倉市杷木松末（別紙図面184に示す区域のとおり） 地滑り

石詰 朝倉市杷木松末（別紙図面185に示す区域のとおり） 地滑り

備考　別紙図面１から185は省略し、その図面を朝倉市役所に備え置いて縦覧に供する

。

　福岡県告示第311号

　土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第

57号）第９条第１項の規定に基づき指定した土砂災害特別警戒区域（平成23年１月福岡

県告示第214号）のうち、次の土地の区域の指定を解除するので、同条第９項において準

用する同条第４項の規定により公示する。

　　令和３年３月19日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事職務代理者

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県副知事　　服部　　誠太郎

区域の名称 指　定　の　区　域 土砂災害の発生原因と
なる自然現象の種類

自然現象により建築物
に作用すると想定され
る衝撃に関する事項

赤谷川 朝倉市杷木赤谷（別紙図面
１に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面１に記載する

表のとおり
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木地屋谷 朝倉市杷木星丸（別紙図面
41に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面41に記載する

表のとおり

池ノ迫沢 朝倉市杷木星丸（別紙図面
42に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面42に記載する

表のとおり

池ノ迫谷−２ 朝倉市杷木星丸（別紙図面
43に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面43に記載する

表のとおり

池ノ迫谷−１ 朝倉市杷木星丸（別紙図面
44に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面44に記載する

表のとおり

正信川 朝倉市杷木星丸（別紙図面
45に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面45に記載する

表のとおり

正信谷 朝倉市杷木星丸（別紙図面
46に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面46に記載する

表のとおり

正信沢 朝倉市杷木星丸（別紙図面
47に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面47に記載する

表のとおり

獺ノ口右下谷 朝倉市杷木星丸（別紙図面
48に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面48に記載する

表のとおり

獺ノ口右中谷 朝倉市杷木星丸（別紙図面
49に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面49に記載する

表のとおり

獺ノ口右上谷 朝倉市杷木星丸（別紙図面
50に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面50に記載する

表のとおり

白木谷川 朝倉市杷木白木（別紙図面
51に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面51に記載する

表のとおり

白木谷川⑶ 朝倉市杷木白木（別紙図面
52に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面52に記載する

表のとおり

白木谷 朝倉市杷木白木（別紙図面
53に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面53に記載する

表のとおり

白木沢 朝倉市杷木白木（別紙図面
54に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面54に記載する

表のとおり

中組谷 朝倉市杷木白木（別紙図面
55に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面55に記載する

表のとおり

白木谷川⑴ 朝倉市杷木白木（別紙図面
56に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面56に記載する

表のとおり

由の川 朝倉市杷木白木（別紙図面
57に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面57に記載する

表のとおり

白木谷川⑵ 朝倉市杷木白木（別紙図面
58に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面58に記載する

表のとおり

大山下谷 朝倉市杷木大山（別紙図面
59に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面59に記載する

表のとおり

中村沢 朝倉市杷木松末（別紙図面
21に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面21に記載する

表のとおり

上中村谷 朝倉市杷木松末（別紙図面
22に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面22に記載する

表のとおり

中村川 朝倉市杷木松末（別紙図面
23に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面23に記載する

表のとおり

乙石川⑸ 朝倉市杷木松末（別紙図面
24に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面24に記載する

表のとおり

乙石川−２ 朝倉市杷木松末（別紙図面
25に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面25に記載する

表のとおり

乙石川−１ 朝倉市杷木松末（別紙図面
26に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面26に記載する

表のとおり

乙石川⑹ 朝倉市杷木松末（別紙図面
27に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面27に記載する

表のとおり

乙石川⑺ 朝倉市杷木松末（別紙図面
28に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面28に記載する

表のとおり

乙石川⑻ 朝倉市杷木松末（別紙図面
29に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面29に記載する

表のとおり

小河内第一谷 朝倉市杷木松末（別紙図面
30に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面30に記載する

表のとおり

小河内第三谷 朝倉市杷木松末（別紙図面
31に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面31に記載する

表のとおり

汐井谷川 朝倉市杷木松末（別紙図面
33に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面33に記載する

表のとおり

小河内第四谷 朝倉市杷木松末（別紙図面
34に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面34に記載する

表のとおり

小河内第二谷 朝倉市杷木松末（別紙図面
35に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面35に記載する

表のとおり

赤谷川⑸ 朝倉市杷木松末（別紙図面
36に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面36に記載する

表のとおり

獺ノ口左上谷 朝倉市杷木星丸（別紙図面
37に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面37に記載する

表のとおり

獺ノ口左中谷 朝倉市杷木星丸（別紙図面
38に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面38に記載する

表のとおり

星丸谷 朝倉市杷木星丸（別紙図面
39に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面39に記載する

表のとおり

ジョウナリ谷 朝倉市杷木星丸（別紙図面
40に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面40に記載する

表のとおり
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源東−１ 朝倉市杷木松末（別紙図面
122に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面122に記載す

る表のとおり

中村 朝倉市杷木松末（別紙図面
123に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面123に記載す

る表のとおり

葉山 朝倉市杷木松末（別紙図面
124に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面124に記載す

る表のとおり

峠⒜−１ 朝倉市杷木松末（別紙図面
125に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面125に記載す

る表のとおり

乙石⒜ 朝倉市杷木松末（別紙図面
126に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面126に記載す

る表のとおり

乙石⒝ 朝倉市杷木松末（別紙図面
127に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面127に記載す

る表のとおり

乙石⒞−２ 朝倉市杷木松末（別紙図面
128に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面128に記載す

る表のとおり

峠⒝ 朝倉市杷木松末（別紙図面
129に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面129に記載す

る表のとおり

石原迫−２ 朝倉市杷木松末（別紙図面
130に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面130に記載す

る表のとおり

石原迫−３ 朝倉市杷木松末（別紙図面
131に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面131に記載す

る表のとおり

石原迫−１ 朝倉市杷木松末（別紙図面
132に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面132に記載す

る表のとおり

小河内⒝−２ 朝倉市杷木松末（別紙図面
133に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面133に記載す

る表のとおり

小河内⒜ 朝倉市杷木松末（別紙図面
134に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面134に記載す

る表のとおり

小河内−１ 朝倉市杷木松末（別紙図面
135に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面135に記載す

る表のとおり

小河内−２ 朝倉市杷木松末（別紙図面
136に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面136に記載す

る表のとおり

小河内⒞−１ 朝倉市杷木松末（別紙図面
137に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面137に記載す

る表のとおり

小河内⒞−２ 朝倉市杷木松末（別紙図面
138に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面138に記載す

る表のとおり

清水ヶ元−３ 朝倉市杷木星丸（別紙図面
139に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面139に記載す

る表のとおり

清水ヶ元−１ 朝倉市杷木星丸（別紙図面
140に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面140に記載す

る表のとおり

大山第二谷 朝倉市杷木大山（別紙図面
60に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面60に記載する

表のとおり

大山第三谷 朝倉市杷木大山（別紙図面
61に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面61に記載する

表のとおり

馬の谷川 朝倉市杷木大山（別紙図面
62に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面62に記載する

表のとおり

大山川−２ 朝倉市杷木大山（別紙図面
63に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面63に記載する

表のとおり

大山川−１ 朝倉市杷木大山（別紙図面
64に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面64に記載する

表のとおり

大山川⑵−１ 朝倉市杷木大山（別紙図面
65に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面65に記載する

表のとおり

大山川⑵−２ 朝倉市杷木大山（別紙図面
66に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面66に記載する

表のとおり

大山川⑴ 朝倉市杷木大山（別紙図面
69に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面69に記載する

表のとおり

大山第四谷 朝倉市杷木大山（別紙図面
70に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面70に記載する

表のとおり

蔵谷−１ 朝倉市杷木赤谷（別紙図面
112に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面112に記載す

る表のとおり

蔵谷−２ 朝倉市杷木赤谷（別紙図面
113に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面113に記載す

る表のとおり

浦山−４ 朝倉市杷木松末（別紙図面
114に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面114に記載す

る表のとおり

浦山−３ 朝倉市杷木松末（別紙図面
115に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面115に記載す

る表のとおり

浦山−２ 朝倉市杷木松末（別紙図面
116に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面116に記載す

る表のとおり

崎山⒜ 朝倉市杷木松末（別紙図面
117に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面117に記載す

る表のとおり

井尻−２ 朝倉市杷木松末（別紙図面
118に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面118に記載す

る表のとおり

井尻−１ 朝倉市杷木松末（別紙図面
119に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面119に記載す

る表のとおり

源東−４ 朝倉市杷木松末（別紙図面
120に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面120に記載す

る表のとおり

源東−３ 朝倉市杷木松末（別紙図面
121に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面121に記載す

る表のとおり
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崎山⒝ 朝倉市杷木松末（別紙図面151に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

ヌリヤ 朝倉市杷木白木（別紙図面152に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

備考　別紙図面151及び152は省略し、その図面を朝倉市役所に備え置いて縦覧に供す

る。

　福岡県告示第313号

　土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第

57号）第９条第１項の規定に基づき指定した土砂災害特別警戒区域（平成24年３月福岡

県告示第638号）のうち、次の土地の区域の指定を解除するので、同条第９項において準

用する同条第４項の規定により公示する。

　　令和３年３月19日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事職務代理者

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県副知事　　服部　　誠太郎

区域の名称 指　定　の　区　域 土砂災害の発生原因と
なる自然現象の種類

自然現象により建築物
に作用すると想定され
る衝撃に関する事項

崎山⒝ 朝倉市杷木松末（別紙図面
151に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面151に記載す

る表のとおり

ヌリヤ 朝倉市杷木白木（別紙図面
152に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面152に記載す

る表のとおり

備考　別紙図面151及び152は省略し、その図面を朝倉市役所に備え置いて縦覧に供す

る。

　福岡県告示第314号

　土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第

57号）第７条第１項の規定に基づき指定した土砂災害警戒区域（平成26年３月福岡県告

示第165号）のうち、次の土地の区域の指定を解除するので、同条第６項において準用す

る同条第４項の規定により公示する。

真竹−１ 朝倉市杷木松末（別紙図面
141に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面141に記載す

る表のとおり

真竹 朝倉市杷木松末（別紙図面
142に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面142に記載す

る表のとおり

立 朝倉市杷木星丸（別紙図面
143に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面143に記載す

る表のとおり

砂原 朝倉市杷木星丸（別紙図面
144に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面144に記載す

る表のとおり

正信⒝ 朝倉市杷木星丸（別紙図面
145に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面145に記載す

る表のとおり

獺の口−１ 朝倉市杷木星丸（別紙図面
146に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面146に記載す

る表のとおり

獺の口−２ 朝倉市杷木星丸（別紙図面
147に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面147に記載す

る表のとおり

松本 朝倉市杷木白木（別紙図面
148に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面148に記載す

る表のとおり

松本−１ 朝倉市杷木白木（別紙図面
149に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面149に記載す

る表のとおり

馬の谷 朝倉市杷木大山（別紙図面
150に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面150に記載す

る表のとおり

備考　別紙図面１から150は省略し、その図面を朝倉市役所に備え置いて縦覧に供する

。

　福岡県告示第312号

　土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第

57号）第７条第１項の規定に基づき指定した土砂災害警戒区域（平成24年３月福岡県告

示第637号）のうち、次の土地の区域の指定を解除するので、同条第６項において準用す

る同条第４項の規定により公示する。

　　令和３年３月19日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事職務代理者

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県副知事　　服部　　誠太郎

区域の名称 指　定　の　区　域 土砂災害の発生原因と
なる自然現象の種類
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道目木川⑴ 朝倉市杷木志波（別紙図面87に示す区域のとおり） 土石流

道 目 木 谷 −
１ 朝倉市杷木志波（別紙図面88に示す区域のとおり） 土石流

道 目 木 谷 −
２ 朝倉市杷木志波（別紙図面89に示す区域のとおり） 土石流

道目木沢 朝倉市杷木志波（別紙図面90に示す区域のとおり） 土石流

道目木下谷 朝倉市杷木志波（別紙図面91に示す区域のとおり） 土石流

第 一 梅 ヶ 谷
谷 朝倉市杷木志波（別紙図面92に示す区域のとおり） 土石流

烏山谷川 朝倉市杷木志波（別紙図面93に示す区域のとおり） 土石流

第 三 梅 ヶ 谷
谷 朝倉市杷木志波（別紙図面94に示す区域のとおり） 土石流

第 四 梅 ヶ 谷
谷 朝倉市杷木志波（別紙図面95に示す区域のとおり） 土石流

志波沢 朝倉市杷木志波（別紙図面96に示す区域のとおり） 土石流

志波谷 朝倉市杷木志波（別紙図面97に示す区域のとおり） 土石流

塚原谷 朝倉市杷木志波（別紙図面98に示す区域のとおり） 土石流

北川⑷ 朝倉市杷木志波（別紙図面99に示す区域のとおり） 土石流

茶屋谷−２ 朝倉市杷木志波（別紙図面100に示す区域のとおり） 土石流

茶屋谷−１ 朝倉市杷木志波（別紙図面101に示す区域のとおり） 土石流

北川⑶ 朝倉市杷木志波（別紙図面102に示す区域のとおり） 土石流

生津沢 朝倉市杷木志波（別紙図面103に示す区域のとおり） 土石流

山ノ神川⑴ 朝倉市杷木志波（別紙図面104に示す区域のとおり） 土石流

山ノ神川 朝倉市杷木志波（別紙図面105に示す区域のとおり） 土石流

　　令和３年３月19日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事職務代理者

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県副知事　　服部　　誠太郎

区域の名称 指　定　の　区　域 土砂災害の発生原因と
なる自然現象の種類

塔の元谷 朝倉市杷木赤谷及び朝倉郡東峰村福井（別紙図面71
に示す区域のとおり） 土石流

園 山 谷 川 −
２ 朝倉市杷木穂坂（別紙図面72に示す区域のとおり） 土石流

園 山 谷 川 −
１ 朝倉市杷木穂坂（別紙図面73に示す区域のとおり） 土石流

赤谷川⑵ 朝倉市杷木林田及び杷木大山（別紙図面74に示す区
域のとおり） 土石流

寒水川 朝倉市杷木古賀及び杷木寒水（別紙図面75に示す区
域のとおり） 土石流

寒水川⑷ 朝倉市杷木古賀及び杷木寒水（別紙図面76に示す区
域のとおり） 土石流

寒水川⑶ 朝倉市杷木古賀及び杷木寒水（別紙図面77に示す区
域のとおり） 土石流

寒水川⑵ 朝倉市杷木古賀及び杷木寒水（別紙図面78に示す区
域のとおり） 土石流

船底谷 朝倉市杷木古賀及び杷木寒水（別紙図面79に示す区
域のとおり） 土石流

寒水川⑸ 朝倉市杷木古賀及び杷木寒水（別紙図面80に示す区
域のとおり） 土石流

若市沢 朝倉市杷木若市（別紙図面81に示す区域のとおり） 土石流

若市谷 朝倉市杷木若市（別紙図面82に示す区域のとおり） 土石流

道 目 木 川 −
３ 朝倉市杷木志波（別紙図面83に示す区域のとおり） 土石流

道 目 木 川 −
４ 朝倉市杷木志波（別紙図面84に示す区域のとおり） 土石流

道 目 木 川 −
２ 朝倉市杷木志波（別紙図面85に示す区域のとおり） 土石流

道 目 木 川 −
１ 朝倉市杷木志波（別紙図面86に示す区域のとおり） 土石流
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道目木⑵ 朝倉市杷木志波（別紙図面166に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

烏山−１ 朝倉市杷木志波（別紙図面167に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

只越⒝−４ 朝倉市杷木志波（別紙図面168に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

塚原A−４ 朝倉市杷木志波（別紙図面169に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

前熊⒜ 朝倉市杷木志波（別紙図面170に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

前熊⒝ 朝倉市杷木志波（別紙図面171に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

鯰の前−２ 朝倉市杷木志波（別紙図面172に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

鯰の前−３ 朝倉市杷木志波（別紙図面173に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

鯰の前−４ 朝倉市杷木志波（別紙図面174に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

道 目 木 ⒞ −
２ 朝倉市杷木志波（別紙図面175に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

道 目 木 ⒞ −
１ 朝倉市杷木志波（別紙図面176に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

平榎−４ 朝倉市杷木志波（別紙図面177に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

平榎−５ 朝倉市杷木志波（別紙図面178に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

榎⒝ 朝倉市杷木志波（別紙図面179に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

平A−１ 朝倉市杷木志波（別紙図面180に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

平⒞ 朝倉市杷木志波（別紙図面181に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

平榎⑵ 朝倉市杷木志波（別紙図面186に示す区域のとおり） 地滑り

平榎⑴ 朝倉市杷木志波（別紙図面187に示す区域のとおり） 地滑り

備考　別紙図面71から187は省略し、その図面を朝倉市役所に備え置いて縦覧に供する

。

第 ２ 平 榎 谷
川⑵ 朝倉市杷木志波（別紙図面106に示す区域のとおり） 土石流

第 ２ 平 榎 谷
川⑴ 朝倉市杷木志波（別紙図面107に示す区域のとおり） 土石流

北川⑴ 朝倉市杷木志波（別紙図面108に示す区域のとおり） 土石流

平榎谷川 朝倉市杷木志波（別紙図面109に示す区域のとおり） 土石流

北川右支川 朝倉市杷木志波（別紙図面110に示す区域のとおり） 土石流

北川 朝倉市杷木志波（別紙図面111に示す区域のとおり） 土石流

福井 朝倉市杷木赤谷（別紙図面153に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

赤谷−２ 朝倉市杷木赤谷及び朝倉郡東峰村福井（別紙図面154
に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

内河野A 朝倉市杷木寒水（別紙図面155に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

久 毛 原 ⒞ −
１

朝倉市杷木古賀及び杷木寒水（別紙図面156に示す区
域のとおり） 急傾斜地の崩壊

内河野 朝倉市杷木古賀及び杷木寒水（別紙図面157に示す区
域のとおり） 急傾斜地の崩壊

奥ノ丸−２ 朝倉市杷木志波（別紙図面158に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

奥ノ丸−１ 朝倉市杷木志波（別紙図面159に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

平⒜−２ 朝倉市杷木志波（別紙図面160に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

平⒜−３ 朝倉市杷木志波（別紙図面161に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

平A−２ 朝倉市杷木志波（別紙図面162に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

平榎−２ 朝倉市杷木志波（別紙図面163に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

平榎−１ 朝倉市杷木志波（別紙図面164に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

平榎A 朝倉市杷木志波（別紙図面165に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊
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道目木川−３ 朝倉市杷木志波（別紙図面
83に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面83に記載する

表のとおり

道目木川−４ 朝倉市杷木志波（別紙図面
84に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面84に記載する

表のとおり

道目木川−２ 朝倉市杷木志波（別紙図面
85に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面85に記載する

表のとおり

道目木川−１ 朝倉市杷木志波（別紙図面
86に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面86に記載する

表のとおり

道目木川⑴ 朝倉市杷木志波（別紙図面
87に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面87に記載する

表のとおり

道目木谷−１ 朝倉市杷木志波（別紙図面
88に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面88に記載する

表のとおり

道目木谷−２ 朝倉市杷木志波（別紙図面
89に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面89に記載する

表のとおり

道目木沢 朝倉市杷木志波（別紙図面
90に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面90に記載する

表のとおり

第一梅ヶ谷谷 朝倉市杷木志波（別紙図面
92に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面92に記載する

表のとおり

烏山谷川 朝倉市杷木志波（別紙図面
93に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面93に記載する

表のとおり

第三梅ヶ谷谷 朝倉市杷木志波（別紙図面
94に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面94に記載する

表のとおり

第四梅ヶ谷谷 朝倉市杷木志波（別紙図面
95に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面95に記載する

表のとおり

志波沢 朝倉市杷木志波（別紙図面
96に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面96に記載する

表のとおり

志波谷 朝倉市杷木志波（別紙図面
97に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面97に記載する

表のとおり

塚原谷 朝倉市杷木志波（別紙図面
98に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面98に記載する

表のとおり

北川⑷ 朝倉市杷木志波（別紙図面
99に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面99に記載する

表のとおり

茶屋谷−２ 朝倉市杷木志波（別紙図面
100に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面100に記載す

る表のとおり

茶屋谷−１ 朝倉市杷木志波（別紙図面
101に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面101に記載す

る表のとおり

北川⑶ 朝倉市杷木志波（別紙図面
102に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面102に記載す

る表のとおり

　福岡県告示第315号

　土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第

57号）第９条第１項の規定に基づき指定した土砂災害特別警戒区域（平成26年３月福岡

県告示第166号）のうち、次の土地の区域の指定を解除するので、同条第９項において準

用する同条第４項の規定により公示する。

　　令和３年３月19日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事職務代理者

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県副知事　　服部　　誠太郎

区域の名称 指　定　の　区　域 土砂災害の発生原因と
なる自然現象の種類

自然現象により建築物
に作用すると想定され
る衝撃に関する事項

塔の元谷
朝倉市杷木赤谷及び朝倉郡
東峰村福井（別紙図面71に
示す区域のとおり）

土石流 別紙図面71に記載する
表のとおり

園山谷川−２ 朝倉市杷木穂坂（別紙図面
72に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面72に記載する

表のとおり

赤谷川⑵
朝倉市杷木林田及び杷木大
山（別紙図面74に示す区域
のとおり）

土石流 別紙図面74に記載する
表のとおり

寒水川⑷
朝倉市杷木古賀及び杷木寒
水（別紙図面76に示す区域
のとおり）

土石流 別紙図面76に記載する
表のとおり

寒水川⑶
朝倉市杷木古賀及び杷木寒
水（別紙図面77に示す区域
のとおり）

土石流 別紙図面77に記載する
表のとおり

寒水川⑵
朝倉市杷木古賀及び杷木寒
水（別紙図面78に示す区域
のとおり）

土石流 別紙図面78に記載する
表のとおり

寒水川⑸
朝倉市杷木古賀及び杷木寒
水（別紙図面80に示す区域
のとおり）

土石流 別紙図面80に記載する
表のとおり

若市沢 朝倉市杷木若市（別紙図面
81に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面81に記載する

表のとおり

若市谷 朝倉市杷木若市（別紙図面
82に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面82に記載する

表のとおり
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道目木⑵ 朝倉市杷木志波（別紙図面
166に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面166に記載す

る表のとおり

烏山−１ 朝倉市杷木志波（別紙図面
167に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面167に記載す

る表のとおり

只越⒝−４ 朝倉市杷木志波（別紙図面
168に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面168に記載す

る表のとおり

塚原A−４ 朝倉市杷木志波（別紙図面
169に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面169に記載す

る表のとおり

前熊⒜ 朝倉市杷木志波（別紙図面
170に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面170に記載す

る表のとおり

前熊⒝ 朝倉市杷木志波（別紙図面
171に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面171に記載す

る表のとおり

鯰の前−２ 朝倉市杷木志波（別紙図面
172に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面172に記載す

る表のとおり

鯰の前−３ 朝倉市杷木志波（別紙図面
173に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面173に記載す

る表のとおり

鯰の前−４ 朝倉市杷木志波（別紙図面
174に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面174に記載す

る表のとおり

道目木⒞−２ 朝倉市杷木志波（別紙図面
175に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面175に記載す

る表のとおり

道目木⒞−１ 朝倉市杷木志波（別紙図面
176に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面176に記載す

る表のとおり

平榎−４ 朝倉市杷木志波（別紙図面
177に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面177に記載す

る表のとおり

平榎−５ 朝倉市杷木志波（別紙図面
178に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面178に記載す

る表のとおり

榎⒝ 朝倉市杷木志波（別紙図面
179に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面179に記載す

る表のとおり

平A−１ 朝倉市杷木志波（別紙図面
180に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面180に記載す

る表のとおり

平⒞ 朝倉市杷木志波（別紙図面
181に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面181に記載す

る表のとおり

備考　別紙図面71から181は省略し、その図面を朝倉市役所に備え置いて縦覧に供する

。

　福岡県告示第316号

　土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第

生津沢 朝倉市杷木志波（別紙図面
103に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面103に記載す

る表のとおり

山ノ神川⑴ 朝倉市杷木志波（別紙図面
104に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面104に記載す

る表のとおり

山ノ神川 朝倉市杷木志波（別紙図面
105に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面105に記載す

る表のとおり

北川⑴ 朝倉市杷木志波（別紙図面
108に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面108に記載す

る表のとおり

北川右支川 朝倉市杷木志波（別紙図面
110に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面110に記載す

る表のとおり

福井 朝倉市杷木赤谷（別紙図面
153に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面153に記載す

る表のとおり

赤谷−２
朝倉市杷木赤谷及び朝倉郡
東峰村福井（別紙図面154
に示す区域のとおり）

急傾斜地の崩壊 別紙図面154に記載す
る表のとおり

内河野A 朝倉市杷木寒水（別紙図面
155に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面155に記載す

る表のとおり

久毛原⒞−１
朝倉市杷木古賀及び杷木寒
水（別紙図面156に示す区
域のとおり）

急傾斜地の崩壊 別紙図面156に記載す
る表のとおり

内河野
朝倉市杷木古賀及び杷木寒
水（別紙図面157に示す区
域のとおり）

急傾斜地の崩壊 別紙図面157に記載す
る表のとおり

奥ノ丸−２ 朝倉市杷木志波（別紙図面
158に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面158に記載す

る表のとおり

奥ノ丸−１ 朝倉市杷木志波（別紙図面
159に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面159に記載す

る表のとおり

平⒜−２ 朝倉市杷木志波（別紙図面
160に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面160に記載す

る表のとおり

平⒜−３ 朝倉市杷木志波（別紙図面
161に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面161に記載す

る表のとおり

平A−２ 朝倉市杷木志波（別紙図面
162に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面162に記載す

る表のとおり

平榎−２ 朝倉市杷木志波（別紙図面
163に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面163に記載す

る表のとおり

平榎−１ 朝倉市杷木志波（別紙図面
164に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面164に記載す

る表のとおり

平榎A 朝倉市杷木志波（別紙図面
165に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面165に記載す

る表のとおり
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る。

　福岡県告示第318号

　土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第

57号）第７条第１項の規定に基づき、次の土地の区域を土砂災害警戒区域として指定す

る。

　　令和３年３月19日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事職務代理者

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県副知事　　服部　　誠太郎

区域の名称 指　定　の　区　域 土砂災害の発生原因と
なる自然現象の種類

門ノ谷南川 朝倉市杷木赤谷及び朝倉郡東峰村大字小石原鼓（別
紙図面１に示す区域のとおり） 土石流

塔の元谷川 朝倉市杷木赤谷及び朝倉郡東峰村大字福井（別紙図
面２に示す区域のとおり） 土石流

山 ノ 神 上 谷
川

朝倉市杷木赤谷及び朝倉郡東峰村大字福井（別紙図
面３に示す区域のとおり） 土石流

山 ノ 神 谷 川
−１

朝倉市杷木赤谷及び朝倉郡東峰村大字福井（別紙図
面４に示す区域のとおり） 土石流

山 ノ 神 谷 新
川

朝倉市杷木赤谷及び朝倉郡東峰村大字福井（別紙図
面５に示す区域のとおり） 土石流

赤谷川 朝倉市杷木赤谷（別紙図面６に示す区域のとおり） 土石流

浦川内川 朝倉市杷木赤谷（別紙図面７に示す区域のとおり） 土石流

赤谷谷川 朝倉市杷木赤谷（別紙図面８に示す区域のとおり） 土石流

赤谷川−１ 朝倉市杷木赤谷（別紙図面９に示す区域のとおり） 土石流

赤谷川−２ 朝倉市杷木赤谷（別紙図面10に示す区域のとおり） 土石流

赤谷川−３ 朝倉市杷木赤谷（別紙図面11に示す区域のとおり） 土石流

赤谷川−４ 朝倉市杷木赤谷（別紙図面12に示す区域のとおり） 土石流

57号）第７条第１項の規定に基づき指定した土砂災害警戒区域（平成29年３月福岡県告

示第220号）のうち、次の土地の区域の指定を解除するので、同条第６項において準用す

る同条第４項の規定により公示する。

　　令和３年３月19日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事職務代理者

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県副知事　　服部　　誠太郎

区域の名称 指　定　の　区　域 土砂災害の発生原因と
なる自然現象の種類

赤谷−１ 朝倉市杷木赤谷及び朝倉郡東峰村福井（別紙図面182
に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

只越D−２ 朝倉市杷木志波（別紙図面183に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

備考　別紙図面182及び183は省略し、その図面を朝倉市役所に備え置いて縦覧に供す

る。

　福岡県告示第317号

　土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第

57号）第９条第１項の規定に基づき指定した土砂災害特別警戒区域（平成29年３月福岡

県告示第221号）のうち、次の土地の区域の指定を解除するので、同条第９項において準

用する同条第４項の規定により公示する。

　　令和３年３月19日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事職務代理者

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県副知事　　服部　　誠太郎

区域の名称 指　定　の　区　域 土砂災害の発生原因と
なる自然現象の種類

自然現象により建築物
に作用すると想定され
る衝撃に関する事項

赤谷−１
朝倉市杷木赤谷及び朝倉郡
東峰村福井（別紙図面182
に示す区域のとおり）

急傾斜地の崩壊 別紙図面182に記載す
る表のとおり

只越D−２ 朝倉市杷木志波（別紙図面
183に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面183に記載す

る表のとおり

備考　別紙図面182及び183は省略し、その図面を朝倉市役所に備え置いて縦覧に供す
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崩 谷 川 右 支
川 朝倉市杷木松末（別紙図面32に示す区域のとおり） 土石流

崩谷川−１ 朝倉市杷木松末（別紙図面33に示す区域のとおり） 土石流

崩 谷 川 − ２
−１ 朝倉市杷木松末（別紙図面34に示す区域のとおり） 土石流

崩 谷 川 − ２
−２ 朝倉市杷木松末（別紙図面35に示す区域のとおり） 土石流

崩谷川−３ 朝倉市杷木松末（別紙図面36に示す区域のとおり） 土石流

赤谷川⑷ 朝倉市杷木松末（別紙図面37に示す区域のとおり） 土石流

本村沢川 朝倉市杷木松末（別紙図面38に示す区域のとおり） 土石流

本 村 谷 川 −
１ 朝倉市杷木松末（別紙図面39に示す区域のとおり） 土石流

本 村 谷 川 −
２ 朝倉市杷木松末（別紙図面40に示す区域のとおり） 土石流

本 村 上 川 −
１ 朝倉市杷木松末（別紙図面41に示す区域のとおり） 土石流

本 村 上 川 −
２ 朝倉市杷木松末（別紙図面42に示す区域のとおり） 土石流

本村中川 朝倉市杷木松末（別紙図面43に示す区域のとおり） 土石流

本 村 下 川 −
１ 朝倉市杷木松末（別紙図面44に示す区域のとおり） 土石流

本 村 下 川 −
２ 朝倉市杷木松末（別紙図面45に示す区域のとおり） 土石流

小汐川 朝倉市杷木松末（別紙図面46に示す区域のとおり） 土石流

松 末 上 川 −
１ 朝倉市杷木松末（別紙図面47に示す区域のとおり） 土石流

松 末 上 川 −
２ 朝倉市杷木松末（別紙図面48に示す区域のとおり） 土石流

松 末 中 川 −
１ 朝倉市杷木松末（別紙図面49に示す区域のとおり） 土石流

松 末 中 川 −
２ 朝倉市杷木松末（別紙図面50に示す区域のとおり） 土石流

赤 谷 西 川 −
１ 朝倉市杷木赤谷（別紙図面13に示す区域のとおり） 土石流

赤 谷 西 川 −
２ 朝倉市杷木赤谷（別紙図面14に示す区域のとおり） 土石流

赤 谷 西 川 −
３ 朝倉市杷木赤谷（別紙図面15に示す区域のとおり） 土石流

赤 谷 川 右 支
川 朝倉市杷木赤谷（別紙図面16に示す区域のとおり） 土石流

蔵谷川−１ 朝倉市杷木赤谷（別紙図面17に示す区域のとおり） 土石流

蔵谷川−２ 朝倉市杷木赤谷（別紙図面18に示す区域のとおり） 土石流

赤 谷 川 右 支
川−１ 朝倉市杷木赤谷（別紙図面19に示す区域のとおり） 土石流

赤 谷 川 右 支
川−２ 朝倉市杷木赤谷（別紙図面20に示す区域のとおり） 土石流

ム カ イ ノ 上
川−１ 朝倉市杷木赤谷（別紙図面21に示す区域のとおり） 土石流

ム カ イ ノ 上
川−２ 朝倉市杷木赤谷（別紙図面22に示す区域のとおり） 土石流

ム カ イ ノ 上
川−３ 朝倉市杷木赤谷（別紙図面23に示す区域のとおり） 土石流

ム カ イ ノ 上
川−４ 朝倉市杷木赤谷（別紙図面24に示す区域のとおり） 土石流

ム カ イ ノ 中
川−１ 朝倉市杷木赤谷（別紙図面25に示す区域のとおり） 土石流

ム カ イ ノ 中
川−２ 朝倉市杷木赤谷（別紙図面26に示す区域のとおり） 土石流

ム カ イ ノ 下
川−１ 朝倉市杷木赤谷（別紙図面27に示す区域のとおり） 土石流

ム カ イ ノ 下
川−２

朝倉市杷木赤谷及び杷木松末（別紙図面28に示す区
域のとおり） 土石流

ム カ イ ノ 下
川−３

朝倉市杷木赤谷及び杷木松末（別紙図面29に示す区
域のとおり） 土石流

土師川 朝倉市杷木松末（別紙図面30に示す区域のとおり） 土石流

崩谷川 朝倉市杷木松末（別紙図面31に示す区域のとおり） 土石流
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乙 石 谷 川 −
１ 朝倉市杷木松末（別紙図面70に示す区域のとおり） 土石流

乙 石 谷 川 −
２ 朝倉市杷木松末（別紙図面71に示す区域のとおり） 土石流

乙石川⑺ 朝倉市杷木松末（別紙図面72に示す区域のとおり） 土石流

乙石川⑻ 朝倉市杷木松末（別紙図面73に示す区域のとおり） 土石流

中村川 朝倉市杷木松末（別紙図面74に示す区域のとおり） 土石流

上中村谷川 朝倉市杷木松末（別紙図面75に示す区域のとおり） 土石流

川端川−１ 朝倉市杷木松末（別紙図面76に示す区域のとおり） 土石流

川端川−２ 朝倉市杷木松末（別紙図面77に示す区域のとおり） 土石流

中村沢川 朝倉市杷木松末（別紙図面78に示す区域のとおり） 土石流

下中村谷川 朝倉市杷木松末（別紙図面79に示す区域のとおり） 土石流

中 村 上 川 −
１ 朝倉市杷木松末（別紙図面80に示す区域のとおり） 土石流

中 村 上 川 −
２ 朝倉市杷木松末（別紙図面81に示す区域のとおり） 土石流

中 村 上 川 −
３ 朝倉市杷木松末（別紙図面82に示す区域のとおり） 土石流

中 村 下 川 −
１

朝倉市杷木松末及び杷木星丸（別紙図面83に示す区
域のとおり） 土石流

中 村 下 川 −
２ 朝倉市杷木松末（別紙図面84に示す区域のとおり） 土石流

中 村 下 川 −
３ 朝倉市杷木松末（別紙図面85に示す区域のとおり） 土石流

乙石川⑴ 朝倉市杷木松末（別紙図面86に示す区域のとおり） 土石流

萩尾沢川 朝倉市杷木松末（別紙図面87に示す区域のとおり） 土石流

乙石川⑵ 朝倉市杷木松末及び杷木星丸（別紙図面88に示す区
域のとおり） 土石流

松末下川 朝倉市杷木松末（別紙図面51に示す区域のとおり） 土石流

小 河 内 第 一
谷川 朝倉市杷木松末（別紙図面52に示す区域のとおり） 土石流

小 河 内 第 二
谷川 朝倉市杷木松末（別紙図面53に示す区域のとおり） 土石流

小 河 内 第 三
谷川 朝倉市杷木松末（別紙図面54に示す区域のとおり） 土石流

小河内川 朝倉市杷木松末（別紙図面55に示す区域のとおり） 土石流

汐井谷川 朝倉市杷木松末（別紙図面56に示す区域のとおり） 土石流

汐 井 谷 左 支
川−１ 朝倉市杷木松末（別紙図面57に示す区域のとおり） 土石流

汐 井 谷 左 支
川−２ 朝倉市杷木松末（別紙図面58に示す区域のとおり） 土石流

汐 井 谷 左 支
川−３ 朝倉市杷木松末（別紙図面59に示す区域のとおり） 土石流

小 河 内 第 四
谷川 朝倉市杷木松末（別紙図面60に示す区域のとおり） 土石流

相 ヶ 谷 川 −
１ 朝倉市杷木松末（別紙図面61に示す区域のとおり） 土石流

相 ヶ 谷 川 −
２ 朝倉市杷木松末（別紙図面62に示す区域のとおり） 土石流

乙石川−１ 朝倉市杷木松末及び杷木星丸（別紙図面63に示す区
域のとおり） 土石流

乙石川−２ 朝倉市杷木松末及び杷木星丸（別紙図面64に示す区
域のとおり） 土石流

乙石川⑸ 朝倉市杷木松末及び杷木星丸（別紙図面65に示す区
域のとおり） 土石流

乙石川−４ 朝倉市杷木松末（別紙図面66に示す区域のとおり） 土石流

乙石川−５ 朝倉市杷木松末（別紙図面67に示す区域のとおり） 土石流

乙石川−３ 朝倉市杷木松末（別紙図面68に示す区域のとおり） 土石流

乙石川⑹ 朝倉市杷木松末及び杷木星丸（別紙図面69に示す区
域のとおり） 土石流
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吉 野 原 川 −
３ 朝倉市杷木大山（別紙図面108に示す区域のとおり） 土石流

大山川−１ 朝倉市杷木大山（別紙図面109に示す区域のとおり） 土石流

吉 野 原 川 左
支川 朝倉市杷木大山（別紙図面110に示す区域のとおり） 土石流

吉 野 原 川 −
４ 朝倉市杷木大山（別紙図面111に示す区域のとおり） 土石流

大山川−２ 朝倉市杷木大山（別紙図面112に示す区域のとおり） 土石流

赤迫川−１ 朝倉市杷木大山（別紙図面113に示す区域のとおり） 土石流

大 山 川 ⑵ −
１ 朝倉市杷木大山（別紙図面114に示す区域のとおり） 土石流

赤迫川−２ 朝倉市杷木大山（別紙図面115に示す区域のとおり） 土石流

赤 迫 川 右 支
川 朝倉市杷木大山（別紙図面116に示す区域のとおり） 土石流

赤迫川−３ 朝倉市杷木大山（別紙図面117に示す区域のとおり） 土石流

赤迫川−４ 朝倉市杷木大山（別紙図面118に示す区域のとおり） 土石流

大 山 川 ⑵ −
２ 朝倉市杷木大山（別紙図面119に示す区域のとおり） 土石流

大 山 上 谷 川
−１ 朝倉市杷木大山（別紙図面120に示す区域のとおり） 土石流

大 山 川 左 支
川−１ 朝倉市杷木大山（別紙図面121に示す区域のとおり） 土石流

大 山 川 左 支
川−２ 朝倉市杷木大山（別紙図面122に示す区域のとおり） 土石流

大 山 上 谷 川
−２ 朝倉市杷木大山（別紙図面123に示す区域のとおり） 土石流

大山川⑴ 朝倉市杷木大山（別紙図面124に示す区域のとおり） 土石流

大 山 第 四 谷
川 朝倉市杷木大山（別紙図面125に示す区域のとおり） 土石流

馬の谷川 朝倉市杷木大山（別紙図面126に示す区域のとおり） 土石流

乙石川⑶ 朝倉市杷木松末及び杷木星丸（別紙図面89に示す区
域のとおり） 土石流

乙石川⑷ 朝倉市杷木松末及び杷木星丸（別紙図面90に示す区
域のとおり） 土石流

萩尾上川 朝倉市杷木松末（別紙図面91に示す区域のとおり） 土石流

萩尾下川 朝倉市杷木松末（別紙図面92に示す区域のとおり） 土石流

萩尾谷川 朝倉市杷木松末（別紙図面93に示す区域のとおり） 土石流

北 向 谷 川 −
１ 朝倉市杷木松末（別紙図面94に示す区域のとおり） 土石流

北 向 谷 川 −
２ 朝倉市杷木松末（別紙図面95に示す区域のとおり） 土石流

北 向 谷 川 −
３ 朝倉市杷木松末（別紙図面96に示す区域のとおり） 土石流

上 石 詰 谷 川
−１ 朝倉市杷木松末（別紙図面97に示す区域のとおり） 土石流

上 石 詰 谷 川
−２ 朝倉市杷木松末（別紙図面98に示す区域のとおり） 土石流

石詰上川 朝倉市杷木松末（別紙図面99に示す区域のとおり） 土石流

石詰谷川 朝倉市杷木松末（別紙図面100に示す区域のとおり） 土石流

中石詰谷川 朝倉市杷木松末（別紙図面101に示す区域のとおり） 土石流

下石詰谷川 朝倉市杷木松末及び杷木星丸（別紙図面102に示す区
域のとおり） 土石流

真 竹 谷 川 −
１ 朝倉市杷木松末（別紙図面103に示す区域のとおり） 土石流

真 竹 谷 川 −
２ 朝倉市杷木松末（別紙図面104に示す区域のとおり） 土石流

赤谷川⑶ 朝倉市杷木松末及び杷木星丸（別紙図面105に示す区
域のとおり） 土石流

吉 野 原 川 −
１ 朝倉市杷木大山（別紙図面106に示す区域のとおり） 土石流

吉 野 原 川 −
２ 朝倉市杷木大山（別紙図面107に示す区域のとおり） 土石流
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池 ノ 迫 谷 川
−１ 朝倉市杷木星丸（別紙図面146に示す区域のとおり） 土石流

池 ノ 迫 谷 川
−２ 朝倉市杷木星丸（別紙図面147に示す区域のとおり） 土石流

池ノ迫沢川 朝倉市杷木星丸（別紙図面148に示す区域のとおり） 土石流

赤谷川⑵ 朝倉市杷木林田及び杷木大山（別紙図面149に示す区
域のとおり） 土石流

園 山 谷 川 −
１ 朝倉市杷木穂坂（別紙図面150に示す区域のとおり） 土石流

園 山 谷 川 −
２ 朝倉市杷木穂坂（別紙図面151に示す区域のとおり） 土石流

林田谷川 朝倉市杷木林田（別紙図面152に示す区域のとおり） 土石流

白木谷川 朝倉市杷木白木、杷木池田及び杷木林田（別紙図面
153に示す区域のとおり） 土石流

白木谷川⑶ 朝倉市杷木白木及び杷木林田（別紙図面154に示す区
域のとおり） 土石流

白 木 谷 川 左
支川

朝倉市杷木白木及び杷木林田（別紙図面155に示す区
域のとおり） 土石流

杷木松本川 朝倉市杷木白木（別紙図面156に示す区域のとおり） 土石流

白木沢川 朝倉市杷木白木（別紙図面157に示す区域のとおり） 土石流

中組谷川 朝倉市杷木白木（別紙図面158に示す区域のとおり） 土石流

白木谷川⑴ 朝倉市杷木白木（別紙図面159に示す区域のとおり） 土石流

白木谷下川 朝倉市杷木白木（別紙図面160に示す区域のとおり） 土石流

白木谷川⑵ 朝倉市杷木白木及び杷木林田（別紙図面161に示す区
域のとおり） 土石流

白木谷中川 朝倉市杷木白木（別紙図面162に示す区域のとおり） 土石流

由の川 朝倉市杷木白木、杷木池田及び杷木林田（別紙図面
163に示す区域のとおり） 土石流

由丸川−１ 朝倉市杷木白木、杷木池田及び杷木林田（別紙図面
164に示す区域のとおり） 土石流

大 山 第 三 谷
川 朝倉市杷木大山（別紙図面127に示す区域のとおり） 土石流

大 山 第 一 谷
川 朝倉市杷木大山（別紙図面128に示す区域のとおり） 土石流

大 山 第 二 谷
川 朝倉市杷木大山（別紙図面129に示す区域のとおり） 土石流

大山下谷川 朝倉市杷木大山（別紙図面130に示す区域のとおり） 土石流

真竹沢川 朝倉市杷木松末（別紙図面131に示す区域のとおり） 土石流

獺 ノ 口 左 上
谷川 朝倉市杷木星丸（別紙図面132に示す区域のとおり） 土石流

獺 ノ 口 左 中
谷川 朝倉市杷木星丸（別紙図面133に示す区域のとおり） 土石流

上星丸谷川 朝倉市杷木星丸（別紙図面134に示す区域のとおり） 土石流

星丸谷川 朝倉市杷木星丸（別紙図面135に示す区域のとおり） 土石流

ジ ョ ウ ナ リ
谷川 朝倉市杷木星丸（別紙図面136に示す区域のとおり） 土石流

木 地 屋 谷 川
右支川 朝倉市杷木星丸（別紙図面137に示す区域のとおり） 土石流

木地屋谷川 朝倉市杷木星丸（別紙図面138に示す区域のとおり） 土石流

獺 ノ 口 右 上
谷川 朝倉市杷木星丸（別紙図面139に示す区域のとおり） 土石流

獺 ノ 口 右 中
谷川 朝倉市杷木星丸（別紙図面140に示す区域のとおり） 土石流

獺 ノ 口 右 下
谷川−１ 朝倉市杷木星丸（別紙図面141に示す区域のとおり） 土石流

獺 ノ 口 右 下
谷川−２ 朝倉市杷木星丸（別紙図面142に示す区域のとおり） 土石流

正信沢川 朝倉市杷木星丸（別紙図面143に示す区域のとおり） 土石流

正信谷川 朝倉市杷木星丸（別紙図面144に示す区域のとおり） 土石流

正信川 朝倉市杷木星丸（別紙図面145に示す区域のとおり） 土石流
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若 市 沢 川 右
支川 朝倉市杷木若市（別紙図面184に示す区域のとおり） 土石流

若市谷川 朝倉市杷木若市及び杷木久喜宮（別紙図面185に示す
区域のとおり） 土石流

若 市 谷 川 右
支川 朝倉市杷木若市（別紙図面186に示す区域のとおり） 土石流

塚原谷川 朝倉市杷木志波（別紙図面187に示す区域のとおり） 土石流

導 目 木 川 −
１ 朝倉市杷木志波（別紙図面188に示す区域のとおり） 土石流

導 目 木 川 −
２ 朝倉市杷木志波（別紙図面189に示す区域のとおり） 土石流

導 目 木 川 −
３ 朝倉市杷木志波（別紙図面190に示す区域のとおり） 土石流

導 目 木 川 −
４ 朝倉市杷木志波（別紙図面191に示す区域のとおり） 土石流

導 目 木 川 右
支川 朝倉市杷木志波（別紙図面192に示す区域のとおり） 土石流

導 目 木 谷 川
−１ 朝倉市杷木志波（別紙図面193に示す区域のとおり） 土石流

導 目 木 谷 川
−２ 朝倉市杷木志波（別紙図面194に示す区域のとおり） 土石流

導目木沢川 朝倉市杷木志波（別紙図面195に示す区域のとおり） 土石流

導 目 木 下 谷
川 朝倉市杷木志波（別紙図面196に示す区域のとおり） 土石流

北川右支川 朝倉市杷木志波（別紙図面197に示す区域のとおり） 土石流

北 川 右 支 川
−１ 朝倉市杷木志波（別紙図面198に示す区域のとおり） 土石流

北 川 右 支 川
−２ 朝倉市杷木志波（別紙図面199に示す区域のとおり） 土石流

北川 朝倉市杷木志波（別紙図面200に示す区域のとおり） 土石流

北川⑴ 朝倉市杷木志波（別紙図面201に示す区域のとおり） 土石流

北川⑵ 朝倉市杷木志波（別紙図面202に示す区域のとおり） 土石流

由丸川−２ 朝倉市杷木白木、杷木池田及び杷木林田（別紙図面
165に示す区域のとおり） 土石流

上池田川 朝倉市杷木池田（別紙図面166に示す区域のとおり） 土石流

池田川−１ 朝倉市杷木池田及び杷木寒水（別紙図面167に示す区
域のとおり） 土石流

池田川−２ 朝倉市杷木池田及び杷木寒水（別紙図面168に示す区
域のとおり） 土石流

寒水川⑴ 朝倉市杷木古賀及び杷木寒水（別紙図面169に示す区
域のとおり） 土石流

寒水川⑵ 朝倉市杷木古賀、杷木寒水、杷木池田及び杷木久喜
宮（別紙図面170に示す区域のとおり） 土石流

寒水川⑶ 朝倉市杷木古賀、杷木寒水、杷木池田及び杷木久喜
宮（別紙図面171に示す区域のとおり） 土石流

寒水川⑷ 朝倉市杷木古賀、杷木寒水、杷木池田及び杷木久喜
宮（別紙図面172に示す区域のとおり） 土石流

寒水川 朝倉市杷木古賀、杷木寒水、杷木池田及び杷木久喜
宮（別紙図面173に示す区域のとおり） 土石流

古賀川−１ 朝倉市杷木古賀、杷木寒水、杷木池田及び杷木久喜
宮（別紙図面174に示す区域のとおり） 土石流

古賀川−２ 朝倉市杷木古賀、杷木寒水、杷木池田及び杷木久喜
宮（別紙図面175に示す区域のとおり） 土石流

船底谷川 朝倉市杷木古賀、杷木寒水、杷木池田及び杷木久喜
宮（別紙図面176に示す区域のとおり） 土石流

寒水川⑸ 朝倉市杷木古賀、杷木寒水、杷木池田及び杷木久喜
宮（別紙図面177に示す区域のとおり） 土石流

研石川 朝倉市杷木古賀及び杷木久喜宮（別紙図面178に示す
区域のとおり） 土石流

久 喜 宮 川 −
１

朝倉市杷木久喜宮（別紙図面179に示す区域のとおり
） 土石流

久 喜 宮 川 −
２

朝倉市杷木古賀及び杷木久喜宮（別紙図面180に示す
区域のとおり） 土石流

久 喜 宮 川 −
３

朝倉市杷木古賀及び杷木久喜宮（別紙図面181に示す
区域のとおり） 土石流

若 市 沢 川 左
支川 朝倉市杷木若市（別紙図面182に示す区域のとおり） 土石流

若市沢川 朝倉市杷木若市（別紙図面183に示す区域のとおり） 土石流
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麻底良谷川 朝倉市杷木志波（別紙図面222に示す区域のとおり） 土石流

北川⑷ 朝倉市杷木志波（別紙図面223に示す区域のとおり） 土石流

笹尾沢川 朝倉市杷木志波（別紙図面224に示す区域のとおり） 土石流

杉馬場谷川 朝倉市杷木志波（別紙図面225に示す区域のとおり） 土石流

福井−１ 朝倉市杷木赤谷及び朝倉郡東峰村大字福井（別紙図
面226に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

福井−２ 朝倉市杷木赤谷、朝倉郡東峰村大字小石原鼓及び大
字福井（別紙図面227に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

福井 朝倉市杷木赤谷（別紙図面228に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

赤谷−１ 朝倉市杷木赤谷及び朝倉郡東峰村大字福井（別紙図
面229に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

赤谷−２ 朝倉市杷木赤谷（別紙図面230に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

葛生−２ 朝倉市杷木赤谷及び朝倉郡東峰村大字福井（別紙図
面231に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

福 井 屋 敷 −
１−１

朝倉市杷木赤谷及び朝倉郡東峰村大字福井（別紙図
面232に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

福 井 屋 敷 −
２

朝倉市杷木赤谷及び朝倉郡東峰村大字福井（別紙図
面233に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

福井中山 朝倉市杷木赤谷及び朝倉郡東峰村大字福井（別紙図
面234に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

塔の元−１ 朝倉市杷木赤谷（別紙図面235に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

塔の元−２ 朝倉市杷木赤谷（別紙図面236に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

蔵谷−１ 朝倉市杷木赤谷（別紙図面237に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

蔵谷−２ 朝倉市杷木赤谷（別紙図面238に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

蔵谷−３ 朝倉市杷木赤谷（別紙図面239に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

蔵谷−４ 朝倉市杷木赤谷（別紙図面240に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

第 １ 平 榎 谷
上川 朝倉市杷木志波（別紙図面203に示す区域のとおり） 土石流

第 １ 平 榎 谷
川 朝倉市杷木志波（別紙図面204に示す区域のとおり） 土石流

第 １ 平 榎 谷
下川 朝倉市杷木志波（別紙図面205に示す区域のとおり） 土石流

平榎谷川 朝倉市杷木志波（別紙図面206に示す区域のとおり） 土石流

第 ２ 平 榎 谷
川⑴ 朝倉市杷木志波（別紙図面207に示す区域のとおり） 土石流

第 ２ 平 榎 谷
川⑵ 朝倉市杷木志波（別紙図面208に示す区域のとおり） 土石流

山ノ神川 朝倉市杷木志波（別紙図面209に示す区域のとおり） 土石流

山ノ神川⑴ 朝倉市杷木志波（別紙図面210に示す区域のとおり） 土石流

烏 山 谷 川 右
支川 朝倉市杷木志波（別紙図面211に示す区域のとおり） 土石流

烏山谷川 朝倉市杷木志波（別紙図面212に示す区域のとおり） 土石流

梅 ヶ 谷 谷 川
右支川 朝倉市杷木志波（別紙図面213に示す区域のとおり） 土石流

梅ヶ谷谷川 朝倉市杷木志波（別紙図面214に示す区域のとおり） 土石流

志波沢川 朝倉市杷木志波（別紙図面215に示す区域のとおり） 土石流

志波谷川 朝倉市杷木志波（別紙図面216に示す区域のとおり） 土石流

生 津 沢 川 左
支川 朝倉市杷木志波（別紙図面217に示す区域のとおり） 土石流

生津沢川 朝倉市杷木志波（別紙図面218に示す区域のとおり） 土石流

北川⑶ 朝倉市杷木志波（別紙図面219に示す区域のとおり） 土石流

茶 屋 谷 川 左
支川 朝倉市杷木志波（別紙図面220に示す区域のとおり） 土石流

茶屋谷川 朝倉市杷木志波（別紙図面221に示す区域のとおり） 土石流
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汐井−１ 朝倉市杷木松末（別紙図面260に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

汐井−２ 朝倉市杷木松末（別紙図面261に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

小 河 内 − ３
−１ 朝倉市杷木松末（別紙図面262に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

小 河 内 − ３
−２ 朝倉市杷木松末（別紙図面263に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

小河内−４ 朝倉市杷木松末（別紙図面264に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

小河内−５ 朝倉市杷木松末（別紙図面265に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

真竹 朝倉市杷木松末（別紙図面266に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

真竹−１ 朝倉市杷木松末及び杷木星丸（別紙図面267に示す区
域のとおり） 急傾斜地の崩壊

真竹−３ 朝倉市杷木松末（別紙図面268に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

乙石−１ 朝倉市杷木松末（別紙図面269に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

乙石−２ 朝倉市杷木松末（別紙図面270に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

乙石−３ 朝倉市杷木松末（別紙図面271に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

乙石−４ 朝倉市杷木松末（別紙図面272に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

乙石上−１ 朝倉市杷木松末（別紙図面273に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

乙石上−２ 朝倉市杷木松末（別紙図面274に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

峠−２ 朝倉市杷木松末（別紙図面275に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

峠−３ 朝倉市杷木松末（別紙図面276に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

峠−４ 朝倉市杷木松末（別紙図面277に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

峠上−１ 朝倉市杷木松末（別紙図面278に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

杷木赤谷西 朝倉市杷木赤谷（別紙図面241に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

赤谷−３ 朝倉市杷木赤谷（別紙図面242に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

赤谷−４ 朝倉市杷木赤谷及び杷木松末（別紙図面243に示す区
域のとおり） 急傾斜地の崩壊

赤 谷 ム カ イ
ノ−１ 朝倉市杷木赤谷（別紙図面244に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

赤 谷 ム カ イ
ノ−２ 朝倉市杷木赤谷（別紙図面245に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

赤 谷 ム カ イ
ノ−３ 朝倉市杷木赤谷（別紙図面246に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

浦山−２ 朝倉市杷木松末（別紙図面247に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

浦山−３ 朝倉市杷木松末（別紙図面248に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

浦山−４ 朝倉市杷木松末（別紙図面249に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

浦山−５ 朝倉市杷木松末（別紙図面250に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

松 末 小 汐 −
１ 朝倉市杷木松末（別紙図面251に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

松 末 小 汐 −
２ 朝倉市杷木松末（別紙図面252に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

杷 木 松 末 −
１ 朝倉市杷木松末（別紙図面253に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

杷 木 松 末 −
２ 朝倉市杷木松末（別紙図面254に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

松 末 本 村 −
１ 朝倉市杷木松末（別紙図面255に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

松 末 本 村 −
２ 朝倉市杷木松末（別紙図面256に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

松 末 本 村 −
３ 朝倉市杷木松末（別紙図面257に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

小河内−１ 朝倉市杷木松末（別紙図面258に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

小河内−２ 朝倉市杷木松末（別紙図面259に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊
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崎山−１ 朝倉市杷木松末（別紙図面298に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

崎山−２ 朝倉市杷木松末（別紙図面299に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

崎山−３ 朝倉市杷木松末（別紙図面300に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

石詰−１ 朝倉市杷木松末（別紙図面301に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

石詰−２ 朝倉市杷木松末（別紙図面302に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

石詰−３ 朝倉市杷木松末（別紙図面303に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

石詰−４ 朝倉市杷木松末（別紙図面304に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

石詰−５ 朝倉市杷木松末及び杷木星丸（別紙図面305に示す区
域のとおり） 急傾斜地の崩壊

清 水 ヶ 元 −
１ 朝倉市杷木星丸（別紙図面306に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

清 水 ヶ 元 −
３ 朝倉市杷木星丸（別紙図面307に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

清 水 ヶ 元 −
４ 朝倉市杷木星丸（別紙図面308に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

清 水 ヶ 元 −
５ 朝倉市杷木星丸（別紙図面309に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

獺の口−１ 朝倉市杷木星丸（別紙図面310に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

獺の口−２ 朝倉市杷木星丸（別紙図面311に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

獺の口−３ 朝倉市杷木星丸（別紙図面312に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

獺の口−４ 朝倉市杷木星丸（別紙図面313に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

立−１ 朝倉市杷木星丸（別紙図面314に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

立−２ 朝倉市杷木星丸（別紙図面315に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

立−３ 朝倉市杷木星丸（別紙図面316に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

峠上−２ 朝倉市杷木松末（別紙図面279に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

峠−１−１ 朝倉市杷木松末（別紙図面280に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

葉山 朝倉市杷木松末（別紙図面281に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

葉山下 朝倉市杷木松末（別紙図面282に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

石原迫−１ 朝倉市杷木松末（別紙図面283に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

石原迫−２ 朝倉市杷木松末（別紙図面284に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

石原迫−３ 朝倉市杷木松末（別紙図面285に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

松 末 中 村 −
１ 朝倉市杷木松末（別紙図面286に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

松 末 中 村 −
２ 朝倉市杷木松末（別紙図面287に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

松 末 中 村 −
３ 朝倉市杷木松末（別紙図面288に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

松 末 中 村 −
４ 朝倉市杷木松末（別紙図面289に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

松 末 中 村 −
５ 朝倉市杷木松末（別紙図面290に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

源東−５ 朝倉市杷木松末（別紙図面291に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

源東−１ 朝倉市杷木松末（別紙図面292に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

源東−３ 朝倉市杷木松末（別紙図面293に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

源東−４ 朝倉市杷木松末（別紙図面294に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

井尻−１ 朝倉市杷木松末（別紙図面295に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

井尻−２ 朝倉市杷木松末（別紙図面296に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

井尻−３ 朝倉市杷木松末（別紙図面297に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊
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杷 木 大 山 −
２ 朝倉市杷木大山（別紙図面336に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

杷 木 大 山 −
３ 朝倉市杷木大山（別紙図面337に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

杷 木 大 山 −
４ 朝倉市杷木大山（別紙図面338に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

馬の谷−１ 朝倉市杷木大山（別紙図面339に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

馬の谷−２ 朝倉市杷木大山（別紙図面340に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

馬の谷−３ 朝倉市杷木大山（別紙図面341に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

杷木大山下 朝倉市杷木大山（別紙図面342に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

二十谷−１ 朝倉市杷木林田（別紙図面343に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

二十谷−２ 朝倉市杷木林田（別紙図面344に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

杷 木 林 田 −
１ 朝倉市杷木林田（別紙図面345に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

杷 木 林 田 −
２ 朝倉市杷木林田（別紙図面346に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

ヌリヤ 朝倉市杷木白木（別紙図面347に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

杷 木 白 木 −
１ 朝倉市杷木白木（別紙図面348に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

杷 木 白 木 −
２ 朝倉市杷木白木（別紙図面349に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

松本 朝倉市杷木白木（別紙図面350に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

松本−１ 朝倉市杷木白木（別紙図面351に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

杷 木 古 賀 −
１ 朝倉市杷木古賀（別紙図面352に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

内河野−１ 朝倉市杷木古賀及び杷木寒水（別紙図面353に示す区
域のとおり） 急傾斜地の崩壊

内河野−２ 朝倉市杷木寒水（別紙図面354に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

立 朝倉市杷木星丸（別紙図面317に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

杷 木 星 丸 −
１ 朝倉市杷木星丸（別紙図面318に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

杷 木 星 丸 −
２ 朝倉市杷木星丸（別紙図面319に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

杷 木 星 丸 −
３ 朝倉市杷木星丸（別紙図面320に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

正信−３ 朝倉市杷木星丸（別紙図面321に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

星丸砂原 朝倉市杷木星丸（別紙図面322に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

砂原−１ 朝倉市杷木星丸（別紙図面323に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

砂原−２ 朝倉市杷木星丸（別紙図面324に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

正信−４ 朝倉市杷木星丸（別紙図面325に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

福 山 の 下 −
１ 朝倉市杷木星丸（別紙図面326に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

福 山 の 下 −
２ 朝倉市杷木星丸（別紙図面327に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

福 山 の 下 −
３ 朝倉市杷木星丸（別紙図面328に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

池之迫−１ 朝倉市杷木星丸及び杷木林田（別紙図面329に示す区
域のとおり） 急傾斜地の崩壊

池之迫−２ 朝倉市杷木星丸（別紙図面330に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

杷木池田 朝倉市杷木池田（別紙図面331に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

吉野原−１ 朝倉市杷木大山（別紙図面332に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

吉野原−２ 朝倉市杷木大山（別紙図面333に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

吉野原−３ 朝倉市杷木大山（別紙図面334に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

杷 木 大 山 −
１ 朝倉市杷木大山（別紙図面335に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊
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志 波 平 − ３
−２ 朝倉市杷木志波（別紙図面374に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

志 波 平 − ３
−３ 朝倉市杷木志波（別紙図面375に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

志波平−４ 朝倉市杷木志波（別紙図面376に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

花立−１ 朝倉市杷木志波（別紙図面377に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

花立−２ 朝倉市杷木志波（別紙図面378に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

花立−３ 朝倉市杷木志波（別紙図面379に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

花立−４ 朝倉市杷木志波（別紙図面380に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

花立−５ 朝倉市杷木志波（別紙図面381に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

榎−１ 朝倉市杷木志波（別紙図面382に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

榎−２ 朝倉市杷木志波（別紙図面383に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

平榎−１ 朝倉市杷木志波（別紙図面384に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

平榎−２ 朝倉市杷木志波（別紙図面385に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

平榎−４ 朝倉市杷木志波（別紙図面386に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

平榎−５ 朝倉市杷木志波（別紙図面387に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

平榎南−１ 朝倉市杷木志波（別紙図面388に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

平榎南−２ 朝倉市杷木志波（別紙図面389に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

烏山−１ 朝倉市杷木志波（別紙図面390に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

梅ケ谷下 朝倉市杷木志波（別紙図面391に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

鯰の前−２ 朝倉市杷木志波（別紙図面392に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

杷 木 古 賀 −
２ 朝倉市杷木古賀（別紙図面355に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

久毛原−１ 朝倉市杷木古賀及び杷木寒水（別紙図面356に示す区
域のとおり） 急傾斜地の崩壊

杷 木 寒 水 −
１

朝倉市杷木古賀及び杷木寒水（別紙図面357に示す区
域のとおり） 急傾斜地の崩壊

杷 木 寒 水 −
２ 朝倉市杷木寒水（別紙図面358に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

山野 朝倉市杷木古賀及び杷木久喜宮（別紙図面359に示す
区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

久喜宮−１ 朝倉市杷木久喜宮（別紙図面360に示す区域のとおり
） 急傾斜地の崩壊

久喜宮−２ 朝倉市杷木久喜宮（別紙図面361に示す区域のとおり
） 急傾斜地の崩壊

久喜宮−３ 朝倉市杷木久喜宮及び杷木若市（別紙図面362に示す
区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

若市 朝倉市杷木若市、杷木志波及び杷木久喜宮（別紙図
面363に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

奥ノ丸−１ 朝倉市杷木志波（別紙図面364に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

奥ノ丸−２ 朝倉市杷木志波（別紙図面365に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

導目木−１ 朝倉市杷木志波（別紙図面366に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

導目木−２ 朝倉市杷木志波（別紙図面367に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

下 導 目 木 −
１ 朝倉市杷木志波（別紙図面368に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

下 導 目 木 −
２ 朝倉市杷木志波（別紙図面369に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

志 波 平 − １
−１ 朝倉市杷木志波（別紙図面370に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

志 波 平 − １
−２ 朝倉市杷木志波（別紙図面371に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

志波平−２ 朝倉市杷木志波（別紙図面372に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

志 波 平 − ３
−１ 朝倉市杷木志波（別紙図面373に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊
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備考　別紙図面１から411は省略し、その図面を朝倉市役所に備え置いて縦覧に供する

。

　福岡県告示第319号

　土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第

57号）第９条第１項の規定に基づき、次の土地の区域を土砂災害特別警戒区域として指

定する。

　　令和３年３月19日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事職務代理者

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県副知事　　服部　　誠太郎

区域の名称 指　定　の　区　域 土砂災害の発生原因と
なる自然現象の種類

自然現象により建築物
に作用すると想定され
る衝撃に関する事項

門ノ谷南川
朝倉市杷木赤谷及び朝倉郡東
峰村大字小石原鼓（別紙図面
１に示す区域のとおり）

土石流 別紙図面１に記載する
表のとおり

塔の元谷川
朝倉市杷木赤谷及び朝倉郡東
峰村大字福井（別紙図面２に
示す区域のとおり）

土石流 別紙図面２に記載する
表のとおり

山ノ神上谷
川

朝倉市杷木赤谷及び朝倉郡東
峰村大字福井（別紙図面３に
示す区域のとおり）

土石流 別紙図面３に記載する
表のとおり

山ノ神谷川
−１

朝倉市杷木赤谷及び朝倉郡東
峰村大字福井（別紙図面４に
示す区域のとおり）

土石流 別紙図面４に記載する
表のとおり

山ノ神谷新
川

朝倉市杷木赤谷及び朝倉郡東
峰村大字福井（別紙図面５に
示す区域のとおり）

土石流 別紙図面５に記載する
表のとおり

赤谷川 朝倉市杷木赤谷（別紙図面６
に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面６に記載する

表のとおり

浦川内川 朝倉市杷木赤谷（別紙図面７
に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面７に記載する

表のとおり

赤谷谷川 朝倉市杷木赤谷（別紙図面８
に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面８に記載する

表のとおり

赤谷川−１ 朝倉市杷木赤谷（別紙図面９
に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面９に記載する

表のとおり

鯰の前−３ 朝倉市杷木志波（別紙図面393に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

鯰の前−４ 朝倉市杷木志波（別紙図面394に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

生津 朝倉市杷木志波（別紙図面395に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

只越−１ 朝倉市杷木志波（別紙図面396に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

只越−２ 朝倉市杷木志波（別紙図面397に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

塚原−１ 朝倉市杷木志波（別紙図面398に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

前熊−１ 朝倉市杷木志波（別紙図面399に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

前熊−２ 朝倉市杷木志波（別紙図面400に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

前熊−３ 朝倉市杷木志波（別紙図面401に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

下町 朝倉市杷木志波（別紙図面402に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

笹尾−１ 朝倉市杷木志波（別紙図面403に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

笹尾−２ 朝倉市杷木志波（別紙図面404に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

杷 木 松 末 −
１ 朝倉市杷木松末（別紙図面405に示す区域のとおり） 地滑り

杷 木 松 末 −
２ 朝倉市杷木松末（別紙図面406に示す区域のとおり） 地滑り

乙石 朝倉市杷木松末（別紙図面407に示す区域のとおり） 地滑り

石詰 朝倉市杷木松末（別紙図面408に示す区域のとおり） 地滑り

導目木 朝倉市杷木志波（別紙図面409に示す区域のとおり） 地滑り

平榎⑴ 朝倉市杷木志波（別紙図面410に示す区域のとおり） 地滑り

平榎⑵ 朝倉市杷木志波（別紙図面411に示す区域のとおり） 地滑り
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土師川 朝倉市杷木松末（別紙図面30
に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面30に記載する

表のとおり

崩谷川 朝倉市杷木松末（別紙図面31
に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面31に記載する

表のとおり

崩谷川右支
川

朝倉市杷木松末（別紙図面32
に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面32に記載する

表のとおり

崩谷川−２
−１

朝倉市杷木松末（別紙図面34
に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面34に記載する

表のとおり

崩谷川−２
−２

朝倉市杷木松末（別紙図面35
に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面35に記載する

表のとおり

崩谷川−３ 朝倉市杷木松末（別紙図面36
に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面36に記載する

表のとおり

赤谷川⑷ 朝倉市杷木松末（別紙図面37
に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面37に記載する

表のとおり

本村沢川 朝倉市杷木松末（別紙図面38
に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面38に記載する

表のとおり

本村谷川−
１

朝倉市杷木松末（別紙図面39
に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面39に記載する

表のとおり

本村谷川−
２

朝倉市杷木松末（別紙図面40
に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面40に記載する

表のとおり

本村上川−
１

朝倉市杷木松末（別紙図面41
に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面41に記載する

表のとおり

本村上川−
２

朝倉市杷木松末（別紙図面42
に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面42に記載する

表のとおり

本村中川 朝倉市杷木松末（別紙図面43
に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面43に記載する

表のとおり

本村下川−
１

朝倉市杷木松末（別紙図面44
に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面44に記載する

表のとおり

小汐川 朝倉市杷木松末（別紙図面46
に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面46に記載する

表のとおり

松末上川−
１

朝倉市杷木松末（別紙図面47
に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面47に記載する

表のとおり

松末上川−
２

朝倉市杷木松末（別紙図面48
に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面48に記載する

表のとおり

松末中川−
２

朝倉市杷木松末（別紙図面50
に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面50に記載する

表のとおり

松末下川 朝倉市杷木松末（別紙図面51
に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面51に記載する

表のとおり

赤谷川−２ 朝倉市杷木赤谷（別紙図面10
に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面10に記載する

表のとおり

赤谷川−３ 朝倉市杷木赤谷（別紙図面11
に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面11に記載する

表のとおり

赤谷川−４ 朝倉市杷木赤谷（別紙図面12
に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面12に記載する

表のとおり

赤谷西川−
１

朝倉市杷木赤谷（別紙図面13
に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面13に記載する

表のとおり

赤谷西川−
２

朝倉市杷木赤谷（別紙図面14
に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面14に記載する

表のとおり

赤谷西川−
３

朝倉市杷木赤谷（別紙図面15
に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面15に記載する

表のとおり

赤谷川右支
川

朝倉市杷木赤谷（別紙図面16
に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面16に記載する

表のとおり

蔵谷川−１ 朝倉市杷木赤谷（別紙図面17
に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面17に記載する

表のとおり

蔵谷川−２ 朝倉市杷木赤谷（別紙図面18
に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面18に記載する

表のとおり

赤谷川右支
川−１

朝倉市杷木赤谷（別紙図面19
に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面19に記載する

表のとおり

赤谷川右支
川−２

朝倉市杷木赤谷（別紙図面20
に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面20に記載する

表のとおり

ムカイノ上
川−３

朝倉市杷木赤谷（別紙図面23
に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面23に記載する

表のとおり

ムカイノ上
川−４

朝倉市杷木赤谷（別紙図面24
に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面24に記載する

表のとおり

ムカイノ中
川−１

朝倉市杷木赤谷（別紙図面25
に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面25に記載する

表のとおり

ムカイノ中
川−２

朝倉市杷木赤谷（別紙図面26
に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面26に記載する

表のとおり

ムカイノ下
川−１

朝倉市杷木赤谷（別紙図面27
に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面27に記載する

表のとおり

ムカイノ下
川−２

朝倉市杷木赤谷及び杷木松末
（別紙図面28に示す区域のと
おり）

土石流 別紙図面28に記載する
表のとおり

ムカイノ下
川−３

朝倉市杷木赤谷及び杷木松末
（別紙図面29に示す区域のと
おり）

土石流 別紙図面29に記載する
表のとおり
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乙石川⑹
朝倉市杷木松末及び杷木星丸
（別紙図面69に示す区域のと
おり）

土石流 別紙図面69に記載する
表のとおり

乙石谷川−
１

朝倉市杷木松末（別紙図面70
に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面70に記載する

表のとおり

乙石谷川−
２

朝倉市杷木松末（別紙図面71
に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面71に記載する

表のとおり

乙石川⑺ 朝倉市杷木松末（別紙図面72
に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面72に記載する

表のとおり

乙石川⑻ 朝倉市杷木松末（別紙図面73
に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面73に記載する

表のとおり

中村川 朝倉市杷木松末（別紙図面74
に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面74に記載する

表のとおり

上中村谷川 朝倉市杷木松末（別紙図面75
に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面75に記載する

表のとおり

川端川−１ 朝倉市杷木松末（別紙図面76
に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面76に記載する

表のとおり

川端川−２ 朝倉市杷木松末（別紙図面77
に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面77に記載する

表のとおり

中村沢川 朝倉市杷木松末（別紙図面78
に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面78に記載する

表のとおり

下中村谷川 朝倉市杷木松末（別紙図面79
に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面79に記載する

表のとおり

中村上川−
１

朝倉市杷木松末（別紙図面80
に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面80に記載する

表のとおり

中村上川−
２

朝倉市杷木松末（別紙図面81
に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面81に記載する

表のとおり

中村下川−
１

朝倉市杷木松末及び杷木星丸
（別紙図面83に示す区域のと
おり）

土石流 別紙図面83に記載する
表のとおり

中村下川−
２

朝倉市杷木松末（別紙図面84
に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面84に記載する

表のとおり

中村下川−
３

朝倉市杷木松末（別紙図面85
に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面85に記載する

表のとおり

乙石川⑴ 朝倉市杷木松末（別紙図面86
に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面86に記載する

表のとおり

萩尾沢川 朝倉市杷木松末（別紙図面87
に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面87に記載する

表のとおり

小河内第一
谷川

朝倉市杷木松末（別紙図面52
に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面52に記載する

表のとおり

小河内第二
谷川

朝倉市杷木松末（別紙図面53
に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面53に記載する

表のとおり

小河内第三
谷川

朝倉市杷木松末（別紙図面54
に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面54に記載する

表のとおり

小河内川 朝倉市杷木松末（別紙図面55
に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面55に記載する

表のとおり

汐井谷川 朝倉市杷木松末（別紙図面56
に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面56に記載する

表のとおり

汐井谷左支
川−１

朝倉市杷木松末（別紙図面57
に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面57に記載する

表のとおり

汐井谷左支
川−２

朝倉市杷木松末（別紙図面58
に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面58に記載する

表のとおり

汐井谷左支
川−３

朝倉市杷木松末（別紙図面59
に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面59に記載する

表のとおり

小河内第四
谷川

朝倉市杷木松末（別紙図面60
に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面60に記載する

表のとおり

相ヶ谷川−
１

朝倉市杷木松末（別紙図面61
に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面61に記載する

表のとおり

相ヶ谷川−
２

朝倉市杷木松末（別紙図面62
に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面62に記載する

表のとおり

乙石川−１
朝倉市杷木松末及び杷木星丸
（別紙図面63に示す区域のと
おり）

土石流 別紙図面63に記載する
表のとおり

乙石川−２
朝倉市杷木松末及び杷木星丸
（別紙図面64に示す区域のと
おり）

土石流 別紙図面64に記載する
表のとおり

乙石川⑸
朝倉市杷木松末及び杷木星丸
（別紙図面65に示す区域のと
おり）

土石流 別紙図面65に記載する
表のとおり

乙石川−４ 朝倉市杷木松末（別紙図面66
に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面66に記載する

表のとおり

乙石川−５ 朝倉市杷木松末（別紙図面67
に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面67に記載する

表のとおり

乙石川−３ 朝倉市杷木松末（別紙図面68
に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面68に記載する

表のとおり
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吉野原川−
１

朝倉市杷木大山（別紙図面
106に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面106に記載す

る表のとおり

吉野原川−
３

朝倉市杷木大山（別紙図面
108に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面108に記載す

る表のとおり

吉野原川左
支川

朝倉市杷木大山（別紙図面
110に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面110に記載す

る表のとおり

吉野原川−
４

朝倉市杷木大山（別紙図面
111に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面111に記載す

る表のとおり

大山川−２ 朝倉市杷木大山（別紙図面
112に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面112に記載す

る表のとおり

赤迫川−１ 朝倉市杷木大山（別紙図面
113に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面113に記載す

る表のとおり

大山川⑵−
１

朝倉市杷木大山（別紙図面
114に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面114に記載す

る表のとおり

赤迫川−２ 朝倉市杷木大山（別紙図面
115に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面115に記載す

る表のとおり

赤迫川右支
川

朝倉市杷木大山（別紙図面
116に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面116に記載す

る表のとおり

赤迫川−３ 朝倉市杷木大山（別紙図面
117に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面117に記載す

る表のとおり

赤迫川−４ 朝倉市杷木大山（別紙図面
118に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面118に記載す

る表のとおり

大山川⑵−
２

朝倉市杷木大山（別紙図面
119に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面119に記載す

る表のとおり

大山上谷川
−１

朝倉市杷木大山（別紙図面
120に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面120に記載す

る表のとおり

大山上谷川
−２

朝倉市杷木大山（別紙図面
123に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面123に記載す

る表のとおり

大山川⑴ 朝倉市杷木大山（別紙図面
124に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面124に記載す

る表のとおり

大山第四谷
川

朝倉市杷木大山（別紙図面
125に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面125に記載す

る表のとおり

馬の谷川 朝倉市杷木大山（別紙図面
126に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面126に記載す

る表のとおり

大山第三谷
川

朝倉市杷木大山（別紙図面
127に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面127に記載す

る表のとおり

大山第一谷
川

朝倉市杷木大山（別紙図面
128に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面128に記載す

る表のとおり

乙石川⑵
朝倉市杷木松末及び杷木星丸
（別紙図面88に示す区域のと
おり）

土石流 別紙図面88に記載する
表のとおり

乙石川⑶
朝倉市杷木松末及び杷木星丸
（別紙図面89に示す区域のと
おり）

土石流 別紙図面89に記載する
表のとおり

乙石川⑷
朝倉市杷木松末及び杷木星丸
（別紙図面90に示す区域のと
おり）

土石流 別紙図面90に記載する
表のとおり

萩尾上川 朝倉市杷木松末（別紙図面91
に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面91に記載する

表のとおり

萩尾下川 朝倉市杷木松末（別紙図面92
に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面92に記載する

表のとおり

萩尾谷川 朝倉市杷木松末（別紙図面93
に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面93に記載する

表のとおり

北向谷川−
１

朝倉市杷木松末（別紙図面94
に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面94に記載する

表のとおり

北向谷川−
２

朝倉市杷木松末（別紙図面95
に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面95に記載する

表のとおり

北向谷川−
３

朝倉市杷木松末（別紙図面96
に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面96に記載する

表のとおり

上石詰谷川
−１

朝倉市杷木松末（別紙図面97
に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面97に記載する

表のとおり

石詰上川 朝倉市杷木松末（別紙図面99
に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面99に記載する

表のとおり

石詰谷川 朝倉市杷木松末（別紙図面
100に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面100に記載す

る表のとおり

中石詰谷川 朝倉市杷木松末（別紙図面
101に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面101に記載す

る表のとおり

下石詰谷川
朝倉市杷木松末及び杷木星丸
（別紙図面102に示す区域の
とおり）

土石流 別紙図面102に記載す
る表のとおり

真竹谷川−
１

朝倉市杷木松末（別紙図面
103に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面103に記載す

る表のとおり

真竹谷川−
２

朝倉市杷木松末（別紙図面
104に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面104に記載す

る表のとおり

赤谷川⑶
朝倉市杷木松末及び杷木星丸
（別紙図面105に示す区域の
とおり）

土石流 別紙図面105に記載す
る表のとおり
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園山谷川−
２

朝倉市杷木穂坂（別紙図面
151に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面151に記載す

る表のとおり

林田谷川 朝倉市杷木林田（別紙図面
152に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面152に記載す

る表のとおり

白木谷川左
支川

朝倉市杷木白木及び杷木林田
（別紙図面155に示す区域の
とおり）

土石流 別紙図面155に記載す
る表のとおり

杷木松本川 朝倉市杷木白木（別紙図面
156に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面156に記載す

る表のとおり

白木沢川 朝倉市杷木白木（別紙図面
157に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面157に記載す

る表のとおり

白木谷川⑴ 朝倉市杷木白木（別紙図面
159に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面159に記載す

る表のとおり

白木谷下川 朝倉市杷木白木（別紙図面
160に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面160に記載す

る表のとおり

白木谷中川 朝倉市杷木白木（別紙図面
162に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面162に記載す

る表のとおり

由の川
朝倉市杷木白木、杷木池田及
び杷木林田（別紙図面163に
示す区域のとおり）

土石流 別紙図面163に記載す
る表のとおり

由丸川−１
朝倉市杷木白木、杷木池田及
び杷木林田（別紙図面164に
示す区域のとおり）

土石流 別紙図面164に記載す
る表のとおり

由丸川−２
朝倉市杷木白木、杷木池田及
び杷木林田（別紙図面165に
示す区域のとおり）

土石流 別紙図面165に記載す
る表のとおり

上池田川 朝倉市杷木池田（別紙図面
166に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面166に記載す

る表のとおり

池田川−１
朝倉市杷木池田及び杷木寒水
（別紙図面167に示す区域の
とおり）

土石流 別紙図面167に記載す
る表のとおり

池田川−２
朝倉市杷木池田及び杷木寒水
（別紙図面168に示す区域の
とおり）

土石流 別紙図面168に記載す
る表のとおり

寒水川⑵

朝倉市杷木古賀、杷木寒水、
杷木池田及び杷木久喜宮（別
紙図面170に示す区域のとお
り）

土石流 別紙図面170に記載す
る表のとおり

大山第二谷
川

朝倉市杷木大山（別紙図面
129に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面129に記載す

る表のとおり

大山下谷川 朝倉市杷木大山（別紙図面
130に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面130に記載す

る表のとおり

真竹沢川 朝倉市杷木松末（別紙図面
131に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面131に記載す

る表のとおり

獺ノ口左上
谷川

朝倉市杷木星丸（別紙図面
132に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面132に記載す

る表のとおり

獺ノ口左中
谷川

朝倉市杷木星丸（別紙図面
133に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面133に記載す

る表のとおり

上星丸谷川 朝倉市杷木星丸（別紙図面
134に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面134に記載す

る表のとおり

星丸谷川 朝倉市杷木星丸（別紙図面
135に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面135に記載す

る表のとおり

ジョウナリ
谷川

朝倉市杷木星丸（別紙図面
136に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面136に記載す

る表のとおり

木地屋谷川
右支川

朝倉市杷木星丸（別紙図面
137に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面137に記載す

る表のとおり

木地屋谷川 朝倉市杷木星丸（別紙図面
138に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面138に記載す

る表のとおり

獺ノ口右上
谷川

朝倉市杷木星丸（別紙図面
139に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面139に記載す

る表のとおり

獺ノ口右中
谷川

朝倉市杷木星丸（別紙図面
140に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面140に記載す

る表のとおり

獺ノ口右下
谷川−１

朝倉市杷木星丸（別紙図面
141に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面141に記載す

る表のとおり

獺ノ口右下
谷川−２

朝倉市杷木星丸（別紙図面
142に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面142に記載す

る表のとおり

正信沢川 朝倉市杷木星丸（別紙図面
143に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面143に記載す

る表のとおり

正信谷川 朝倉市杷木星丸（別紙図面
144に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面144に記載す

る表のとおり

池ノ迫沢川 朝倉市杷木星丸（別紙図面
148に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面148に記載す

る表のとおり

赤谷川⑵
朝倉市杷木林田及び杷木大山
（別紙図面149に示す区域の
とおり）

土石流 別紙図面149に記載す
る表のとおり
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塚原谷川 朝倉市杷木志波（別紙図面
187に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面187に記載す

る表のとおり

導目木川−
１

朝倉市杷木志波（別紙図面
188に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面188に記載す

る表のとおり

導目木川−
２

朝倉市杷木志波（別紙図面
189に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面189に記載す

る表のとおり

導目木川−
３

朝倉市杷木志波（別紙図面
190に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面190に記載す

る表のとおり

導目木川−
４

朝倉市杷木志波（別紙図面
191に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面191に記載す

る表のとおり

導目木川右
支川

朝倉市杷木志波（別紙図面
192に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面192に記載す

る表のとおり

導目木谷川
−１

朝倉市杷木志波（別紙図面
193に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面193に記載す

る表のとおり

導目木谷川
−２

朝倉市杷木志波（別紙図面
194に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面194に記載す

る表のとおり

北川右支川 朝倉市杷木志波（別紙図面
197に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面197に記載す

る表のとおり

北川右支川
−１

朝倉市杷木志波（別紙図面
198に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面198に記載す

る表のとおり

北川右支川
−２

朝倉市杷木志波（別紙図面
199に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面199に記載す

る表のとおり

北川 朝倉市杷木志波（別紙図面
200に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面200に記載す

る表のとおり

北川⑴ 朝倉市杷木志波（別紙図面
201に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面201に記載す

る表のとおり

北川⑵ 朝倉市杷木志波（別紙図面
202に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面202に記載す

る表のとおり

第１平榎谷
上川

朝倉市杷木志波（別紙図面
203に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面203に記載す

る表のとおり

第１平榎谷
下川

朝倉市杷木志波（別紙図面
205に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面205に記載す

る表のとおり

山ノ神川 朝倉市杷木志波（別紙図面
209に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面209に記載す

る表のとおり

山ノ神川⑴ 朝倉市杷木志波（別紙図面
210に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面210に記載す

る表のとおり

烏山谷川右
支川

朝倉市杷木志波（別紙図面
211に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面211に記載す

る表のとおり

寒水川⑶

朝倉市杷木古賀、杷木寒水、
杷木池田及び杷木久喜宮（別
紙図面171に示す区域のとお
り）

土石流 別紙図面171に記載す
る表のとおり

寒水川⑷

朝倉市杷木古賀、杷木寒水、
杷木池田及び杷木久喜宮（別
紙図面172に示す区域のとお
り）

土石流 別紙図面172に記載す
る表のとおり

古賀川−１

朝倉市杷木古賀、杷木寒水、
杷木池田及び杷木久喜宮（別
紙図面174に示す区域のとお
り）

土石流 別紙図面174に記載す
る表のとおり

古賀川−２

朝倉市杷木古賀、杷木寒水、
杷木池田及び杷木久喜宮（別
紙図面175に示す区域のとお
り）

土石流 別紙図面175に記載す
る表のとおり

船底谷川

朝倉市杷木古賀、杷木寒水、
杷木池田及び杷木久喜宮（別
紙図面176に示す区域のとお
り）

土石流 別紙図面176に記載す
る表のとおり

寒水川⑸

朝倉市杷木古賀、杷木寒水、
杷木池田及び杷木久喜宮（別
紙図面177に示す区域のとお
り）

土石流 別紙図面177に記載す
る表のとおり

研石川
朝倉市杷木古賀及び杷木久喜
宮（別紙図面178に示す区域
のとおり）

土石流 別紙図面178に記載す
る表のとおり

久喜宮川−
１

朝倉市杷木久喜宮（別紙図面
179に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面179に記載す

る表のとおり

久喜宮川−
２

朝倉市杷木古賀及び杷木久喜
宮（別紙図面180に示す区域
のとおり）

土石流 別紙図面180に記載す
る表のとおり

久喜宮川−
３

朝倉市杷木古賀及び杷木久喜
宮（別紙図面181に示す区域
のとおり）

土石流 別紙図面181に記載す
る表のとおり

若市沢川右
支川

朝倉市杷木若市（別紙図面
184に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面184に記載す

る表のとおり

若市谷川
朝倉市杷木若市及び杷木久喜
宮（別紙図面185に示す区域
のとおり）

土石流 別紙図面185に記載す
る表のとおり

若市谷川右
支川

朝倉市杷木若市（別紙図面
186に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面186に記載す

る表のとおり
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葛生−２
朝倉市杷木赤谷及び朝倉郡東
峰村大字福井（別紙図面231
に示す区域のとおり）

急傾斜地の崩壊 別紙図面231に記載す
る表のとおり

福井屋敷−
１−１

朝倉市杷木赤谷及び朝倉郡東
峰村大字福井（別紙図面232
に示す区域のとおり）

急傾斜地の崩壊 別紙図面232に記載す
る表のとおり

福井屋敷−
２

朝倉市杷木赤谷及び朝倉郡東
峰村大字福井（別紙図面233
に示す区域のとおり）

急傾斜地の崩壊 別紙図面233に記載す
る表のとおり

福井中山
朝倉市杷木赤谷及び朝倉郡東
峰村大字福井（別紙図面234
に示す区域のとおり）

急傾斜地の崩壊 別紙図面234に記載す
る表のとおり

塔の元−１ 朝倉市杷木赤谷（別紙図面
235に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面235に記載す

る表のとおり

塔の元−２ 朝倉市杷木赤谷（別紙図面
236に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面236に記載す

る表のとおり

蔵谷−１ 朝倉市杷木赤谷（別紙図面
237に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面237に記載す

る表のとおり

蔵谷−３ 朝倉市杷木赤谷（別紙図面
239に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面239に記載す

る表のとおり

蔵谷−４ 朝倉市杷木赤谷（別紙図面
240に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面240に記載す

る表のとおり

杷木赤谷西 朝倉市杷木赤谷（別紙図面
241に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面241に記載す

る表のとおり

赤谷−３ 朝倉市杷木赤谷（別紙図面
242に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面242に記載す

る表のとおり

赤谷−４
朝倉市杷木赤谷及び杷木松末
（別紙図面243に示す区域の
とおり）

急傾斜地の崩壊 別紙図面243に記載す
る表のとおり

赤谷ムカイ
ノ−１

朝倉市杷木赤谷（別紙図面
244に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面244に記載す

る表のとおり

赤谷ムカイ
ノ−２

朝倉市杷木赤谷（別紙図面
245に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面245に記載す

る表のとおり

赤谷ムカイ
ノ−３

朝倉市杷木赤谷（別紙図面
246に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面246に記載す

る表のとおり

浦山−２ 朝倉市杷木松末（別紙図面
247に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面247に記載す

る表のとおり

浦山−３ 朝倉市杷木松末（別紙図面
248に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面248に記載す

る表のとおり

梅ヶ谷谷川 朝倉市杷木志波（別紙図面
214に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面214に記載す

る表のとおり

志波沢川 朝倉市杷木志波（別紙図面
215に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面215に記載す

る表のとおり

志波谷川 朝倉市杷木志波（別紙図面
216に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面216に記載す

る表のとおり

生津沢川左
支川

朝倉市杷木志波（別紙図面
217に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面217に記載す

る表のとおり

生津沢川 朝倉市杷木志波（別紙図面
218に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面218に記載す

る表のとおり

北川⑶ 朝倉市杷木志波（別紙図面
219に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面219に記載す

る表のとおり

茶屋谷川左
支川

朝倉市杷木志波（別紙図面
220に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面220に記載す

る表のとおり

茶屋谷川 朝倉市杷木志波（別紙図面
221に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面221に記載す

る表のとおり

麻底良谷川 朝倉市杷木志波（別紙図面
222に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面222に記載す

る表のとおり

北川⑷ 朝倉市杷木志波（別紙図面
223に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面223に記載す

る表のとおり

笹尾沢川 朝倉市杷木志波（別紙図面
224に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面224に記載す

る表のとおり

杉馬場谷川 朝倉市杷木志波（別紙図面
225に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面225に記載す

る表のとおり

福井−１
朝倉市杷木赤谷及び朝倉郡東
峰村大字福井（別紙図面226
に示す区域のとおり）

急傾斜地の崩壊 別紙図面226に記載す
る表のとおり

福井−２

朝倉市杷木赤谷、朝倉郡東峰
村大字小石原鼓及び大字福井
（別紙図面227に示す区域の
とおり）

急傾斜地の崩壊 別紙図面227に記載す
る表のとおり

福井 朝倉市杷木赤谷（別紙図面
228に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面228に記載す

る表のとおり

赤谷−１
朝倉市杷木赤谷及び朝倉郡東
峰村大字福井（別紙図面229
に示す区域のとおり）

急傾斜地の崩壊 別紙図面229に記載す
る表のとおり

赤谷−２ 朝倉市杷木赤谷（別紙図面
230に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面230に記載す

る表のとおり
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真竹−３ 朝倉市杷木松末（別紙図面
268に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面268に記載す

る表のとおり

乙石−１ 朝倉市杷木松末（別紙図面
269に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面269に記載す

る表のとおり

乙石−２ 朝倉市杷木松末（別紙図面
270に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面270に記載す

る表のとおり

乙石−３ 朝倉市杷木松末（別紙図面
271に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面271に記載す

る表のとおり

乙石−４ 朝倉市杷木松末（別紙図面
272に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面272に記載す

る表のとおり

乙石上−１ 朝倉市杷木松末（別紙図面
273に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面273に記載す

る表のとおり

乙石上−２ 朝倉市杷木松末（別紙図面
274に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面274に記載す

る表のとおり

峠−２ 朝倉市杷木松末（別紙図面
275に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面275に記載す

る表のとおり

峠−３ 朝倉市杷木松末（別紙図面
276に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面276に記載す

る表のとおり

峠−４ 朝倉市杷木松末（別紙図面
277に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面277に記載す

る表のとおり

峠上−１ 朝倉市杷木松末（別紙図面
278に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面278に記載す

る表のとおり

峠上−２ 朝倉市杷木松末（別紙図面
279に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面279に記載す

る表のとおり

峠−１−１ 朝倉市杷木松末（別紙図面
280に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面280に記載す

る表のとおり

葉山 朝倉市杷木松末（別紙図面
281に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面281に記載す

る表のとおり

葉山下 朝倉市杷木松末（別紙図面
282に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面282に記載す

る表のとおり

石原迫−１ 朝倉市杷木松末（別紙図面
283に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面283に記載す

る表のとおり

石原迫−２ 朝倉市杷木松末（別紙図面
284に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面284に記載す

る表のとおり

石原迫−３ 朝倉市杷木松末（別紙図面
285に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面285に記載す

る表のとおり

松末中村−
１

朝倉市杷木松末（別紙図面
286に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面286に記載す

る表のとおり

浦山−４ 朝倉市杷木松末（別紙図面
249に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面249に記載す

る表のとおり

浦山−５ 朝倉市杷木松末（別紙図面
250に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面250に記載す

る表のとおり

松末小汐−
１

朝倉市杷木松末（別紙図面
251に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面251に記載す

る表のとおり

松末小汐−
２

朝倉市杷木松末（別紙図面
252に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面252に記載す

る表のとおり

杷木松末−
１

朝倉市杷木松末（別紙図面
253に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面253に記載す

る表のとおり

杷木松末−
２

朝倉市杷木松末（別紙図面
254に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面254に記載す

る表のとおり

松末本村−
１

朝倉市杷木松末（別紙図面
255に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面255に記載す

る表のとおり

松末本村−
３

朝倉市杷木松末（別紙図面
257に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面257に記載す

る表のとおり

小河内−１ 朝倉市杷木松末（別紙図面
258に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面258に記載す

る表のとおり

小河内−２ 朝倉市杷木松末（別紙図面
259に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面259に記載す

る表のとおり

汐井−１ 朝倉市杷木松末（別紙図面
260に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面260に記載す

る表のとおり

汐井−２ 朝倉市杷木松末（別紙図面
261に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面261に記載す

る表のとおり

小河内−３
−１

朝倉市杷木松末（別紙図面
262に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面262に記載す

る表のとおり

小河内−３
−２

朝倉市杷木松末（別紙図面
263に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面263に記載す

る表のとおり

小河内−４ 朝倉市杷木松末（別紙図面
264に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面264に記載す

る表のとおり

小河内−５ 朝倉市杷木松末（別紙図面
265に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面265に記載す

る表のとおり

真竹 朝倉市杷木松末（別紙図面
266に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面266に記載す

る表のとおり

真竹−１
朝倉市杷木松末及び杷木星丸
（別紙図面267に示す区域の
とおり）

急傾斜地の崩壊 別紙図面267に記載す
る表のとおり
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石詰−５
朝倉市杷木松末及び杷木星丸
（別紙図面305に示す区域の
とおり）

急傾斜地の崩壊 別紙図面305に記載す
る表のとおり

清水ヶ元−
１

朝倉市杷木星丸（別紙図面
306に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面306に記載す

る表のとおり

清水ヶ元−
３

朝倉市杷木星丸（別紙図面
307に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面307に記載す

る表のとおり

清水ヶ元−
４

朝倉市杷木星丸（別紙図面
308に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面308に記載す

る表のとおり

清水ヶ元−
５

朝倉市杷木星丸（別紙図面
309に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面309に記載す

る表のとおり

獺の口−１ 朝倉市杷木星丸（別紙図面
310に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面310に記載す

る表のとおり

獺の口−２ 朝倉市杷木星丸（別紙図面
311に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面311に記載す

る表のとおり

獺の口−３ 朝倉市杷木星丸（別紙図面
312に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面312に記載す

る表のとおり

獺の口−４ 朝倉市杷木星丸（別紙図面
313に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面313に記載す

る表のとおり

立−１ 朝倉市杷木星丸（別紙図面
314に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面314に記載す

る表のとおり

立−２ 朝倉市杷木星丸（別紙図面
315に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面315に記載す

る表のとおり

立−３ 朝倉市杷木星丸（別紙図面
316に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面316に記載す

る表のとおり

立 朝倉市杷木星丸（別紙図面
317に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面317に記載す

る表のとおり

杷木星丸−
１

朝倉市杷木星丸（別紙図面
318に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面318に記載す

る表のとおり

杷木星丸−
２

朝倉市杷木星丸（別紙図面
319に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面319に記載す

る表のとおり

杷木星丸−
３

朝倉市杷木星丸（別紙図面
320に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面320に記載す

る表のとおり

星丸砂原 朝倉市杷木星丸（別紙図面
322に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面322に記載す

る表のとおり

砂原−１ 朝倉市杷木星丸（別紙図面
323に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面323に記載す

る表のとおり

松末中村−
２

朝倉市杷木松末（別紙図面
287に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面287に記載す

る表のとおり

松末中村−
３

朝倉市杷木松末（別紙図面
288に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面288に記載す

る表のとおり

松末中村−
４

朝倉市杷木松末（別紙図面
289に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面289に記載す

る表のとおり

松末中村−
５

朝倉市杷木松末（別紙図面
290に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面290に記載す

る表のとおり

源東−５ 朝倉市杷木松末（別紙図面
291に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面291に記載す

る表のとおり

源東−１ 朝倉市杷木松末（別紙図面
292に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面292に記載す

る表のとおり

源東−３ 朝倉市杷木松末（別紙図面
293に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面293に記載す

る表のとおり

源東−４ 朝倉市杷木松末（別紙図面
294に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面294に記載す

る表のとおり

井尻−１ 朝倉市杷木松末（別紙図面
295に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面295に記載す

る表のとおり

井尻−２ 朝倉市杷木松末（別紙図面
296に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面296に記載す

る表のとおり

井尻−３ 朝倉市杷木松末（別紙図面
297に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面297に記載す

る表のとおり

崎山−１ 朝倉市杷木松末（別紙図面
298に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面298に記載す

る表のとおり

崎山−２ 朝倉市杷木松末（別紙図面
299に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面299に記載す

る表のとおり

崎山−３ 朝倉市杷木松末（別紙図面
300に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面300に記載す

る表のとおり

石詰−１ 朝倉市杷木松末（別紙図面
301に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面301に記載す

る表のとおり

石詰−２ 朝倉市杷木松末（別紙図面
302に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面302に記載す

る表のとおり

石詰−３ 朝倉市杷木松末（別紙図面
303に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面303に記載す

る表のとおり

石詰−４ 朝倉市杷木松末（別紙図面
304に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面304に記載す

る表のとおり
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杷木大山下 朝倉市杷木大山（別紙図面
342に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面342に記載す

る表のとおり

二十谷−１ 朝倉市杷木林田（別紙図面
343に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面343に記載す

る表のとおり

二十谷−２ 朝倉市杷木林田（別紙図面
344に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面344に記載す

る表のとおり

杷木林田−
１

朝倉市杷木林田（別紙図面
345に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面345に記載す

る表のとおり

杷木林田−
２

朝倉市杷木林田（別紙図面
346に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面346に記載す

る表のとおり

ヌリヤ 朝倉市杷木白木（別紙図面
347に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面347に記載す

る表のとおり

杷木白木−
１

朝倉市杷木白木（別紙図面
348に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面348に記載す

る表のとおり

杷木白木−
２

朝倉市杷木白木（別紙図面
349に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面349に記載す

る表のとおり

松本 朝倉市杷木白木（別紙図面
350に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面350に記載す

る表のとおり

松本−１ 朝倉市杷木白木（別紙図面
351に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面351に記載す

る表のとおり

杷木古賀−
１

朝倉市杷木古賀（別紙図面
352に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面352に記載す

る表のとおり

内河野−１
朝倉市杷木古賀及び杷木寒水
（別紙図面353に示す区域の
とおり）

急傾斜地の崩壊 別紙図面353に記載す
る表のとおり

内河野−２ 朝倉市杷木寒水（別紙図面
354に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面354に記載す

る表のとおり

杷木古賀−
２

朝倉市杷木古賀（別紙図面
355に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面355に記載す

る表のとおり

久毛原−１
朝倉市杷木古賀及び杷木寒水
（別紙図面356に示す区域の
とおり）

急傾斜地の崩壊 別紙図面356に記載す
る表のとおり

杷木寒水−
１

朝倉市杷木古賀及び杷木寒水
（別紙図面357に示す区域の
とおり）

急傾斜地の崩壊 別紙図面357に記載す
る表のとおり

杷木寒水−
２

朝倉市杷木寒水（別紙図面
358に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面358に記載す

る表のとおり

砂原−２ 朝倉市杷木星丸（別紙図面
324に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面324に記載す

る表のとおり

正信−４ 朝倉市杷木星丸（別紙図面
325に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面325に記載す

る表のとおり

福山の下−
１

朝倉市杷木星丸（別紙図面
326に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面326に記載す

る表のとおり

福山の下−
２

朝倉市杷木星丸（別紙図面
327に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面327に記載す

る表のとおり

福山の下−
３

朝倉市杷木星丸（別紙図面
328に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面328に記載す

る表のとおり

池之迫−１
朝倉市杷木星丸及び杷木林田
（別紙図面329に示す区域の
とおり）

急傾斜地の崩壊 別紙図面329に記載す
る表のとおり

池之迫−２ 朝倉市杷木星丸（別紙図面
330に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面330に記載す

る表のとおり

杷木池田 朝倉市杷木池田（別紙図面
331に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面331に記載す

る表のとおり

吉野原−１ 朝倉市杷木大山（別紙図面
332に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面332に記載す

る表のとおり

吉野原−２ 朝倉市杷木大山（別紙図面
333に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面333に記載す

る表のとおり

吉野原−３ 朝倉市杷木大山（別紙図面
334に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面334に記載す

る表のとおり

杷木大山−
１

朝倉市杷木大山（別紙図面
335に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面335に記載す

る表のとおり

杷木大山−
２

朝倉市杷木大山（別紙図面
336に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面336に記載す

る表のとおり

杷木大山−
３

朝倉市杷木大山（別紙図面
337に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面337に記載す

る表のとおり

杷木大山−
４

朝倉市杷木大山（別紙図面
338に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面338に記載す

る表のとおり

馬の谷−１ 朝倉市杷木大山（別紙図面
339に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面339に記載す

る表のとおり

馬の谷−２ 朝倉市杷木大山（別紙図面
340に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面340に記載す

る表のとおり

馬の谷−３ 朝倉市杷木大山（別紙図面
341に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面341に記載す

る表のとおり
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花立−１ 朝倉市杷木志波（別紙図面
377に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面377に記載す

る表のとおり

花立−２ 朝倉市杷木志波（別紙図面
378に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面378に記載す

る表のとおり

花立−３ 朝倉市杷木志波（別紙図面
379に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面379に記載す

る表のとおり

花立−４ 朝倉市杷木志波（別紙図面
380に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面380に記載す

る表のとおり

花立−５ 朝倉市杷木志波（別紙図面
381に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面381に記載す

る表のとおり

榎−１ 朝倉市杷木志波（別紙図面
382に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面382に記載す

る表のとおり

平榎−１ 朝倉市杷木志波（別紙図面
384に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面384に記載す

る表のとおり

平榎−２ 朝倉市杷木志波（別紙図面
385に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面385に記載す

る表のとおり

平榎−４ 朝倉市杷木志波（別紙図面
386に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面386に記載す

る表のとおり

平榎−５ 朝倉市杷木志波（別紙図面
387に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面387に記載す

る表のとおり

平榎南−１ 朝倉市杷木志波（別紙図面
388に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面388に記載す

る表のとおり

平榎南−２ 朝倉市杷木志波（別紙図面
389に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面389に記載す

る表のとおり

烏山−１ 朝倉市杷木志波（別紙図面
390に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面390に記載す

る表のとおり

梅ケ谷下 朝倉市杷木志波（別紙図面
391に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面391に記載す

る表のとおり

鯰の前−２ 朝倉市杷木志波（別紙図面
392に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面392に記載す

る表のとおり

鯰の前−３ 朝倉市杷木志波（別紙図面
393に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面393に記載す

る表のとおり

鯰の前−４ 朝倉市杷木志波（別紙図面
394に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面394に記載す

る表のとおり

生津 朝倉市杷木志波（別紙図面
395に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面395に記載す

る表のとおり

只越−１ 朝倉市杷木志波（別紙図面
396に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面396に記載す

る表のとおり

山野
朝倉市杷木古賀及び杷木久喜
宮（別紙図面359に示す区域
のとおり）

急傾斜地の崩壊 別紙図面359に記載す
る表のとおり

久喜宮−１ 朝倉市杷木久喜宮（別紙図面
360に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面360に記載す

る表のとおり

久喜宮−２ 朝倉市杷木久喜宮（別紙図面
361に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面361に記載す

る表のとおり

久喜宮−３
朝倉市杷木久喜宮及び杷木若
市（別紙図面362に示す区域
のとおり）

急傾斜地の崩壊 別紙図面362に記載す
る表のとおり

若市
朝倉市杷木若市、杷木志波及
び杷木久喜宮（別紙図面363
に示す区域のとおり）

急傾斜地の崩壊 別紙図面363に記載す
る表のとおり

奥ノ丸−１ 朝倉市杷木志波（別紙図面
364に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面364に記載す

る表のとおり

奥ノ丸−２ 朝倉市杷木志波（別紙図面
365に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面365に記載す

る表のとおり

導目木−１ 朝倉市杷木志波（別紙図面
366に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面366に記載す

る表のとおり

導目木−２ 朝倉市杷木志波（別紙図面
367に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面367に記載す

る表のとおり

下導目木−
１

朝倉市杷木志波（別紙図面
368に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面368に記載す

る表のとおり

下導目木−
２

朝倉市杷木志波（別紙図面
369に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面369に記載す

る表のとおり

志波平−１
−１

朝倉市杷木志波（別紙図面
370に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面370に記載す

る表のとおり

志波平−１
−２

朝倉市杷木志波（別紙図面
371に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面371に記載す

る表のとおり

志波平−２ 朝倉市杷木志波（別紙図面
372に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面372に記載す

る表のとおり

志波平−３
−１

朝倉市杷木志波（別紙図面
373に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面373に記載す

る表のとおり

志波平−３
−２

朝倉市杷木志波（別紙図面
374に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面374に記載す

る表のとおり

志波平−３
−３

朝倉市杷木志波（別紙図面
375に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面375に記載す

る表のとおり

志波平−４ 朝倉市杷木志波（別紙図面
376に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面376に記載す

る表のとおり
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北 八 坂 谷 ２
−２ 朝倉市宮野（別紙図面３に示す区域のとおり） 土石流

北 八 坂 谷 ２
−１ 朝倉市宮野（別紙図面４に示す区域のとおり） 土石流

北八坂谷１ 朝倉市宮野（別紙図面５に示す区域のとおり） 土石流

立野川−２ 朝倉市宮野（別紙図面６に示す区域のとおり） 土石流

立野川−３ 朝倉市宮野（別紙図面７に示す区域のとおり） 土石流

立野川−１ 朝倉市宮野（別紙図面８に示す区域のとおり） 土石流

八坂谷２ 朝倉市宮野（別紙図面９に示す区域のとおり） 土石流

八坂谷１ 朝倉市宮野（別紙図面10に示す区域のとおり） 土石流

八坂川 朝倉市宮野（別紙図面11に示す区域のとおり） 土石流

八 坂 川 左 支
川 朝倉市宮野（別紙図面12に示す区域のとおり） 土石流

山 ノ 下 谷 −
１ 朝倉市宮野（別紙図面13に示す区域のとおり） 土石流

山 ノ 下 谷 −
２

朝倉市宮野及び須川（別紙図面14に示す区域のとお
り） 土石流

立野谷 朝倉市宮野（別紙図面15に示す区域のとおり） 土石流

向野谷 朝倉市須川（別紙図面16に示す区域のとおり） 土石流

山後谷 朝倉市須川（別紙図面17に示す区域のとおり） 土石流

赤林谷 朝倉市須川（別紙図面18に示す区域のとおり） 土石流

妙見川 朝倉市須川（別紙図面19に示す区域のとおり） 土石流

山尾坂谷 朝倉市須川（別紙図面20に示す区域のとおり） 土石流

須川 朝倉市須川（別紙図面21に示す区域のとおり） 土石流

只越−２ 朝倉市杷木志波（別紙図面
397に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面397に記載す

る表のとおり

塚原−１ 朝倉市杷木志波（別紙図面
398に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面398に記載す

る表のとおり

前熊−１ 朝倉市杷木志波（別紙図面
399に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面399に記載す

る表のとおり

前熊−２ 朝倉市杷木志波（別紙図面
400に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面400に記載す

る表のとおり

前熊−３ 朝倉市杷木志波（別紙図面
401に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面401に記載す

る表のとおり

下町 朝倉市杷木志波（別紙図面
402に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面402に記載す

る表のとおり

笹尾−１ 朝倉市杷木志波（別紙図面
403に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面403に記載す

る表のとおり

笹尾−２ 朝倉市杷木志波（別紙図面
404に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面404に記載す

る表のとおり

備考　別紙図面１から404は省略し、その図面は朝倉市役所に備え置いて縦覧に供する

。

　福岡県告示第320号

　土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第

57号）第７条第１項の規定に基づき指定した土砂災害警戒区域（平成25年２月福岡県告

示第226号）のうち、次の土地の区域の指定を解除するので、同条第６項において準用す

る同条第４項の規定により公示する。

　　令和３年３月19日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事職務代理者

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県副知事　　服部　　誠太郎

区域の名称 指　定　の　区　域 土砂災害の発生原因と
なる自然現象の種類

上 烏 集 院 谷
−１ 朝倉市烏集院（別紙図面１に示す区域のとおり） 土石流

上 烏 集 院 谷
−２ 朝倉市烏集院（別紙図面２に示す区域のとおり） 土石流
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上須川 朝倉市須川（別紙図面41に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

奈良ヶ谷⒝ 朝倉市山田（別紙図面42に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

通堂 朝倉市山田（別紙図面43に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

備考　別紙図面１から43は省略し、その図面を朝倉市役所に備え置いて縦覧に供する

。

　福岡県告示第321号

　土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第

57号）第９条第１項の規定に基づき指定した土砂災害特別警戒区域（平成25年２月福岡

県告示第227号）のうち、次の土地の区域の指定を解除するので、同条第９項において準

用する同条第４項の規定により公示する。

　　令和３年３月19日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事職務代理者

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県副知事　　服部　　誠太郎

区域の名称 指　定　の　区　域 土砂災害の発生原因と
なる自然現象の種類

自然現象により建築物
に作用すると想定され
る衝撃に関する事項

上烏集院谷
−１

朝倉市烏集院（別紙図面１に
示す区域のとおり） 土石流 別紙図面１に記載する

表のとおり

上烏集院谷
−２

朝倉市烏集院（別紙図面２に
示す区域のとおり） 土石流 別紙図面２に記載する

表のとおり

北八坂谷２
−２

朝倉市宮野（別紙図面３に示
す区域のとおり） 土石流 別紙図面３に記載する

表のとおり

北八坂谷２
−１

朝倉市宮野（別紙図面４に示
す区域のとおり） 土石流 別紙図面４に記載する

表のとおり

北八坂谷１ 朝倉市宮野（別紙図面５に示
す区域のとおり） 土石流 別紙図面５に記載する

表のとおり

立野川−２ 朝倉市宮野（別紙図面６に示
す区域のとおり） 土石流 別紙図面６に記載する

表のとおり

立野川−３ 朝倉市宮野（別紙図面７に示
す区域のとおり） 土石流 別紙図面７に記載する

表のとおり

長安寺谷１ 朝倉市須川（別紙図面22に示す区域のとおり） 土石流

長安寺谷２ 朝倉市須川（別紙図面23に示す区域のとおり） 土石流

山 の 神 谷 −
１ 朝倉市山田（別紙図面24に示す区域のとおり） 土石流

山 の 神 谷 −
２ 朝倉市山田（別紙図面25に示す区域のとおり） 土石流

山 の 神 谷 −
３ 朝倉市山田（別紙図面26に示す区域のとおり） 土石流

奈良ヶ谷川 朝倉市山田（別紙図面27に示す区域のとおり） 土石流

丸尾谷 朝倉市山田（別紙図面28に示す区域のとおり） 土石流

倉谷谷２ 朝倉市山田（別紙図面29に示す区域のとおり） 土石流

蛇谷谷 朝倉市山田（別紙図面30に示す区域のとおり） 土石流

倉 谷 谷 １ −
２ 朝倉市山田（別紙図面31に示す区域のとおり） 土石流

倉 谷 谷 １ −
１ 朝倉市山田（別紙図面32に示す区域のとおり） 土石流

竹山口谷４ 朝倉市山田（別紙図面33に示す区域のとおり） 土石流

竹山口谷５ 朝倉市山田（別紙図面34に示す区域のとおり） 土石流

竹山口谷３ 朝倉市山田（別紙図面35に示す区域のとおり） 土石流

竹山口谷２ 朝倉市山田（別紙図面36に示す区域のとおり） 土石流

竹山口谷１ 朝倉市山田（別紙図面37に示す区域のとおり） 土石流

烏集院−２ 朝倉市烏集院（別紙図面38に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

八坂−１ 朝倉市宮野（別紙図面39に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

一ノ坂 朝倉市須川（別紙図面40に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊
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蛇谷谷 朝倉市山田（別紙図面30に示
す区域のとおり） 土石流 別紙図面30に記載する

表のとおり

倉谷谷１−
２

朝倉市山田（別紙図面31に示
す区域のとおり） 土石流 別紙図面31に記載する

表のとおり

倉谷谷１−
１

朝倉市山田（別紙図面32に示
す区域のとおり） 土石流 別紙図面32に記載する

表のとおり

竹山口谷４ 朝倉市山田（別紙図面33に示
す区域のとおり） 土石流 別紙図面33に記載する

表のとおり

竹山口谷５ 朝倉市山田（別紙図面34に示
す区域のとおり） 土石流 別紙図面34に記載する

表のとおり

竹山口谷３ 朝倉市山田（別紙図面35に示
す区域のとおり） 土石流 別紙図面35に記載する

表のとおり

竹山口谷２ 朝倉市山田（別紙図面36に示
す区域のとおり） 土石流 別紙図面36に記載する

表のとおり

竹山口谷１ 朝倉市山田（別紙図面37に示
す区域のとおり） 土石流 別紙図面37に記載する

表のとおり

烏集院−２ 朝倉市烏集院（別紙図面38に
示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面38に記載する

表のとおり

八坂−１ 朝倉市宮野（別紙図面39に示
す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面39に記載する

表のとおり

一ノ坂 朝倉市須川（別紙図面40に示
す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面40に記載する

表のとおり

上須川 朝倉市須川（別紙図面41に示
す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面41に記載する

表のとおり

奈良ヶ谷⒝ 朝倉市山田（別紙図面42に示
す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面42に記載する

表のとおり

通堂 朝倉市山田（別紙図面43に示
す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面43に記載する

表のとおり

備考　別紙図面１から43は省略し、その図面を朝倉市役所に備え置いて縦覧に供する

。

　福岡県告示第322号

　土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第

57号）第７条第１項の規定に基づき、次の土地の区域を土砂災害警戒区域として指定す

る。

　　令和３年３月19日

立野川−１ 朝倉市宮野（別紙図面８に示
す区域のとおり） 土石流 別紙図面８に記載する

表のとおり

八坂谷２ 朝倉市宮野（別紙図面９に示
す区域のとおり） 土石流 別紙図面９に記載する

表のとおり

八坂谷１ 朝倉市宮野（別紙図面10に示
す区域のとおり） 土石流 別紙図面10に記載する

表のとおり

八坂川左支
川

朝倉市宮野（別紙図面12に示
す区域のとおり） 土石流 別紙図面12に記載する

表のとおり

山ノ下谷−
１

朝倉市宮野（別紙図面13に示
す区域のとおり） 土石流 別紙図面13に記載する

表のとおり

山ノ下谷−
２

朝倉市宮野及び須川（別紙図
面14に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面14に記載する

表のとおり

立野谷 朝倉市宮野（別紙図面15に示
す区域のとおり） 土石流 別紙図面15に記載する

表のとおり

向野谷 朝倉市須川（別紙図面16に示
す区域のとおり） 土石流 別紙図面16に記載する

表のとおり

山後谷 朝倉市須川（別紙図面17に示
す区域のとおり） 土石流 別紙図面17に記載する

表のとおり

赤林谷 朝倉市須川（別紙図面18に示
す区域のとおり） 土石流 別紙図面18に記載する

表のとおり

須川 朝倉市須川（別紙図面21に示
す区域のとおり） 土石流 別紙図面21に記載する

表のとおり

長安寺谷１ 朝倉市須川（別紙図面22に示
す区域のとおり） 土石流 別紙図面22に記載する

表のとおり

長安寺谷２ 朝倉市須川（別紙図面23に示
す区域のとおり） 土石流 別紙図面23に記載する

表のとおり

山の神谷−
１

朝倉市山田（別紙図面24に示
す区域のとおり） 土石流 別紙図面24に記載する

表のとおり

山の神谷−
２

朝倉市山田（別紙図面25に示
す区域のとおり） 土石流 別紙図面25に記載する

表のとおり

山の神谷−
３

朝倉市山田（別紙図面26に示
す区域のとおり） 土石流 別紙図面26に記載する

表のとおり

奈良ヶ谷川 朝倉市山田（別紙図面27に示
す区域のとおり） 土石流 別紙図面27に記載する

表のとおり

丸尾谷 朝倉市山田（別紙図面28に示
す区域のとおり） 土石流 別紙図面28に記載する

表のとおり

倉谷谷２ 朝倉市山田（別紙図面29に示
す区域のとおり） 土石流 別紙図面29に記載する

表のとおり
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立野川−４ 朝倉市宮野（別紙図面17に示す区域のとおり） 土石流

立 野 川 左 支
川 朝倉市宮野（別紙図面18に示す区域のとおり） 土石流

八坂谷川２ 朝倉市宮野（別紙図面19に示す区域のとおり） 土石流

八坂谷川１ 朝倉市宮野（別紙図面20に示す区域のとおり） 土石流

八坂川−１ 朝倉市宮野及び須川（別紙図面21に示す区域のとお
り） 土石流

八坂川 朝倉市宮野及び須川（別紙図面22に示す区域のとお
り） 土石流

八坂川−２ 朝倉市宮野及び須川（別紙図面23に示す区域のとお
り） 土石流

八坂川−３ 朝倉市宮野及び須川（別紙図面24に示す区域のとお
り） 土石流

八 坂 川 左 支
川 朝倉市宮野（別紙図面25に示す区域のとおり） 土石流

山 ノ 下 谷 川
−１

朝倉市宮野及び須川（別紙図面26に示す区域のとお
り） 土石流

山 ノ 下 谷 川
−２ 朝倉市宮野（別紙図面27に示す区域のとおり） 土石流

向野谷川 朝倉市須川（別紙図面28に示す区域のとおり） 土石流

山後谷川 朝倉市須川（別紙図面29に示す区域のとおり） 土石流

桂 川 右 谷 川
−１ 朝倉市須川（別紙図面30に示す区域のとおり） 土石流

桂 川 右 谷 川
−２ 朝倉市須川（別紙図面31に示す区域のとおり） 土石流

桂 川 右 谷 川
−３ 朝倉市須川（別紙図面32に示す区域のとおり） 土石流

桂 川 右 谷 川
−４ 朝倉市須川（別紙図面33に示す区域のとおり） 土石流

桂川 朝倉市須川（別紙図面34に示す区域のとおり） 土石流

桂 川 左 谷 川
−１ 朝倉市須川（別紙図面35に示す区域のとおり） 土石流

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事職務代理者

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県副知事　　服部　　誠太郎

区域の名称 指　定　の　区　域 土砂災害の発生原因と
なる自然現象の種類

湯 手 谷 川 −
１ 朝倉市烏集院（別紙図面１に示す区域のとおり） 土石流

湯 手 谷 川 −
２ 朝倉市烏集院（別紙図面２に示す区域のとおり） 土石流

湯 手 谷 川 −
３ 朝倉市烏集院（別紙図面３に示す区域のとおり） 土石流

上 烏 集 院 沢
川−１ 朝倉市烏集院（別紙図面４に示す区域のとおり） 土石流

上 烏 集 院 沢
川−２ 朝倉市烏集院（別紙図面５に示す区域のとおり） 土石流

上 烏 集 院 沢
川−３ 朝倉市烏集院（別紙図面６に示す区域のとおり） 土石流

上 烏 集 院 沢
川−４ 朝倉市烏集院（別紙図面７に示す区域のとおり） 土石流

上 烏 集 院 谷
川−１ 朝倉市烏集院（別紙図面８に示す区域のとおり） 土石流

上 烏 集 院 谷
川−２ 朝倉市烏集院（別紙図面９に示す区域のとおり） 土石流

立野谷川 朝倉市宮野（別紙図面10に示す区域のとおり） 土石流

北 八 坂 谷 川
２−２ 朝倉市宮野（別紙図面11に示す区域のとおり） 土石流

北 八 坂 谷 川
２−１ 朝倉市宮野（別紙図面12に示す区域のとおり） 土石流

北 八 坂 谷 川
１ 朝倉市宮野（別紙図面13に示す区域のとおり） 土石流

立野川−２ 朝倉市宮野（別紙図面14に示す区域のとおり） 土石流

立野川−３ 朝倉市宮野（別紙図面15に示す区域のとおり） 土石流

立野川−１ 朝倉市宮野（別紙図面16に示す区域のとおり） 土石流
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妙 見 川 右 谷
川−１

朝倉市須川及び菱野（別紙図面55に示す区域のとお
り） 土石流

妙 見 川 右 谷
川−２

朝倉市須川及び山田（別紙図面56に示す区域のとお
り） 土石流

妙 見 川 右 谷
川−３

朝倉市須川及び山田（別紙図面57に示す区域のとお
り） 土石流

妙 見 川 右 谷
川−４

朝倉市須川及び山田（別紙図面58に示す区域のとお
り） 土石流

妙 見 川 右 谷
川−５

朝倉市須川及び山田（別紙図面59に示す区域のとお
り） 土石流

妙 見 川 右 谷
川−６

朝倉市須川及び山田（別紙図面60に示す区域のとお
り） 土石流

妙 見 川 右 谷
川−７

朝倉市須川及び山田（別紙図面61に示す区域のとお
り） 土石流

妙 見 川 右 谷
川−８

朝倉市須川及び山田（別紙図面62に示す区域のとお
り） 土石流

妙 見 川 右 谷
川−９ 朝倉市須川（別紙図面63に示す区域のとおり） 土石流

妙見川本川 朝倉市須川及び山田（別紙図面64に示す区域のとお
り） 土石流

須 川 谷 川 −
１ 朝倉市須川（別紙図面65に示す区域のとおり） 土石流

須 川 谷 川 −
２ 朝倉市須川（別紙図面66に示す区域のとおり） 土石流

山 田 沢 川 −
１

朝倉市山田及び菱野（別紙図面67に示す区域のとお
り） 土石流

山 田 沢 川 −
２

朝倉市山田及び菱野（別紙図面68に示す区域のとお
り） 土石流

奈良ヶ谷川 朝倉市山田（別紙図面69に示す区域のとおり） 土石流

丸尾谷川 朝倉市山田（別紙図面70に示す区域のとおり） 土石流

倉谷谷川２ 朝倉市山田（別紙図面71に示す区域のとおり） 土石流

倉 谷 谷 川 １
−２ 朝倉市山田（別紙図面72に示す区域のとおり） 土石流

倉 谷 谷 川 １
−１ 朝倉市山田（別紙図面73に示す区域のとおり） 土石流

桂 川 左 谷 川
−２ 朝倉市須川（別紙図面36に示す区域のとおり） 土石流

桂 川 左 谷 川
−３ 朝倉市須川（別紙図面37に示す区域のとおり） 土石流

桂 川 左 谷 川
−４ 朝倉市須川（別紙図面38に示す区域のとおり） 土石流

赤林谷川 朝倉市須川（別紙図面39に示す区域のとおり） 土石流

長 安 寺 谷 川
２ 朝倉市須川（別紙図面40に示す区域のとおり） 土石流

長 安 寺 谷 川
１ 朝倉市須川（別紙図面41に示す区域のとおり） 土石流

長 安 寺 沢 川
−１ 朝倉市須川（別紙図面42に示す区域のとおり） 土石流

長 安 寺 沢 川
−２ 朝倉市須川（別紙図面43に示す区域のとおり） 土石流

長 安 寺 沢 川
−３ 朝倉市須川（別紙図面44に示す区域のとおり） 土石流

小隈谷川 朝倉市須川（別紙図面45に示す区域のとおり） 土石流

田 ノ 口 谷 川
−６

朝倉市山田及び黒川（別紙図面46に示す区域のとお
り） 土石流

田 ノ 口 谷 川
−７

朝倉市山田及び黒川（別紙図面47に示す区域のとお
り） 土石流

山尾坂谷川 朝倉市山田及び須川（別紙図面48に示す区域のとお
り） 土石流

妙 見 川 左 谷
川−１ 朝倉市山田（別紙図面49に示す区域のとおり） 土石流

妙 見 川 左 谷
川−２

朝倉市山田及び須川（別紙図面50に示す区域のとお
り） 土石流

妙 見 川 左 谷
川−３

朝倉市山田及び須川（別紙図面51に示す区域のとお
り） 土石流

妙 見 川 左 谷
川−４

朝倉市山田及び須川（別紙図面52に示す区域のとお
り） 土石流

妙 見 川 左 谷
川−５

朝倉市山田及び須川（別紙図面53に示す区域のとお
り） 土石流

妙 見 川 左 谷
川−６

朝倉市菱野及び須川（別紙図面54に示す区域のとお
り） 土石流
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烏集院−２ 朝倉市烏集院（別紙図面93に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

北八坂 朝倉市宮野（別紙図面94に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

八坂−５ 朝倉市宮野（別紙図面95に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

八坂−６ 朝倉市宮野（別紙図面96に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

八坂−７ 朝倉市宮野（別紙図面97に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

八坂−８ 朝倉市宮野（別紙図面98に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

八坂−１ 朝倉市宮野（別紙図面99に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

山後−１ 朝倉市須川及び宮野（別紙図面100に示す区域のとお
り） 急傾斜地の崩壊

一ノ坂 朝倉市須川（別紙図面101に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

山後−２ 朝倉市須川（別紙図面102に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

山後−３ 朝倉市須川（別紙図面103に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

山後−４ 朝倉市須川（別紙図面104に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

山後西−１ 朝倉市須川（別紙図面105に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

山後西−２ 朝倉市須川（別紙図面106に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

山後西−３ 朝倉市須川及び宮野（別紙図面107に示す区域のとお
り） 急傾斜地の崩壊

長安寺−１ 朝倉市須川（別紙図面108に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

長安寺−２ 朝倉市須川（別紙図面109に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

山後南−１ 朝倉市須川（別紙図面110に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

山後南−２ 朝倉市須川（別紙図面111に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

竹 山 口 谷 川
４ 朝倉市山田（別紙図面74に示す区域のとおり） 土石流

竹 山 口 谷 川
４左谷川 朝倉市山田（別紙図面75に示す区域のとおり） 土石流

竹 山 口 谷 川
３ 朝倉市山田（別紙図面76に示す区域のとおり） 土石流

竹 山 口 谷 川
２ 朝倉市山田（別紙図面77に示す区域のとおり） 土石流

竹 山 口 谷 川
１ 朝倉市山田（別紙図面78に示す区域のとおり） 土石流

竹 山 口 谷 川
１左谷川 朝倉市山田（別紙図面79に示す区域のとおり） 土石流

山 の 神 谷 川
−１ 朝倉市山田（別紙図面80に示す区域のとおり） 土石流

山 の 神 谷 川
−２ 朝倉市山田（別紙図面81に示す区域のとおり） 土石流

山 の 神 谷 川
−３ 朝倉市山田（別紙図面82に示す区域のとおり） 土石流

蛇 谷 谷 右 沢
川−１ 朝倉市山田（別紙図面83に示す区域のとおり） 土石流

蛇 谷 谷 右 沢
川−２ 朝倉市山田（別紙図面84に示す区域のとおり） 土石流

蛇 谷 谷 右 沢
川−３ 朝倉市山田（別紙図面85に示す区域のとおり） 土石流

蛇谷谷川 朝倉市山田（別紙図面86に示す区域のとおり） 土石流

蛇 谷 谷 左 沢
川 朝倉市山田（別紙図面87に示す区域のとおり） 土石流

柳沢川−１ 朝倉市山田（別紙図面88に示す区域のとおり） 土石流

柳沢川−２ 朝倉市山田（別紙図面89に示す区域のとおり） 土石流

上 宿 谷 川 −
１ 朝倉市山田（別紙図面90に示す区域のとおり） 土石流

上 宿 谷 川 −
２ 朝倉市山田（別紙図面91に示す区域のとおり） 土石流

上 宿 谷 川 −
３ 朝倉市山田（別紙図面92に示す区域のとおり） 土石流
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三 反 田 溜 池
南−１

朝倉市須川、菱野及び山田（別紙図面131に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

山の神谷北 朝倉市山田及び菱野（別紙図面132に示す区域のとお
り） 急傾斜地の崩壊

三 反 田 溜 池
南−２

朝倉市菱野及び山田（別紙図面133に示す区域のとお
り） 急傾斜地の崩壊

三 反 田 溜 池
南−３

朝倉市菱野及び須川（別紙図面134に示す区域のとお
り） 急傾斜地の崩壊

三 反 田 溜 池
南−４

朝倉市菱野及び須川（別紙図面135に示す区域のとお
り） 急傾斜地の崩壊

奈 良 ヶ 谷 −
１ 朝倉市山田（別紙図面136に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

奈 良 ヶ 谷 −
２ 朝倉市山田（別紙図面137に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

奈 良 ヶ 谷 −
３ 朝倉市山田（別紙図面138に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

奈 良 ヶ 谷 −
４ 朝倉市山田（別紙図面139に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

奈 良 ヶ 谷 −
５ 朝倉市山田（別紙図面140に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

奈 良 ヶ 谷 −
６ 朝倉市山田（別紙図面141に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

奈 良 ヶ 谷 −
７ 朝倉市山田（別紙図面142に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

奈 良 ヶ 谷 −
８ 朝倉市山田（別紙図面143に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

奈 良 ヶ 谷 −
９ 朝倉市山田（別紙図面144に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

奈 良 ヶ 谷 −
10

朝倉市山田及び菱野（別紙図面145に示す区域のとお
り） 急傾斜地の崩壊

通堂 朝倉市山田（別紙図面146に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

金場 朝倉市山田（別紙図面147に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

朝 倉 山 田 −
１ 朝倉市山田（別紙図面148に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

朝 倉 山 田 −
２ 朝倉市山田（別紙図面149に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

山後南−３ 朝倉市須川（別紙図面112に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

山後南−４ 朝倉市須川（別紙図面113に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

山後南−５ 朝倉市須川（別紙図面114に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

上 須 川 北 −
１ 朝倉市須川（別紙図面115に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

上 須 川 北 −
２ 朝倉市須川（別紙図面116に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

上 須 川 北 −
３ 朝倉市須川（別紙図面117に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

上 須 川 北 −
４ 朝倉市須川（別紙図面118に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

上須川 朝倉市須川（別紙図面119に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

上須川−１ 朝倉市須川（別紙図面120に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

尾西 朝倉市須川及び菱野（別紙図面121に示す区域のとお
り） 急傾斜地の崩壊

原菱野−１ 朝倉市菱野及び須川（別紙図面122に示す区域のとお
り） 急傾斜地の崩壊

原菱野−２ 朝倉市須川及び菱野（別紙図面123に示す区域のとお
り） 急傾斜地の崩壊

原菱野−３ 朝倉市須川（別紙図面124に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

田ノ口峠 朝倉市山田（別紙図面125に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

合坂 朝倉市山田（別紙図面126に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

山坂 朝倉市山田及び須川（別紙図面127に示す区域のとお
り） 急傾斜地の崩壊

三 反 田 溜 池
北 朝倉市須川（別紙図面128に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

三 反 田 溜 池
西−１ 朝倉市須川（別紙図面129に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

三 反 田 溜 池
西−２ 朝倉市須川（別紙図面130に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊
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立野川−１ 朝倉市宮野（別紙図面16に示
す区域のとおり） 土石流 別紙図面16に記載する

表のとおり

立野川−４ 朝倉市宮野（別紙図面17に示
す区域のとおり） 土石流 別紙図面17に記載する

表のとおり

八坂谷川２ 朝倉市宮野（別紙図面19に示
す区域のとおり） 土石流 別紙図面19に記載する

表のとおり

八坂谷川１ 朝倉市宮野（別紙図面20に示
す区域のとおり） 土石流 別紙図面20に記載する

表のとおり

八坂川−１ 朝倉市宮野及び須川（別紙図
面21に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面21に記載する

表のとおり

八坂川−３ 朝倉市宮野及び須川（別紙図
面24に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面24に記載する

表のとおり

八坂川左支
川

朝倉市宮野（別紙図面25に示
す区域のとおり） 土石流 別紙図面25に記載する

表のとおり

山ノ下谷川
−１

朝倉市宮野及び須川（別紙図
面26に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面26に記載する

表のとおり

山ノ下谷川
−２

朝倉市宮野（別紙図面27に示
す区域のとおり） 土石流 別紙図面27に記載する

表のとおり

桂川右谷川
−１

朝倉市須川（別紙図面30に示
す区域のとおり） 土石流 別紙図面30に記載する

表のとおり

桂川右谷川
−２

朝倉市須川（別紙図面31に示
す区域のとおり） 土石流 別紙図面31に記載する

表のとおり

桂川右谷川
−３

朝倉市須川（別紙図面32に示
す区域のとおり） 土石流 別紙図面32に記載する

表のとおり

桂川右谷川
−４

朝倉市須川（別紙図面33に示
す区域のとおり） 土石流 別紙図面33に記載する

表のとおり

桂川 朝倉市須川（別紙図面34に示
す区域のとおり） 土石流 別紙図面34に記載する

表のとおり

桂川左谷川
−１

朝倉市須川（別紙図面35に示
す区域のとおり） 土石流 別紙図面35に記載する

表のとおり

桂川左谷川
−２

朝倉市須川（別紙図面36に示
す区域のとおり） 土石流 別紙図面36に記載する

表のとおり

桂川左谷川
−３

朝倉市須川（別紙図面37に示
す区域のとおり） 土石流 別紙図面37に記載する

表のとおり

桂川左谷川
−４

朝倉市須川（別紙図面38に示
す区域のとおり） 土石流 別紙図面38に記載する

表のとおり

赤林谷川 朝倉市須川（別紙図面39に示
す区域のとおり） 土石流 別紙図面39に記載する

表のとおり

備考　別紙図面１から149は省略し、その図面を朝倉市役所に備え置いて縦覧に供する

。

　福岡県告示第323号

　土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第

57号）第９条第１項の規定に基づき、次の土地の区域を土砂災害特別警戒区域として指

定する。

　　令和３年３月19日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事職務代理者

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県副知事　　服部　　誠太郎

区域の名称 指　定　の　区　域 土砂災害の発生原因と
なる自然現象の種類

自然現象により建築物
に作用すると想定され
る衝撃に関する事項

湯手谷川−
１

朝倉市烏集院（別紙図面１に
示す区域のとおり） 土石流 別紙図面１に記載する

表のとおり

湯手谷川−
２

朝倉市烏集院（別紙図面２に
示す区域のとおり） 土石流 別紙図面２に記載する

表のとおり

湯手谷川−
３

朝倉市烏集院（別紙図面３に
示す区域のとおり） 土石流 別紙図面３に記載する

表のとおり

上烏集院沢
川−１

朝倉市烏集院（別紙図面４に
示す区域のとおり） 土石流 別紙図面４に記載する

表のとおり

上烏集院沢
川−３

朝倉市烏集院（別紙図面６に
示す区域のとおり） 土石流 別紙図面６に記載する

表のとおり

上烏集院沢
川−４

朝倉市烏集院（別紙図面７に
示す区域のとおり） 土石流 別紙図面７に記載する

表のとおり

上烏集院谷
川−１

朝倉市烏集院（別紙図面８に
示す区域のとおり） 土石流 別紙図面８に記載する

表のとおり

上烏集院谷
川−２

朝倉市烏集院（別紙図面９に
示す区域のとおり） 土石流 別紙図面９に記載する

表のとおり

北八坂谷川
２−１

朝倉市宮野（別紙図面12に示
す区域のとおり） 土石流 別紙図面12に記載する

表のとおり

立野川−２ 朝倉市宮野（別紙図面14に示
す区域のとおり） 土石流 別紙図面14に記載する

表のとおり

立野川−３ 朝倉市宮野（別紙図面15に示
す区域のとおり） 土石流 別紙図面15に記載する

表のとおり



第
18

4 
号

61
令
和
３
年
３
月
19
日
　
金
曜
日

妙見川右谷
川−８

朝倉市須川及び山田（別紙図
面62に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面62に記載する

表のとおり

須川谷川−
１

朝倉市須川（別紙図面65に示
す区域のとおり） 土石流 別紙図面65に記載する

表のとおり

須川谷川−
２

朝倉市須川（別紙図面66に示
す区域のとおり） 土石流 別紙図面66に記載する

表のとおり

山田沢川−
１

朝倉市山田及び菱野（別紙図
面67に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面67に記載する

表のとおり

山田沢川−
２

朝倉市山田及び菱野（別紙図
面68に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面68に記載する

表のとおり

丸尾谷川 朝倉市山田（別紙図面70に示
す区域のとおり） 土石流 別紙図面70に記載する

表のとおり

倉谷谷川２ 朝倉市山田（別紙図面71に示
す区域のとおり） 土石流 別紙図面71に記載する

表のとおり

倉谷谷川１
−２

朝倉市山田（別紙図面72に示
す区域のとおり） 土石流 別紙図面72に記載する

表のとおり

倉谷谷川１
−１

朝倉市山田（別紙図面73に示
す区域のとおり） 土石流 別紙図面73に記載する

表のとおり

竹山口谷川
４

朝倉市山田（別紙図面74に示
す区域のとおり） 土石流 別紙図面74に記載する

表のとおり

竹山口谷川
４左谷川

朝倉市山田（別紙図面75に示
す区域のとおり） 土石流 別紙図面75に記載する

表のとおり

竹山口谷川
３

朝倉市山田（別紙図面76に示
す区域のとおり） 土石流 別紙図面76に記載する

表のとおり

竹山口谷川
２

朝倉市山田（別紙図面77に示
す区域のとおり） 土石流 別紙図面77に記載する

表のとおり

竹山口谷川
１

朝倉市山田（別紙図面78に示
す区域のとおり） 土石流 別紙図面78に記載する

表のとおり

竹山口谷川
１左谷川

朝倉市山田（別紙図面79に示
す区域のとおり） 土石流 別紙図面79に記載する

表のとおり

山の神谷川
−２

朝倉市山田（別紙図面81に示
す区域のとおり） 土石流 別紙図面81に記載する

表のとおり

山の神谷川
−３

朝倉市山田（別紙図面82に示
す区域のとおり） 土石流 別紙図面82に記載する

表のとおり

蛇谷谷右沢
川−２

朝倉市山田（別紙図面84に示
す区域のとおり） 土石流 別紙図面84に記載する

表のとおり

蛇谷谷右沢
川−３

朝倉市山田（別紙図面85に示
す区域のとおり） 土石流 別紙図面85に記載する

表のとおり

長安寺谷川
１

朝倉市須川（別紙図面41に示
す区域のとおり） 土石流 別紙図面41に記載する

表のとおり

長安寺沢川
−１

朝倉市須川（別紙図面42に示
す区域のとおり） 土石流 別紙図面42に記載する

表のとおり

長安寺沢川
−２

朝倉市須川（別紙図面43に示
す区域のとおり） 土石流 別紙図面43に記載する

表のとおり

長安寺沢川
−３

朝倉市須川（別紙図面44に示
す区域のとおり） 土石流 別紙図面44に記載する

表のとおり

小隈谷川 朝倉市須川（別紙図面45に示
す区域のとおり） 土石流 別紙図面45に記載する

表のとおり

田ノ口谷川
−６

朝倉市山田及び黒川（別紙図
面46に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面46に記載する

表のとおり

田ノ口谷川
−７

朝倉市山田及び黒川（別紙図
面47に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面47に記載する

表のとおり

山尾坂谷川 朝倉市山田及び須川（別紙図
面48に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面48に記載する

表のとおり

妙見川左谷
川−１

朝倉市山田（別紙図面49に示
す区域のとおり） 土石流 別紙図面49に記載する

表のとおり

妙見川左谷
川−２

朝倉市山田及び須川（別紙図
面50に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面50に記載する

表のとおり

妙見川左谷
川−３

朝倉市山田及び須川（別紙図
面51に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面51に記載する

表のとおり

妙見川左谷
川−４

朝倉市山田及び須川（別紙図
面52に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面52に記載する

表のとおり

妙見川左谷
川−５

朝倉市山田及び須川（別紙図
面53に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面53に記載する

表のとおり

妙見川左谷
川−６

朝倉市菱野及び須川（別紙図
面54に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面54に記載する

表のとおり

妙見川右谷
川−１

朝倉市須川及び菱野（別紙図
面55に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面55に記載する

表のとおり

妙見川右谷
川−４

朝倉市須川及び山田（別紙図
面58に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面58に記載する

表のとおり

妙見川右谷
川−５

朝倉市須川及び山田（別紙図
面59に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面59に記載する

表のとおり

妙見川右谷
川−６

朝倉市須川及び山田（別紙図
面60に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面60に記載する

表のとおり

妙見川右谷
川−７

朝倉市須川及び山田（別紙図
面61に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面61に記載する

表のとおり
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山後西−２ 朝倉市須川（別紙図面106に
示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面106に記載す

る表のとおり

山後西−３ 朝倉市須川及び宮野（別紙図
面107に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面107に記載す

る表のとおり

山後南−１ 朝倉市須川（別紙図面110に
示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面110に記載す

る表のとおり

山後南−２ 朝倉市須川（別紙図面111に
示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面111に記載す

る表のとおり

山後南−３ 朝倉市須川（別紙図面112に
示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面112に記載す

る表のとおり

山後南−４ 朝倉市須川（別紙図面113に
示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面113に記載す

る表のとおり

山後南−５ 朝倉市須川（別紙図面114に
示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面114に記載す

る表のとおり

上須川北−
１

朝倉市須川（別紙図面115に
示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面115に記載す

る表のとおり

上須川北−
２

朝倉市須川（別紙図面116に
示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面116に記載す

る表のとおり

上須川北−
３

朝倉市須川（別紙図面117に
示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面117に記載す

る表のとおり

上須川北−
４

朝倉市須川（別紙図面118に
示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面118に記載す

る表のとおり

上須川 朝倉市須川（別紙図面119に
示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面119に記載す

る表のとおり

上須川−１ 朝倉市須川（別紙図面120に
示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面120に記載す

る表のとおり

尾西 朝倉市須川及び菱野（別紙図
面121に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面121に記載す

る表のとおり

原菱野−１ 朝倉市菱野及び須川（別紙図
面122に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面122に記載す

る表のとおり

原菱野−２ 朝倉市須川及び菱野（別紙図
面123に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面123に記載す

る表のとおり

原菱野−３ 朝倉市須川（別紙図面124に
示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面124に記載す

る表のとおり

田ノ口峠 朝倉市山田（別紙図面125に
示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面125に記載す

る表のとおり

合坂 朝倉市山田（別紙図面126に
示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面126に記載す

る表のとおり

蛇谷谷左沢
川

朝倉市山田（別紙図面87に示
す区域のとおり） 土石流 別紙図面87に記載する

表のとおり

柳沢川−１ 朝倉市山田（別紙図面88に示
す区域のとおり） 土石流 別紙図面88に記載する

表のとおり

柳沢川−２ 朝倉市山田（別紙図面89に示
す区域のとおり） 土石流 別紙図面89に記載する

表のとおり

上宿谷川−
１

朝倉市山田（別紙図面90に示
す区域のとおり） 土石流 別紙図面90に記載する

表のとおり

上宿谷川−
２

朝倉市山田（別紙図面91に示
す区域のとおり） 土石流 別紙図面91に記載する

表のとおり

上宿谷川−
３

朝倉市山田（別紙図面92に示
す区域のとおり） 土石流 別紙図面92に記載する

表のとおり

烏集院−２ 朝倉市烏集院（別紙図面93に
示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面93に記載する

表のとおり

北八坂 朝倉市宮野（別紙図面94に示
す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面94に記載する

表のとおり

八坂−５ 朝倉市宮野（別紙図面95に示
す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面95に記載する

表のとおり

八坂−６ 朝倉市宮野（別紙図面96に示
す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面96に記載する

表のとおり

八坂−７ 朝倉市宮野（別紙図面97に示
す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面97に記載する

表のとおり

八坂−８ 朝倉市宮野（別紙図面98に示
す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面98に記載する

表のとおり

八坂−１ 朝倉市宮野（別紙図面99に示
す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面99に記載する

表のとおり

山後−１ 朝倉市須川及び宮野（別紙図
面100に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面100に記載す

る表のとおり

一ノ坂 朝倉市須川（別紙図面101に
示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面101に記載す

る表のとおり

山後−２ 朝倉市須川（別紙図面102に
示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面102に記載す

る表のとおり

山後−３ 朝倉市須川（別紙図面103に
示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面103に記載す

る表のとおり

山後−４ 朝倉市須川（別紙図面104に
示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面104に記載す

る表のとおり

山後西−１ 朝倉市須川（別紙図面105に
示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面105に記載す

る表のとおり
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奈良ヶ谷−
10

朝倉市山田及び菱野（別紙図
面145に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面145に記載す

る表のとおり

通堂 朝倉市山田（別紙図面146に
示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面146に記載す

る表のとおり

金場 朝倉市山田（別紙図面147に
示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面147に記載す

る表のとおり

朝倉山田−
１

朝倉市山田（別紙図面148に
示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面148に記載す

る表のとおり

朝倉山田−
２

朝倉市山田（別紙図面149に
示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面149に記載す

る表のとおり

備考　別紙図面１から149は省略し、その図面を朝倉市役所に備え置いて縦覧に供する

。

　福岡県告示第324号

　土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第

57号）第７条第１項の規定に基づき指定した土砂災害警戒区域（平成25年３月福岡県告

示第511号）のうち、次の土地の区域の指定を解除するので、同条第６項において準用す

る同条第４項の規定により公示する。

　　令和３年３月19日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事職務代理者

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県副知事　　服部　　誠太郎

区域の名称 指　定　の　区　域 土砂災害の発生原因と
なる自然現象の種類

立ヶ隠谷 朝倉郡東峰村大字小石原（別紙図面１に示す区域の
とおり） 土石流

原前谷２ 朝倉郡東峰村大字小石原（別紙図面２に示す区域の
とおり） 土石流

皿山谷−１ 朝倉郡東峰村大字小石原（別紙図面３に示す区域の
とおり） 土石流

皿山谷−２ 朝倉郡東峰村大字小石原（別紙図面４に示す区域の
とおり） 土石流

皿山川−１ 朝倉郡東峰村大字小石原（別紙図面５に示す区域の
とおり） 土石流

山坂 朝倉市山田及び須川（別紙図
面127に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面127に記載す

る表のとおり

三反田溜池
北

朝倉市須川（別紙図面128に
示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面128に記載す

る表のとおり

三反田溜池
西−１

朝倉市須川（別紙図面129に
示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面129に記載す

る表のとおり

三反田溜池
西−２

朝倉市須川（別紙図面130に
示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面130に記載す

る表のとおり

三反田溜池
南−１

朝倉市須川、菱野及び山田（
別紙図面131に示す区域のと
おり）

急傾斜地の崩壊 別紙図面131に記載す
る表のとおり

山の神谷北 朝倉市山田及び菱野（別紙図
面132に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面132に記載す

る表のとおり

三反田溜池
南−２

朝倉市菱野及び山田（別紙図
面133に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面133に記載す

る表のとおり

三反田溜池
南−３

朝倉市菱野及び須川（別紙図
面134に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面134に記載す

る表のとおり

三反田溜池
南−４

朝倉市菱野及び須川（別紙図
面135に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面135に記載す

る表のとおり

奈良ヶ谷−
１

朝倉市山田（別紙図面136に
示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面136に記載す

る表のとおり

奈良ヶ谷−
２

朝倉市山田（別紙図面137に
示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面137に記載す

る表のとおり

奈良ヶ谷−
３

朝倉市山田（別紙図面138に
示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面138に記載す

る表のとおり

奈良ヶ谷−
４

朝倉市山田（別紙図面139に
示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面139に記載す

る表のとおり

奈良ヶ谷−
５

朝倉市山田（別紙図面140に
示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面140に記載す

る表のとおり

奈良ヶ谷−
６

朝倉市山田（別紙図面141に
示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面141に記載す

る表のとおり

奈良ヶ谷−
７

朝倉市山田（別紙図面142に
示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面142に記載す

る表のとおり

奈良ヶ谷−
８

朝倉市山田（別紙図面143に
示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面143に記載す

る表のとおり

奈良ヶ谷−
９

朝倉市山田（別紙図面144に
示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面144に記載す

る表のとおり



64
第

18
4 

号
令

和
３

年
３

月
19

日
　

金
曜

日

ド サ ン コ 谷
−２

朝倉郡東峰村大字小石原鼓（別紙図面25に示す区域
のとおり） 土石流

薮東谷−１ 朝倉郡東峰村大字小石原鼓（別紙図面26に示す区域
のとおり） 土石流

戸有谷−１ 朝倉郡東峰村大字小石原鼓及び大字宝珠山（別紙図
面27に示す区域のとおり） 土石流

戸有谷−２ 朝倉郡東峰村大字小石原鼓及び大字宝珠山（別紙図
面28に示す区域のとおり） 土石流

東谷 朝倉郡東峰村大字小石原鼓（別紙図面29に示す区域
のとおり） 土石流

門ノ谷 朝倉郡東峰村大字小石原鼓（別紙図面30に示す区域
のとおり） 土石流

今道川 朝倉郡東峰村大字小石原鼓（別紙図面31に示す区域
のとおり） 土石流

木城川 朝倉郡東峰村大字小石原鼓（別紙図面32に示す区域
のとおり） 土石流

宝来谷−２ 朝倉郡東峰村大字小石原鼓（別紙図面33に示す区域
のとおり） 土石流

宝来谷−１ 朝倉郡東峰村大字小石原鼓（別紙図面34に示す区域
のとおり） 土石流

久毛谷 朝倉郡東峰村大字小石原鼓（別紙図面35に示す区域
のとおり） 土石流

示上谷−２ 朝倉郡東峰村大字小石原鼓（別紙図面36に示す区域
のとおり） 土石流

示上谷−１ 朝倉郡東峰村大字小石原鼓（別紙図面37に示す区域
のとおり） 土石流

赤薮川−１ 朝倉郡東峰村大字小石原鼓（別紙図面38に示す区域
のとおり） 土石流

赤薮川−２ 朝倉郡東峰村大字小石原鼓（別紙図面39に示す区域
のとおり） 土石流

赤薮谷−１ 朝倉郡東峰村大字小石原鼓（別紙図面40に示す区域
のとおり） 土石流

赤薮谷−２ 朝倉郡東峰村大字小石原鼓（別紙図面41に示す区域
のとおり） 土石流

宝 ヶ 谷 川 −
５

朝倉郡東峰村大字小石原鼓（別紙図面42に示す区域
のとおり） 土石流

宝 ヶ 谷 川 −
４

朝倉郡東峰村大字小石原鼓（別紙図面43に示す区域
のとおり） 土石流

皿山川−２ 朝倉郡東峰村大字小石原及び大字小石原鼓（別紙図
面６に示す区域のとおり） 土石流

南原谷−１ 朝倉郡東峰村大字小石原（別紙図面７に示す区域の
とおり） 土石流

南原谷−２ 朝倉郡東峰村大字小石原（別紙図面８に示す区域の
とおり） 土石流

白石谷１ 朝倉郡東峰村大字小石原（別紙図面９に示す区域の
とおり） 土石流

上原川−３ 朝倉郡東峰村大字小石原（別紙図面10に示す区域の
とおり） 土石流

上原川−２ 朝倉郡東峰村大字小石原（別紙図面11に示す区域の
とおり） 土石流

上原川−１ 朝倉郡東峰村大字小石原（別紙図面12に示す区域の
とおり） 土石流

塔ノ瀬川 朝倉郡東峰村大字小石原（別紙図面13に示す区域の
とおり） 土石流

塔ノ瀬谷 朝倉郡東峰村大字小石原（別紙図面14に示す区域の
とおり） 土石流

皿山川−３ 朝倉郡東峰村大字小石原及び大字小石原鼓（別紙図
面15に示す区域のとおり） 土石流

釜床谷２ 朝倉郡東峰村大字小石原鼓（別紙図面16に示す区域
のとおり） 土石流

花園川 朝倉郡東峰村大字小石原鼓（別紙図面17に示す区域
のとおり） 土石流

鶴谷２ 朝倉郡東峰村大字小石原鼓（別紙図面18に示す区域
のとおり） 土石流

鶴谷１ 朝倉郡東峰村大字小石原鼓（別紙図面19に示す区域
のとおり） 土石流

大木谷 朝倉郡東峰村大字小石原鼓（別紙図面20に示す区域
のとおり） 土石流

蔵貫川 朝倉郡東峰村大字小石原鼓（別紙図面21に示す区域
のとおり） 土石流

下蔵貫谷 朝倉郡東峰村大字小石原鼓（別紙図面22に示す区域
のとおり） 土石流

野中川 朝倉郡東峰村大字小石原鼓（別紙図面23に示す区域
のとおり） 土石流

ド サ ン コ 谷
−１

朝倉郡東峰村大字小石原鼓（別紙図面24に示す区域
のとおり） 土石流
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　福岡県告示第325号

　土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第

57号）第９条第１項の規定に基づき指定した土砂災害特別警戒区域（平成25年３月福岡

県告示第512号）のうち、次の土地の区域の指定を解除するので、同条第９項において準

用する同条第４項の規定により公示する。

　　令和３年３月19日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事職務代理者

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県副知事　　服部　　誠太郎

区域の名称 指　定　の　区　域 土砂災害の発生原因と
なる自然現象の種類

自然現象により建築物
に作用すると想定され
る衝撃に関する事項

立ヶ隠谷
朝倉郡東峰村大字小石原（別
紙図面１に示す区域のとおり
）

土石流 別紙図面１に記載する
表のとおり

原前谷２
朝倉郡東峰村大字小石原（別
紙図面２に示す区域のとおり
）

土石流 別紙図面２に記載する
表のとおり

皿山谷−１
朝倉郡東峰村大字小石原（別
紙図面３に示す区域のとおり
）

土石流 別紙図面３に記載する
表のとおり

皿山谷−２
朝倉郡東峰村大字小石原（別
紙図面４に示す区域のとおり
）

土石流 別紙図面４に記載する
表のとおり

皿山川−１
朝倉郡東峰村大字小石原（別
紙図面５に示す区域のとおり
）

土石流 別紙図面５に記載する
表のとおり

皿山川−２
朝倉郡東峰村大字小石原及び
大字小石原鼓（別紙図面６に
示す区域のとおり）

土石流 別紙図面６に記載する
表のとおり

白石谷１
朝倉郡東峰村大字小石原（別
紙図面９に示す区域のとおり
）

土石流 別紙図面９に記載する
表のとおり

上原川−３
朝倉郡東峰村大字小石原（別
紙図面10に示す区域のとおり
）

土石流 別紙図面10に記載する
表のとおり

宝 ヶ 谷 川 −
３

朝倉郡東峰村大字小石原鼓（別紙図面44に示す区域
のとおり） 土石流

宝 ヶ 谷 川 −
２

朝倉郡東峰村大字小石原鼓（別紙図面45に示す区域
のとおり） 土石流

宝 ヶ 谷 川 −
１

朝倉郡東峰村大字小石原鼓（別紙図面46に示す区域
のとおり） 土石流

皿山⒝−２ 朝倉郡東峰村大字小石原（別紙図面47に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

皿山⒜−１ 朝倉郡東峰村大字小石原（別紙図面48に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

皿山⒜−２ 朝倉郡東峰村大字小石原（別紙図面49に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

皿山⒝−１ 朝倉郡東峰村大字小石原（別紙図面50に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

赤藪⒜−３ 朝倉郡東峰村大字小石原鼓（別紙図面51に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

赤藪⒜−２ 朝倉郡東峰村大字小石原鼓（別紙図面52に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

鶴⑴−２ 朝倉郡東峰村大字小石原鼓（別紙図面53に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

鶴⑵−１ 朝倉郡東峰村大字小石原鼓（別紙図面54に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

鶴⑵−３ 朝倉郡東峰村大字小石原鼓（別紙図面55に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

鶴⒝−１ 朝倉郡東峰村大字小石原鼓（別紙図面56に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

蔵貫−１ 朝倉郡東峰村大字小石原鼓（別紙図面57に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

蔵貫−２ 朝倉郡東峰村大字小石原鼓（別紙図面58に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

野中−２ 朝倉郡東峰村大字小石原鼓（別紙図面59に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

戸有⒝−１ 朝倉郡東峰村大字小石原鼓（別紙図面60に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

戸有⒝−３ 朝倉郡東峰村大字小石原鼓及び大字宝珠山（別紙図
面61に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

備考　別紙図面１から61は省略し、その図面を東峰村役場に備え置いて縦覧に供する

。
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戸有谷−２
朝倉郡東峰村大字小石原鼓及
び大字宝珠山（別紙図面28に
示す区域のとおり）

土石流 別紙図面28に記載する
表のとおり

東谷
朝倉郡東峰村大字小石原鼓（
別紙図面29に示す区域のとお
り）

土石流 別紙図面29に記載する
表のとおり

門ノ谷
朝倉郡東峰村大字小石原鼓（
別紙図面30に示す区域のとお
り）

土石流 別紙図面30に記載する
表のとおり

宝来谷−２
朝倉郡東峰村大字小石原鼓（
別紙図面33に示す区域のとお
り）

土石流 別紙図面33に記載する
表のとおり

宝来谷−１
朝倉郡東峰村大字小石原鼓（
別紙図面34に示す区域のとお
り）

土石流 別紙図面34に記載する
表のとおり

久毛谷
朝倉郡東峰村大字小石原鼓（
別紙図面35に示す区域のとお
り）

土石流 別紙図面35に記載する
表のとおり

示上谷−２
朝倉郡東峰村大字小石原鼓（
別紙図面36に示す区域のとお
り）

土石流 別紙図面36に記載する
表のとおり

示上谷−１
朝倉郡東峰村大字小石原鼓（
別紙図面37に示す区域のとお
り）

土石流 別紙図面37に記載する
表のとおり

赤薮川−１
朝倉郡東峰村大字小石原鼓（
別紙図面38に示す区域のとお
り）

土石流 別紙図面38に記載する
表のとおり

赤薮谷−１
朝倉郡東峰村大字小石原鼓（
別紙図面40に示す区域のとお
り）

土石流 別紙図面40に記載する
表のとおり

赤薮谷−２
朝倉郡東峰村大字小石原鼓（
別紙図面41に示す区域のとお
り）

土石流 別紙図面41に記載する
表のとおり

宝ヶ谷川−
５

朝倉郡東峰村大字小石原鼓（
別紙図面42に示す区域のとお
り）

土石流 別紙図面42に記載する
表のとおり

宝ヶ谷川−
４

朝倉郡東峰村大字小石原鼓（
別紙図面43に示す区域のとお
り）

土石流 別紙図面43に記載する
表のとおり

宝ヶ谷川−
３

朝倉郡東峰村大字小石原鼓（
別紙図面44に示す区域のとお
り）

土石流 別紙図面44に記載する
表のとおり

上原川−２
朝倉郡東峰村大字小石原（別
紙図面11に示す区域のとおり
）

土石流 別紙図面11に記載する
表のとおり

上原川−１
朝倉郡東峰村大字小石原（別
紙図面12に示す区域のとおり
）

土石流 別紙図面12に記載する
表のとおり

塔ノ瀬谷
朝倉郡東峰村大字小石原（別
紙図面14に示す区域のとおり
）

土石流 別紙図面14に記載する
表のとおり

皿山川−３
朝倉郡東峰村大字小石原及び
大字小石原鼓（別紙図面15に
示す区域のとおり）

土石流 別紙図面15に記載する
表のとおり

釜床谷２
朝倉郡東峰村大字小石原鼓（
別紙図面16に示す区域のとお
り）

土石流 別紙図面16に記載する
表のとおり

鶴谷２
朝倉郡東峰村大字小石原鼓（
別紙図面18に示す区域のとお
り）

土石流 別紙図面18に記載する
表のとおり

鶴谷１
朝倉郡東峰村大字小石原鼓（
別紙図面19に示す区域のとお
り）

土石流 別紙図面19に記載する
表のとおり

大木谷
朝倉郡東峰村大字小石原鼓（
別紙図面20に示す区域のとお
り）

土石流 別紙図面20に記載する
表のとおり

蔵貫川
朝倉郡東峰村大字小石原鼓（
別紙図面21に示す区域のとお
り）

土石流 別紙図面21に記載する
表のとおり

下蔵貫谷
朝倉郡東峰村大字小石原鼓（
別紙図面22に示す区域のとお
り）

土石流 別紙図面22に記載する
表のとおり

ドサンコ谷
−１

朝倉郡東峰村大字小石原鼓（
別紙図面24に示す区域のとお
り）

土石流 別紙図面24に記載する
表のとおり

ドサンコ谷
−２

朝倉郡東峰村大字小石原鼓（
別紙図面25に示す区域のとお
り）

土石流 別紙図面25に記載する
表のとおり

薮東谷−１
朝倉郡東峰村大字小石原鼓（
別紙図面26に示す区域のとお
り）

土石流 別紙図面26に記載する
表のとおり

戸有谷−１
朝倉郡東峰村大字小石原鼓及
び大字宝珠山（別紙図面27に
示す区域のとおり）

土石流 別紙図面27に記載する
表のとおり
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野中−２
朝倉郡東峰村大字小石原鼓（
別紙図面59に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊 別紙図面59に記載する
表のとおり

戸有⒝−１
朝倉郡東峰村大字小石原鼓（
別紙図面60に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊 別紙図面60に記載する
表のとおり

戸有⒝−３
朝倉郡東峰村大字小石原鼓及
び大字宝珠山（別紙図面61に
示す区域のとおり）

急傾斜地の崩壊 別紙図面61に記載する
表のとおり

備考　別紙図面１から61は省略し、その図面を東峰村役場に備え置いて縦覧に供する
。

　福岡県告示第326号

　土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第

57号）第７条第１項の規定に基づき、次の土地の区域を土砂災害警戒区域として指定す

る。

　　令和３年３月19日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事職務代理者

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県副知事　　服部　　誠太郎

区域の名称 指　定　の　区　域 土砂災害の発生原因と
なる自然現象の種類

奥畑川−２ 朝倉郡東峰村大字小石原（別紙図面１に示す区域の
とおり） 土石流

奥畑川−３ 朝倉郡東峰村大字小石原（別紙図面２に示す区域の
とおり） 土石流

奥畑川−１ 朝倉郡東峰村大字小石原（別紙図面３に示す区域の
とおり） 土石流

原 前 谷 川 −
２

朝倉郡東峰村大字小石原（別紙図面４に示す区域の
とおり） 土石流

立 ヶ 隠 川 −
１

朝倉郡東峰村大字小石原（別紙図面５に示す区域の
とおり） 土石流

立 ヶ 隠 川 −
２

朝倉郡東峰村大字小石原（別紙図面６に示す区域の
とおり） 土石流

立 ヶ 隠 川 −
３

朝倉郡東峰村大字小石原（別紙図面７に示す区域の
とおり） 土石流

宝ヶ谷川−
２

朝倉郡東峰村大字小石原鼓（
別紙図面45に示す区域のとお
り）

土石流 別紙図面45に記載する
表のとおり

宝ヶ谷川−
１

朝倉郡東峰村大字小石原鼓（
別紙図面46に示す区域のとお
り）

土石流 別紙図面46に記載する
表のとおり

皿山⒝−２
朝倉郡東峰村大字小石原（別
紙図面47に示す区域のとおり
）

急傾斜地の崩壊 別紙図面47に記載する
表のとおり

皿山⒜−１
朝倉郡東峰村大字小石原（別
紙図面48に示す区域のとおり
）

急傾斜地の崩壊 別紙図面48に記載する
表のとおり

皿山⒜−２
朝倉郡東峰村大字小石原（別
紙図面49に示す区域のとおり
）

急傾斜地の崩壊 別紙図面49に記載する
表のとおり

皿山⒝−１
朝倉郡東峰村大字小石原（別
紙図面50に示す区域のとおり
）

急傾斜地の崩壊 別紙図面50に記載する
表のとおり

赤藪⒜−３
朝倉郡東峰村大字小石原鼓（
別紙図面51に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊 別紙図面51に記載する
表のとおり

赤藪⒜−２
朝倉郡東峰村大字小石原鼓（
別紙図面52に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊 別紙図面52に記載する
表のとおり

鶴⑴−２
朝倉郡東峰村大字小石原鼓（
別紙図面53に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊 別紙図面53に記載する
表のとおり

鶴⑵−１
朝倉郡東峰村大字小石原鼓（
別紙図面54に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊 別紙図面54に記載する
表のとおり

鶴⑵−３
朝倉郡東峰村大字小石原鼓（
別紙図面55に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊 別紙図面55に記載する
表のとおり

鶴⒝−１
朝倉郡東峰村大字小石原鼓（
別紙図面56に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊 別紙図面56に記載する
表のとおり

蔵貫−１
朝倉郡東峰村大字小石原鼓（
別紙図面57に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊 別紙図面57に記載する
表のとおり

蔵貫−２
朝倉郡東峰村大字小石原鼓（
別紙図面58に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊 別紙図面58に記載する
表のとおり
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白 石 谷 川 −
１

朝倉郡東峰村大字小石原（別紙図面27に示す区域の
とおり） 土石流

白 石 谷 川 −
３

朝倉郡東峰村大字小石原（別紙図面28に示す区域の
とおり） 土石流

上原川−３ 朝倉郡東峰村大字小石原（別紙図面29に示す区域の
とおり） 土石流

上原川−２ 朝倉郡東峰村大字小石原（別紙図面30に示す区域の
とおり） 土石流

上原川−１ 朝倉郡東峰村大字小石原（別紙図面31に示す区域の
とおり） 土石流

上原川−６ 朝倉郡東峰村大字小石原（別紙図面32に示す区域の
とおり） 土石流

上原川−５ 朝倉郡東峰村大字小石原（別紙図面33に示す区域の
とおり） 土石流

塔 ノ 瀬 川 −
１

朝倉郡東峰村大字小石原（別紙図面34に示す区域の
とおり） 土石流

塔ノ瀬川 朝倉郡東峰村大字小石原（別紙図面35に示す区域の
とおり） 土石流

塔ノ瀬谷川 朝倉郡東峰村大字小石原（別紙図面36に示す区域の
とおり） 土石流

塔 ノ 瀬 川 −
２

朝倉郡東峰村大字小石原（別紙図面37に示す区域の
とおり） 土石流

塔 ノ 瀬 川 −
３

朝倉郡東峰村大字小石原（別紙図面38に示す区域の
とおり） 土石流

南 ノ 原 川 −
３

朝倉郡東峰村大字小石原鼓（別紙図面39に示す区域
のとおり） 土石流

皿山川−２ 朝倉郡東峰村大字小石原鼓及び大字小石原（別紙図
面40に示す区域のとおり） 土石流

皿山川−３ 朝倉郡東峰村大字小石原鼓及び大字小石原（別紙図
面41に示す区域のとおり） 土石流

宝 ヶ 谷 川 −
１

朝倉郡東峰村大字小石原鼓（別紙図面42に示す区域
のとおり） 土石流

宝 ヶ 谷 川 −
２

朝倉郡東峰村大字小石原鼓（別紙図面43に示す区域
のとおり） 土石流

宝 ヶ 谷 川 −
３

朝倉郡東峰村大字小石原鼓（別紙図面44に示す区域
のとおり） 土石流

宝 ヶ 谷 川 −
４

朝倉郡東峰村大字小石原鼓（別紙図面45に示す区域
のとおり） 土石流

立ヶ隠谷川 朝倉郡東峰村大字小石原（別紙図面８に示す区域の
とおり） 土石流

立 ヶ 隠 川 −
４

朝倉郡東峰村大字小石原（別紙図面９に示す区域の
とおり） 土石流

立 ヶ 隠 川 −
５

朝倉郡東峰村大字小石原（別紙図面10に示す区域の
とおり） 土石流

立 ヶ 隠 川 −
６

朝倉郡東峰村大字小石原（別紙図面11に示す区域の
とおり） 土石流

立 ヶ 隠 川 −
７

朝倉郡東峰村大字小石原（別紙図面12に示す区域の
とおり） 土石流

立 ヶ 隠 川 −
８

朝倉郡東峰村大字小石原（別紙図面13に示す区域の
とおり） 土石流

原川−６ 朝倉郡東峰村大字小石原（別紙図面14に示す区域の
とおり） 土石流

上町川−２ 朝倉郡東峰村大字小石原（別紙図面15に示す区域の
とおり） 土石流

上町川−３ 朝倉郡東峰村大字小石原（別紙図面16に示す区域の
とおり） 土石流

上町川−１ 朝倉郡東峰村大字小石原（別紙図面17に示す区域の
とおり） 土石流

上町川−４ 朝倉郡東峰村大字小石原（別紙図面18に示す区域の
とおり） 土石流

上町川−５ 朝倉郡東峰村大字小石原（別紙図面19に示す区域の
とおり） 土石流

皿 山 谷 川 −
１

朝倉郡東峰村大字小石原（別紙図面20に示す区域の
とおり） 土石流

皿 山 谷 川 −
２

朝倉郡東峰村大字小石原（別紙図面21に示す区域の
とおり） 土石流

皿山川−１ 朝倉郡東峰村大字小石原（別紙図面22に示す区域の
とおり） 土石流

南 ノ 原 川 −
２

朝倉郡東峰村大字小石原及び大字小石原鼓（別紙図
面23に示す区域のとおり） 土石流

南 原 谷 川 −
１

朝倉郡東峰村大字小石原（別紙図面24に示す区域の
とおり） 土石流

南 原 谷 川 −
２

朝倉郡東峰村大字小石原（別紙図面25に示す区域の
とおり） 土石流

南 ノ 原 川 −
１

朝倉郡東峰村大字小石原（別紙図面26に示す区域の
とおり） 土石流
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示 上 谷 川 −
２

朝倉郡東峰村大字小石原鼓（別紙図面65に示す区域
のとおり） 土石流

久毛谷川 朝倉郡東峰村大字小石原鼓（別紙図面66に示す区域
のとおり） 土石流

鶴川 朝倉郡東峰村大字小石原鼓（別紙図面67に示す区域
のとおり） 土石流

宝 来 谷 川 −
４

朝倉郡東峰村大字小石原鼓（別紙図面68に示す区域
のとおり） 土石流

宝 来 谷 川 −
１

朝倉郡東峰村大字小石原鼓（別紙図面69に示す区域
のとおり） 土石流

宝 来 谷 川 −
２

朝倉郡東峰村大字小石原鼓（別紙図面70に示す区域
のとおり） 土石流

蔵貫川 朝倉郡東峰村大字小石原鼓（別紙図面71に示す区域
のとおり） 土石流

下蔵貫谷川 朝倉郡東峰村大字小石原鼓（別紙図面72に示す区域
のとおり） 土石流

木城川 朝倉郡東峰村大字小石原鼓（別紙図面73に示す区域
のとおり） 土石流

野中川 朝倉郡東峰村大字小石原鼓（別紙図面74に示す区域
のとおり） 土石流

今道川 朝倉郡東峰村大字小石原鼓（別紙図面75に示す区域
のとおり） 土石流

門ノ谷川 朝倉郡東峰村大字小石原鼓（別紙図面76に示す区域
のとおり） 土石流

薮 東 谷 川 −
５

朝倉郡東峰村大字小石原鼓及び朝倉市杷木赤谷（別
紙図面77に示す区域のとおり） 土石流

東谷川 朝倉郡東峰村大字小石原鼓（別紙図面78に示す区域
のとおり） 土石流

ド サ ン コ 谷
川−１

朝倉郡東峰村大字小石原鼓（別紙図面79に示す区域
のとおり） 土石流

ド サ ン コ 谷
川−２

朝倉郡東峰村大字小石原鼓（別紙図面80に示す区域
のとおり） 土石流

薮 東 谷 川 −
１

朝倉郡東峰村大字小石原鼓（別紙図面81に示す区域
のとおり） 土石流

薮 東 谷 川 −
４

朝倉郡東峰村大字小石原鼓（別紙図面82に示す区域
のとおり） 土石流

城 ヶ 迫 谷 川
−１

朝倉郡東峰村大字小石原鼓及び大字宝珠山（別紙図
面83に示す区域のとおり） 土石流

宝 ヶ 谷 川 −
５

朝倉郡東峰村大字小石原鼓（別紙図面46に示す区域
のとおり） 土石流

吉 の 迫 谷 川
−４

朝倉郡東峰村大字小石原鼓（別紙図面47に示す区域
のとおり） 土石流

吉 の 迫 谷 川
−５

朝倉郡東峰村大字小石原鼓（別紙図面48に示す区域
のとおり） 土石流

吉 の 迫 谷 川
−６

朝倉郡東峰村大字小石原鼓（別紙図面49に示す区域
のとおり） 土石流

赤 薮 谷 川 −
３

朝倉郡東峰村大字小石原鼓（別紙図面50に示す区域
のとおり） 土石流

赤 薮 谷 川 −
２

朝倉郡東峰村大字小石原鼓（別紙図面51に示す区域
のとおり） 土石流

赤 薮 谷 川 −
１

朝倉郡東峰村大字小石原鼓（別紙図面52に示す区域
のとおり） 土石流

釜 床 谷 川 −
２

朝倉郡東峰村大字小石原鼓（別紙図面53に示す区域
のとおり） 土石流

花園川 朝倉郡東峰村大字小石原鼓（別紙図面54に示す区域
のとおり） 土石流

赤薮川−４ 朝倉郡東峰村大字小石原鼓（別紙図面55に示す区域
のとおり） 土石流

赤薮川−２ 朝倉郡東峰村大字小石原鼓（別紙図面56に示す区域
のとおり） 土石流

赤薮川−１ 朝倉郡東峰村大字小石原鼓（別紙図面57に示す区域
のとおり） 土石流

赤薮川−３ 朝倉郡東峰村大字小石原鼓（別紙図面58に示す区域
のとおり） 土石流

赤 薮 谷 川 −
４

朝倉郡東峰村大字小石原鼓（別紙図面59に示す区域
のとおり） 土石流

鶴谷川−２ 朝倉郡東峰村大字小石原鼓（別紙図面60に示す区域
のとおり） 土石流

鶴谷川−１ 朝倉郡東峰村大字小石原鼓（別紙図面61に示す区域
のとおり） 土石流

鶴谷川−３ 朝倉郡東峰村大字小石原鼓（別紙図面62に示す区域
のとおり） 土石流

大木谷川 朝倉郡東峰村大字小石原鼓（別紙図面63に示す区域
のとおり） 土石流

示 上 谷 川 −
１

朝倉郡東峰村大字小石原鼓（別紙図面64に示す区域
のとおり） 土石流
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稗畑−２ 朝倉郡東峰村大字小石原（別紙図面103に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

塔ノ瀬−３ 朝倉郡東峰村大字小石原（別紙図面104に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

塔ノ瀬−２ 朝倉郡東峰村大字小石原（別紙図面105に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

塔ノ瀬−１ 朝倉郡東峰村大字小石原（別紙図面106に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

赤 藪 − ３ −
１

朝倉郡東峰村大字小石原鼓（別紙図面107に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

赤藪−３ 朝倉郡東峰村大字小石原鼓（別紙図面108に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

赤藪−２ 朝倉郡東峰村大字小石原鼓（別紙図面109に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

赤 藪 − １ −
３

朝倉郡東峰村大字小石原鼓（別紙図面110に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

赤 藪 − １ −
２

朝倉郡東峰村大字小石原鼓（別紙図面111に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

赤 藪 − １ −
１

朝倉郡東峰村大字小石原鼓（別紙図面112に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

鶴⑴−２ 朝倉郡東峰村大字小石原鼓（別紙図面113に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

鶴⑵−１ 朝倉郡東峰村大字小石原鼓（別紙図面114に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

鶴⑵−３ 朝倉郡東峰村大字小石原鼓（別紙図面115に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

鶴−１−３ 朝倉郡東峰村大字小石原鼓（別紙図面116に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

鶴−１−２ 朝倉郡東峰村大字小石原鼓（別紙図面117に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

鶴−１−４ 朝倉郡東峰村大字小石原鼓（別紙図面118に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

鶴−１−１ 朝倉郡東峰村大字小石原鼓（別紙図面119に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

蔵貫−１ 朝倉郡東峰村大字小石原鼓（別紙図面120に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

蔵貫−２ 朝倉郡東峰村大字小石原鼓（別紙図面121に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

城 ヶ 迫 谷 川
−２

朝倉郡東峰村大字小石原鼓及び大字宝珠山（別紙図
面84に示す区域のとおり） 土石流

城 ヶ 迫 谷 川
−３

朝倉郡東峰村大字小石原鼓及び大字宝珠山（別紙図
面85に示す区域のとおり） 土石流

戸 有 谷 川 −
２

朝倉郡東峰村大字小石原鼓、大字宝珠山及び大字福
井（別紙図面86に示す区域のとおり） 土石流

中 崎 上 谷 新
川

朝倉郡東峰村大字小石原鼓、大字宝珠山及び大字福
井（別紙図面87に示す区域のとおり） 土石流

中 崎 上 谷 川
−１

朝倉郡東峰村大字小石原鼓及び大字宝珠山（別紙図
面88に示す区域のとおり） 土石流

中崎上谷川 朝倉郡東峰村大字小石原鼓及び大字宝珠山（別紙図
面89に示す区域のとおり） 土石流

中崎下谷川 朝倉郡東峰村大字小石原鼓及び大字宝珠山（別紙図
面90に示す区域のとおり） 土石流

稗畑−１ 朝倉郡東峰村大字小石原（別紙図面91に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

立ヶ隠 朝倉郡東峰村大字小石原（別紙図面92に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

原 朝倉郡東峰村大字小石原（別紙図面93に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

上町−７ 朝倉郡東峰村大字小石原（別紙図面94に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

上町−８ 朝倉郡東峰村大字小石原（別紙図面95に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

上町−９ 朝倉郡東峰村大字小石原（別紙図面96に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

上町−10 朝倉郡東峰村大字小石原（別紙図面97に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

皿 山 − ２ −
２

朝倉郡東峰村大字小石原（別紙図面98に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

皿 山 − １ −
１

朝倉郡東峰村大字小石原（別紙図面99に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

皿 山 − １ −
２

朝倉郡東峰村大字小石原（別紙図面100に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

皿山−２ 朝倉郡東峰村大字小石原（別紙図面101に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

稗畑−３ 朝倉郡東峰村大字小石原（別紙図面102に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊
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奥畑川−２
朝倉郡東峰村大字小石原（別
紙図面１に示す区域のとおり
）

土石流 別紙図面１に記載する
表のとおり

奥畑川−３
朝倉郡東峰村大字小石原（別
紙図面２に示す区域のとおり
）

土石流 別紙図面２に記載する
表のとおり

奥畑川−１
朝倉郡東峰村大字小石原（別
紙図面３に示す区域のとおり
）

土石流 別紙図面３に記載する
表のとおり

原前谷川−
２

朝倉郡東峰村大字小石原（別
紙図面４に示す区域のとおり
）

土石流 別紙図面４に記載する
表のとおり

立ヶ隠川−
１

朝倉郡東峰村大字小石原（別
紙図面５に示す区域のとおり
）

土石流 別紙図面５に記載する
表のとおり

立ヶ隠川−
２

朝倉郡東峰村大字小石原（別
紙図面６に示す区域のとおり
）

土石流 別紙図面６に記載する
表のとおり

立ヶ隠川−
３

朝倉郡東峰村大字小石原（別
紙図面７に示す区域のとおり
）

土石流 別紙図面７に記載する
表のとおり

立ヶ隠谷川
朝倉郡東峰村大字小石原（別
紙図面８に示す区域のとおり
）

土石流 別紙図面８に記載する
表のとおり

立ヶ隠川−
４

朝倉郡東峰村大字小石原（別
紙図面９に示す区域のとおり
）

土石流 別紙図面９に記載する
表のとおり

立ヶ隠川−
５

朝倉郡東峰村大字小石原（別
紙図面10に示す区域のとおり
）

土石流 別紙図面10に記載する
表のとおり

立ヶ隠川−
６

朝倉郡東峰村大字小石原（別
紙図面11に示す区域のとおり
）

土石流 別紙図面11に記載する
表のとおり

原川−６
朝倉郡東峰村大字小石原（別
紙図面14に示す区域のとおり
）

土石流 別紙図面14に記載する
表のとおり

上町川−２
朝倉郡東峰村大字小石原（別
紙図面15に示す区域のとおり
）

土石流 別紙図面15に記載する
表のとおり

野中−２ 朝倉郡東峰村大字小石原鼓（別紙図面122に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

東−１ 朝倉郡東峰村大字小石原鼓（別紙図面123に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

東−２ 朝倉郡東峰村大字小石原鼓（別紙図面124に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

葛生−３ 朝倉郡東峰村大字小石原鼓（別紙図面125に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

竹布−１ 朝倉郡東峰村大字小石原鼓及び大字宝珠山（別紙図
面126に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

戸 有 − ４ −
１

朝倉郡東峰村大字小石原鼓（別紙図面127に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

戸有−５ 朝倉郡東峰村大字小石原鼓（別紙図面128に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

戸有−６ 朝倉郡東峰村大字小石原鼓（別紙図面129に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

戸 有 − ４ −
２

朝倉郡東峰村大字小石原鼓及び大字宝珠山（別紙図
面130に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

戸 有 − ４ −
３

朝倉郡東峰村大字小石原鼓及び大字宝珠山（別紙図
面131に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

湯の口 朝倉郡東峰村大字小石原鼓（別紙図面132に示す区域
のとおり） 地滑り

梶原 朝倉郡東峰村大字小石原鼓（別紙図面133に示す区域
のとおり） 地滑り

備考　別紙図面１から133は省略し、その図面を東峰村役場に備え置いて縦覧に供する
。

　福岡県告示第327号

　土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第

57号）第９条第１項の規定に基づき、次の土地の区域を土砂災害特別警戒区域として指

定する。

　　令和３年３月19日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事職務代理者

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県副知事　　服部　　誠太郎
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上原川−６
朝倉郡東峰村大字小石原（別
紙図面32に示す区域のとおり
）

土石流 別紙図面32に記載する
表のとおり

上原川−５
朝倉郡東峰村大字小石原（別
紙図面33に示す区域のとおり
）

土石流 別紙図面33に記載する
表のとおり

塔ノ瀬川−
１

朝倉郡東峰村大字小石原（別
紙図面34に示す区域のとおり
）

土石流 別紙図面34に記載する
表のとおり

塔ノ瀬川
朝倉郡東峰村大字小石原（別
紙図面35に示す区域のとおり
）

土石流 別紙図面35に記載する
表のとおり

塔ノ瀬谷川
朝倉郡東峰村大字小石原（別
紙図面36に示す区域のとおり
）

土石流 別紙図面36に記載する
表のとおり

塔ノ瀬川−
２

朝倉郡東峰村大字小石原（別
紙図面37に示す区域のとおり
）

土石流 別紙図面37に記載する
表のとおり

塔ノ瀬川−
３

朝倉郡東峰村大字小石原（別
紙図面38に示す区域のとおり
）

土石流 別紙図面38に記載する
表のとおり

南ノ原川−
３

朝倉郡東峰村大字小石原鼓（
別紙図面39に示す区域のとお
り）

土石流 別紙図面39に記載する
表のとおり

皿山川−２
朝倉郡東峰村大字小石原鼓及
び大字小石原（別紙図面40に
示す区域のとおり）

土石流 別紙図面40に記載する
表のとおり

皿山川−３
朝倉郡東峰村大字小石原鼓及
び大字小石原（別紙図面41に
示す区域のとおり）

土石流 別紙図面41に記載する
表のとおり

宝ヶ谷川−
１

朝倉郡東峰村大字小石原鼓（
別紙図面42に示す区域のとお
り）

土石流 別紙図面42に記載する
表のとおり

宝ヶ谷川−
２

朝倉郡東峰村大字小石原鼓（
別紙図面43に示す区域のとお
り）

土石流 別紙図面43に記載する
表のとおり

宝ヶ谷川−
３

朝倉郡東峰村大字小石原鼓（
別紙図面44に示す区域のとお
り）

土石流 別紙図面44に記載する
表のとおり

宝ヶ谷川−
４

朝倉郡東峰村大字小石原鼓（
別紙図面45に示す区域のとお
り）

土石流 別紙図面45に記載する
表のとおり

上町川−３
朝倉郡東峰村大字小石原（別
紙図面16に示す区域のとおり
）

土石流 別紙図面16に記載する
表のとおり

上町川−１
朝倉郡東峰村大字小石原（別
紙図面17に示す区域のとおり
）

土石流 別紙図面17に記載する
表のとおり

上町川−４
朝倉郡東峰村大字小石原（別
紙図面18に示す区域のとおり
）

土石流 別紙図面18に記載する
表のとおり

上町川−５
朝倉郡東峰村大字小石原（別
紙図面19に示す区域のとおり
）

土石流 別紙図面19に記載する
表のとおり

皿山谷川−
１

朝倉郡東峰村大字小石原（別
紙図面20に示す区域のとおり
）

土石流 別紙図面20に記載する
表のとおり

皿山谷川−
２

朝倉郡東峰村大字小石原（別
紙図面21に示す区域のとおり
）

土石流 別紙図面21に記載する
表のとおり

皿山川−１
朝倉郡東峰村大字小石原（別
紙図面22に示す区域のとおり
）

土石流 別紙図面22に記載する
表のとおり

南ノ原川−
２

朝倉郡東峰村大字小石原及び
大字小石原鼓（別紙図面23に
示す区域のとおり）

土石流 別紙図面23に記載する
表のとおり

南ノ原川−
１

朝倉郡東峰村大字小石原（別
紙図面26に示す区域のとおり
）

土石流 別紙図面26に記載する
表のとおり

白石谷川−
１

朝倉郡東峰村大字小石原（別
紙図面27に示す区域のとおり
）

土石流 別紙図面27に記載する
表のとおり

白石谷川−
３

朝倉郡東峰村大字小石原（別
紙図面28に示す区域のとおり
）

土石流 別紙図面28に記載する
表のとおり

上原川−３
朝倉郡東峰村大字小石原（別
紙図面29に示す区域のとおり
）

土石流 別紙図面29に記載する
表のとおり

上原川−２
朝倉郡東峰村大字小石原（別
紙図面30に示す区域のとおり
）

土石流 別紙図面30に記載する
表のとおり

上原川−１
朝倉郡東峰村大字小石原（別
紙図面31に示す区域のとおり
）

土石流 別紙図面31に記載する
表のとおり
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鶴谷川−１
朝倉郡東峰村大字小石原鼓（
別紙図面61に示す区域のとお
り）

土石流 別紙図面61に記載する
表のとおり

鶴谷川−３
朝倉郡東峰村大字小石原鼓（
別紙図面62に示す区域のとお
り）

土石流 別紙図面62に記載する
表のとおり

大木谷川
朝倉郡東峰村大字小石原鼓（
別紙図面63に示す区域のとお
り）

土石流 別紙図面63に記載する
表のとおり

示上谷川−
１

朝倉郡東峰村大字小石原鼓（
別紙図面64に示す区域のとお
り）

土石流 別紙図面64に記載する
表のとおり

示上谷川−
２

朝倉郡東峰村大字小石原鼓（
別紙図面65に示す区域のとお
り）

土石流 別紙図面65に記載する
表のとおり

久毛谷川
朝倉郡東峰村大字小石原鼓（
別紙図面66に示す区域のとお
り）

土石流 別紙図面66に記載する
表のとおり

宝来谷川−
４

朝倉郡東峰村大字小石原鼓（
別紙図面68に示す区域のとお
り）

土石流 別紙図面68に記載する
表のとおり

宝来谷川−
１

朝倉郡東峰村大字小石原鼓（
別紙図面69に示す区域のとお
り）

土石流 別紙図面69に記載する
表のとおり

宝来谷川−
２

朝倉郡東峰村大字小石原鼓（
別紙図面70に示す区域のとお
り）

土石流 別紙図面70に記載する
表のとおり

蔵貫川
朝倉郡東峰村大字小石原鼓（
別紙図面71に示す区域のとお
り）

土石流 別紙図面71に記載する
表のとおり

下蔵貫谷川
朝倉郡東峰村大字小石原鼓（
別紙図面72に示す区域のとお
り）

土石流 別紙図面72に記載する
表のとおり

野中川
朝倉郡東峰村大字小石原鼓（
別紙図面74に示す区域のとお
り）

土石流 別紙図面74に記載する
表のとおり

門ノ谷川
朝倉郡東峰村大字小石原鼓（
別紙図面76に示す区域のとお
り）

土石流 別紙図面76に記載する
表のとおり

薮東谷川−
５

朝倉郡東峰村大字小石原鼓及
び朝倉市杷木赤谷（別紙図面
77に示す区域のとおり）

土石流 別紙図面77に記載する
表のとおり

宝ヶ谷川−
５

朝倉郡東峰村大字小石原鼓（
別紙図面46に示す区域のとお
り）

土石流 別紙図面46に記載する
表のとおり

吉の迫谷川
−４

朝倉郡東峰村大字小石原鼓（
別紙図面47に示す区域のとお
り）

土石流 別紙図面47に記載する
表のとおり

吉の迫谷川
−５

朝倉郡東峰村大字小石原鼓（
別紙図面48に示す区域のとお
り）

土石流 別紙図面48に記載する
表のとおり

吉の迫谷川
−６

朝倉郡東峰村大字小石原鼓（
別紙図面49に示す区域のとお
り）

土石流 別紙図面49に記載する
表のとおり

赤薮谷川−
３

朝倉郡東峰村大字小石原鼓（
別紙図面50に示す区域のとお
り）

土石流 別紙図面50に記載する
表のとおり

赤薮谷川−
２

朝倉郡東峰村大字小石原鼓（
別紙図面51に示す区域のとお
り）

土石流 別紙図面51に記載する
表のとおり

赤薮谷川−
１

朝倉郡東峰村大字小石原鼓（
別紙図面52に示す区域のとお
り）

土石流 別紙図面52に記載する
表のとおり

釜床谷川−
２

朝倉郡東峰村大字小石原鼓（
別紙図面53に示す区域のとお
り）

土石流 別紙図面53に記載する
表のとおり

花園川
朝倉郡東峰村大字小石原鼓（
別紙図面54に示す区域のとお
り）

土石流 別紙図面54に記載する
表のとおり

赤薮川−４
朝倉郡東峰村大字小石原鼓（
別紙図面55に示す区域のとお
り）

土石流 別紙図面55に記載する
表のとおり

赤薮川−１
朝倉郡東峰村大字小石原鼓（
別紙図面57に示す区域のとお
り）

土石流 別紙図面57に記載する
表のとおり

赤薮川−３
朝倉郡東峰村大字小石原鼓（
別紙図面58に示す区域のとお
り）

土石流 別紙図面58に記載する
表のとおり

赤薮谷川−
４

朝倉郡東峰村大字小石原鼓（
別紙図面59に示す区域のとお
り）

土石流 別紙図面59に記載する
表のとおり

鶴谷川−２
朝倉郡東峰村大字小石原鼓（
別紙図面60に示す区域のとお
り）

土石流 別紙図面60に記載する
表のとおり
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原
朝倉郡東峰村大字小石原（別
紙図面93に示す区域のとおり
）

急傾斜地の崩壊 別紙図面93に記載する
表のとおり

上町−７
朝倉郡東峰村大字小石原（別
紙図面94に示す区域のとおり
）

急傾斜地の崩壊 別紙図面94に記載する
表のとおり

上町−８
朝倉郡東峰村大字小石原（別
紙図面95に示す区域のとおり
）

急傾斜地の崩壊 別紙図面95に記載する
表のとおり

上町−９
朝倉郡東峰村大字小石原（別
紙図面96に示す区域のとおり
）

急傾斜地の崩壊 別紙図面96に記載する
表のとおり

上町−10
朝倉郡東峰村大字小石原（別
紙図面97に示す区域のとおり
）

急傾斜地の崩壊 別紙図面97に記載する
表のとおり

皿山−２−
２

朝倉郡東峰村大字小石原（別
紙図面98に示す区域のとおり
）

急傾斜地の崩壊 別紙図面98に記載する
表のとおり

皿山−１−
１

朝倉郡東峰村大字小石原（別
紙図面99に示す区域のとおり
）

急傾斜地の崩壊 別紙図面99に記載する
表のとおり

皿山−１−
２

朝倉郡東峰村大字小石原（別
紙図面100に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊 別紙図面100に記載す
る表のとおり

皿山−２
朝倉郡東峰村大字小石原（別
紙図面101に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊 別紙図面101に記載す
る表のとおり

稗畑−３
朝倉郡東峰村大字小石原（別
紙図面102に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊 別紙図面102に記載す
る表のとおり

稗畑−２
朝倉郡東峰村大字小石原（別
紙図面103に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊 別紙図面103に記載す
る表のとおり

塔ノ瀬−３
朝倉郡東峰村大字小石原（別
紙図面104に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊 別紙図面104に記載す
る表のとおり

塔ノ瀬−２
朝倉郡東峰村大字小石原（別
紙図面105に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊 別紙図面105に記載す
る表のとおり

塔ノ瀬−１
朝倉郡東峰村大字小石原（別
紙図面106に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊 別紙図面106に記載す
る表のとおり

東谷川
朝倉郡東峰村大字小石原鼓（
別紙図面78に示す区域のとお
り）

土石流 別紙図面78に記載する
表のとおり

ドサンコ谷
川−１

朝倉郡東峰村大字小石原鼓（
別紙図面79に示す区域のとお
り）

土石流 別紙図面79に記載する
表のとおり

ドサンコ谷
川−２

朝倉郡東峰村大字小石原鼓（
別紙図面80に示す区域のとお
り）

土石流 別紙図面80に記載する
表のとおり

薮東谷川−
１

朝倉郡東峰村大字小石原鼓（
別紙図面81に示す区域のとお
り）

土石流 別紙図面81に記載する
表のとおり

薮東谷川−
４

朝倉郡東峰村大字小石原鼓（
別紙図面82に示す区域のとお
り）

土石流 別紙図面82に記載する
表のとおり

城ヶ迫谷川
−１

朝倉郡東峰村大字小石原鼓及
び大字宝珠山（別紙図面83に
示す区域のとおり）

土石流 別紙図面83に記載する
表のとおり

城ヶ迫谷川
−２

朝倉郡東峰村大字小石原鼓及
び大字宝珠山（別紙図面84に
示す区域のとおり）

土石流 別紙図面84に記載する
表のとおり

城ヶ迫谷川
−３

朝倉郡東峰村大字小石原鼓及
び大字宝珠山（別紙図面85に
示す区域のとおり）

土石流 別紙図面85に記載する
表のとおり

戸有谷川−
２

朝倉郡東峰村大字小石原鼓、
大字宝珠山及び大字福井（別
紙図面86に示す区域のとおり
）

土石流 別紙図面86に記載する
表のとおり

中崎上谷新
川

朝倉郡東峰村大字小石原鼓、
大字宝珠山及び大字福井（別
紙図面87に示す区域のとおり
）

土石流 別紙図面87に記載する
表のとおり

中崎下谷川
朝倉郡東峰村大字小石原鼓及
び大字宝珠山（別紙図面90に
示す区域のとおり）

土石流 別紙図面90に記載する
表のとおり

稗畑−１
朝倉郡東峰村大字小石原（別
紙図面91に示す区域のとおり
）

急傾斜地の崩壊 別紙図面91に記載する
表のとおり

立ヶ隠
朝倉郡東峰村大字小石原（別
紙図面92に示す区域のとおり
）

急傾斜地の崩壊 別紙図面92に記載する
表のとおり
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蔵貫−２
朝倉郡東峰村大字小石原鼓（
別紙図面121に示す区域のと
おり）

急傾斜地の崩壊 別紙図面121に記載す
る表のとおり

野中−２
朝倉郡東峰村大字小石原鼓（
別紙図面122に示す区域のと
おり）

急傾斜地の崩壊 別紙図面122に記載す
る表のとおり

東−１
朝倉郡東峰村大字小石原鼓（
別紙図面123に示す区域のと
おり）

急傾斜地の崩壊 別紙図面123に記載す
る表のとおり

東−２
朝倉郡東峰村大字小石原鼓（
別紙図面124に示す区域のと
おり）

急傾斜地の崩壊 別紙図面124に記載す
る表のとおり

葛生−３
朝倉郡東峰村大字小石原鼓（
別紙図面125に示す区域のと
おり）

急傾斜地の崩壊 別紙図面125に記載す
る表のとおり

竹布−１
朝倉郡東峰村大字小石原鼓及
び大字宝珠山（別紙図面126
に示す区域のとおり）

急傾斜地の崩壊 別紙図面126に記載す
る表のとおり

戸有−４−
１

朝倉郡東峰村大字小石原鼓（
別紙図面127に示す区域のと
おり）

急傾斜地の崩壊 別紙図面127に記載す
る表のとおり

戸有−５
朝倉郡東峰村大字小石原鼓（
別紙図面128に示す区域のと
おり）

急傾斜地の崩壊 別紙図面128に記載す
る表のとおり

戸有−６
朝倉郡東峰村大字小石原鼓（
別紙図面129に示す区域のと
おり）

急傾斜地の崩壊 別紙図面129に記載す
る表のとおり

戸有−４−
２

朝倉郡東峰村大字小石原鼓及
び大字宝珠山（別紙図面130
に示す区域のとおり）

急傾斜地の崩壊 別紙図面130に記載す
る表のとおり

戸有−４−
３

朝倉郡東峰村大字小石原鼓及
び大字宝珠山（別紙図面131
に示す区域のとおり）

急傾斜地の崩壊 別紙図面131に記載す
る表のとおり

備考　別紙図面１から131は省略し、その図面を東峰村役場に備え置いて縦覧に供する

。

　福岡県告示第328号

　土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第

57号）第７条第１項の規定に基づき指定した土砂災害警戒区域（平成25年３月福岡県告

示第511号）のうち、次の土地の区域の指定を解除するので、同条第６項において準用す

赤藪−３−
１

朝倉郡東峰村大字小石原鼓（
別紙図面107に示す区域のと
おり）

急傾斜地の崩壊 別紙図面107に記載す
る表のとおり

赤藪−３
朝倉郡東峰村大字小石原鼓（
別紙図面108に示す区域のと
おり）

急傾斜地の崩壊 別紙図面108に記載す
る表のとおり

赤藪−２
朝倉郡東峰村大字小石原鼓（
別紙図面109に示す区域のと
おり）

急傾斜地の崩壊 別紙図面109に記載す
る表のとおり

赤藪−１−
３

朝倉郡東峰村大字小石原鼓（
別紙図面110に示す区域のと
おり）

急傾斜地の崩壊 別紙図面110に記載す
る表のとおり

赤藪−１−
２

朝倉郡東峰村大字小石原鼓（
別紙図面111に示す区域のと
おり）

急傾斜地の崩壊 別紙図面111に記載す
る表のとおり

赤藪−１−
１

朝倉郡東峰村大字小石原鼓（
別紙図面112に示す区域のと
おり）

急傾斜地の崩壊 別紙図面112に記載す
る表のとおり

鶴⑴−２
朝倉郡東峰村大字小石原鼓（
別紙図面113に示す区域のと
おり）

急傾斜地の崩壊 別紙図面113に記載す
る表のとおり

鶴⑵−１
朝倉郡東峰村大字小石原鼓（
別紙図面114に示す区域のと
おり）

急傾斜地の崩壊 別紙図面114に記載す
る表のとおり

鶴⑵−３
朝倉郡東峰村大字小石原鼓（
別紙図面115に示す区域のと
おり）

急傾斜地の崩壊 別紙図面115に記載す
る表のとおり

鶴−１−３
朝倉郡東峰村大字小石原鼓（
別紙図面116に示す区域のと
おり）

急傾斜地の崩壊 別紙図面116に記載す
る表のとおり

鶴−１−２
朝倉郡東峰村大字小石原鼓（
別紙図面117に示す区域のと
おり）

急傾斜地の崩壊 別紙図面117に記載す
る表のとおり

鶴−１−４
朝倉郡東峰村大字小石原鼓（
別紙図面118に示す区域のと
おり）

急傾斜地の崩壊 別紙図面118に記載す
る表のとおり

鶴−１−１
朝倉郡東峰村大字小石原鼓（
別紙図面119に示す区域のと
おり）

急傾斜地の崩壊 別紙図面119に記載す
る表のとおり

蔵貫−１
朝倉郡東峰村大字小石原鼓（
別紙図面120に示す区域のと
おり）

急傾斜地の崩壊 別紙図面120に記載す
る表のとおり
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屋椎川−２ 朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面16に示す区域の
とおり） 土石流

屋椎川−１ 朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面17に示す区域の
とおり） 土石流

栗木野谷 朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面18に示す区域の
とおり） 土石流

栗木野川 朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面19に示す区域の
とおり） 土石流

中尾谷１ 朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面20に示す区域の
とおり） 土石流

木屋谷 朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面21に示す区域の
とおり） 土石流

奈 良 尾 谷 ２
−１

朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面22に示す区域の
とおり） 土石流

奈 良 尾 谷 ２
−２

朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面23に示す区域の
とおり） 土石流

奈 良 尾 谷 １
−１

朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面24に示す区域の
とおり） 土石流

奈 良 尾 谷 １
−２

朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面25に示す区域の
とおり） 土石流

掛橋谷 朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面26に示す区域の
とおり） 土石流

長田谷 朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面27に示す区域の
とおり） 土石流

松尾谷新 朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面28に示す区域の
とおり） 土石流

松尾谷 朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面29に示す区域の
とおり） 土石流

不毛原谷２ 朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面30に示す区域の
とおり） 土石流

一ノ瀬谷 朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面31に示す区域の
とおり） 土石流

真加田谷２ 朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面32に示す区域の
とおり） 土石流

真加田谷１ 朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面33に示す区域の
とおり） 土石流

竹布谷 朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面34に示す区域の
とおり） 土石流

る同条第４項の規定により公示する。

　　令和３年３月19日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事職務代理者

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県副知事　　服部　　誠太郎

区域の名称 指　定　の　区　域 土砂災害の発生原因と
なる自然現象の種類

中崎上谷新 朝倉郡東峰村大字宝珠山及び大字小石原鼓（別紙図
面１に示す区域のとおり） 土石流

中崎上谷 朝倉郡東峰村大字宝珠山及び大字小石原鼓（別紙図
面２に示す区域のとおり） 土石流

中崎下谷 朝倉郡東峰村大字宝珠山及び大字小石原鼓（別紙図
面３に示す区域のとおり） 土石流

宝珠山川 朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面４に示す区域の
とおり） 土石流

上原谷 朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面５に示す区域の
とおり） 土石流

仙道谷２ 朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面６に示す区域の
とおり） 土石流

仙道谷１ 朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面７に示す区域の
とおり） 土石流

馬洗谷３ 朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面８に示す区域の
とおり） 土石流

馬洗川 朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面９に示す区域の
とおり） 土石流

馬 洗 谷 ２ −
２

朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面10に示す区域の
とおり） 土石流

馬 洗 谷 ２ −
１

朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面11に示す区域の
とおり） 土石流

馬 洗 谷 １ −
１

朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面12に示す区域の
とおり） 土石流

馬 洗 谷 １ −
２

朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面13に示す区域の
とおり） 土石流

貝廻り谷 朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面14に示す区域の
とおり） 土石流

本迫川 朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面15に示す区域の
とおり） 土石流
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岩屋谷−３ 朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面54に示す区域の
とおり） 土石流

鎌割川 朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面55に示す区域の
とおり） 土石流

砥 石 渡 谷 −
１

朝倉郡東峰村大字福井（別紙図面56に示す区域のと
おり） 土石流

砥 石 渡 谷 −
２

朝倉郡東峰村大字福井（別紙図面57に示す区域のと
おり） 土石流

川曲谷 朝倉郡東峰村大字福井（別紙図面58に示す区域のと
おり） 土石流

川曲下谷 朝倉郡東峰村大字福井及び大字宝珠山（別紙図面59
に示す区域のとおり） 土石流

下郷谷 朝倉郡東峰村大字福井（別紙図面60に示す区域のと
おり） 土石流

下郷谷新 朝倉郡東峰村大字福井（別紙図面61に示す区域のと
おり） 土石流

原川 朝倉郡東峰村大字福井（別紙図面62に示す区域のと
おり） 土石流

原谷 朝倉郡東峰村大字福井（別紙図面63に示す区域のと
おり） 土石流

猿喰谷 朝倉郡東峰村大字福井（別紙図面64に示す区域のと
おり） 土石流

猿喰下谷 朝倉郡東峰村大字福井（別紙図面65に示す区域のと
おり） 土石流

猿喰下谷新 朝倉郡東峰村大字福井（別紙図面66に示す区域のと
おり） 土石流

寺村上谷 朝倉郡東峰村大字福井（別紙図面67に示す区域のと
おり） 土石流

屋紙上谷 朝倉郡東峰村大字福井（別紙図面68に示す区域のと
おり） 土石流

屋紙谷 朝倉郡東峰村大字福井（別紙図面69に示す区域のと
おり） 土石流

延田谷−２ 朝倉郡東峰村大字福井（別紙図面70に示す区域のと
おり） 土石流

延田谷−１ 朝倉郡東峰村大字福井（別紙図面71に示す区域のと
おり） 土石流

福井谷新１ 朝倉郡東峰村大字福井（別紙図面72に示す区域のと
おり） 土石流

迫谷３ 朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面35に示す区域の
とおり） 土石流

迫谷２ 朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面36に示す区域の
とおり） 土石流

迫谷１ 朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面37に示す区域の
とおり） 土石流

板屋下谷 朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面38に示す区域の
とおり） 土石流

板屋谷 朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面39に示す区域の
とおり） 土石流

千代丸川 朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面40に示す区域の
とおり） 土石流

松山谷 朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面41に示す区域の
とおり） 土石流

松山上谷 朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面42に示す区域の
とおり） 土石流

栗 林 川 右 支
川

朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面43に示す区域の
とおり） 土石流

栗林川−１ 朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面44に示す区域の
とおり） 土石流

栗林川−２ 朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面45に示す区域の
とおり） 土石流

栗林川−３ 朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面46に示す区域の
とおり） 土石流

栗林川−４ 朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面47に示す区域の
とおり） 土石流

栗林谷１ 朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面48に示す区域の
とおり） 土石流

鶴谷−１ 朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面49に示す区域の
とおり） 土石流

鶴谷−２ 朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面50に示す区域の
とおり） 土石流

鳥井口谷 朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面51に示す区域の
とおり） 土石流

岩屋谷−１ 朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面52に示す区域の
とおり） 土石流

岩屋谷−２ 朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面53に示す区域の
とおり） 土石流
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栗林⑴ 朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面97に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

栗林⑶−２ 朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面98に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

栗林⑶−１ 朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面99に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

中山口⒞ 朝倉郡東峰村大字福井（別紙図面100に示す区域のと
おり） 急傾斜地の崩壊

中 山 口 ⒝ −
２

朝倉郡東峰村大字福井（別紙図面101に示す区域のと
おり） 急傾斜地の崩壊

中 山 口 ⒜ −
２

朝倉郡東峰村大字福井（別紙図面102に示す区域のと
おり） 急傾斜地の崩壊

中 山 口 ⒜ −
１

朝倉郡東峰村大字福井（別紙図面103に示す区域のと
おり） 急傾斜地の崩壊

下合 朝倉郡東峰村大字福井（別紙図面104に示す区域のと
おり） 急傾斜地の崩壊

下合−１ 朝倉郡東峰村大字福井（別紙図面105に示す区域のと
おり） 急傾斜地の崩壊

原−１ 朝倉郡東峰村大字福井（別紙図面106に示す区域のと
おり） 急傾斜地の崩壊

猿喰⑵ 朝倉郡東峰村大字福井（別紙図面107に示す区域のと
おり） 急傾斜地の崩壊

猿喰⑴−１ 朝倉郡東峰村大字福井（別紙図面108に示す区域のと
おり） 急傾斜地の崩壊

猿喰⑴−２ 朝倉郡東峰村大字福井（別紙図面109に示す区域のと
おり） 急傾斜地の崩壊

寺村新 朝倉郡東峰村大字福井（別紙図面110に示す区域のと
おり） 急傾斜地の崩壊

福井⒜ 朝倉郡東峰村大字福井（別紙図面111に示す区域のと
おり） 急傾斜地の崩壊

紙屋⑴−１ 朝倉郡東峰村大字福井（別紙図面112に示す区域のと
おり） 急傾斜地の崩壊

紙屋⑴−２ 朝倉郡東峰村大字福井（別紙図面113に示す区域のと
おり） 急傾斜地の崩壊

紙屋⑵−１ 朝倉郡東峰村大字福井（別紙図面114に示す区域のと
おり） 急傾斜地の崩壊

紙屋⑶−１ 朝倉郡東峰村大字福井（別紙図面115に示す区域のと
おり） 急傾斜地の崩壊

福井谷新２ 朝倉郡東峰村大字福井（別紙図面73に示す区域のと
おり） 土石流

横井−１ 朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面79に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

横井−２ 朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面80に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

鳥井口⒝ 朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面81に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

伊 王 寺 ⒜ −
１

朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面82に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

伊王寺⒝ 朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面83に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

栗木野⒜ 朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面84に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

下鶴新 朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面85に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

下鶴 朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面86に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

尾崎 朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面87に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

尾崎新 朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面88に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

奈良尾 朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面89に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

掛橋 朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面90に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

迫⒝ 朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面91に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

馬場 朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面92に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

真加田 朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面93に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

迫⒜ 朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面94に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

栗林⒜−２ 朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面95に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

栗林⑷ 朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面96に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊
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上原谷
朝倉郡東峰村大字宝珠山（別
紙図面５に示す区域のとおり
）

土石流 別紙図面５に記載する
表のとおり

仙道谷２
朝倉郡東峰村大字宝珠山（別
紙図面６に示す区域のとおり
）

土石流 別紙図面６に記載する
表のとおり

仙道谷１
朝倉郡東峰村大字宝珠山（別
紙図面７に示す区域のとおり
）

土石流 別紙図面７に記載する
表のとおり

馬洗谷３
朝倉郡東峰村大字宝珠山（別
紙図面８に示す区域のとおり
）

土石流 別紙図面８に記載する
表のとおり

馬洗川
朝倉郡東峰村大字宝珠山（別
紙図面９に示す区域のとおり
）

土石流 別紙図面９に記載する
表のとおり

馬洗谷２−
２

朝倉郡東峰村大字宝珠山（別
紙図面10に示す区域のとおり
）

土石流 別紙図面10に記載する
表のとおり

馬洗谷２−
１

朝倉郡東峰村大字宝珠山（別
紙図面11に示す区域のとおり
）

土石流 別紙図面11に記載する
表のとおり

馬洗谷１−
１

朝倉郡東峰村大字宝珠山（別
紙図面12に示す区域のとおり
）

土石流 別紙図面12に記載する
表のとおり

馬洗谷１−
２

朝倉郡東峰村大字宝珠山（別
紙図面13に示す区域のとおり
）

土石流 別紙図面13に記載する
表のとおり

貝廻り谷
朝倉郡東峰村大字宝珠山（別
紙図面14に示す区域のとおり
）

土石流 別紙図面14に記載する
表のとおり

本迫川
朝倉郡東峰村大字宝珠山（別
紙図面15に示す区域のとおり
）

土石流 別紙図面15に記載する
表のとおり

屋椎川−２
朝倉郡東峰村大字宝珠山（別
紙図面16に示す区域のとおり
）

土石流 別紙図面16に記載する
表のとおり

屋椎川−１
朝倉郡東峰村大字宝珠山（別
紙図面17に示す区域のとおり
）

土石流 別紙図面17に記載する
表のとおり

栗木野谷
朝倉郡東峰村大字宝珠山（別
紙図面18に示す区域のとおり
）

土石流 別紙図面18に記載する
表のとおり

紙屋⑶−２ 朝倉郡東峰村大字福井（別紙図面116に示す区域のと
おり） 急傾斜地の崩壊

福井新 朝倉郡東峰村大字福井（別紙図面117に示す区域のと
おり） 急傾斜地の崩壊

平迫 朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面124に示す区域の
とおり） 地滑り

寺村 朝倉郡東峰村大字福井（別紙図面125に示す区域のと
おり） 地滑り

備考　別紙図面１から125は省略し、その図面を東峰村役場に備え置いて縦覧に供する
。

　福岡県告示第329号

　土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第

57号）第９条第１項の規定に基づき指定した土砂災害特別警戒区域（平成25年３月福岡

県告示第512号）のうち、次の土地の区域の指定を解除するので、同条第９項において準

用する同条第４項の規定により公示する。

　　令和３年３月19日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事職務代理者

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県副知事　　服部　　誠太郎

区域の名称 指　定　の　区　域 土砂災害の発生原因と
なる自然現象の種類

自然現象により建築物
に作用すると想定され
る衝撃に関する事項

中崎上谷新
朝倉郡東峰村大字宝珠山及び
大字小石原鼓（別紙図面１に
示す区域のとおり）

土石流 別紙図面１に記載する
表のとおり

中崎上谷
朝倉郡東峰村大字宝珠山及び
大字小石原鼓（別紙図面２に
示す区域のとおり）

土石流 別紙図面２に記載する
表のとおり

中崎下谷
朝倉郡東峰村大字宝珠山及び
大字小石原鼓（別紙図面３に
示す区域のとおり）

土石流 別紙図面３に記載する
表のとおり

宝珠山川
朝倉郡東峰村大字宝珠山（別
紙図面４に示す区域のとおり
）

土石流 別紙図面４に記載する
表のとおり
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真加田谷１
朝倉郡東峰村大字宝珠山（別
紙図面33に示す区域のとおり
）

土石流 別紙図面33に記載する
表のとおり

竹布谷
朝倉郡東峰村大字宝珠山（別
紙図面34に示す区域のとおり
）

土石流 別紙図面34に記載する
表のとおり

迫谷３
朝倉郡東峰村大字宝珠山（別
紙図面35に示す区域のとおり
）

土石流 別紙図面35に記載する
表のとおり

迫谷２
朝倉郡東峰村大字宝珠山（別
紙図面36に示す区域のとおり
）

土石流 別紙図面36に記載する
表のとおり

迫谷１
朝倉郡東峰村大字宝珠山（別
紙図面37に示す区域のとおり
）

土石流 別紙図面37に記載する
表のとおり

板屋下谷
朝倉郡東峰村大字宝珠山（別
紙図面38に示す区域のとおり
）

土石流 別紙図面38に記載する
表のとおり

板屋谷
朝倉郡東峰村大字宝珠山（別
紙図面39に示す区域のとおり
）

土石流 別紙図面39に記載する
表のとおり

千代丸川
朝倉郡東峰村大字宝珠山（別
紙図面40に示す区域のとおり
）

土石流 別紙図面40に記載する
表のとおり

松山谷
朝倉郡東峰村大字宝珠山（別
紙図面41に示す区域のとおり
）

土石流 別紙図面41に記載する
表のとおり

栗林川右支
川

朝倉郡東峰村大字宝珠山（別
紙図面43に示す区域のとおり
）

土石流 別紙図面43に記載する
表のとおり

栗林川−１
朝倉郡東峰村大字宝珠山（別
紙図面44に示す区域のとおり
）

土石流 別紙図面44に記載する
表のとおり

栗林川−４
朝倉郡東峰村大字宝珠山（別
紙図面47に示す区域のとおり
）

土石流 別紙図面47に記載する
表のとおり

栗林谷１
朝倉郡東峰村大字宝珠山（別
紙図面48に示す区域のとおり
）

土石流 別紙図面48に記載する
表のとおり

鶴谷−１
朝倉郡東峰村大字宝珠山（別
紙図面49に示す区域のとおり
）

土石流 別紙図面49に記載する
表のとおり

栗木野川
朝倉郡東峰村大字宝珠山（別
紙図面19に示す区域のとおり
）

土石流 別紙図面19に記載する
表のとおり

中尾谷１
朝倉郡東峰村大字宝珠山（別
紙図面20に示す区域のとおり
）

土石流 別紙図面20に記載する
表のとおり

木屋谷
朝倉郡東峰村大字宝珠山（別
紙図面21に示す区域のとおり
）

土石流 別紙図面21に記載する
表のとおり

奈良尾谷２
−１

朝倉郡東峰村大字宝珠山（別
紙図面22に示す区域のとおり
）

土石流 別紙図面22に記載する
表のとおり

奈良尾谷２
−２

朝倉郡東峰村大字宝珠山（別
紙図面23に示す区域のとおり
）

土石流 別紙図面23に記載する
表のとおり

奈良尾谷１
−１

朝倉郡東峰村大字宝珠山（別
紙図面24に示す区域のとおり
）

土石流 別紙図面24に記載する
表のとおり

奈良尾谷１
−２

朝倉郡東峰村大字宝珠山（別
紙図面25に示す区域のとおり
）

土石流 別紙図面25に記載する
表のとおり

掛橋谷
朝倉郡東峰村大字宝珠山（別
紙図面26に示す区域のとおり
）

土石流 別紙図面26に記載する
表のとおり

長田谷
朝倉郡東峰村大字宝珠山（別
紙図面27に示す区域のとおり
）

土石流 別紙図面27に記載する
表のとおり

松尾谷新
朝倉郡東峰村大字宝珠山（別
紙図面28に示す区域のとおり
）

土石流 別紙図面28に記載する
表のとおり

松尾谷
朝倉郡東峰村大字宝珠山（別
紙図面29に示す区域のとおり
）

土石流 別紙図面29に記載する
表のとおり

不毛原谷２
朝倉郡東峰村大字宝珠山（別
紙図面30に示す区域のとおり
）

土石流 別紙図面30に記載する
表のとおり

一ノ瀬谷
朝倉郡東峰村大字宝珠山（別
紙図面31に示す区域のとおり
）

土石流 別紙図面31に記載する
表のとおり

真加田谷２
朝倉郡東峰村大字宝珠山（別
紙図面32に示す区域のとおり
）

土石流 別紙図面32に記載する
表のとおり
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屋紙上谷 朝倉郡東峰村大字福井（別紙
図面68に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面68に記載する

表のとおり

屋紙谷 朝倉郡東峰村大字福井（別紙
図面69に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面69に記載する

表のとおり

延田谷−２ 朝倉郡東峰村大字福井（別紙
図面70に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面70に記載する

表のとおり

延田谷−１ 朝倉郡東峰村大字福井（別紙
図面71に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面71に記載する

表のとおり

福井谷新１ 朝倉郡東峰村大字福井（別紙
図面72に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面72に記載する

表のとおり

福井谷新２ 朝倉郡東峰村大字福井（別紙
図面73に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面73に記載する

表のとおり

横井−１
朝倉郡東峰村大字宝珠山（別
紙図面79に示す区域のとおり
）

急傾斜地の崩壊 別紙図面79に記載する
表のとおり

横井−２
朝倉郡東峰村大字宝珠山（別
紙図面80に示す区域のとおり
）

急傾斜地の崩壊 別紙図面80に記載する
表のとおり

鳥井口⒝
朝倉郡東峰村大字宝珠山（別
紙図面81に示す区域のとおり
）

急傾斜地の崩壊 別紙図面81に記載する
表のとおり

伊王寺⒜−
１

朝倉郡東峰村大字宝珠山（別
紙図面82に示す区域のとおり
）

急傾斜地の崩壊 別紙図面82に記載する
表のとおり

伊王寺⒝
朝倉郡東峰村大字宝珠山（別
紙図面83に示す区域のとおり
）

急傾斜地の崩壊 別紙図面83に記載する
表のとおり

栗木野⒜
朝倉郡東峰村大字宝珠山（別
紙図面84に示す区域のとおり
）

急傾斜地の崩壊 別紙図面84に記載する
表のとおり

下鶴新
朝倉郡東峰村大字宝珠山（別
紙図面85に示す区域のとおり
）

急傾斜地の崩壊 別紙図面85に記載する
表のとおり

下鶴
朝倉郡東峰村大字宝珠山（別
紙図面86に示す区域のとおり
）

急傾斜地の崩壊 別紙図面86に記載する
表のとおり

尾崎
朝倉郡東峰村大字宝珠山（別
紙図面87に示す区域のとおり
）

急傾斜地の崩壊 別紙図面87に記載する
表のとおり

鶴谷−２
朝倉郡東峰村大字宝珠山（別
紙図面50に示す区域のとおり
）

土石流 別紙図面50に記載する
表のとおり

鳥井口谷
朝倉郡東峰村大字宝珠山（別
紙図面51に示す区域のとおり
）

土石流 別紙図面51に記載する
表のとおり

岩屋谷−１
朝倉郡東峰村大字宝珠山（別
紙図面52に示す区域のとおり
）

土石流 別紙図面52に記載する
表のとおり

岩屋谷−２
朝倉郡東峰村大字宝珠山（別
紙図面53に示す区域のとおり
）

土石流 別紙図面53に記載する
表のとおり

岩屋谷−３
朝倉郡東峰村大字宝珠山（別
紙図面54に示す区域のとおり
）

土石流 別紙図面54に記載する
表のとおり

砥石渡谷−
１

朝倉郡東峰村大字福井（別紙
図面56に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面56に記載する

表のとおり

砥石渡谷−
２

朝倉郡東峰村大字福井（別紙
図面57に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面57に記載する

表のとおり

川曲谷 朝倉郡東峰村大字福井（別紙
図面58に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面58に記載する

表のとおり

川曲下谷
朝倉郡東峰村大字福井及び大
字宝珠山（別紙図面59に示す
区域のとおり）

土石流 別紙図面59に記載する
表のとおり

下郷谷 朝倉郡東峰村大字福井（別紙
図面60に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面60に記載する

表のとおり

下郷谷新 朝倉郡東峰村大字福井（別紙
図面61に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面61に記載する

表のとおり

原川 朝倉郡東峰村大字福井（別紙
図面62に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面62に記載する

表のとおり

原谷 朝倉郡東峰村大字福井（別紙
図面63に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面63に記載する

表のとおり

猿喰谷 朝倉郡東峰村大字福井（別紙
図面64に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面64に記載する

表のとおり

猿喰下谷 朝倉郡東峰村大字福井（別紙
図面65に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面65に記載する

表のとおり

猿喰下谷新 朝倉郡東峰村大字福井（別紙
図面66に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面66に記載する

表のとおり

寺村上谷 朝倉郡東峰村大字福井（別紙
図面67に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面67に記載する

表のとおり
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中山口⒜−
２

朝倉郡東峰村大字福井（別紙
図面102に示す区域のとおり
）

急傾斜地の崩壊 別紙図面102に記載す
る表のとおり

中山口⒜−
１

朝倉郡東峰村大字福井（別紙
図面103に示す区域のとおり
）

急傾斜地の崩壊 別紙図面103に記載す
る表のとおり

下合
朝倉郡東峰村大字福井（別紙
図面104に示す区域のとおり
）

急傾斜地の崩壊 別紙図面104に記載す
る表のとおり

下合−１
朝倉郡東峰村大字福井（別紙
図面105に示す区域のとおり
）

急傾斜地の崩壊 別紙図面105に記載す
る表のとおり

原−１
朝倉郡東峰村大字福井（別紙
図面106に示す区域のとおり
）

急傾斜地の崩壊 別紙図面106に記載す
る表のとおり

猿喰⑵
朝倉郡東峰村大字福井（別紙
図面107に示す区域のとおり
）

急傾斜地の崩壊 別紙図面107に記載す
る表のとおり

猿喰⑴−１
朝倉郡東峰村大字福井（別紙
図面108に示す区域のとおり
）

急傾斜地の崩壊 別紙図面108に記載す
る表のとおり

猿喰⑴−２
朝倉郡東峰村大字福井（別紙
図面109に示す区域のとおり
）

急傾斜地の崩壊 別紙図面109に記載す
る表のとおり

寺村新
朝倉郡東峰村大字福井（別紙
図面110に示す区域のとおり
）

急傾斜地の崩壊 別紙図面110に記載す
る表のとおり

福井⒜
朝倉郡東峰村大字福井（別紙
図面111に示す区域のとおり
）

急傾斜地の崩壊 別紙図面111に記載す
る表のとおり

紙屋⑴−１
朝倉郡東峰村大字福井（別紙
図面112に示す区域のとおり
）

急傾斜地の崩壊 別紙図面112に記載す
る表のとおり

紙屋⑴−２
朝倉郡東峰村大字福井（別紙
図面113に示す区域のとおり
）

急傾斜地の崩壊 別紙図面113に記載す
る表のとおり

紙屋⑵−１
朝倉郡東峰村大字福井（別紙
図面114に示す区域のとおり
）

急傾斜地の崩壊 別紙図面114に記載す
る表のとおり

紙屋⑶−１
朝倉郡東峰村大字福井（別紙
図面115に示す区域のとおり
）

急傾斜地の崩壊 別紙図面115に記載す
る表のとおり

尾崎新
朝倉郡東峰村大字宝珠山（別
紙図面88に示す区域のとおり
）

急傾斜地の崩壊 別紙図面88に記載する
表のとおり

奈良尾
朝倉郡東峰村大字宝珠山（別
紙図面89に示す区域のとおり
）

急傾斜地の崩壊 別紙図面89に記載する
表のとおり

掛橋
朝倉郡東峰村大字宝珠山（別
紙図面90に示す区域のとおり
）

急傾斜地の崩壊 別紙図面90に記載する
表のとおり

迫⒝
朝倉郡東峰村大字宝珠山（別
紙図面91に示す区域のとおり
）

急傾斜地の崩壊 別紙図面91に記載する
表のとおり

馬場
朝倉郡東峰村大字宝珠山（別
紙図面92に示す区域のとおり
）

急傾斜地の崩壊 別紙図面92に記載する
表のとおり

真加田
朝倉郡東峰村大字宝珠山（別
紙図面93に示す区域のとおり
）

急傾斜地の崩壊 別紙図面93に記載する
表のとおり

迫⒜
朝倉郡東峰村大字宝珠山（別
紙図面94に示す区域のとおり
）

急傾斜地の崩壊 別紙図面94に記載する
表のとおり

栗林⒜−２
朝倉郡東峰村大字宝珠山（別
紙図面95に示す区域のとおり
）

急傾斜地の崩壊 別紙図面95に記載する
表のとおり

栗林⑷
朝倉郡東峰村大字宝珠山（別
紙図面96に示す区域のとおり
）

急傾斜地の崩壊 別紙図面96に記載する
表のとおり

栗林⑴
朝倉郡東峰村大字宝珠山（別
紙図面97に示す区域のとおり
）

急傾斜地の崩壊 別紙図面97に記載する
表のとおり

栗林⑶−２
朝倉郡東峰村大字宝珠山（別
紙図面98に示す区域のとおり
）

急傾斜地の崩壊 別紙図面98に記載する
表のとおり

栗林⑶−１
朝倉郡東峰村大字宝珠山（別
紙図面99に示す区域のとおり
）

急傾斜地の崩壊 別紙図面99に記載する
表のとおり

中山口⒞
朝倉郡東峰村大字福井（別紙
図面100に示す区域のとおり
）

急傾斜地の崩壊 別紙図面100に記載す
る表のとおり

中山口⒝−
２

朝倉郡東峰村大字福井（別紙
図面101に示す区域のとおり
）

急傾斜地の崩壊 別紙図面101に記載す
る表のとおり
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山ノ神−３ 朝倉郡東峰村大字福井及び朝倉市杷木赤谷（別紙図
面121に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

山ノ神−２ 朝倉郡東峰村大字福井及び朝倉市杷木赤谷（別紙図
面122に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

山ノ神−１ 朝倉郡東峰村大字福井及び朝倉市杷木赤谷（別紙図
面123に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

備考　別紙図面74から123は省略し、その図面を東峰村役場に備え置いて縦覧に供する

。

　福岡県告示第331号

　土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第

57号）第９条第１項の規定に基づき指定した土砂災害特別警戒区域（平成25年７月福岡

県告示第1205号）のうち、次の土地の区域の指定を解除するので、同条第９項において

準用する同条第４項の規定により公示する。

　　令和３年３月19日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事職務代理者

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県副知事　　服部　　誠太郎

区域の名称 指　定　の　区　域 土砂災害の発生原因と
なる自然現象の種類

自然現象により建築物
に作用すると想定され
る衝撃に関する事項

屋敷谷
朝倉郡東峰村大字福井及び朝
倉市杷木赤谷（別紙図面74に
示す区域のとおり）

土石流 別紙図面74に記載する
表のとおり

山ノ神上谷
朝倉郡東峰村大字福井及び朝
倉市杷木赤谷（別紙図面75に
示す区域のとおり）

土石流 別紙図面75に記載する
表のとおり

山ノ神谷−
２

朝倉郡東峰村大字福井及び朝
倉市杷木赤谷（別紙図面76に
示す区域のとおり）

土石流 別紙図面76に記載する
表のとおり

山ノ神谷−
１

朝倉郡東峰村大字福井及び朝
倉市杷木赤谷（別紙図面77に
示す区域のとおり）

土石流 別紙図面77に記載する
表のとおり

山ノ神谷新
朝倉郡東峰村大字福井及び朝
倉市杷木赤谷（別紙図面78に
示す区域のとおり）

土石流 別紙図面78に記載する
表のとおり

紙屋⑶−２
朝倉郡東峰村大字福井（別紙
図面116に示す区域のとおり
）

急傾斜地の崩壊 別紙図面116に記載す
る表のとおり

福井新
朝倉郡東峰村大字福井（別紙
図面117に示す区域のとおり
）

急傾斜地の崩壊 別紙図面117に記載す
る表のとおり

備考　別紙図面１から117は省略し、その図面を東峰村役場に備え置いて縦覧に供する
。

　福岡県告示第330号

　土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第

57号）第７条第１項の規定に基づき指定した土砂災害警戒区域（平成25年７月福岡県告

示第1204号）のうち、次の土地の区域の指定を解除するので、同条第６項において準用

する同条第４項の規定により公示する。

　　令和３年３月19日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事職務代理者

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県副知事　　服部　　誠太郎

区域の名称 指　定　の　区　域 土砂災害の発生原因と
なる自然現象の種類

屋敷谷 朝倉郡東峰村大字福井及び朝倉市杷木赤谷（別紙図
面74に示す区域のとおり） 土石流

山ノ神上谷 朝倉郡東峰村大字福井及び朝倉市杷木赤谷（別紙図
面75に示す区域のとおり） 土石流

山 ノ 神 谷 −
２

朝倉郡東峰村大字福井及び朝倉市杷木赤谷（別紙図
面76に示す区域のとおり） 土石流

山 ノ 神 谷 −
１

朝倉郡東峰村大字福井及び朝倉市杷木赤谷（別紙図
面77に示す区域のとおり） 土石流

山ノ神谷新 朝倉郡東峰村大字福井及び朝倉市杷木赤谷（別紙図
面78に示す区域のとおり） 土石流

葛生−２ 朝倉郡東峰村大字福井及び朝倉市杷木赤谷（別紙図
面118に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

屋敷−１ 朝倉郡東峰村大字福井及び朝倉市杷木赤谷（別紙図
面119に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

屋敷−２ 朝倉郡東峰村大字福井及び朝倉市杷木赤谷（別紙図
面120に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊



84
第

18
4 

号
令

和
３

年
３

月
19

日
　

金
曜

日

仙 道 谷 川 −
１

朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面４に示す区域の
とおり） 土石流

仙 道 谷 川 −
３

朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面５に示す区域の
とおり） 土石流

馬 洗 谷 川 −
３

朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面６に示す区域の
とおり） 土石流

馬洗川 朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面７に示す区域の
とおり） 土石流

馬 洗 谷 川 ２
−２

朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面８に示す区域の
とおり） 土石流

馬 洗 谷 川 ２
−１

朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面９に示す区域の
とおり） 土石流

馬 洗 谷 川 １
−１

朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面10に示す区域の
とおり） 土石流

馬 洗 谷 川 １
−２

朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面11に示す区域の
とおり） 土石流

鎌割川 朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面12に示す区域の
とおり） 土石流

鎌割川−１ 朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面13に示す区域の
とおり） 土石流

鎌割川−２ 朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面14に示す区域の
とおり） 土石流

鎌割川−３ 朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面15に示す区域の
とおり） 土石流

鎌割川−４ 朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面16に示す区域の
とおり） 土石流

岩 屋 谷 川 −
３

朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面17に示す区域の
とおり） 土石流

岩 屋 谷 川 −
２

朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面18に示す区域の
とおり） 土石流

岩 屋 谷 川 −
１

朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面19に示す区域の
とおり） 土石流

屋椎川−３ 朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面20に示す区域の
とおり） 土石流

貝廻り谷川 朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面21に示す区域の
とおり） 土石流

本迫川 朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面22に示す区域の
とおり） 土石流

葛生−２
朝倉郡東峰村大字福井及び朝
倉市杷木赤谷（別紙図面118
に示す区域のとおり）

急傾斜地の崩壊 別紙図面118に記載す
る表のとおり

屋敷−１
朝倉郡東峰村大字福井及び朝
倉市杷木赤谷（別紙図面119
に示す区域のとおり）

急傾斜地の崩壊 別紙図面119に記載す
る表のとおり

屋敷−２
朝倉郡東峰村大字福井及び朝
倉市杷木赤谷（別紙図面120
に示す区域のとおり）

急傾斜地の崩壊 別紙図面120に記載す
る表のとおり

山ノ神−３
朝倉郡東峰村大字福井及び朝
倉市杷木赤谷（別紙図面121
に示す区域のとおり）

急傾斜地の崩壊 別紙図面121に記載す
る表のとおり

山ノ神−２
朝倉郡東峰村大字福井及び朝
倉市杷木赤谷（別紙図面122
に示す区域のとおり）

急傾斜地の崩壊 別紙図面122に記載す
る表のとおり

山ノ神−１
朝倉郡東峰村大字福井及び朝
倉市杷木赤谷（別紙図面123
に示す区域のとおり）

急傾斜地の崩壊 別紙図面123に記載す
る表のとおり

備考　別紙図面74から123は省略し、その図面を東峰村役場に備え置いて縦覧に供する

。

　福岡県告示第332号

　土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第

57号）第７条第１項の規定に基づき、次の土地の区域を土砂災害警戒区域として指定す

る。

　　令和３年３月19日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事職務代理者

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県副知事　　服部　　誠太郎

区域の名称 指　定　の　区　域 土砂災害の発生原因と
なる自然現象の種類

宝珠山川 朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面１に示す区域の
とおり） 土石流

上原谷川 朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面２に示す区域の
とおり） 土石流

仙 道 谷 川 −
２

朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面３に示す区域の
とおり） 土石流
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不 毛 原 谷 川
−２

朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面42に示す区域の
とおり） 土石流

一 ノ 瀬 谷 川
−１

朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面43に示す区域の
とおり） 土石流

一ノ瀬谷川 朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面44に示す区域の
とおり） 土石流

真 加 田 谷 川
−２

朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面45に示す区域の
とおり） 土石流

真 加 田 谷 川
−１

朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面46に示す区域の
とおり） 土石流

迫谷川−３ 朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面47に示す区域の
とおり） 土石流

迫谷川−２ 朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面48に示す区域の
とおり） 土石流

迫谷川−１ 朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面49に示す区域の
とおり） 土石流

板屋下谷川 朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面50に示す区域の
とおり） 土石流

板屋谷川 朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面51に示す区域の
とおり） 土石流

千代丸川 朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面52に示す区域の
とおり） 土石流

松山谷川 朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面53に示す区域の
とおり） 土石流

松山上谷川 朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面54に示す区域の
とおり） 土石流

栗 林 川 右 支
川

朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面55に示す区域の
とおり） 土石流

栗林川−１ 朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面56に示す区域の
とおり） 土石流

栗林川−２ 朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面57に示す区域の
とおり） 土石流

栗林川−３ 朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面58に示す区域の
とおり） 土石流

栗林川−４ 朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面59に示す区域の
とおり） 土石流

栗 林 谷 川 −
１

朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面60に示す区域の
とおり） 土石流

屋椎川−２ 朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面23に示す区域の
とおり） 土石流

屋椎川−１ 朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面24に示す区域の
とおり） 土石流

屋椎川−４ 朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面25に示す区域の
とおり） 土石流

鳥井口谷川 朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面26に示す区域の
とおり） 土石流

伊王寺川 朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面27に示す区域の
とおり） 土石流

栗木野谷川 朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面28に示す区域の
とおり） 土石流

栗木野川 朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面29に示す区域の
とおり） 土石流

中 尾 谷 川 −
１

朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面30に示す区域の
とおり） 土石流

木屋谷川 朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面31に示す区域の
とおり） 土石流

金 剛 野 川 −
１

朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面32に示す区域の
とおり） 土石流

金 剛 野 川 −
２

朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面33に示す区域の
とおり） 土石流

奈 良 尾 谷 川
２−１

朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面34に示す区域の
とおり） 土石流

奈 良 尾 谷 川
２−２

朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面35に示す区域の
とおり） 土石流

奈 良 尾 谷 川
１−１

朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面36に示す区域の
とおり） 土石流

奈 良 尾 谷 川
１−２

朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面37に示す区域の
とおり） 土石流

掛橋谷川 朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面38に示す区域の
とおり） 土石流

長田谷川 朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面39に示す区域の
とおり） 土石流

松尾谷新川 朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面40に示す区域の
とおり） 土石流

松尾谷川 朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面41に示す区域の
とおり） 土石流
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下郷谷川 朝倉郡東峰村大字福井（別紙図面80に示す区域のと
おり） 土石流

下郷谷新川 朝倉郡東峰村大字福井（別紙図面81に示す区域のと
おり） 土石流

原川−２ 朝倉郡東峰村大字福井（別紙図面82に示す区域のと
おり） 土石流

原川−３ 朝倉郡東峰村大字福井（別紙図面83に示す区域のと
おり） 土石流

原川−１ 朝倉郡東峰村大字福井（別紙図面84に示す区域のと
おり） 土石流

原川−４ 朝倉郡東峰村大字福井（別紙図面85に示す区域のと
おり） 土石流

原川−５ 朝倉郡東峰村大字福井（別紙図面86に示す区域のと
おり） 土石流

原谷川−２ 朝倉郡東峰村大字福井（別紙図面87に示す区域のと
おり） 土石流

原谷川−１ 朝倉郡東峰村大字福井（別紙図面88に示す区域のと
おり） 土石流

猿喰谷川 朝倉郡東峰村大字福井（別紙図面89に示す区域のと
おり） 土石流

猿喰下谷川 朝倉郡東峰村大字福井（別紙図面90に示す区域のと
おり） 土石流

猿 喰 下 谷 新
川

朝倉郡東峰村大字福井（別紙図面91に示す区域のと
おり） 土石流

寺村上谷川 朝倉郡東峰村大字福井（別紙図面92に示す区域のと
おり） 土石流

紙屋上谷川 朝倉郡東峰村大字福井（別紙図面93に示す区域のと
おり） 土石流

紙屋谷川 朝倉郡東峰村大字福井（別紙図面94に示す区域のと
おり） 土石流

延田川−３ 朝倉郡東峰村大字福井（別紙図面95に示す区域のと
おり） 土石流

延 田 谷 川 −
２

朝倉郡東峰村大字福井（別紙図面96に示す区域のと
おり） 土石流

延 田 谷 川 −
１

朝倉郡東峰村大字福井（別紙図面97に示す区域のと
おり） 土石流

延田川−２ 朝倉郡東峰村大字福井（別紙図面98に示す区域のと
おり） 土石流

鶴谷川−４ 朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面61に示す区域の
とおり） 土石流

鶴谷川−５ 朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面62に示す区域の
とおり） 土石流

城 ヶ 迫 谷 川
−４

朝倉郡東峰村大字宝珠山及び大字小石原鼓（別紙図
面63に示す区域のとおり） 土石流

城 ヶ 迫 谷 川
−５

朝倉郡東峰村大字宝珠山及び大字小石原鼓（別紙図
面64に示す区域のとおり） 土石流

城 ヶ 迫 谷 川
−６

朝倉郡東峰村大字宝珠山及び大字小石原鼓（別紙図
面65に示す区域のとおり） 土石流

竹 布 谷 川 −
１

朝倉郡東峰村大字宝珠山及び大字小石原鼓（別紙図
面66に示す区域のとおり） 土石流

竹布谷川 朝倉郡東峰村大字宝珠山及び大字小石原鼓（別紙図
面67に示す区域のとおり） 土石流

辻谷川−１ 朝倉郡東峰村大字宝珠山及び大字小石原鼓（別紙図
面68に示す区域のとおり） 土石流

戸 有 谷 川 −
１

朝倉郡東峰村大字宝珠山及び大字小石原鼓（別紙図
面69に示す区域のとおり） 土石流

葛 生 谷 川 −
２

朝倉郡東峰村大字福井及び朝倉市杷木赤谷（別紙図
面70に示す区域のとおり） 土石流

葛 生 谷 川 −
１

朝倉郡東峰村大字福井及び朝倉市杷木赤谷（別紙図
面71に示す区域のとおり） 土石流

屋 敷 谷 川 −
２

朝倉郡東峰村大字福井及び朝倉市杷木赤谷（別紙図
面72に示す区域のとおり） 土石流

屋 敷 谷 川 −
１

朝倉郡東峰村大字福井及び朝倉市杷木赤谷（別紙図
面73に示す区域のとおり） 土石流

山 ノ 神 谷 川
−２

朝倉郡東峰村大字福井及び朝倉市杷木赤谷（別紙図
面74に示す区域のとおり） 土石流

砥 石 渡 谷 川
−１

朝倉郡東峰村大字福井（別紙図面75に示す区域のと
おり） 土石流

砥 石 渡 谷 川
−２

朝倉郡東峰村大字福井（別紙図面76に示す区域のと
おり） 土石流

川曲谷川 朝倉郡東峰村大字福井（別紙図面77に示す区域のと
おり） 土石流

川曲川−１ 朝倉郡東峰村大字福井（別紙図面78に示す区域のと
おり） 土石流

川曲下谷川 朝倉郡東峰村大字福井（別紙図面79に示す区域のと
おり） 土石流
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下鶴 朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面117に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

金剛野−１ 朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面118に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

尾崎−１ 朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面119に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

尾崎新 朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面120に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

松山−１ 朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面121に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

千代丸−１ 朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面122に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

千代丸−２ 朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面123に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

奈良尾 朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面124に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

宝 珠 山 板 屋
−１

朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面125に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

掛橋 朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面126に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

宝 珠 山 掛 橋
−１

朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面127に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

宝 珠 山 迫 −
３

朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面128に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

宝 珠 山 迫 −
２

朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面129に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

宝 珠 山 迫 −
１

朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面130に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

馬場−１ 朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面131に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

真加田 朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面132に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

大行司 朝倉郡東峰村大字宝珠山及び大字福井（別紙図面133
に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

竹布−２ 朝倉郡東峰村大字宝珠山及び大字小石原鼓（別紙図
面134に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

竹布−３ 朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面135に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

延田川−１ 朝倉郡東峰村大字福井（別紙図面99に示す区域のと
おり） 土石流

福 井 谷 新 川
−２

朝倉郡東峰村大字福井（別紙図面100に示す区域のと
おり） 土石流

福 井 谷 新 川
−１

朝倉郡東峰村大字福井（別紙図面101に示す区域のと
おり） 土石流

福 井 谷 川 −
１

朝倉郡東峰村大字福井（別紙図面102に示す区域のと
おり） 土石流

福 井 谷 川 −
２

朝倉郡東峰村大字福井（別紙図面103に示す区域のと
おり） 土石流

竹−１ 朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面104に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

竹−２ 朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面105に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

横井−１ 朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面106に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

横井−２ 朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面107に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

屋椎−３ 朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面108に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

屋椎−４ 朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面109に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

屋椎−５ 朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面110に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

屋椎−６ 朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面111に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

鳥 井 口 −
１，鳥井口

朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面112に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

伊 王 寺 − １
−１

朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面113に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

伊 王 寺 −
３ ， 栗 木 野
−１

朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面114に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

栗木野−２ 朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面115に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

下鶴新 朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面116に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊
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中 山 口 − １
−１

朝倉郡東峰村大字福井（別紙図面155に示す区域のと
おり） 急傾斜地の崩壊

下合 朝倉郡東峰村大字福井（別紙図面156に示す区域のと
おり） 急傾斜地の崩壊

下合−３ 朝倉郡東峰村大字福井（別紙図面157に示す区域のと
おり） 急傾斜地の崩壊

原−３ 朝倉郡東峰村大字福井及び大字宝珠山（別紙図面158
に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

原−１ 朝倉郡東峰村大字福井（別紙図面159に示す区域のと
おり） 急傾斜地の崩壊

原−４ 朝倉郡東峰村大字福井（別紙図面160に示す区域のと
おり） 急傾斜地の崩壊

下合−１ 朝倉郡東峰村大字福井（別紙図面161に示す区域のと
おり） 急傾斜地の崩壊

猿喰⑵ 朝倉郡東峰村大字福井（別紙図面162に示す区域のと
おり） 急傾斜地の崩壊

猿喰⑴−１ 朝倉郡東峰村大字福井（別紙図面163に示す区域のと
おり） 急傾斜地の崩壊

猿喰⑴−２ 朝倉郡東峰村大字福井（別紙図面164に示す区域のと
おり） 急傾斜地の崩壊

寺村新 朝倉郡東峰村大字福井（別紙図面165に示す区域のと
おり） 急傾斜地の崩壊

福井−１ 朝倉郡東峰村大字福井（別紙図面166に示す区域のと
おり） 急傾斜地の崩壊

福 井 − １ −
１

朝倉郡東峰村大字福井（別紙図面167に示す区域のと
おり） 急傾斜地の崩壊

紙屋⑴−１ 朝倉郡東峰村大字福井（別紙図面168に示す区域のと
おり） 急傾斜地の崩壊

紙屋⑴−２ 朝倉郡東峰村大字福井（別紙図面169に示す区域のと
おり） 急傾斜地の崩壊

紙屋⑵−１ 朝倉郡東峰村大字福井（別紙図面170に示す区域のと
おり） 急傾斜地の崩壊

紙 屋 ⑶ −
１ ， 紙 屋 ⑶
−２

朝倉郡東峰村大字福井（別紙図面171に示す区域のと
おり） 急傾斜地の崩壊

紙屋−１ 朝倉郡東峰村大字福井（別紙図面172に示す区域のと
おり） 急傾斜地の崩壊

栗 林 − １ −
２

朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面136に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

栗林⑷ 朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面137に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

栗林⑴ 朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面138に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

栗林⑶−２ 朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面139に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

栗林⑶−１ 朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面140に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

栗林−４ 朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面141に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

栗林−３ 朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面142に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

栗林−２ 朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面143に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

栗林−１ 朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面144に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

福 井 屋 敷 −
１

朝倉郡東峰村大字福井及び朝倉市杷木赤谷（別紙図
面145に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

山ノ神−２ 朝倉郡東峰村大字福井及び朝倉市杷木赤谷（別紙図
面146に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

山ノ神−３ 朝倉郡東峰村大字福井及び朝倉市杷木赤谷（別紙図
面147に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

山ノ神−１ 朝倉郡東峰村大字福井及び朝倉市杷木赤谷（別紙図
面148に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

中山口−６ 朝倉郡東峰村大字福井及び朝倉市杷木赤谷（別紙図
面149に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

中山口−３ 朝倉郡東峰村大字福井（別紙図面150に示す区域のと
おり） 急傾斜地の崩壊

中山口−４ 朝倉郡東峰村大字福井（別紙図面151に示す区域のと
おり） 急傾斜地の崩壊

中山口−２ 朝倉郡東峰村大字福井（別紙図面152に示す区域のと
おり） 急傾斜地の崩壊

中山口−５ 朝倉郡東峰村大字福井（別紙図面153に示す区域のと
おり） 急傾斜地の崩壊

中 山 口 − １
−２

朝倉郡東峰村大字福井（別紙図面154に示す区域のと
おり） 急傾斜地の崩壊
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馬洗川
朝倉郡東峰村大字宝珠山（別
紙図面７に示す区域のとおり
）

土石流 別紙図面７に記載する
表のとおり

馬洗谷川２
−２

朝倉郡東峰村大字宝珠山（別
紙図面８に示す区域のとおり
）

土石流 別紙図面８に記載する
表のとおり

馬洗谷川２
−１

朝倉郡東峰村大字宝珠山（別
紙図面９に示す区域のとおり
）

土石流 別紙図面９に記載する
表のとおり

馬洗谷川１
−１

朝倉郡東峰村大字宝珠山（別
紙図面10に示す区域のとおり
）

土石流 別紙図面10に記載する
表のとおり

馬洗谷川１
−２

朝倉郡東峰村大字宝珠山（別
紙図面11に示す区域のとおり
）

土石流 別紙図面11に記載する
表のとおり

鎌割川−１
朝倉郡東峰村大字宝珠山（別
紙図面13に示す区域のとおり
）

土石流 別紙図面13に記載する
表のとおり

鎌割川−２
朝倉郡東峰村大字宝珠山（別
紙図面14に示す区域のとおり
）

土石流 別紙図面14に記載する
表のとおり

鎌割川−３
朝倉郡東峰村大字宝珠山（別
紙図面15に示す区域のとおり
）

土石流 別紙図面15に記載する
表のとおり

鎌割川−４
朝倉郡東峰村大字宝珠山（別
紙図面16に示す区域のとおり
）

土石流 別紙図面16に記載する
表のとおり

岩屋谷川−
３

朝倉郡東峰村大字宝珠山（別
紙図面17に示す区域のとおり
）

土石流 別紙図面17に記載する
表のとおり

岩屋谷川−
２

朝倉郡東峰村大字宝珠山（別
紙図面18に示す区域のとおり
）

土石流 別紙図面18に記載する
表のとおり

岩屋谷川−
１

朝倉郡東峰村大字宝珠山（別
紙図面19に示す区域のとおり
）

土石流 別紙図面19に記載する
表のとおり

屋椎川−３
朝倉郡東峰村大字宝珠山（別
紙図面20に示す区域のとおり
）

土石流 別紙図面20に記載する
表のとおり

貝廻り谷川
朝倉郡東峰村大字宝珠山（別
紙図面21に示す区域のとおり
）

土石流 別紙図面21に記載する
表のとおり

福井新−１ 朝倉郡東峰村大字福井（別紙図面173に示す区域のと
おり） 急傾斜地の崩壊

福井新 朝倉郡東峰村大字福井（別紙図面174に示す区域のと
おり） 急傾斜地の崩壊

福井新−２ 朝倉郡東峰村大字福井（別紙図面175に示す区域のと
おり） 急傾斜地の崩壊

平迫 朝倉郡東峰村大字宝珠山（別紙図面176に示す区域の
とおり） 地滑り

寺村 朝倉郡東峰村大字福井（別紙図面177に示す区域のと
おり） 地滑り

備考　別紙図面１から177は省略し、その図面を東峰村役場に備え置いて縦覧に供する

。

　福岡県告示第333号

　土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第

57号）第９条第１項の規定に基づき、次の土地の区域を土砂災害特別警戒区域として指

定する。

　　令和３年３月19日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事職務代理者

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県副知事　　服部　　誠太郎

区域の名称 指　定　の　区　域 土砂災害の発生原因と
なる自然現象の種類

自然現象により建築物
に作用すると想定され
る衝撃に関する事項

宝珠山川
朝倉郡東峰村大字宝珠山（別
紙図面１に示す区域のとおり
）

土石流 別紙図面１に記載する
表のとおり

上原谷川
朝倉郡東峰村大字宝珠山（別
紙図面２に示す区域のとおり
）

土石流 別紙図面２に記載する
表のとおり

仙道谷川−
２

朝倉郡東峰村大字宝珠山（別
紙図面３に示す区域のとおり
）

土石流 別紙図面３に記載する
表のとおり

仙道谷川−
３

朝倉郡東峰村大字宝珠山（別
紙図面５に示す区域のとおり
）

土石流 別紙図面５に記載する
表のとおり
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掛橋谷川
朝倉郡東峰村大字宝珠山（別
紙図面38に示す区域のとおり
）

土石流 別紙図面38に記載する
表のとおり

長田谷川
朝倉郡東峰村大字宝珠山（別
紙図面39に示す区域のとおり
）

土石流 別紙図面39に記載する
表のとおり

松尾谷新川
朝倉郡東峰村大字宝珠山（別
紙図面40に示す区域のとおり
）

土石流 別紙図面40に記載する
表のとおり

松尾谷川
朝倉郡東峰村大字宝珠山（別
紙図面41に示す区域のとおり
）

土石流 別紙図面41に記載する
表のとおり

不毛原谷川
−２

朝倉郡東峰村大字宝珠山（別
紙図面42に示す区域のとおり
）

土石流 別紙図面42に記載する
表のとおり

一ノ瀬谷川
−１

朝倉郡東峰村大字宝珠山（別
紙図面43に示す区域のとおり
）

土石流 別紙図面43に記載する
表のとおり

一ノ瀬谷川
朝倉郡東峰村大字宝珠山（別
紙図面44に示す区域のとおり
）

土石流 別紙図面44に記載する
表のとおり

真加田谷川
−２

朝倉郡東峰村大字宝珠山（別
紙図面45に示す区域のとおり
）

土石流 別紙図面45に記載する
表のとおり

真加田谷川
−１

朝倉郡東峰村大字宝珠山（別
紙図面46に示す区域のとおり
）

土石流 別紙図面46に記載する
表のとおり

迫谷川−３
朝倉郡東峰村大字宝珠山（別
紙図面47に示す区域のとおり
）

土石流 別紙図面47に記載する
表のとおり

迫谷川−２
朝倉郡東峰村大字宝珠山（別
紙図面48に示す区域のとおり
）

土石流 別紙図面48に記載する
表のとおり

迫谷川−１
朝倉郡東峰村大字宝珠山（別
紙図面49に示す区域のとおり
）

土石流 別紙図面49に記載する
表のとおり

板屋下谷川
朝倉郡東峰村大字宝珠山（別
紙図面50に示す区域のとおり
）

土石流 別紙図面50に記載する
表のとおり

板屋谷川
朝倉郡東峰村大字宝珠山（別
紙図面51に示す区域のとおり
）

土石流 別紙図面51に記載する
表のとおり

屋椎川−２
朝倉郡東峰村大字宝珠山（別
紙図面23に示す区域のとおり
）

土石流 別紙図面23に記載する
表のとおり

屋椎川−１
朝倉郡東峰村大字宝珠山（別
紙図面24に示す区域のとおり
）

土石流 別紙図面24に記載する
表のとおり

屋椎川−４
朝倉郡東峰村大字宝珠山（別
紙図面25に示す区域のとおり
）

土石流 別紙図面25に記載する
表のとおり

鳥井口谷川
朝倉郡東峰村大字宝珠山（別
紙図面26に示す区域のとおり
）

土石流 別紙図面26に記載する
表のとおり

栗木野谷川
朝倉郡東峰村大字宝珠山（別
紙図面28に示す区域のとおり
）

土石流 別紙図面28に記載する
表のとおり

栗木野川
朝倉郡東峰村大字宝珠山（別
紙図面29に示す区域のとおり
）

土石流 別紙図面29に記載する
表のとおり

中尾谷川−
１

朝倉郡東峰村大字宝珠山（別
紙図面30に示す区域のとおり
）

土石流 別紙図面30に記載する
表のとおり

木屋谷川
朝倉郡東峰村大字宝珠山（別
紙図面31に示す区域のとおり
）

土石流 別紙図面31に記載する
表のとおり

金剛野川−
１

朝倉郡東峰村大字宝珠山（別
紙図面32に示す区域のとおり
）

土石流 別紙図面32に記載する
表のとおり

金剛野川−
２

朝倉郡東峰村大字宝珠山（別
紙図面33に示す区域のとおり
）

土石流 別紙図面33に記載する
表のとおり

奈良尾谷川
２−１

朝倉郡東峰村大字宝珠山（別
紙図面34に示す区域のとおり
）

土石流 別紙図面34に記載する
表のとおり

奈良尾谷川
２−２

朝倉郡東峰村大字宝珠山（別
紙図面35に示す区域のとおり
）

土石流 別紙図面35に記載する
表のとおり

奈良尾谷川
１−１

朝倉郡東峰村大字宝珠山（別
紙図面36に示す区域のとおり
）

土石流 別紙図面36に記載する
表のとおり

奈良尾谷川
１−２

朝倉郡東峰村大字宝珠山（別
紙図面37に示す区域のとおり
）

土石流 別紙図面37に記載する
表のとおり
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戸有谷川−
１

朝倉郡東峰村大字宝珠山及び
大字小石原鼓（別紙図面69に
示す区域のとおり）

土石流 別紙図面69に記載する
表のとおり

葛生谷川−
２

朝倉郡東峰村大字福井及び朝
倉市杷木赤谷（別紙図面70に
示す区域のとおり）

土石流 別紙図面70に記載する
表のとおり

葛生谷川−
１

朝倉郡東峰村大字福井及び朝
倉市杷木赤谷（別紙図面71に
示す区域のとおり）

土石流 別紙図面71に記載する
表のとおり

屋敷谷川−
２

朝倉郡東峰村大字福井及び朝
倉市杷木赤谷（別紙図面72に
示す区域のとおり）

土石流 別紙図面72に記載する
表のとおり

屋敷谷川−
１

朝倉郡東峰村大字福井及び朝
倉市杷木赤谷（別紙図面73に
示す区域のとおり）

土石流 別紙図面73に記載する
表のとおり

山ノ神谷川
−２

朝倉郡東峰村大字福井及び朝
倉市杷木赤谷（別紙図面74に
示す区域のとおり）

土石流 別紙図面74に記載する
表のとおり

砥石渡谷川
−１

朝倉郡東峰村大字福井（別紙
図面75に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面75に記載する

表のとおり

砥石渡谷川
−２

朝倉郡東峰村大字福井（別紙
図面76に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面76に記載する

表のとおり

川曲谷川 朝倉郡東峰村大字福井（別紙
図面77に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面77に記載する

表のとおり

川曲川−１ 朝倉郡東峰村大字福井（別紙
図面78に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面78に記載する

表のとおり

下郷谷川 朝倉郡東峰村大字福井（別紙
図面80に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面80に記載する

表のとおり

下郷谷新川 朝倉郡東峰村大字福井（別紙
図面81に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面81に記載する

表のとおり

原川−２ 朝倉郡東峰村大字福井（別紙
図面82に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面82に記載する

表のとおり

原川−３ 朝倉郡東峰村大字福井（別紙
図面83に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面83に記載する

表のとおり

原川−１ 朝倉郡東峰村大字福井（別紙
図面84に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面84に記載する

表のとおり

原谷川−１ 朝倉郡東峰村大字福井（別紙
図面88に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面88に記載する

表のとおり

猿喰下谷川 朝倉郡東峰村大字福井（別紙
図面90に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面90に記載する

表のとおり

千代丸川
朝倉郡東峰村大字宝珠山（別
紙図面52に示す区域のとおり
）

土石流 別紙図面52に記載する
表のとおり

松山谷川
朝倉郡東峰村大字宝珠山（別
紙図面53に示す区域のとおり
）

土石流 別紙図面53に記載する
表のとおり

栗林川右支
川

朝倉郡東峰村大字宝珠山（別
紙図面55に示す区域のとおり
）

土石流 別紙図面55に記載する
表のとおり

栗林川−１
朝倉郡東峰村大字宝珠山（別
紙図面56に示す区域のとおり
）

土石流 別紙図面56に記載する
表のとおり

栗林川−４
朝倉郡東峰村大字宝珠山（別
紙図面59に示す区域のとおり
）

土石流 別紙図面59に記載する
表のとおり

栗林谷川−
１

朝倉郡東峰村大字宝珠山（別
紙図面60に示す区域のとおり
）

土石流 別紙図面60に記載する
表のとおり

鶴谷川−４
朝倉郡東峰村大字宝珠山（別
紙図面61に示す区域のとおり
）

土石流 別紙図面61に記載する
表のとおり

鶴谷川−５
朝倉郡東峰村大字宝珠山（別
紙図面62に示す区域のとおり
）

土石流 別紙図面62に記載する
表のとおり

城ヶ迫谷川
−４

朝倉郡東峰村大字宝珠山及び
大字小石原鼓（別紙図面63に
示す区域のとおり）

土石流 別紙図面63に記載する
表のとおり

城ヶ迫谷川
−５

朝倉郡東峰村大字宝珠山及び
大字小石原鼓（別紙図面64に
示す区域のとおり）

土石流 別紙図面64に記載する
表のとおり

城ヶ迫谷川
−６

朝倉郡東峰村大字宝珠山及び
大字小石原鼓（別紙図面65に
示す区域のとおり）

土石流 別紙図面65に記載する
表のとおり

竹布谷川−
１

朝倉郡東峰村大字宝珠山及び
大字小石原鼓（別紙図面66に
示す区域のとおり）

土石流 別紙図面66に記載する
表のとおり

竹布谷川
朝倉郡東峰村大字宝珠山及び
大字小石原鼓（別紙図面67に
示す区域のとおり）

土石流 別紙図面67に記載する
表のとおり

辻谷川−１
朝倉郡東峰村大字宝珠山及び
大字小石原鼓（別紙図面68に
示す区域のとおり）

土石流 別紙図面68に記載する
表のとおり
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屋椎−３
朝倉郡東峰村大字宝珠山（別
紙図面108に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊 別紙図面108に記載す
る表のとおり

屋椎−４
朝倉郡東峰村大字宝珠山（別
紙図面109に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊 別紙図面109に記載す
る表のとおり

屋椎−５
朝倉郡東峰村大字宝珠山（別
紙図面110に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊 別紙図面110に記載す
る表のとおり

屋椎−６
朝倉郡東峰村大字宝珠山（別
紙図面111に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊 別紙図面111に記載す
る表のとおり

鳥 井 口 −
１，鳥井口

朝倉郡東峰村大字宝珠山（別
紙図面112に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊 別紙図面112に記載す
る表のとおり

伊王寺−１
−１

朝倉郡東峰村大字宝珠山（別
紙図面113に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊 別紙図面113に記載す
る表のとおり

伊 王 寺 −
３，栗木野
−１

朝倉郡東峰村大字宝珠山（別
紙図面114に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊 別紙図面114に記載す
る表のとおり

栗木野−２
朝倉郡東峰村大字宝珠山（別
紙図面115に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊 別紙図面115に記載す
る表のとおり

下鶴新
朝倉郡東峰村大字宝珠山（別
紙図面116に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊 別紙図面116に記載す
る表のとおり

下鶴
朝倉郡東峰村大字宝珠山（別
紙図面117に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊 別紙図面117に記載す
る表のとおり

金剛野−１
朝倉郡東峰村大字宝珠山（別
紙図面118に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊 別紙図面118に記載す
る表のとおり

尾崎−１
朝倉郡東峰村大字宝珠山（別
紙図面119に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊 別紙図面119に記載す
る表のとおり

尾崎新
朝倉郡東峰村大字宝珠山（別
紙図面120に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊 別紙図面120に記載す
る表のとおり

松山−１
朝倉郡東峰村大字宝珠山（別
紙図面121に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊 別紙図面121に記載す
る表のとおり

猿喰下谷新
川

朝倉郡東峰村大字福井（別紙
図面91に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面91に記載する

表のとおり

寺村上谷川 朝倉郡東峰村大字福井（別紙
図面92に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面92に記載する

表のとおり

紙屋上谷川 朝倉郡東峰村大字福井（別紙
図面93に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面93に記載する

表のとおり

紙屋谷川 朝倉郡東峰村大字福井（別紙
図面94に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面94に記載する

表のとおり

延田川−３ 朝倉郡東峰村大字福井（別紙
図面95に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面95に記載する

表のとおり

延田谷川−
２

朝倉郡東峰村大字福井（別紙
図面96に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面96に記載する

表のとおり

延田谷川−
１

朝倉郡東峰村大字福井（別紙
図面97に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面97に記載する

表のとおり

延田川−２ 朝倉郡東峰村大字福井（別紙
図面98に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面98に記載する

表のとおり

延田川−１ 朝倉郡東峰村大字福井（別紙
図面99に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面99に記載する

表のとおり

福井谷新川
−２

朝倉郡東峰村大字福井（別紙
図面100に示す区域のとおり
）

土石流 別紙図面100に記載す
る表のとおり

福井谷新川
−１

朝倉郡東峰村大字福井（別紙
図面101に示す区域のとおり
）

土石流 別紙図面101に記載す
る表のとおり

福井谷川−
１

朝倉郡東峰村大字福井（別紙
図面102に示す区域のとおり
）

土石流 別紙図面102に記載す
る表のとおり

福井谷川−
２

朝倉郡東峰村大字福井（別紙
図面103に示す区域のとおり
）

土石流 別紙図面103に記載す
る表のとおり

竹−１
朝倉郡東峰村大字宝珠山（別
紙図面104に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊 別紙図面104に記載す
る表のとおり

横井−１
朝倉郡東峰村大字宝珠山（別
紙図面106に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊 別紙図面106に記載す
る表のとおり

横井−２
朝倉郡東峰村大字宝珠山（別
紙図面107に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊 別紙図面107に記載す
る表のとおり
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栗林−１−
２

朝倉郡東峰村大字宝珠山（別
紙図面136に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊 別紙図面136に記載す
る表のとおり

栗林⑷
朝倉郡東峰村大字宝珠山（別
紙図面137に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊 別紙図面137に記載す
る表のとおり

栗林⑴
朝倉郡東峰村大字宝珠山（別
紙図面138に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊 別紙図面138に記載す
る表のとおり

栗林⑶−２
朝倉郡東峰村大字宝珠山（別
紙図面139に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊 別紙図面139に記載す
る表のとおり

栗林⑶−１
朝倉郡東峰村大字宝珠山（別
紙図面140に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊 別紙図面140に記載す
る表のとおり

栗林−４
朝倉郡東峰村大字宝珠山（別
紙図面141に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊 別紙図面141に記載す
る表のとおり

栗林−３
朝倉郡東峰村大字宝珠山（別
紙図面142に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊 別紙図面142に記載す
る表のとおり

栗林−２
朝倉郡東峰村大字宝珠山（別
紙図面143に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊 別紙図面143に記載す
る表のとおり

栗林−１
朝倉郡東峰村大字宝珠山（別
紙図面144に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊 別紙図面144に記載す
る表のとおり

福井屋敷−
１

朝倉郡東峰村大字福井及び朝
倉市杷木赤谷（別紙図面145
に示す区域のとおり）

急傾斜地の崩壊 別紙図面145に記載す
る表のとおり

山ノ神−２
朝倉郡東峰村大字福井及び朝
倉市杷木赤谷（別紙図面146
に示す区域のとおり）

急傾斜地の崩壊 別紙図面146に記載す
る表のとおり

山ノ神−３
朝倉郡東峰村大字福井及び朝
倉市杷木赤谷（別紙図面147
に示す区域のとおり）

急傾斜地の崩壊 別紙図面147に記載す
る表のとおり

山ノ神−１
朝倉郡東峰村大字福井及び朝
倉市杷木赤谷（別紙図面148
に示す区域のとおり）

急傾斜地の崩壊 別紙図面148に記載す
る表のとおり

中山口−６
朝倉郡東峰村大字福井及び朝
倉市杷木赤谷（別紙図面149
に示す区域のとおり）

急傾斜地の崩壊 別紙図面149に記載す
る表のとおり

千代丸−１
朝倉郡東峰村大字宝珠山（別
紙図面122に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊 別紙図面122に記載す
る表のとおり

千代丸−２
朝倉郡東峰村大字宝珠山（別
紙図面123に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊 別紙図面123に記載す
る表のとおり

奈良尾
朝倉郡東峰村大字宝珠山（別
紙図面124に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊 別紙図面124に記載す
る表のとおり

宝珠山板屋
−１

朝倉郡東峰村大字宝珠山（別
紙図面125に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊 別紙図面125に記載す
る表のとおり

掛橋
朝倉郡東峰村大字宝珠山（別
紙図面126に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊 別紙図面126に記載す
る表のとおり

宝珠山掛橋
−１

朝倉郡東峰村大字宝珠山（別
紙図面127に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊 別紙図面127に記載す
る表のとおり

宝珠山迫−
３

朝倉郡東峰村大字宝珠山（別
紙図面128に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊 別紙図面128に記載す
る表のとおり

宝珠山迫−
２

朝倉郡東峰村大字宝珠山（別
紙図面129に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊 別紙図面129に記載す
る表のとおり

宝珠山迫−
１

朝倉郡東峰村大字宝珠山（別
紙図面130に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊 別紙図面130に記載す
る表のとおり

馬場−１
朝倉郡東峰村大字宝珠山（別
紙図面131に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊 別紙図面131に記載す
る表のとおり

真加田
朝倉郡東峰村大字宝珠山（別
紙図面132に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊 別紙図面132に記載す
る表のとおり

大行司
朝倉郡東峰村大字宝珠山及び
大字福井（別紙図面133に示
す区域のとおり）

急傾斜地の崩壊 別紙図面133に記載す
る表のとおり

竹布−２
朝倉郡東峰村大字宝珠山及び
大字小石原鼓（別紙図面134
に示す区域のとおり）

急傾斜地の崩壊 別紙図面134に記載す
る表のとおり

竹布−３
朝倉郡東峰村大字宝珠山（別
紙図面135に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊 別紙図面135に記載す
る表のとおり
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猿喰⑴−２
朝倉郡東峰村大字福井（別紙
図面164に示す区域のとおり
）

急傾斜地の崩壊 別紙図面164に記載す
る表のとおり

寺村新
朝倉郡東峰村大字福井（別紙
図面165に示す区域のとおり
）

急傾斜地の崩壊 別紙図面165に記載す
る表のとおり

福井−１
朝倉郡東峰村大字福井（別紙
図面166に示す区域のとおり
）

急傾斜地の崩壊 別紙図面166に記載す
る表のとおり

福井−１−
１

朝倉郡東峰村大字福井（別紙
図面167に示す区域のとおり
）

急傾斜地の崩壊 別紙図面167に記載す
る表のとおり

紙屋⑴−１
朝倉郡東峰村大字福井（別紙
図面168に示す区域のとおり
）

急傾斜地の崩壊 別紙図面168に記載す
る表のとおり

紙屋⑴−２
朝倉郡東峰村大字福井（別紙
図面169に示す区域のとおり
）

急傾斜地の崩壊 別紙図面169に記載す
る表のとおり

紙屋⑵−１
朝倉郡東峰村大字福井（別紙
図面170に示す区域のとおり
）

急傾斜地の崩壊 別紙図面170に記載す
る表のとおり

紙 屋 ⑶ −
１，紙屋⑶
−２

朝倉郡東峰村大字福井（別紙
図面171に示す区域のとおり
）

急傾斜地の崩壊 別紙図面171に記載す
る表のとおり

紙屋−１
朝倉郡東峰村大字福井（別紙
図面172に示す区域のとおり
）

急傾斜地の崩壊 別紙図面172に記載す
る表のとおり

福井新−１
朝倉郡東峰村大字福井（別紙
図面173に示す区域のとおり
）

急傾斜地の崩壊 別紙図面173に記載す
る表のとおり

福井新
朝倉郡東峰村大字福井（別紙
図面174に示す区域のとおり
）

急傾斜地の崩壊 別紙図面174に記載す
る表のとおり

福井新−２
朝倉郡東峰村大字福井（別紙
図面175に示す区域のとおり
）

急傾斜地の崩壊 別紙図面175に記載す
る表のとおり

備考　別紙図面１から175は省略し、その図面を東峰村役場に備え置いて縦覧に供する

。

　福岡県告示第334号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、次のように道路の区域

中山口−３
朝倉郡東峰村大字福井（別紙
図面150に示す区域のとおり
）

急傾斜地の崩壊 別紙図面150に記載す
る表のとおり

中山口−４
朝倉郡東峰村大字福井（別紙
図面151に示す区域のとおり
）

急傾斜地の崩壊 別紙図面151に記載す
る表のとおり

中山口−２
朝倉郡東峰村大字福井（別紙
図面152に示す区域のとおり
）

急傾斜地の崩壊 別紙図面152に記載す
る表のとおり

中山口−５
朝倉郡東峰村大字福井（別紙
図面153に示す区域のとおり
）

急傾斜地の崩壊 別紙図面153に記載す
る表のとおり

中山口−１
−２

朝倉郡東峰村大字福井（別紙
図面154に示す区域のとおり
）

急傾斜地の崩壊 別紙図面154に記載す
る表のとおり

中山口−１
−１

朝倉郡東峰村大字福井（別紙
図面155に示す区域のとおり
）

急傾斜地の崩壊 別紙図面155に記載す
る表のとおり

下合
朝倉郡東峰村大字福井（別紙
図面156に示す区域のとおり
）

急傾斜地の崩壊 別紙図面156に記載す
る表のとおり

下合−３
朝倉郡東峰村大字福井（別紙
図面157に示す区域のとおり
）

急傾斜地の崩壊 別紙図面157に記載す
る表のとおり

原−３
朝倉郡東峰村大字福井及び大
字宝珠山（別紙図面158に示
す区域のとおり）

急傾斜地の崩壊 別紙図面158に記載す
る表のとおり

原−１
朝倉郡東峰村大字福井（別紙
図面159に示す区域のとおり
）

急傾斜地の崩壊 別紙図面159に記載す
る表のとおり

原−４
朝倉郡東峰村大字福井（別紙
図面160に示す区域のとおり
）

急傾斜地の崩壊 別紙図面160に記載す
る表のとおり

下合−１
朝倉郡東峰村大字福井（別紙
図面161に示す区域のとおり
）

急傾斜地の崩壊 別紙図面161に記載す
る表のとおり

猿喰⑵
朝倉郡東峰村大字福井（別紙
図面162に示す区域のとおり
）

急傾斜地の崩壊 別紙図面162に記載す
る表のとおり

猿喰⑴−１
朝倉郡東峰村大字福井（別紙
図面163に示す区域のとおり
）

急傾斜地の崩壊 別紙図面163に記載す
る表のとおり
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県土整備
事務所名

道路の
種　類 路　線　名 変　更

前後別 区　　　　間 幅　員
（メートル）

延　長
（メートル）

飯　塚 一　般
国　道 322号

前
嘉麻市嘉穂才田71番１先から
嘉麻市大力530番４先まで

6.0 
～ 

30.5
1,658.6 

前
嘉麻市嘉穂才田71番１先から
嘉麻市大力530番４先まで

11.0 
～ 

53.5
1,700.0 

後
嘉麻市嘉穂才田71番１先から
嘉麻市大力530番４先まで

6.0 
～ 

44.2
1,658.6 

後
嘉麻市嘉穂才田71番１先から
嘉麻市大力530番４先まで

11.0 
～ 

35.1
1,700.0 

　福岡県告示第336号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、次の道路の供用を令和

３年３月19日から開始する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　令和３年３月19日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事職務代理者

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県副知事　　服部　　誠太郎

県土整備
事務所名 路　線　名 供 用 開 始 の 区 間

飯　塚 322号 嘉麻市大力501番１先から
嘉麻市大力500番１先まで

　福岡県告示第337号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、次のように道路の区域

を変更する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

を変更する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　令和３年３月19日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事職務代理者

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県副知事　　服部　　誠太郎

県土整備
事務所名

道路の
種　類 路　線　名 変　更

前後別 区　　　　間 幅　員
（メートル）

延　長
（メートル）

備　考

飯　塚 県　道 飯　塚
福　間　線

前

飯塚市片島二丁目766
番２先から
飯塚市幸袋56番２先ま
で

14.0 
～ 

64.0
1,480.0

うち一般国
道200号及
び一般国道
211号重用
延長1480.0
メートル

前

飯塚市片島二丁目766
番２先から
飯塚市幸袋56番２先ま
で

19.0 
～ 

86.0
2,590.0

う ち 一 般
国道200号
重 用 延 長
1,330.0メー
トル

後

飯塚市川島226番７先
から
飯塚市幸袋56番２先ま
で

12.0 
～ 

68.0
1,260.0

　福岡県告示第335号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、次のように道路の区域

を変更する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　令和３年３月19日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事職務代理者

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県副知事　　服部　　誠太郎
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後

八女市柳島49番22先か
ら
八女市祈祷院122番２
先まで

7.5 
～ 

26.0
584.0 

うち県道久
留米立花線
重 用 延 長
409.0メート
ル

　福岡県告示第339号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、次のように道路の区域

を変更する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　令和３年３月19日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事職務代理者

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県副知事　　服部　　誠太郎

県土整備
事務所名

道路の
種　類 路　線　名 変　更

前後別 区　　　　間 幅　員
（メートル）

延　長
（メートル）

直　方 一　般
国　道 200号

前
直方市新町一丁目474番２先から
直方市新町二丁目5054番５先ま
で

11.2 
～ 

13.2 
296.0

後
直方市新町一丁目474番２先から
直方市新町二丁目5054番５先ま
で

13.0 
～ 

24.2 
296.0

　福岡県告示第340号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、次の道路の供用を令和

３年３月19日から開始する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　令和３年３月19日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事職務代理者

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県副知事　　服部　　誠太郎

　　令和３年３月19日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事職務代理者

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県副知事　　服部　　誠太郎

県土整備
事務所名

道路の
種　類 路　線　名 変　更

前後別 区　　　　間 幅　員
（メートル）

延　長
（メートル）

八　女 県　道 久留米
立　花　線

前
八女市祈祷院122番２先から
八女市立花町原島719番１先まで

3.4 
～ 

22.0
729.0  

後
八女市祈祷院122番２先から
八女市立花町原島719番１先まで

3.4 
～ 

22.0
729.0    

後
八女市祈祷院122番２先から
八女市立花町原島719番１先まで

12.8 
～ 

33.0
718.0 

　福岡県告示第338号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、次のように道路の区域

を変更する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　令和３年３月19日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事職務代理者

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県副知事　　服部　　誠太郎

県土整備
事務所名

道路の
種　類 路　線　名 変　更

前後別 区　　　　間 幅　員
（メートル）

延　長
（メートル）

備　考

八　女 県　道 湯辺田
八　女　線

前

八女市柳島49番22先か
ら
八女市祈祷院122番２
先まで

3.4 
～ 

21.0
573.0 

うち県道久
留米立花線
重 用 延 長
407.4メート
ル

後

八女市柳島49番22先か
ら
八女市祈祷院122番２
先まで

3.4 
～

21.0
573.0 

うち県道久
留米立花線
重 用 延 長
407.4メート
ル
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県副知事　　服部　　誠太郎

県土整備
事務所名 路　線　名 供 用 開 始 の 区 間

田　川 赤　池
糸　田　線

田川郡糸田町997番１先から
田川郡糸田町795番１先まで   

　福岡県告示第343号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、次のように道路の区域

を変更する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　令和３年３月19日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事職務代理者

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県副知事　　服部　　誠太郎

県土整備
事務所名

道路の
種　類 路　線　名 変　更

前後別 区　　　　間 幅　員
（メートル）

延　長
（メートル）

京　築 県　道 大久保
行　橋　線

前
行橋市大字前田506番１先から
行橋市大字下稗田509番１先まで

5.5 
～ 
7.5

59.0  

後
行橋市大字前田506番１先から
行橋市大字下稗田509番１先まで

7.0 
～ 

12.0
59.1 

　福岡県告示第344号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、次のように道路の区域

を変更する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　令和３年３月19日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事職務代理者

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県副知事　　服部　　誠太郎

県土整備
事務所名 路　線　名 供 用 開 始 の 区 間

直　方 200号 直方市新町一丁目474番２先から
直方市新町二丁目5054番５先まで

　福岡県告示第341号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、次のように道路の区域

を変更する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　令和３年３月19日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事職務代理者

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県副知事　　服部　　誠太郎

県土整備
事務所名

道路の
種　類 路　線　名 変　更

前後別 区　　　　間 幅　員
（メートル）

延　長
（メートル）

田　川 県　道 赤　池
糸　田　線

前
田川郡糸田町997番１先から
田川郡糸田町795番先まで

6.2 
～ 

22.6
166.8 

前
田川郡糸田町997番１先から
田川郡糸田町795番先まで

7.4 
～ 

32.1
157.1 

後
田川郡糸田町997番１先から
田川郡糸田町795番１先まで

7.4 
～ 

32.1
157.1 

　福岡県告示第342号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、次の道路の供用を令和

３年３月19日から開始する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　令和３年３月19日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事職務代理者
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事職務代理者

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県副知事　　服部　　誠太郎

１　保安林予定森林の所在場所

　田川郡香春町大字採銅所字ゴンタイ口2350、2690、字石原谷2633の10、2633の11、

2633の25

２　指定の目的

　　土砂の流出の防備

３　指定施業要件

　⑴　立木の伐採の方法

　　ア　次の森林については、主伐は、択伐による。

　字ゴンタイ口2350・2690・字石原谷2633の10・2633の11・2633の25（以上５筆

について次の図に示す部分に限る。）

　　イ　その他の森林については、主伐に係る伐採種は定めない。

　ウ　主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る

市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

　　エ　間伐に係る森林は、次のとおりとする。

　⑵　立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

次のとおりとする。

　（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を福岡県農林水

産部農山漁村振興課及び香春町役場に備え置いて縦覧に供する。）

　福岡県告示第347号

　農林水産大臣から、次のように保安林を指定しようとする旨の通知を受けたので、森

林法（昭和26年法律第249号）第30条の規定により告示する。

　　令和３年３月19日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事職務代理者

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県副知事　　服部　　誠太郎

１　保安林予定森林の所在場所

　田川郡添田町大字野田字城山1323の４（次の図に示す部分に限る。）、字杓子平

県土整備
事務所名

道路の
種　類 路　線　名 変　更

前後別 区　　　　間 幅　員
（メートル）

延　長
（メートル）

飯　塚 一　般
国　道 322号

前
嘉麻市大力530番４先から
嘉麻市大力711番５先まで

6.7 
～ 

27.3
636.9 

前
嘉麻市大力530番４先から
嘉麻市大力711番５先まで

18.7 
～ 

57.6
610.0 

後
嘉麻市大力530番４先から
嘉麻市大力711番５先まで

6.7 
～ 

27.3
636.9 

後
嘉麻市大力530番４先から
嘉麻市大力711番５先まで

18.7 
～ 

57.6
610.0 

　福岡県告示第345号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、次の道路の供用を令和

３年３月19日から開始する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　令和３年３月19日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事職務代理者

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県副知事　　服部　　誠太郎
県土整備
事務所名 路　線　名 供 用 開 始 の 区 間

飯　塚 322号 嘉麻市大力530番４先から
嘉麻市大力711番５先まで

飯　塚 322号 嘉麻市大力530番４先から
嘉麻市大力711番５先まで

　福岡県告示第346号

　農林水産大臣から、次のように保安林を指定しようとする旨の通知を受けたので、森

林法（昭和26年法律第249号）第30条の規定により告示する。

　　令和３年３月19日
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３　指定施業要件

　⑴　立木の伐採の方法

　　ア　次の森林については、主伐は、択伐による。

　　　　字奈良ヶ谷1554・1555（以上２筆について次の図に示す部分に限る。）

　　イ　その他の森林については、主伐に係る伐採種は定めない。

ウ　主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る

市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

　　エ　間伐に係る森林は、次のとおりとする。

　⑵　立木の伐採の限度

　　　次のとおりとする。

　（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を福岡県農林水

産部農山漁村振興課及び朝倉市役所に備え置いて縦覧に供する。）

　福岡県告示第349号

　農林水産大臣から、次のように保安林を指定しようとする旨の通知を受けたので、森

林法（昭和26年法律第249号）第30条の規定により告示する。

　　令和３年３月19日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事職務代理者

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県副知事　　服部　　誠太郎

１　保安林予定森林の所在場所

　田川郡川崎町大字安眞木字カツラガ谷1821の１（次の図に示す部分に限る。）、字

小峠1823の１

２　指定の目的

　　水源の涵
かん

養

３　指定施業要件

　⑴　立木の伐採の方法

　　ア　次の森林については、主伐は、択伐による。

　　　　字カツラガ谷1821の１、字小峠1823の１（次の図に示す部分に限る。）

　　イ　その他の森林については、主伐に係る伐採種は定めない。

1327の１、1328の１、1333、1335、1328の２（次の図に示す部分に限る。）、字岩立

1330、1331、1329の３（次の図に示す部分に限る。）、字宮首1332

２　指定の目的

土砂の流出の防備

３　指定施業要件

　⑴　立木の伐採の方法

　　ア　次の森林については、主伐は、択伐による。

　字城山1323の４、字杓子平1328の２、1327の１・1328の１・1333・1335（以上

４筆について次の図に示す部分に限る。）、字岩立1329の３、1331、1330・字宮

首1332（以上２筆について次の図に示す部分に限る。）

　　イ　その他の森林については、主伐に係る伐採種は定めない。

ウ　主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る

市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

　　エ　間伐に係る森林は、次のとおりとする。

　⑵　立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

次のとおりとする。

　（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を福岡県農林水

産部農山漁村振興課及び添田町役場に備え置いて縦覧に供する。）

　福岡県告示第348号

　農林水産大臣から、次のように保安林を指定しようとする旨の通知を受けたので、森

林法（昭和26年法律第249号）第30条の規定により告示する。

　　令和３年３月19日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事職務代理者

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県副知事　　服部　　誠太郎

１　保安林予定森林の所在場所

　　朝倉市山田字奈良ヶ谷1554、1555

２　指定の目的

　　土砂の流出の防備
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　（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を福岡県農林水

産部農山漁村振興課及び篠栗町役場に備え置いて縦覧に供する。）

　福岡県告示第351号

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第63条第１項の規定に基づき、平成28年６月７日

福岡県告示第486号北九州都市計画道路事業３・２・９号７号線（富士見工区）の事業計

画の変更を認可したので、同条第２項の規定において準用する同法第62条第１項の規定

により次のように告示する。

　　令和３年３月19日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事職務代理者

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県副知事　　服部　　誠太郎

１　施行者の名称

　　北九州市

２　都市計画事業の種類及び名称

　　北九州広域都市計画道路事業３・２・44−９号７号線（富士見工区）

３　事業施行期間

　　平成23年６月15日から令和７年３月31日まで

４　事業地

　⑴　収用の部分

　　　変更なし

　⑵　使用の部分

　　　なし

　福岡県告示第352号

　家畜伝染病予防法（昭和26年法律第166号）第５条第１項の規定に基づき、次のように

家畜の検査を実施するので、同条第２項の規定により公示する。

　　令和３年３月19日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事職務代理者

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県副知事　　服部　　誠太郎

ウ　主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る

市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

　　エ　間伐に係る森林は、次のとおりとする。

　⑵　立木の伐採の限度

　　　次のとおりとする。

　（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を福岡県農林水

産部農山漁村振興課及び川崎町役場に備え置いて縦覧に供する。）

　福岡県告示第350号

　保安林の指定をする予定であるので、森林法（昭和26年法律第249号）第30条の２の規

定により次のように告示する。

　　令和３年３月19日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事職務代理者

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県副知事　　服部　　誠太郎

１　保安林予定森林の所在場所

　　糟屋郡篠栗町大字篠栗字日ノ浦3907、3910、3914の２

２　指定の目的

　　土砂の流出の防備

３　指定施業要件

　⑴　立木の伐採の方法

　　ア　次の森林については、主伐は、択伐による。

　字日ノ浦3907・3910・3914の２（以上３筆について次の図に示す部分に限る。

）

　　イ　その他の森林については、主伐に係る伐採種は、定めない。

ウ　主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る

市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

　　エ　間伐に係る森林は、次のとおりとする。

　⑵　立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

　　　次のとおりとする。
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ヨーネ病 知事がヨーネ病
の発生予防上検
査が必要と認め
た区域

実施する区域で飼養されて
いる牛のうち、知事が必要
と認めたもの

令和３年４月１
日から令和４年
３月31日まで

１　血清学的検
査（予備的抗
体検出検査）

２　リアルタイ
ムＰＣＲ検査

３　ヨーニン検
査

４　補体結合反
応検査

５　疫学的検査
、臨床検査、
細菌検査その
他必要な検査

伝達性海
綿状脳症

知事が伝達性海
綿状脳症の発生
予防上検査が必
要と認めた区域

実施する区域に所在する月
齢若しくは推定月齢が満48
月以上で死亡した牛（死亡
前に歩行困難又は起立不能
を呈していなかった牛が満
96月未満で死亡した場合を
除く。）又は死亡前に農林
水産大臣が指定する症状を
呈していた若しくは呈して
いた可能性が高い牛の死体
及び月齢若しくは推定月齢
が満12月以上で死亡しため
ん羊又は山羊の死体のうち
、知事が必要と認めたもの

令和３年４月１
日から令和４年
３月31日まで

酵素免疫測定検
査、ウエスタン
ブロット検査、
免疫組織化学的
検査及び疫学的
検査及び臨床検
査

腐蛆
そ

病 知事が腐蛆
そ

病の
発生予防上検査
が必要と認めた
区域

実施する区域で飼養されて
いる蜜蜂のうち、知事が必
要と認めたもの

令和３年４月１
日から令和４年
３月31日まで

細菌検査、疫学
的検査及び臨床
検査

オーエス
キー病

知事がオーエス
キー病の発生予
防上検査が必要
と認めた区域

実施する区域で飼養されて
いる豚のうち、知事が必要
と認めたもの

令和３年４月１
日から令和４年
３月31日まで

血清学的検査（
ラテックス凝集
反応検査、酵素
免疫測定検査及
び中和試験）、
疫学的検査及び
臨床検査

豚熱 知事が豚熱の発
生予察上検査が
必要と認めた区
域

実施する区域で飼養されて
いる豚、いのししのうち、
知事が必要と認めたもの

令和３年４月１
日から令和４年
３月31日まで

血清学的検査（
酵素免疫測定検
査、中和試験）
、疫学的検査及
び臨床検査

１　実施の目的

　家畜の監視伝染病のうち、ブルセラ症、結核、ヨーネ病、伝達性海綿状脳症、腐蛆
そ

病及びオーエスキー病の発生予防並びに豚熱、高病原性鳥インフルエンザ及び低病原

性鳥インフルエンザ、アカバネ病、チュウザン病及びアイノウイルス感染症の発生予

察のため。

２  検査の対象となる監視伝染病の種類、実施する区域、実施の対象となる家畜又はそ

の死体の種類及び範囲、実施の期日並びに検査の方法

　　次の表に掲げるとおりとする。

監視伝染
病の種類 実施する区域 実施の対象となる家畜又は

その死体の種類及び範囲 実施の期日 検査の方法

ブルセラ
症

知事がブルセラ
症の発生予防上
検査が必要と認
めた区域

実施する区域で飼養されて
いる牛のうち、知事が必要
と認めたもの

令和３年４月１
日から令和４年
３月31日まで

１　血清学的検
査 （急速凝
集反応検査及
び酵素免疫測
定検査）

２　剖検、病理
組織検査及び
細菌検査

３　疫学的検査
、臨床検査そ
の他必要な検
査

結核 知事が結核の発
生予防上検査が
必要と認めた区
域

実施する区域で飼養されて
いる牛のうち、知事が必要
と認めたもの

令和３年４月１
日から令和４年
３月31日まで

１　ツベルクリ
ン検査

２　剖検及び病
理組織検査並
びに細菌検査
又は組織検体
の遺伝子検査

３　疫学的検査
、臨床検査そ
の他必要な検
査
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飯　塚 一　般
国　道 322号

前
嘉麻市大力711番５先から
嘉麻市泉河内1719番２先まで

5.3 
～ 

40.0
6,917.0 

前
嘉麻市大力711番５先から
嘉麻市大力855番１先まで

10.0 
～ 

71.8
692.0 

後
嘉麻市大力711番５先から
嘉麻市泉河内1719番２先まで

5.3 
～ 

40.0
6,917.0 

後
嘉麻市大力711番５先から
嘉麻市大力855番１先まで

10.0 
～ 

46.0
692.0 

　公告

　次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和43年法律第100号）第36

条第３項の規定により公告する。

　　令和３年３月19日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事職務代理者

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県副知事　　服部　　誠太郎

１　開発区域に含まれる地域の名称

　　糟屋郡篠栗町大字高田字下屋敷459番９及び459番35から459番39まで

２　開発許可を受けた者の所在地、名称及び代表者氏名

　　糟屋郡篠栗町大字尾仲585番地の１

　　有限会社ウエル総合企画

　　代表取締役　井上　泰寿

　公告

　次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和43年法律第100号）第36

条第３項の規定により公告する。

　　令和３年３月19日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事職務代理者

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県副知事　　服部　　誠太郎

公　　　告

高病原性
鳥インフ
ルエンザ
及び低病
原性鳥イ
ンフルエ
ンザ

知事が高病原性
鳥インフルエン
ザ及び低病原性
鳥インフルエン
ザの発生予察上
検査が必要と認
めた区域

実施する区域で飼養されて
いる家きんのうち、知事が
必要と認めたもの

令和３年４月１
日から令和４年
３月31日まで

血清学的検査（
寒天ゲル内沈降
反応検査及び酵
素免疫測定検査
）、ウイルス分
離検査、疫学的
検査及び臨床検
査

アカバネ
病

知事がアカバネ
病の発生予察上
検査が必要と認
めた区域

実施する区域で飼養されて
いる牛のうち、知事が必要
と認めたもの

令和３年４月１
日から令和４年
３月31日まで

血清学的検査（
中和試験）、遺
伝子検査、疫学
的検査及び臨床
検査

チュウザ
ン病

知事がチュウザ
ン病の発生予察
上検査が必要と
認めた区域

実施する区域で飼養されて
いる牛のうち、知事が必要
と認めたもの

令和３年４月１
日から令和４年
３月31日まで

血清学的検査（
中和試験）、遺
伝子検査、疫学
的検査及び臨床
検査

アイノウ
イルス感
染症

知事がアイノウ
イルス感染症の
発生予察上検査
が必要と認めた
区域

実施する区域で飼養されて
いる牛のうち、知事が必要
と認めたもの

令和３年４月１
日から令和４年
３月31日まで

血清学的検査（
中和試験）、遺
伝子検査、疫学
的検査及び臨床
検査

　福岡県告示第353号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、次のように道路の区域

を変更する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　令和３年３月19日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事職務代理者

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県副知事　　服部　　誠太郎

県土整備
事務所名

道路の
種　類 路　線　名 変　更

前後別 区　　　　間 幅　員
（メートル）

延　長
（メートル）
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須　藤　喜　幸 飯塚市明星寺 715 番地

吉　田　清　美 飯塚市明星寺 716 番地

髙須賀　貞　信 飯塚市弁分 612 番地 12

永　嶋　　　徹 飯塚市明星寺 335 番地１

吉　田　和　義 飯塚市明星寺 756 番地

吉　田　　　勉 飯塚市明星寺 688 番地１

吉　田　秀　文 飯塚市明星寺 769 番地

　公告

　次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和43年法律第100号）第36

条第３項の規定により公告する。

　　令和３年３月19日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事職務代理者

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県副知事　　服部　　誠太郎

１　開発区域に含まれる地域の名称

　　糸島市神在東二丁目86番２、86番５から86番28まで及び87番３

２　開発許可を受けた者の所在地、名称及び代表者氏名

　　福岡市博多区浦田一丁目28番68号

　　株式会社福岡技建工業

　　代表取締役　迫野　譲二

　公告

　宅地建物取引業法（昭和27年法律第176号）第69条第１項及び同条第２項において準用

する同法第16条の15第５項の規定に基づき、次のとおり公開による聴聞を行うので、同

法第69条第２項において準用する同法第16条の15第３項の規定により公示する。

　　令和３年３月19日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事職務代理者

１　開発区域に含まれる地域の名称

　（２工区）直方市大字中泉1002番11の一部、1009番13、1012番１、1012番６、1013

番１、1013番２、1013番８、1013番11、1014番１、1014番８、1015番１の一部、1015

番９の一部、1179番３の一部、1179番８、1179番10の一部、1179番11及び1182番34

２　開発許可を受けた者の所在地、名称及び代表者氏名

　　直方市殿町７番１号

　　直方市長　大塚　進弘

　公告

　土地改良法（昭和24年法律第195号）第87条第１項の規定に基づき、県営土地改良事業

計画を定めたので、同条第５項の規定により公告し、その関係書類を次のように縦覧に

供する。

　　令和３年３月19日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事職務代理者

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県副知事　　服部　　誠太郎

縦覧に供する書類 縦覧期間 縦覧場所

県営高山地区土地改良（農業用ため池整備）
事業計画書の写し

令和３年３月 19 日から
令和３年４月 16 日まで 遠賀町役場

　公告

　解散した清算法人　飯塚市明星寺南土地改良区から清算人の退任の届出があったので

、土地改良法（昭和24年法律第195号）第68条第４項において準用する同法第18条第18項

の規定により次のように公告する。

　　令和３年３月19日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事職務代理者

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県副知事　　服部　　誠太郎

氏　　　　名 住　　　　　　　　　所

須　藤　三　男 飯塚市明星寺 745 番地
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　　令和３年３月29日（月）午前11時

　　福岡市博多区東公園７番７号

　　福岡県庁行政棟７階北棟建築都市部入札室

３　傍聴の方法

　　傍聴は、聴聞の期日の先着順に許可する。

４　聴聞に関する問合せ先

　　福岡県総務部行政経営企画課法務係

　　　電話番号　092−643−3028

　　郵便による場合の宛先

　　　郵便番号　812−8577（福岡県庁）

　福岡県選挙管理委員会告示第45号

　政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第12条第１項の規定による政治団体の収支報

告書について、山本幸三後援会、公明党福岡県本部、自由民主党福岡県第二選挙区支部

、自由民主党福岡県第四選挙区支部、福岡藤花会、古賀誠筑後誠山会、直方鞍手薬剤師

連盟、及び福岡の未来をつくる会の会計責任者から修正の報告があったので、同法第20

条第１項の規定に基づき公表した平成29年分収支報告書の要旨（平成30年11月福岡県選

挙管理委員会告示第106号）及び令和元年分収支報告書の要旨（令和２年11月福岡県選

挙管理委員会告示第109号）の一部を、次のとおり改める。

　　令和３年３月19日

　　　　　　　　　　　　　　　福岡県選挙管理委員会委員長　　藤　井　克　已　　

平成29年分収支報告書の要旨中、山本幸三後援会の項を次のとおり改める。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県副知事　　服部　　誠太郎

１　被聴聞者

免許番号 商号及び代表者の氏名 主たる事務所の所在地

福岡県知事⑹
第 12966 号

株式会社総合住建
代表者　山﨑　祥生 福岡市中央区港２− 12 −４−１Ｆ

２　聴聞期日及び場所

　　令和３年３月29日（月）午前９時30分

　　福岡市博多区東公園７番７号

　　福岡県庁行政棟７階北棟建築都市部入札室

３　傍聴の方法

　　傍聴は、聴聞の期日の先着順に許可する。

４　聴聞に関する問合せ先

　　福岡県総務部行政経営企画課法務係

　　　電話番号　092−643−3028

　　郵便による場合の宛先

　　　郵便番号　812−8577（福岡県庁）

　公告

　宅地建物取引業法（昭和27年法律第176号）第69条第１項及び同条第２項において準用

する同法第16条の15第５項の規定に基づき、次のとおり公開による聴聞を行うので、同

法第69条第２項において準用する同法第16条の15第３項の規定により公示する。

　　令和３年３月19日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事職務代理者

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県副知事　　服部　　誠太郎

１　被聴聞者

免許番号 商号及び代表者の氏名 主たる事務所の所在地

福岡県知事⑴
第 18548 号

ヒルズホーム株式会社
代表者　石尾　賢一

福岡市中央区笹丘２− 24 − 32
アーバンコート笹丘 303 号

２　聴聞期日及び場所
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4 
号

令
和

３
年

３
月

19
日

　
金

曜
日

令和元年分収支報告書の要旨中、公明党福岡県本部の項を次のとおり改める。
公明党福岡県本部

30.20.20日月年告報
968,087,825額総入収　１
532,523,27額越繰年前　　　
436,554,654額入収年本　　　
938,804,793額総出支　２

３　本年収入の内訳
304,225,403附寄　
304,074,892分人個　　
000,280,5分体団　　
000,079分体団治政　　

　機関紙誌の発行その他の事業による収入 3,156,000
000,651,3い集の春新党明公年9102　　

　本部又は支部から供与された交付金に係る収入 148,062,284
677,044,3部支総豊筑党明公　　
724,635,5部支総後筑党明公　　
305,404,511部本党明公　　
052,252,6部支総岡福党明公　　
697,164,3部支総州九北党明公　　
612,103,11部支総多博党明公　　
613,566,2部支総紫筑党明公　　
749,417入収の他のそ　

　　かわの義博選挙事務所　事務所無償提供分 170,000
000,71分供提償無　所務事挙選博義のわか　　
000,71分供提償無　所務事挙選博義のわか　　
749,015のもの満未円万十件一　　

４　支出の内訳
314,046,61費経常経　
352,439,1費水熱光　　
301,298,1費品耗消・品備　　
750,418,21費所務事　　
624,867,083費動活治政　

　〔うち本部又は支部に対して供与した交付金に係 130,728,748
627,914,13費動活織組　　
672,486,74費係関挙選　　

　　機関紙誌の発行その他の事業費 131,012,870
772,299,61費業事行発の誌紙関機　　　
242,924,901費業事伝宣　　　

　　　政治資金パーティー開催事業費 4,591,351
455,156,071金付交・附寄　　

５　寄附の内訳
　〔個人分〕

市塚飯008,935,2美弘　瀬髙　
市府宰太008,684太六　野下　

区良早市岡福008,930,2博義　野河　
区央中市岡福006,075,2一雅　地濵　

区南市岡福006,748也達　﨑浜　
区良早市岡福006,748彦昌　開新　

区南倉小市州九北006,748盛眞　宮二　
区司門市州九北006,748司博　下森　

市米留久002,992勝正　中田　
区多博市岡福006,748成雅　橋高　
区央中市岡福002,992子節　城大　

区北倉小市州九北006,748郎和　岐壹　
区東市岡福006,748利勝　塚大　

区西幡八市州九北006,748治正　下松　
町宮新郡屋糟006,748治耕　尾西　

市米留久001,684弘宣　田吉　
区司門市州九北002,938徹　辺渡　
区松若市州九北002,938弘忠　田本　
区畑戸市州九北002,938之義　本岡　

区北倉小市州九北002,938宣広　畑木　
区北倉小市州九北002,938郎一裕　岡松　
区北倉小市州九北002,938子厚　川士冨　
区南倉小市州九北002,938子幸　下木　
区南倉小市州九北002,938一修　邊渡　
区南倉小市州九北002,938一秀　子金　
区東幡八市州九北002,938丈正　重成　
区西幡八市州九北002,938子智眞　本山　
区西幡八市州九北002,938樹直　上村　
区西幡八市州九北002,938治隆　島中　

区東市岡福002,938司剛　口山　
区東市岡福002,938広康　花尾　
区東市岡福006,914吾信　山勝　

区多博市岡福000,853明正　田石　
区多博市岡福002,938文清　川古　
区多博市岡福006,914恵多　上川　
区央中市岡福002,938信正　楠　

区南市岡福002,938二修　石大　
区南市岡福002,938隆　野松　
区西市岡福002,939美由眞　坪大　

区南城市岡福002,938也達　原篠　
区良早市岡福002,938樹勇秀　子黒　
区良早市岡福002,938利勝　木高　

市米留久000,801樹政　井坂　
市米留久002,981一功　中田　
市米留久002,981道弘　本塚　
市米留久002,981尚　下山　
市米留久002,931,1子佳　田太　
市米留久002,981子貴　中田　
市米留久006,911寛　上井　
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　黒川　悟 100,000 糟屋郡宇美町
　栁　稜威夫 60,000 福岡市中央区
　藤原　順一 100,000 福岡市中央区
　村田　弘美 100,000 北九州市八幡西区
　田上　安弘 100,000 北九州市小倉北区
　清水　公司 100,000 北九州市八幡西区
　大庭　勇 500,000 福津市
　中原　正一 1,300,000 糟屋郡宇美町
　綾部　武典 50,100 宮若市
　平田　政之 100,000 北九州市八幡西区
　永野　満彦 100,000 福岡市中央区
　高木　英幸 200,000 田川郡福智町
　服部　親征 100,000 福岡市博多区
　熱田　和彦 100,000 福岡市西区
　南　綾子 100,000 福岡市早良区
　後藤　博文 100,000 福岡市早良区
　芦刈　勝美 100,000 大野城市
　石倉　優 100,000 大野城市
　佐藤　正史 100,000 福岡市中央区
　高川　和江 100,000 福岡市東区
　筒井　英敏 60,000 福岡市城南区
　鶴田　信幸 100,000 那珂川市
　中島　敏美 110,000 北九州市小倉北区
　橋山　吉統 150,000 福岡市早良区
　深堀　亮宏 100,000 福岡市西区
　深見　強 100,000 飯塚市
　福澤　メイ子 100,000 糟屋郡篠栗町
　藤井　博美 100,000 那珂川市
　藤島　裕人 100,000 朝倉市
　馬渡　祥二 100,000 福岡市博多区
　水上　下枝 100,000 田川郡川崎町
　村谷　浩一 100,000 筑紫野市
　大迫　里香 3,000,000 嘉穂郡桂川町
　矢野　信行 100,000 直方市
　石橋　俊秋 150,000 糟屋郡新宮町
　原田　富三男 90,000 糟屋郡宇美町
　山本　孝俊 100,000 福岡市中央区
　橋本　由紀子 1,500,000 福岡市東区
　大坪　一彦 100,000 福岡市南区
　久米　文華 120,000 福岡市城南区
　碇　光俊 500,000 福岡市中央区
　福田　啓子 100,000 宗像市
　大谷　光男 100,000 宗像市
　坂井　清敏 55,000 福岡市早良区
　南　陽子 200,000 福岡市早良区
　山口　洋一 100,000 福岡市早良区
　南　利昭 200,000 福岡市早良区
　永田　耕平 100,000 福岡市南区
　矢野　俊一 50,001 朝倉市
　大島　一義 200,000 朝倉郡筑前町
　井原　英彦 100,000 大野城市
　児嶋　正明 100,000 大野城市
　後藤　孝洋 500,000 大野城市
　河野　貞雄 100,000 福岡市早良区
　新郷　広伸 100,000 福岡市東区
　岩下　千賀彦 50,080 福岡市東区
　石田　清隆 60,000 福岡市城南区
　浦川　正明 300,000 福岡市城南区
　奥川　淳次 60,000 福岡市博多区
　江崎　豊 200,000 福岡市南区
　三箇　正人 100,000 北九州市八幡西区
　三箇　優子 100,000 北九州市八幡西区
　藤尾　裕宣 150,000 北九州市小倉北区
　升野　主基子 100,000 田川市
　吉木　静雄 100,000 大野城市
　広田　雄一 100,000 福岡市西区
　錦戸　恵美子 100,000 福岡市西区
　松永　勲 100,000 福岡市西区
　河瀬　一郎 60,000 福岡市城南区
　安永　澄子 100,000 福岡市東区
　松尾　正人 1,000,000 糟屋郡宇美町
　藤本　聰俊 100,000 那珂川市
　具嶋　信一 300,000 田川市
　高倉　勇治 200,000 田川郡川崎町
　大門　環 200,000 嘉麻市
　池尻　幸子 100,000 久留米市
　冨永　清 100,000 福岡市南区
　川原　勇 200,000 北九州市八幡西区
　梶川　豊起 100,000 北九州市戸畑区
　田中　陽子 100,000 北九州市八幡東区
　大宅　洋司 100,000 北九州市若松区
　日下　妙子 100,000 福岡市西区
　武末　勝彦 100,000 福岡市南区
　馬場　節夫 100,000 福岡市南区
　渡辺　靖志 100,000 福岡市中央区
　岡部　玲子 100,000 福岡市早良区
　西浦　譲二 75,000 福岡市早良区
　小西　要 600,000 福岡市早良区
　大山　研一 300,000 福岡市早良区
　中島　俊介 55,000 宗像市
　上岡　貴明 100,000 糟屋郡篠栗町
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　黒川　悟 100,000 糟屋郡宇美町
　栁　稜威夫 60,000 福岡市中央区
　藤原　順一 100,000 福岡市中央区
　村田　弘美 100,000 北九州市八幡西区
　田上　安弘 100,000 北九州市小倉北区
　清水　公司 100,000 北九州市八幡西区
　大庭　勇 500,000 福津市
　中原　正一 1,300,000 糟屋郡宇美町
　綾部　武典 50,100 宮若市
　平田　政之 100,000 北九州市八幡西区
　永野　満彦 100,000 福岡市中央区
　高木　英幸 200,000 田川郡福智町
　服部　親征 100,000 福岡市博多区
　熱田　和彦 100,000 福岡市西区
　南　綾子 100,000 福岡市早良区
　後藤　博文 100,000 福岡市早良区
　芦刈　勝美 100,000 大野城市
　石倉　優 100,000 大野城市
　佐藤　正史 100,000 福岡市中央区
　高川　和江 100,000 福岡市東区
　筒井　英敏 60,000 福岡市城南区
　鶴田　信幸 100,000 那珂川市
　中島　敏美 110,000 北九州市小倉北区
　橋山　吉統 150,000 福岡市早良区
　深堀　亮宏 100,000 福岡市西区
　深見　強 100,000 飯塚市
　福澤　メイ子 100,000 糟屋郡篠栗町
　藤井　博美 100,000 那珂川市
　藤島　裕人 100,000 朝倉市
　馬渡　祥二 100,000 福岡市博多区
　水上　下枝 100,000 田川郡川崎町
　村谷　浩一 100,000 筑紫野市
　大迫　里香 3,000,000 嘉穂郡桂川町
　矢野　信行 100,000 直方市
　石橋　俊秋 150,000 糟屋郡新宮町
　原田　富三男 90,000 糟屋郡宇美町
　山本　孝俊 100,000 福岡市中央区
　橋本　由紀子 1,500,000 福岡市東区
　大坪　一彦 100,000 福岡市南区
　久米　文華 120,000 福岡市城南区
　碇　光俊 500,000 福岡市中央区
　福田　啓子 100,000 宗像市
　大谷　光男 100,000 宗像市
　坂井　清敏 55,000 福岡市早良区
　南　陽子 200,000 福岡市早良区
　山口　洋一 100,000 福岡市早良区
　南　利昭 200,000 福岡市早良区
　永田　耕平 100,000 福岡市南区
　矢野　俊一 50,001 朝倉市
　大島　一義 200,000 朝倉郡筑前町
　井原　英彦 100,000 大野城市
　児嶋　正明 100,000 大野城市
　後藤　孝洋 500,000 大野城市
　河野　貞雄 100,000 福岡市早良区
　新郷　広伸 100,000 福岡市東区
　岩下　千賀彦 50,080 福岡市東区
　石田　清隆 60,000 福岡市城南区
　浦川　正明 300,000 福岡市城南区
　奥川　淳次 60,000 福岡市博多区
　江崎　豊 200,000 福岡市南区
　三箇　正人 100,000 北九州市八幡西区
　三箇　優子 100,000 北九州市八幡西区
　藤尾　裕宣 150,000 北九州市小倉北区
　升野　主基子 100,000 田川市
　吉木　静雄 100,000 大野城市
　広田　雄一 100,000 福岡市西区
　錦戸　恵美子 100,000 福岡市西区
　松永　勲 100,000 福岡市西区
　河瀬　一郎 60,000 福岡市城南区
　安永　澄子 100,000 福岡市東区
　松尾　正人 1,000,000 糟屋郡宇美町
　藤本　聰俊 100,000 那珂川市
　具嶋　信一 300,000 田川市
　高倉　勇治 200,000 田川郡川崎町
　大門　環 200,000 嘉麻市
　池尻　幸子 100,000 久留米市
　冨永　清 100,000 福岡市南区
　川原　勇 200,000 北九州市八幡西区
　梶川　豊起 100,000 北九州市戸畑区
　田中　陽子 100,000 北九州市八幡東区
　大宅　洋司 100,000 北九州市若松区
　日下　妙子 100,000 福岡市西区
　武末　勝彦 100,000 福岡市南区
　馬場　節夫 100,000 福岡市南区
　渡辺　靖志 100,000 福岡市中央区
　岡部　玲子 100,000 福岡市早良区
　西浦　譲二 75,000 福岡市早良区
　小西　要 600,000 福岡市早良区
　大山　研一 300,000 福岡市早良区
　中島　俊介 55,000 宗像市
　上岡　貴明 100,000 糟屋郡篠栗町

　白水　信孝 100,000 春日市
　宗野　淑 100,000 大野城市
　出利葉　秀蔵 100,000 うきは市
　成富　晴信 60,000 久留米市
　延塚　彰二 200,000 田川郡川崎町
　松本　安生 100,000 北九州市八幡西区
　入船　宣義 100,000 北九州市小倉北区
　楳木　洋行 150,000 北九州市門司区
　深江　日出夫 200,000 北九州市門司区
　小野　稔 100,000 福岡市東区
　早田　祥司 1,000,000 福岡市南区
　藤　實 100,000 福岡市南区
　長尾　勝寿 100,000 北九州市若松区
　村田　正則 100,000 北九州市八幡西区
　出田　篤史 100,000 福岡市城南区
　相浦　良治 60,000 北九州市門司区
　大力　慶子 100,000 福岡市南区
　今林　信子 300,000 福岡市城南区
　橋本　康孝 100,000 福岡市中央区
　小林　恭一郎 100,000 北九州市小倉北区
　中牟田　英生 100,000 福岡市南区
　中牟田　由理子 100,000 福岡市南区
　白浜　ヒトミ 100,000 福岡市西区
　池原　民雄 100,000 福岡市西区
　吉井　康雄 60,000 行橋市
　安川　福寛 100,000 福岡市西区
　吉原　千栄子 200,000 那珂川市
　大坪　恵子 100,000 那珂川市
　塚田　哲司 500,000 春日市
　内田　啓子 100,000 北九州市八幡東区
　濱　利彦 100,000 北九州市戸畑区
　幸野　家治 100,000 北九州市八幡西区
　久野　勲 100,000 北九州市八幡西区
　川越　利成 300,000 北九州市八幡西区
　加来　弘志 200,000 北九州市八幡西区
　仲宗根　進一 200,000 築上郡吉富町
　山本　学 100,000 糸島市
　原口　幸枝 70,000 福岡市東区
　岡　健一 500,000 北九州市八幡西区
　矢田　充晴 100,000 北九州市八幡東区
　小西　真由美 500,000 福岡市早良区
　松尾　幸子 100,000 福岡市東区
　渡辺　勝利 100,000 福岡市西区
　松井　幹雄 100,000 福岡市西区
　石橋　一弘 100,000 飯塚市
　一木　康則 100,000 北九州市若松区
　新生　修一 100,000 北九州市若松区
　平川　洋一 200,000 築上郡築上町
　清水　春実 200,000 北九州市八幡西区
　森永　治 60,000 北九州市八幡西区
　元村　和男 200,000 北九州市戸畑区
　福田　順二 55,000 北九州市小倉北区
　古賀　巖 260,000 北九州市小倉南区
　中村　久栄 100,000 春日市
　森山　浩史 100,000 大野城市
　諌山　和子 300,000 福岡市城南区
　菊池　良治 500,000 那珂川市
　衛藤　智教 100,000 筑紫野市
　福山　保廣 200,000 大野城市
　石場　博 300,000 春日市
　田嶋　芳枝 100,000 那珂川市
　成重　政恵 100,000 北九州市八幡東区
　上松　雄吉 100,000 遠賀郡岡垣町
　松岡　博子 100,000 遠賀郡芦屋町
　野川　茂 100,000 北九州市八幡東区
　山本　鶴代 120,000 北九州市八幡西区
　吉田　幸子 100,000 遠賀郡芦屋町
　村本　保信 110,000 北九州市八幡西区
　西　豊麿 100,000 北九州市八幡西区
　島戸　憲一 100,000 北九州市小倉北区
　花田　義一 200,000 北九州市八幡西区
　柿薗　博之 230,000 北九州市八幡西区
　仲宗根　稔 500,000 築上郡吉富町
　赤木　孝彦 100,000 北九州市若松区
　矢次　由美子 100,000 嘉穂郡桂川町
　中村　道彦 100,000 嘉麻市
　志村　喜代子 100,000 直方市
　高藤　かほる 100,000 直方市
　田川　健 1,000,000 久留米市
　藤本　公明 1,000,000 久留米市
　河原　奈美江 100,000 小郡市
　溝田　修 100,000 久留米市
　上田　恵理 700,000 久留米市
　上田　裕児 100,000 久留米市
　郷原　和義 500,000 久留米市
　川邉　慎二 100,000 大野城市
　原　健一 200,000 太宰府市
　小林　武史 100,000 春日市
　藤木　慎一 200,000 那珂川市
　村上　孝二 100,000 田川市
　上甲　昭子 500,000 宮若市

　白水　信孝 100,000 春日市
　宗野　淑 100,000 大野城市
　出利葉　秀蔵 100,000 うきは市
　成富　晴信 60,000 久留米市
　延塚　彰二 200,000 田川郡川崎町
　松本　安生 100,000 北九州市八幡西区
　入船　宣義 100,000 北九州市小倉北区
　楳木　洋行 150,000 北九州市門司区
　深江　日出夫 200,000 北九州市門司区
　小野　稔 100,000 福岡市東区
　早田　祥司 1,000,000 福岡市南区
　藤　實 100,000 福岡市南区
　長尾　勝寿 100,000 北九州市若松区
　村田　正則 100,000 北九州市八幡西区
　出田　篤史 100,000 福岡市城南区
　相浦　良治 60,000 北九州市門司区
　大力　慶子 100,000 福岡市南区
　今林　信子 300,000 福岡市城南区
　橋本　康孝 100,000 福岡市中央区
　小林　恭一郎 100,000 北九州市小倉北区
　中牟田　英生 100,000 福岡市南区
　中牟田　由理子 100,000 福岡市南区
　白浜　ヒトミ 100,000 福岡市西区
　池原　民雄 100,000 福岡市西区
　吉井　康雄 60,000 行橋市
　安川　福寛 100,000 福岡市西区
　吉原　千栄子 200,000 那珂川市
　大坪　恵子 100,000 那珂川市
　塚田　哲司 500,000 春日市
　内田　啓子 100,000 北九州市八幡東区
　濱　利彦 100,000 北九州市戸畑区
　幸野　家治 100,000 北九州市八幡西区
　久野　勲 100,000 北九州市八幡西区
　川越　利成 300,000 北九州市八幡西区
　加来　弘志 200,000 北九州市八幡西区
　仲宗根　進一 200,000 築上郡吉富町
　山本　学 100,000 糸島市
　原口　幸枝 70,000 福岡市東区
　岡　健一 500,000 北九州市八幡西区
　矢田　充晴 100,000 北九州市八幡東区
　小西　真由美 500,000 福岡市早良区
　松尾　幸子 100,000 福岡市東区
　渡辺　勝利 100,000 福岡市西区
　松井　幹雄 100,000 福岡市西区
　石橋　一弘 100,000 飯塚市
　一木　康則 100,000 北九州市若松区
　新生　修一 100,000 北九州市若松区
　平川　洋一 200,000 築上郡築上町
　清水　春実 200,000 北九州市八幡西区
　森永　治 60,000 北九州市八幡西区
　元村　和男 200,000 北九州市戸畑区
　福田　順二 55,000 北九州市小倉北区
　古賀　巖 260,000 北九州市小倉南区
　中村　久栄 100,000 春日市
　森山　浩史 100,000 大野城市
　諌山　和子 300,000 福岡市城南区
　菊池　良治 500,000 那珂川市
　衛藤　智教 100,000 筑紫野市
　福山　保廣 200,000 大野城市
　石場　博 300,000 春日市
　田嶋　芳枝 100,000 那珂川市
　成重　政恵 100,000 北九州市八幡東区
　上松　雄吉 100,000 遠賀郡岡垣町
　松岡　博子 100,000 遠賀郡芦屋町
　野川　茂 100,000 北九州市八幡東区
　山本　鶴代 120,000 北九州市八幡西区
　吉田　幸子 100,000 遠賀郡芦屋町
　村本　保信 110,000 北九州市八幡西区
　西　豊麿 100,000 北九州市八幡西区
　島戸　憲一 100,000 北九州市小倉北区
　花田　義一 200,000 北九州市八幡西区
　柿薗　博之 230,000 北九州市八幡西区
　仲宗根　稔 500,000 築上郡吉富町
　赤木　孝彦 100,000 北九州市若松区
　矢次　由美子 100,000 嘉穂郡桂川町
　中村　道彦 100,000 嘉麻市
　志村　喜代子 100,000 直方市
　高藤　かほる 100,000 直方市
　田川　健 1,000,000 久留米市
　藤本　公明 1,000,000 久留米市
　河原　奈美江 100,000 小郡市
　溝田　修 100,000 久留米市
　上田　恵理 700,000 久留米市
　上田　裕児 100,000 久留米市
　郷原　和義 500,000 久留米市
　川邉　慎二 100,000 大野城市
　原　健一 200,000 太宰府市
　小林　武史 100,000 春日市
　藤木　慎一 200,000 那珂川市
　村上　孝二 100,000 田川市
　上甲　昭子 500,000 宮若市
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　白水　信孝 100,000 春日市
　宗野　淑 100,000 大野城市
　出利葉　秀蔵 100,000 うきは市
　成富　晴信 60,000 久留米市
　延塚　彰二 200,000 田川郡川崎町
　松本　安生 100,000 北九州市八幡西区
　入船　宣義 100,000 北九州市小倉北区
　楳木　洋行 150,000 北九州市門司区
　深江　日出夫 200,000 北九州市門司区
　小野　稔 100,000 福岡市東区
　早田　祥司 1,000,000 福岡市南区
　藤　實 100,000 福岡市南区
　長尾　勝寿 100,000 北九州市若松区
　村田　正則 100,000 北九州市八幡西区
　出田　篤史 100,000 福岡市城南区
　相浦　良治 60,000 北九州市門司区
　大力　慶子 100,000 福岡市南区
　今林　信子 300,000 福岡市城南区
　橋本　康孝 100,000 福岡市中央区
　小林　恭一郎 100,000 北九州市小倉北区
　中牟田　英生 100,000 福岡市南区
　中牟田　由理子 100,000 福岡市南区
　白浜　ヒトミ 100,000 福岡市西区
　池原　民雄 100,000 福岡市西区
　吉井　康雄 60,000 行橋市
　安川　福寛 100,000 福岡市西区
　吉原　千栄子 200,000 那珂川市
　大坪　恵子 100,000 那珂川市
　塚田　哲司 500,000 春日市
　内田　啓子 100,000 北九州市八幡東区
　濱　利彦 100,000 北九州市戸畑区
　幸野　家治 100,000 北九州市八幡西区
　久野　勲 100,000 北九州市八幡西区
　川越　利成 300,000 北九州市八幡西区
　加来　弘志 200,000 北九州市八幡西区
　仲宗根　進一 200,000 築上郡吉富町
　山本　学 100,000 糸島市
　原口　幸枝 70,000 福岡市東区
　岡　健一 500,000 北九州市八幡西区
　矢田　充晴 100,000 北九州市八幡東区
　小西　真由美 500,000 福岡市早良区
　松尾　幸子 100,000 福岡市東区
　渡辺　勝利 100,000 福岡市西区
　松井　幹雄 100,000 福岡市西区
　石橋　一弘 100,000 飯塚市
　一木　康則 100,000 北九州市若松区
　新生　修一 100,000 北九州市若松区
　平川　洋一 200,000 築上郡築上町
　清水　春実 200,000 北九州市八幡西区
　森永　治 60,000 北九州市八幡西区
　元村　和男 200,000 北九州市戸畑区
　福田　順二 55,000 北九州市小倉北区
　古賀　巖 260,000 北九州市小倉南区
　中村　久栄 100,000 春日市
　森山　浩史 100,000 大野城市
　諌山　和子 300,000 福岡市城南区
　菊池　良治 500,000 那珂川市
　衛藤　智教 100,000 筑紫野市
　福山　保廣 200,000 大野城市
　石場　博 300,000 春日市
　田嶋　芳枝 100,000 那珂川市
　成重　政恵 100,000 北九州市八幡東区
　上松　雄吉 100,000 遠賀郡岡垣町
　松岡　博子 100,000 遠賀郡芦屋町
　野川　茂 100,000 北九州市八幡東区
　山本　鶴代 120,000 北九州市八幡西区
　吉田　幸子 100,000 遠賀郡芦屋町
　村本　保信 110,000 北九州市八幡西区
　西　豊麿 100,000 北九州市八幡西区
　島戸　憲一 100,000 北九州市小倉北区
　花田　義一 200,000 北九州市八幡西区
　柿薗　博之 230,000 北九州市八幡西区
　仲宗根　稔 500,000 築上郡吉富町
　赤木　孝彦 100,000 北九州市若松区
　矢次　由美子 100,000 嘉穂郡桂川町
　中村　道彦 100,000 嘉麻市
　志村　喜代子 100,000 直方市
　高藤　かほる 100,000 直方市
　田川　健 1,000,000 久留米市
　藤本　公明 1,000,000 久留米市
　河原　奈美江 100,000 小郡市
　溝田　修 100,000 久留米市
　上田　恵理 700,000 久留米市
　上田　裕児 100,000 久留米市
　郷原　和義 500,000 久留米市
　川邉　慎二 100,000 大野城市
　原　健一 200,000 太宰府市
　小林　武史 100,000 春日市
　藤木　慎一 200,000 那珂川市
　村上　孝二 100,000 田川市
　上甲　昭子 500,000 宮若市

　豊浦　弦人 51,000 直方市
　緒方　玲子 100,000 久留米市
　山口　良一 500,000 久留米市
　笠　惠子 200,000 久留米市
　西田　鉄男 1,000,000 久留米市
　郷原　由里子 500,000 久留米市
　大黒　孝二 100,000 久留米市
　執行　由大 1,000,000 久留米市
　山里　隆子 100,000 福岡市城南区
　松本　勲 100,000 福岡市南区
　山田　義雄 100,000 福岡市早良区
　中島　幹雄 100,000 福岡市西区
　新田　由子 70,000 糸島市
　土橋　優子 100,000 福岡市中央区
　山田　豊子 1,500,000 福岡市南区
　川辺　敦子 100,000 福岡市西区
　難波　麻利子 100,000 福岡市中央区
　松本　信男 100,000 福岡市南区
　堀内　知浪 100,000 福岡市城南区
　南　沙央里 100,000 福岡市早良区
　平川　ツヤ子 100,000 福岡市早良区
　南　百合子 100,000 福岡市西区
　西平　顕二 100,000 福岡市南区
　徳永　哲紀 100,000 福岡市西区
　木下　健一 200,000 福岡市早良区
　大久保　恒子 100,000 福岡市早良区
　藤井　千江 100,000 福岡市中央区
　井上　郁子 200,000 福岡市南区
　小島　定美 100,000 古賀市
　川崎　恵子 100,000 福岡市東区
　小田　圭子 200,000 福岡市東区
　上岡　詠子 100,000 糟屋郡篠栗町
　豊永　泰詞 100,000 福岡市東区
　泉　雅昭 100,000 北九州市八幡西区
　柳田　忠明 200,000 北九州市八幡西区
　川本　正広 100,000 遠賀郡遠賀町
　河原　義治 100,000 北九州市小倉北区
　髙鶴　幹男 100,000 北九州市小倉北区
　和田　信幸 100,000 北九州市戸畑区
　小笹　肇 100,000 北九州市若松区
　熱田　裕子 100,000 北九州市若松区
　大保　豊樹 100,000 北九州市八幡東区
　中富　俊介 100,000 北九州市小倉北区
　馬渡　文博 100,000 北九州市小倉北区
　野見山　功 100,000 遠賀郡岡垣町
　田中　良一 100,000 遠賀郡水巻町
　井原　哲二郎 100,000 北九州市八幡東区
　中西　学 100,000 北九州市門司区
　田仲　正弘 100,000 北九州市小倉北区
　保坂　大典 100,000 北九州市八幡西区
　山形　八重子 100,000 遠賀郡遠賀町
　冨永　實雄 100,000 北九州市若松区
　岡本　林 120,000 北九州市小倉南区
　倉　弘己 100,000 北九州市小倉南区
　市川　隆志 100,000 北九州市八幡東区
　吉永　宗之 100,000 北九州市若松区
　樋上　猛 60,000 北九州市門司区
　森元　淳也 110,000 北九州市小倉北区
　橋本　富士枝 200,000 北九州市八幡西区
　吉村　弘 100,000 遠賀郡岡垣町
　茗荷　良則 200,000 北九州市小倉北区
　岩下　和俊 100,000 北九州市八幡西区
　鈴木　敏寛 100,000 北九州市八幡西区
　河本　正子 200,000 北九州市八幡西区
　戸村　和智 100,000 北九州市小倉北区
　山田　聖和 100,000 北九州市戸畑区
　伊藤　昭三 200,000 北九州市戸畑区
　秋枝　博子 100,000 北九州市小倉北区
　大西　千里 200,000 北九州市戸畑区
　中島　龍市 100,000 福岡市南区
　田原　信吾 100,000 福岡市中央区
　町田　正憲 50,100 鞍手郡鞍手町
　小峠　まり子 200,000 北九州市八幡西区
　小林　修 100,000 福岡市東区
　貴島　ミチ 100,000 福岡市東区
　小林　光男 100,000 福岡市東区
　永井　健二 100,000 福岡市中央区
　大和　生道 100,000 福岡市中央区
　前野　博子 100,000 福岡市中央区
　北山　千帆里 100,000 福岡市中央区
　中村　和子 100,000 福岡市中央区
　三原　悟 100,000 福岡市中央区
　石井　孝治 100,000 福岡市中央区
　香川　弘宣 60,000 福岡市中央区
　高橋　孝子 100,000 福岡市南区
　中島　常雄 100,000 福岡市南区
　大石　貴弘 100,000 福岡市南区
　樋口　鈴子 300,000 福岡市南区
　的野　洋次郎 51,000 福岡市南区
　大石　健太郎 100,000 福岡市南区
　森田　健一 100,000 福岡市南区

　豊浦　弦人 51,000 直方市
　緒方　玲子 100,000 久留米市
　山口　良一 500,000 久留米市
　笠　惠子 200,000 久留米市
　西田　鉄男 1,000,000 久留米市
　郷原　由里子 500,000 久留米市
　大黒　孝二 100,000 久留米市
　執行　由大 1,000,000 久留米市
　山里　隆子 100,000 福岡市城南区
　松本　勲 100,000 福岡市南区
　山田　義雄 100,000 福岡市早良区
　中島　幹雄 100,000 福岡市西区
　新田　由子 70,000 糸島市
　土橋　優子 100,000 福岡市中央区
　山田　豊子 1,500,000 福岡市南区
　川辺　敦子 100,000 福岡市西区
　難波　麻利子 100,000 福岡市中央区
　松本　信男 100,000 福岡市南区
　堀内　知浪 100,000 福岡市城南区
　南　沙央里 100,000 福岡市早良区
　平川　ツヤ子 100,000 福岡市早良区
　南　百合子 100,000 福岡市西区
　西平　顕二 100,000 福岡市南区
　徳永　哲紀 100,000 福岡市西区
　木下　健一 200,000 福岡市早良区
　大久保　恒子 100,000 福岡市早良区
　藤井　千江 100,000 福岡市中央区
　井上　郁子 200,000 福岡市南区
　小島　定美 100,000 古賀市
　川崎　恵子 100,000 福岡市東区
　小田　圭子 200,000 福岡市東区
　上岡　詠子 100,000 糟屋郡篠栗町
　豊永　泰詞 100,000 福岡市東区
　泉　雅昭 100,000 北九州市八幡西区
　柳田　忠明 200,000 北九州市八幡西区
　川本　正広 100,000 遠賀郡遠賀町
　河原　義治 100,000 北九州市小倉北区
　髙鶴　幹男 100,000 北九州市小倉北区
　和田　信幸 100,000 北九州市戸畑区
　小笹　肇 100,000 北九州市若松区
　熱田　裕子 100,000 北九州市若松区
　大保　豊樹 100,000 北九州市八幡東区
　中富　俊介 100,000 北九州市小倉北区
　馬渡　文博 100,000 北九州市小倉北区
　野見山　功 100,000 遠賀郡岡垣町
　田中　良一 100,000 遠賀郡水巻町
　井原　哲二郎 100,000 北九州市八幡東区
　中西　学 100,000 北九州市門司区
　田仲　正弘 100,000 北九州市小倉北区
　保坂　大典 100,000 北九州市八幡西区
　山形　八重子 100,000 遠賀郡遠賀町
　冨永　實雄 100,000 北九州市若松区
　岡本　林 120,000 北九州市小倉南区
　倉　弘己 100,000 北九州市小倉南区
　市川　隆志 100,000 北九州市八幡東区
　吉永　宗之 100,000 北九州市若松区
　樋上　猛 60,000 北九州市門司区
　森元　淳也 110,000 北九州市小倉北区
　橋本　富士枝 200,000 北九州市八幡西区
　吉村　弘 100,000 遠賀郡岡垣町
　茗荷　良則 200,000 北九州市小倉北区
　岩下　和俊 100,000 北九州市八幡西区
　鈴木　敏寛 100,000 北九州市八幡西区
　河本　正子 200,000 北九州市八幡西区
　戸村　和智 100,000 北九州市小倉北区
　山田　聖和 100,000 北九州市戸畑区
　伊藤　昭三 200,000 北九州市戸畑区
　秋枝　博子 100,000 北九州市小倉北区
　大西　千里 200,000 北九州市戸畑区
　中島　龍市 100,000 福岡市南区
　田原　信吾 100,000 福岡市中央区
　町田　正憲 50,100 鞍手郡鞍手町
　小峠　まり子 200,000 北九州市八幡西区
　小林　修 100,000 福岡市東区
　貴島　ミチ 100,000 福岡市東区
　小林　光男 100,000 福岡市東区
　永井　健二 100,000 福岡市中央区
　大和　生道 100,000 福岡市中央区
　前野　博子 100,000 福岡市中央区
　北山　千帆里 100,000 福岡市中央区
　中村　和子 100,000 福岡市中央区
　三原　悟 100,000 福岡市中央区
　石井　孝治 100,000 福岡市中央区
　香川　弘宣 60,000 福岡市中央区
　高橋　孝子 100,000 福岡市南区
　中島　常雄 100,000 福岡市南区
　大石　貴弘 100,000 福岡市南区
　樋口　鈴子 300,000 福岡市南区
　的野　洋次郎 51,000 福岡市南区
　大石　健太郎 100,000 福岡市南区
　森田　健一 100,000 福岡市南区

　鳴松　信子 120,000 福岡市中央区
　坂本　友寛 100,000 福岡市中央区
　山口　直樹 80,000 福岡市南区
　堀　恵子 100,000 福岡市南区
　冨永　登美子 100,000 福岡市南区
　毛利　慶治 100,000 福岡市南区
　市川　隆通 100,000 福岡市南区
　土屋　壽春 100,000 福岡市南区
　楠本　清日彦 100,000 福岡市南区
　中山　勝 100,000 福岡市南区
　大野　峰子 90,000 福岡市早良区
　菊池　ゆかり 210,000 福岡市城南区
　中村　優美 100,000 福岡市早良区
　森田　昭子 100,000 福岡市早良区
　石原　孝徳 100,000 福岡市早良区
　工野　照美 100,000 福岡市早良区
　那須野　昭士 100,000 福岡市早良区
　山森　清子 50,001 福岡市早良区
　熊谷　美智子 100,000 福岡市早良区
　大塚　弘子 100,000 福岡市早良区
　三浦　恵美子 100,000 福岡市早良区
　吉武　順子 100,000 福岡市早良区
　村田　信一 100,000 福岡市早良区
　村田　二郎 100,000 福岡市早良区
　髙田　和久 100,000 福岡市早良区
　北沢　祥 100,000 東京都小平市
　安武　史子 100,000 福岡市早良区
　小川　美保子 100,000 福岡市早良区
　綾部　正博 100,000 福岡市早良区
　大塚　由美子 80,000 福岡市西区
　浦本　典恵 100,000 福岡市西区
　柴田　綾子 100,000 福岡市西区
　森﨑　眞澄 80,000 福岡市西区
　藤澤　義 100,000 福岡市西区
　菅原　信也 100,000 福岡市西区
　瀬尾　莞爾 100,000 福岡市西区
　濱野　髙司 100,000 福岡市西区
　大﨑　敏幸 100,000 福岡市西区
　岩﨑　くるみ 100,000 福岡市西区
　西　秀司 100,000 福岡市西区
　近藤　恵美 100,000 糸島市
　八尋　年廣 60,000 糸島市
　檜垣　秀樹 200,000 大野城市
　花田　良昭 100,000 大野城市
　川内　恵美子 100,000 大野城市
　西　元信 100,000 大野城市
　吉田　小波 67,000 大野城市
　山内　弘志 100,000 大野城市
　大島　信義 100,000 大野城市
　小林　正明 100,000 春日市
　高田　春夫 100,000 春日市
　髙崎　春樹 500,000 春日市
　足立　俊美 100,000 春日市
　長尾　千草 100,000 春日市
　田中　伸一 100,000 春日市
　内田　正晴 100,000 春日市
　吉原　梅子 100,000 那珂川市
　難波　信二 150,000 那珂川市
　井之　明彦 100,000 那珂川市
　立石　安男 100,000 筑紫野市
　中島　慶之 100,000 筑紫野市
　染川　礼次 300,000 筑紫野市
　原　正泰 100,000 筑紫野市
　吉村　頼子 100,000 筑紫野市
　影山　泰雅 100,000 太宰府市
　今井　高志 100,000 太宰府市
　植木　久美 200,000 朝倉市
　平野　加世子 100,000 朝倉市
　大場　吉男 100,000 朝倉市
　藤嶋　富栄 100,000 朝倉市
　柳　寛紀 51,000 朝倉郡筑前町
　矢野　恭子 50,001 朝倉市
　渕上　福江 100,000 朝倉市
　行武　ツタエ 100,000 朝倉市
　藤吉　シズカ 100,000 久留米市
　村田　裕光 100,000 久留米市
　山内　義明 100,000 久留米市
　堀内　直茂 100,000 久留米市
　堤内　健太 100,000 久留米市
　藤中　美香 100,000 久留米市
　上田　幸子 100,000 久留米市
　上田　賢児 100,000 久留米市
　渡辺　覚 100,000 久留米市
　渡辺　キヨカ 100,000 久留米市
　西谷　光治 100,000 久留米市
　平山　進二 300,000 久留米市
　山口　賢士 100,000 久留米市
　緒方　始 100,000 久留米市
　武下　利美恵 100,000 久留米市
　武下　昭彦 200,000 久留米市
　平田　千代子 100,000 久留米市
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　鳴松　信子 120,000 福岡市中央区
　坂本　友寛 100,000 福岡市中央区
　山口　直樹 80,000 福岡市南区
　堀　恵子 100,000 福岡市南区
　冨永　登美子 100,000 福岡市南区
　毛利　慶治 100,000 福岡市南区
　市川　隆通 100,000 福岡市南区
　土屋　壽春 100,000 福岡市南区
　楠本　清日彦 100,000 福岡市南区
　中山　勝 100,000 福岡市南区
　大野　峰子 90,000 福岡市早良区
　菊池　ゆかり 210,000 福岡市城南区
　中村　優美 100,000 福岡市早良区
　森田　昭子 100,000 福岡市早良区
　石原　孝徳 100,000 福岡市早良区
　工野　照美 100,000 福岡市早良区
　那須野　昭士 100,000 福岡市早良区
　山森　清子 50,001 福岡市早良区
　熊谷　美智子 100,000 福岡市早良区
　大塚　弘子 100,000 福岡市早良区
　三浦　恵美子 100,000 福岡市早良区
　吉武　順子 100,000 福岡市早良区
　村田　信一 100,000 福岡市早良区
　村田　二郎 100,000 福岡市早良区
　髙田　和久 100,000 福岡市早良区
　北沢　祥 100,000 東京都小平市
　安武　史子 100,000 福岡市早良区
　小川　美保子 100,000 福岡市早良区
　綾部　正博 100,000 福岡市早良区
　大塚　由美子 80,000 福岡市西区
　浦本　典恵 100,000 福岡市西区
　柴田　綾子 100,000 福岡市西区
　森﨑　眞澄 80,000 福岡市西区
　藤澤　義 100,000 福岡市西区
　菅原　信也 100,000 福岡市西区
　瀬尾　莞爾 100,000 福岡市西区
　濱野　髙司 100,000 福岡市西区
　大﨑　敏幸 100,000 福岡市西区
　岩﨑　くるみ 100,000 福岡市西区
　西　秀司 100,000 福岡市西区
　近藤　恵美 100,000 糸島市
　八尋　年廣 60,000 糸島市
　檜垣　秀樹 200,000 大野城市
　花田　良昭 100,000 大野城市
　川内　恵美子 100,000 大野城市
　西　元信 100,000 大野城市
　吉田　小波 67,000 大野城市
　山内　弘志 100,000 大野城市
　大島　信義 100,000 大野城市
　小林　正明 100,000 春日市
　高田　春夫 100,000 春日市
　髙崎　春樹 500,000 春日市
　足立　俊美 100,000 春日市
　長尾　千草 100,000 春日市
　田中　伸一 100,000 春日市
　内田　正晴 100,000 春日市
　吉原　梅子 100,000 那珂川市
　難波　信二 150,000 那珂川市
　井之　明彦 100,000 那珂川市
　立石　安男 100,000 筑紫野市
　中島　慶之 100,000 筑紫野市
　染川　礼次 300,000 筑紫野市
　原　正泰 100,000 筑紫野市
　吉村　頼子 100,000 筑紫野市
　影山　泰雅 100,000 太宰府市
　今井　高志 100,000 太宰府市
　植木　久美 200,000 朝倉市
　平野　加世子 100,000 朝倉市
　大場　吉男 100,000 朝倉市
　藤嶋　富栄 100,000 朝倉市
　柳　寛紀 51,000 朝倉郡筑前町
　矢野　恭子 50,001 朝倉市
　渕上　福江 100,000 朝倉市
　行武　ツタエ 100,000 朝倉市
　藤吉　シズカ 100,000 久留米市
　村田　裕光 100,000 久留米市
　山内　義明 100,000 久留米市
　堀内　直茂 100,000 久留米市
　堤内　健太 100,000 久留米市
　藤中　美香 100,000 久留米市
　上田　幸子 100,000 久留米市
　上田　賢児 100,000 久留米市
　渡辺　覚 100,000 久留米市
　渡辺　キヨカ 100,000 久留米市
　西谷　光治 100,000 久留米市
　平山　進二 300,000 久留米市
　山口　賢士 100,000 久留米市
　緒方　始 100,000 久留米市
　武下　利美恵 100,000 久留米市
　武下　昭彦 200,000 久留米市
　平田　千代子 100,000 久留米市

　鳴松　信子 120,000 福岡市中央区
　坂本　友寛 100,000 福岡市中央区
　山口　直樹 80,000 福岡市南区
　堀　恵子 100,000 福岡市南区
　冨永　登美子 100,000 福岡市南区
　毛利　慶治 100,000 福岡市南区
　市川　隆通 100,000 福岡市南区
　土屋　壽春 100,000 福岡市南区
　楠本　清日彦 100,000 福岡市南区
　中山　勝 100,000 福岡市南区
　大野　峰子 90,000 福岡市早良区
　菊池　ゆかり 210,000 福岡市城南区
　中村　優美 100,000 福岡市早良区
　森田　昭子 100,000 福岡市早良区
　石原　孝徳 100,000 福岡市早良区
　工野　照美 100,000 福岡市早良区
　那須野　昭士 100,000 福岡市早良区
　山森　清子 50,001 福岡市早良区
　熊谷　美智子 100,000 福岡市早良区
　大塚　弘子 100,000 福岡市早良区
　三浦　恵美子 100,000 福岡市早良区
　吉武　順子 100,000 福岡市早良区
　村田　信一 100,000 福岡市早良区
　村田　二郎 100,000 福岡市早良区
　髙田　和久 100,000 福岡市早良区
　北沢　祥 100,000 東京都小平市
　安武　史子 100,000 福岡市早良区
　小川　美保子 100,000 福岡市早良区
　綾部　正博 100,000 福岡市早良区
　大塚　由美子 80,000 福岡市西区
　浦本　典恵 100,000 福岡市西区
　柴田　綾子 100,000 福岡市西区
　森﨑　眞澄 80,000 福岡市西区
　藤澤　義 100,000 福岡市西区
　菅原　信也 100,000 福岡市西区
　瀬尾　莞爾 100,000 福岡市西区
　濱野　髙司 100,000 福岡市西区
　大﨑　敏幸 100,000 福岡市西区
　岩﨑　くるみ 100,000 福岡市西区
　西　秀司 100,000 福岡市西区
　近藤　恵美 100,000 糸島市
　八尋　年廣 60,000 糸島市
　檜垣　秀樹 200,000 大野城市
　花田　良昭 100,000 大野城市
　川内　恵美子 100,000 大野城市
　西　元信 100,000 大野城市
　吉田　小波 67,000 大野城市
　山内　弘志 100,000 大野城市
　大島　信義 100,000 大野城市
　小林　正明 100,000 春日市
　高田　春夫 100,000 春日市
　髙崎　春樹 500,000 春日市
　足立　俊美 100,000 春日市
　長尾　千草 100,000 春日市
　田中　伸一 100,000 春日市
　内田　正晴 100,000 春日市
　吉原　梅子 100,000 那珂川市
　難波　信二 150,000 那珂川市
　井之　明彦 100,000 那珂川市
　立石　安男 100,000 筑紫野市
　中島　慶之 100,000 筑紫野市
　染川　礼次 300,000 筑紫野市
　原　正泰 100,000 筑紫野市
　吉村　頼子 100,000 筑紫野市
　影山　泰雅 100,000 太宰府市
　今井　高志 100,000 太宰府市
　植木　久美 200,000 朝倉市
　平野　加世子 100,000 朝倉市
　大場　吉男 100,000 朝倉市
　藤嶋　富栄 100,000 朝倉市
　柳　寛紀 51,000 朝倉郡筑前町
　矢野　恭子 50,001 朝倉市
　渕上　福江 100,000 朝倉市
　行武　ツタエ 100,000 朝倉市
　藤吉　シズカ 100,000 久留米市
　村田　裕光 100,000 久留米市
　山内　義明 100,000 久留米市
　堀内　直茂 100,000 久留米市
　堤内　健太 100,000 久留米市
　藤中　美香 100,000 久留米市
　上田　幸子 100,000 久留米市
　上田　賢児 100,000 久留米市
　渡辺　覚 100,000 久留米市
　渡辺　キヨカ 100,000 久留米市
　西谷　光治 100,000 久留米市
　平山　進二 300,000 久留米市
　山口　賢士 100,000 久留米市
　緒方　始 100,000 久留米市
　武下　利美恵 100,000 久留米市
　武下　昭彦 200,000 久留米市
　平田　千代子 100,000 久留米市
　緒方　ミキ子 900,000 久留米市
　末嵜　正敏 1,000,000 久留米市
　阿部　晶子 100,000 久留米市
　川原　博康 80,000 久留米市
　小塩　宗則 100,000 八女市
　泉　光秀 100,000 北九州市小倉南区
　早谷　光 100,000 飯塚市
　祝　京子 200,000 田川郡添田町
　我毛　正時 100,000 田川郡糸田町
　中山　貴広 100,000 田川市
　一尾　泰嗣 1,500,000 直方市
　法﨑　卓也 100,000 直方市
　藤本　政人 100,000 宮若市
　町田　茂直 60,000 鞍手郡鞍手町
　森田　紀代子 1,000,000 田川郡福智町
　池田　紘一 2,000,000 熊本県熊本市西区
　安部　能成 100,000 糟屋郡新宮町
　小池　好一 120,000 福岡市東区
　山腰　由美 100,000 福岡市東区
　国本　記代子 100,000 福岡市東区
　川崎　俊次 200,000 福岡市東区
　松井　馨 150,000 福岡市東区
　木藤　妙子 200,000 福岡市東区
　牛尾　弘之 55,000 福岡市東区
　渡辺　裕江 100,000 福岡市東区
　村上　一彦 51,000 福岡市東区
　行徳　美佐子 100,000 福岡市東区
　山本　雅人 100,000 福岡市東区
　上杉　幸彦 100,000 福岡市博多区
　岡　隆之 100,000 福岡市南区
　野地　昭男 60,000 福岡市博多区
　松原　修 100,000 福岡市南区
　与儀　美代子 100,000 古賀市
　町田　紀美代 100,000 古賀市
　坂田　節子 100,000 福津市
　三好　京子 80,000 古賀市
　松永　和廣 55,000 宗像市
　山口　章二 100,000 古賀市
　横尾　千妙 100,000 糟屋郡新宮町
　芝尾　雄二 100,000 古賀市
　石橋　洋子 100,000 古賀市
　古藤　元紀 80,000 糟屋郡宇美町
　額田　文男 60,000 糟屋郡宇美町
　築地　正利 100,000 糟屋郡須惠町
　藤本　ともえ 200,000 糟屋郡志免町
　吉田　佳代子 80,000 糟屋郡志免町
　福島　重康 100,000 福岡市東区
　阿高　正昭 100,000 糟屋郡篠栗町
　今崎　忠昭 100,000 糟屋郡粕屋町
　大田　達子 200,000 糟屋郡粕屋町
　小嶋　信子 100,000 糟屋郡粕屋町
　親川　秀文 60,000 福岡市博多区
　杉原　智一郎 150,000 北九州市小倉北区
　恵藤　清志 100,000 北九州市若松区
　慶田　勉 100,000 北九州市若松区
　前原　憲親 100,000 北九州市八幡東区
　首藤　重夫 100,000 北九州市若松区
　木村　昌美 100,000 北九州市八幡東区
　坂井　英之 100,000 北九州市若松区
　岡崎　信子 100,000 北九州市戸畑区
　庄林　信子 100,000 北九州市八幡東区
　香原　靖博 100,000 北九州市若松区
　井上　しづ子 150,000 北九州市戸畑区
　西郡　晴雄 100,000 北九州市八幡東区
　紫村　ミトエ 100,000 北九州市若松区
　木原　克己 100,000 北九州市若松区
　富松　龍次 120,000 北九州市若松区
　永石　隆 100,000 北九州市若松区
　中山　誠 100,000 北九州市若松区
　都志見　博樹 100,000 北九州市八幡東区
　丹治　康 100,000 北九州市八幡東区
　赤瀬　和子 100,000 北九州市若松区
　青井　澤海 100,000 北九州市若松区
　小笹　真理子 100,000 北九州市若松区
　七嶋　健治 100,000 北九州市八幡東区
　脇園　えみ子 100,000 北九州市八幡東区
　園田　清貴 100,000 北九州市八幡東区
　松田　伸一 150,000 北九州市戸畑区
　奥田　明由美 100,000 北九州市若松区
　長崎　興人 100,000 北九州市八幡東区
　吉原　和幸 100,000 北九州市若松区
　大野　博子 100,000 北九州市八幡東区
　渡邉　清子 100,000 北九州市若松区
　立石　隆信 100,000 北九州市若松区
　尾上　雅人 100,000 北九州市八幡東区
　谷口　宣夫 100,000 北九州市八幡東区
　久永　勝行 100,000 北九州市若松区
　田村　正行 100,000 北九州市戸畑区
　梶原　康彦 100,000 北九州市八幡東区
　上田　敏光 75,000 北九州市小倉北区
　大塚　和夫 100,000 北九州市小倉北区
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　緒方　ミキ子 900,000 久留米市
　末嵜　正敏 1,000,000 久留米市
　阿部　晶子 100,000 久留米市
　川原　博康 80,000 久留米市
　小塩　宗則 100,000 八女市
　泉　光秀 100,000 北九州市小倉南区
　早谷　光 100,000 飯塚市
　祝　京子 200,000 田川郡添田町
　我毛　正時 100,000 田川郡糸田町
　中山　貴広 100,000 田川市
　一尾　泰嗣 1,500,000 直方市
　法﨑　卓也 100,000 直方市
　藤本　政人 100,000 宮若市
　町田　茂直 60,000 鞍手郡鞍手町
　森田　紀代子 1,000,000 田川郡福智町
　池田　紘一 2,000,000 熊本県熊本市西区
　安部　能成 100,000 糟屋郡新宮町
　小池　好一 120,000 福岡市東区
　山腰　由美 100,000 福岡市東区
　国本　記代子 100,000 福岡市東区
　川崎　俊次 200,000 福岡市東区
　松井　馨 150,000 福岡市東区
　木藤　妙子 200,000 福岡市東区
　牛尾　弘之 55,000 福岡市東区
　渡辺　裕江 100,000 福岡市東区
　村上　一彦 51,000 福岡市東区
　行徳　美佐子 100,000 福岡市東区
　山本　雅人 100,000 福岡市東区
　上杉　幸彦 100,000 福岡市博多区
　岡　隆之 100,000 福岡市南区
　野地　昭男 60,000 福岡市博多区
　松原　修 100,000 福岡市南区
　与儀　美代子 100,000 古賀市
　町田　紀美代 100,000 古賀市
　坂田　節子 100,000 福津市
　三好　京子 80,000 古賀市
　松永　和廣 55,000 宗像市
　山口　章二 100,000 古賀市
　横尾　千妙 100,000 糟屋郡新宮町
　芝尾　雄二 100,000 古賀市
　石橋　洋子 100,000 古賀市
　古藤　元紀 80,000 糟屋郡宇美町
　額田　文男 60,000 糟屋郡宇美町
　築地　正利 100,000 糟屋郡須惠町
　藤本　ともえ 200,000 糟屋郡志免町
　吉田　佳代子 80,000 糟屋郡志免町
　福島　重康 100,000 福岡市東区
　阿高　正昭 100,000 糟屋郡篠栗町
　今崎　忠昭 100,000 糟屋郡粕屋町
　大田　達子 200,000 糟屋郡粕屋町
　小嶋　信子 100,000 糟屋郡粕屋町
　親川　秀文 60,000 福岡市博多区
　杉原　智一郎 150,000 北九州市小倉北区
　恵藤　清志 100,000 北九州市若松区
　慶田　勉 100,000 北九州市若松区
　前原　憲親 100,000 北九州市八幡東区
　首藤　重夫 100,000 北九州市若松区
　木村　昌美 100,000 北九州市八幡東区
　坂井　英之 100,000 北九州市若松区
　岡崎　信子 100,000 北九州市戸畑区
　庄林　信子 100,000 北九州市八幡東区
　香原　靖博 100,000 北九州市若松区
　井上　しづ子 150,000 北九州市戸畑区
　西郡　晴雄 100,000 北九州市八幡東区
　紫村　ミトエ 100,000 北九州市若松区
　木原　克己 100,000 北九州市若松区
　富松　龍次 120,000 北九州市若松区
　永石　隆 100,000 北九州市若松区
　中山　誠 100,000 北九州市若松区
　都志見　博樹 100,000 北九州市八幡東区
　丹治　康 100,000 北九州市八幡東区
　赤瀬　和子 100,000 北九州市若松区
　青井　澤海 100,000 北九州市若松区
　小笹　真理子 100,000 北九州市若松区
　七嶋　健治 100,000 北九州市八幡東区
　脇園　えみ子 100,000 北九州市八幡東区
　園田　清貴 100,000 北九州市八幡東区
　松田　伸一 150,000 北九州市戸畑区
　奥田　明由美 100,000 北九州市若松区
　長崎　興人 100,000 北九州市八幡東区
　吉原　和幸 100,000 北九州市若松区
　大野　博子 100,000 北九州市八幡東区
　渡邉　清子 100,000 北九州市若松区
　立石　隆信 100,000 北九州市若松区
　尾上　雅人 100,000 北九州市八幡東区
　谷口　宣夫 100,000 北九州市八幡東区
　久永　勝行 100,000 北九州市若松区
　田村　正行 100,000 北九州市戸畑区
　梶原　康彦 100,000 北九州市八幡東区
　上田　敏光 75,000 北九州市小倉北区
　大塚　和夫 100,000 北九州市小倉北区

　大村　恒雄 100,000 北九州市小倉北区
　木村　優一 100,000 北九州市小倉北区
　後藤　昭二 100,000 北九州市小倉北区
　坂口　美華 53,000 佐賀県鳥栖市
　坂本　和美 55,000 北九州市小倉北区
　塩出　竜也 105,000 北九州市小倉北区
　繁永　トシ子 100,000 京都郡苅田町
　高畑　英子 100,000 豊前市
　樋上　成奏 100,000 北九州市小倉南区
　中上　紀子 110,000 北九州市小倉北区
　大坪　雄三 80,000 北九州市八幡西区
　藤井　純子 100,000 北九州市小倉北区
　松尾　一利 100,000 北九州市小倉北区
　大庭　直 100,000 北九州市八幡西区
　大庭　久子 100,000 北九州市八幡西区
　渡部　敏信 110,000 北九州市小倉北区
　大原　忠 70,000 北九州市小倉南区
　肥後　正実 100,000 北九州市八幡西区
　村上　義明 100,000 北九州市八幡西区
　鍋倉　良子 100,000 北九州市八幡西区
　松村　日出男 60,000 北九州市小倉南区
　道上　セイ子 90,000 北九州市八幡西区
　村上　香代子 100,000 北九州市八幡西区
　中田　明子 100,000 北九州市八幡西区
　中田　潤三郎 100,000 北九州市八幡西区
　池田　正海 120,000 北九州市八幡西区
　池田　奈々美 100,000 北九州市八幡西区
　常廣　利恵 100,000 北九州市八幡西区
　吉武　千恵子 100,000 北九州市八幡西区
　喜明　サエ子 100,000 北九州市八幡西区
　竹川　健治 100,000 北九州市八幡西区
　坊山　好二 100,000 北九州市八幡西区
　森田　利亀 100,000 北九州市八幡西区
　小林　太 200,000 北九州市八幡西区
　竹野　恵子 55,000 遠賀郡遠賀町
　小林　佐津子 100,000 北九州市八幡西区
　山本　キミヨ 100,000 遠賀郡水巻町
　村田　伊津美 100,000 北九州市八幡西区
　柳　友幸 70,000 遠賀郡遠賀町
　石田　千春 110,000 遠賀郡岡垣町
　荒牧　健三 100,000 北九州市八幡西区
　湊　茂子 100,000 遠賀郡遠賀町
　大林　秀彦 300,000 遠賀郡岡垣町
　福田　孝子 100,000 中間市
　石橋　憲司 100,000 中間市
　安枝　伸二 100,000 北九州市戸畑区
　弘友　和夫 70,000 北九州市小倉南区
　百田　光男 100,000 大野城市
　原田　栄吉 1,000,000 大牟田市
　原田　美千代 300,000 大牟田市
　小柳　正夫 500,000 大牟田市
　井上　太平 1,000,000 大牟田市
　園田　正広 1,000,000 大牟田市
　古嶋　浩一 1,000,000 久留米市
　森　秀雄 100,000 八女市
　小浦　依子 100,000 八女市

　大村　恒雄 100,000 北九州市小倉北区
　木村　優一 100,000 北九州市小倉北区
　後藤　昭二 100,000 北九州市小倉北区
　坂口　美華 53,000 佐賀県鳥栖市
　坂本　和美 55,000 北九州市小倉北区
　塩出　竜也 105,000 北九州市小倉北区
　繁永　トシ子 100,000 京都郡苅田町
　高畑　英子 100,000 豊前市
　樋上　成奏 100,000 北九州市小倉南区
　中上　紀子 110,000 北九州市小倉北区
　大坪　雄三 80,000 北九州市八幡西区
　藤井　純子 100,000 北九州市小倉北区
　松尾　一利 100,000 北九州市小倉北区
　大庭　直 100,000 北九州市八幡西区
　大庭　久子 100,000 北九州市八幡西区
　渡部　敏信 110,000 北九州市小倉北区
　大原　忠 70,000 北九州市小倉南区
　肥後　正実 100,000 北九州市八幡西区
　村上　義明 100,000 北九州市八幡西区
　鍋倉　良子 100,000 北九州市八幡西区
　松村　日出男 60,000 北九州市小倉南区
　道上　セイ子 90,000 北九州市八幡西区
　村上　香代子 100,000 北九州市八幡西区
　中田　明子 100,000 北九州市八幡西区
　中田　潤三郎 100,000 北九州市八幡西区
　池田　正海 120,000 北九州市八幡西区
　池田　奈々美 100,000 北九州市八幡西区
　常廣　利恵 100,000 北九州市八幡西区
　吉武　千恵子 100,000 北九州市八幡西区
　喜明　サエ子 100,000 北九州市八幡西区
　竹川　健治 100,000 北九州市八幡西区
　坊山　好二 100,000 北九州市八幡西区
　森田　利亀 100,000 北九州市八幡西区
　小林　太 200,000 北九州市八幡西区
　竹野　恵子 55,000 遠賀郡遠賀町
　小林　佐津子 100,000 北九州市八幡西区
　山本　キミヨ 100,000 遠賀郡水巻町
　村田　伊津美 100,000 北九州市八幡西区
　柳　友幸 70,000 遠賀郡遠賀町
　石田　千春 110,000 遠賀郡岡垣町
　荒牧　健三 100,000 北九州市八幡西区
　湊　茂子 100,000 遠賀郡遠賀町
　大林　秀彦 300,000 遠賀郡岡垣町
　福田　孝子 100,000 中間市
　石橋　憲司 100,000 中間市
　安枝　伸二 100,000 北九州市戸畑区
　弘友　和夫 70,000 北九州市小倉南区
　百田　光男 100,000 大野城市
　原田　栄吉 1,000,000 大牟田市
　原田　美千代 300,000 大牟田市
　小柳　正夫 500,000 大牟田市
　井上　太平 1,000,000 大牟田市
　園田　正広 1,000,000 大牟田市
　古嶋　浩一 1,000,000 久留米市
　森　秀雄 100,000 八女市
　小浦　依子 100,000 八女市

　猿渡　潔 300,000 大牟田市
　原口　民子 100,000 大牟田市
　古賀　美智子 100,000 大牟田市
　松永　孝明 100,000 大牟田市
　松永　純子 100,000 大牟田市
　中川　千鶴 100,000 大牟田市
　古川　晃 100,000 筑後市
　川原　学 100,000 久留米市
　北嶋　伸也 100,000 久留米市
　諸藤　直美 550,000 久留米市
　廣川　慎一 100,000 大牟田市
　池上　潤介 100,000 大牟田市
　古川　篤子 100,000 八女市
　古川　充德 100,000 八女市
　冨久　清利 300,000 八女市
　春口　喜治 100,000 八女市
　田中　一郎 200,000 八女市
　伊藤　方穂 100,000 筑後市
　中島　健志 100,000 八女郡広川町
　五十嵐　靖幸 300,000 筑後市
　田村　博美 100,000 筑後市
　林　吉德 500,000 久留米市
　森下　正己 200,000 筑紫野市
　小林　覚 100,000 久留米市
　小林　典子 100,000 久留米市
　野田　雄一郎 203,000 八女市
　山口　久子 300,000 八女市
　堤　清美 100,000 柳川市
　塚本　邦彦 100,000 みやま市
　辻　正弘 100,000 大牟田市
　石井　かずみ 100,000 大牟田市
　大石　俊二 100,000 大牟田市
　荒木　和良 130,000 大牟田市
　小島　豊 80,000 大牟田市
　立野　忠文 100,000 八女市
　井上　啓時 100,000 八女市
　橋爪　和也 100,000 八女市
　甲斐田　英明 100,000 八女市
　吉山　親子 100,000 久留米市
　原　玲一 200,000 久留米市
　河原　敏彦 100,000 小郡市
　中村　義宣 100,000 久留米市
　赤坂　豊子 300,000 久留米市
　井上　浩文 100,000 久留米市
　住吉　淳 100,000 筑後市
　上野　京子 100,000 筑後市
　北原　直美 100,000 筑後市
　靍　真理 100,000 筑後市
　吉岡　正晴 100,000 筑後市
　髙橋　武男 100,000 筑後市
　水落　龍彦 100,000 八女郡広川町
　猪口　勝也 100,000 筑後市
　児玉　政信 100,000 筑後市
　野口　断男 100,000 筑後市
　本木　兼人 100,000 柳川市
　真藤　ハツネ 100,000 春日市
　年間五万円以下のもの 166,440,820
　〔団体分〕
　オアシス珈琲（有） 100,000 飯塚市
　（株）東弘 100,000 東京都千代田区
　悠悠ホーム（株） 1,050,000 大野城市
　（株）可川精工 500,000 那珂川市
　（株）九州カルストーン住宅 100,000 春日市
　三群警備保障（株） 100,000 直方市
　デイリーサポート（株） 100,000 那珂川市
　（株）伍代産業 100,000 筑紫野市
　マルボシ酢（株） 200,000 田川郡川崎町
　（株）アスキー 300,000 田川郡川崎町
　（株）桑野衛生大任営業所 300,000 田川郡大任町
　（株）方尺精工 200,000 直方市
　（有）福王 100,000 福岡市早良区
　スターフィールド（株） 100,000 福岡市早良区
　（株）海辺 200,000 福岡市早良区
　（有）嘉起嶋土木工業 100,000 筑紫野市
　（有）井手プロパン商会 100,000 八女市
　（有）添田商産 65,000 田川郡川崎町
　ニチデンワーク（株） 250,000 北九州市若松区
　（株）大成建設工業 100,000 北九州市八幡東区
　久留主溶接工業所 100,000 北九州市若松区
　黒沢建具製作所 64,000 遠賀郡水巻町
　合同会社マルシン 250,000 田川郡福智町
　年間五万円以下のもの 503,000
　〔政治団体分〕
　九州北部税理士政治連盟 100,000 福岡市博多区
　福岡県商工政治連盟 100,000 福岡市博多区
　日本歯科医師連盟 300,000 東京都千代田区
　日本商工連盟 100,000 東京都中央区
　福岡県歯科医師連盟 300,000 福岡市中央区
　年間五万円以下のもの 70,000
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　猿渡　潔 300,000 大牟田市
　原口　民子 100,000 大牟田市
　古賀　美智子 100,000 大牟田市
　松永　孝明 100,000 大牟田市
　松永　純子 100,000 大牟田市
　中川　千鶴 100,000 大牟田市
　古川　晃 100,000 筑後市
　川原　学 100,000 久留米市
　北嶋　伸也 100,000 久留米市
　諸藤　直美 550,000 久留米市
　廣川　慎一 100,000 大牟田市
　池上　潤介 100,000 大牟田市
　古川　篤子 100,000 八女市
　古川　充德 100,000 八女市
　冨久　清利 300,000 八女市
　春口　喜治 100,000 八女市
　田中　一郎 200,000 八女市
　伊藤　方穂 100,000 筑後市
　中島　健志 100,000 八女郡広川町
　五十嵐　靖幸 300,000 筑後市
　田村　博美 100,000 筑後市
　林　吉德 500,000 久留米市
　森下　正己 200,000 筑紫野市
　小林　覚 100,000 久留米市
　小林　典子 100,000 久留米市
　野田　雄一郎 203,000 八女市
　山口　久子 300,000 八女市
　堤　清美 100,000 柳川市
　塚本　邦彦 100,000 みやま市
　辻　正弘 100,000 大牟田市
　石井　かずみ 100,000 大牟田市
　大石　俊二 100,000 大牟田市
　荒木　和良 130,000 大牟田市
　小島　豊 80,000 大牟田市
　立野　忠文 100,000 八女市
　井上　啓時 100,000 八女市
　橋爪　和也 100,000 八女市
　甲斐田　英明 100,000 八女市
　吉山　親子 100,000 久留米市
　原　玲一 200,000 久留米市
　河原　敏彦 100,000 小郡市
　中村　義宣 100,000 久留米市
　赤坂　豊子 300,000 久留米市
　井上　浩文 100,000 久留米市
　住吉　淳 100,000 筑後市
　上野　京子 100,000 筑後市
　北原　直美 100,000 筑後市
　靍　真理 100,000 筑後市
　吉岡　正晴 100,000 筑後市
　髙橋　武男 100,000 筑後市
　水落　龍彦 100,000 八女郡広川町
　猪口　勝也 100,000 筑後市
　児玉　政信 100,000 筑後市
　野口　断男 100,000 筑後市
　本木　兼人 100,000 柳川市
　真藤　ハツネ 100,000 春日市
　年間五万円以下のもの 166,440,820
　〔団体分〕
　オアシス珈琲（有） 100,000 飯塚市
　（株）東弘 100,000 東京都千代田区
　悠悠ホーム（株） 1,050,000 大野城市
　（株）可川精工 500,000 那珂川市
　（株）九州カルストーン住宅 100,000 春日市
　三群警備保障（株） 100,000 直方市
　デイリーサポート（株） 100,000 那珂川市
　（株）伍代産業 100,000 筑紫野市
　マルボシ酢（株） 200,000 田川郡川崎町
　（株）アスキー 300,000 田川郡川崎町
　（株）桑野衛生大任営業所 300,000 田川郡大任町
　（株）方尺精工 200,000 直方市
　（有）福王 100,000 福岡市早良区
　スターフィールド（株） 100,000 福岡市早良区
　（株）海辺 200,000 福岡市早良区
　（有）嘉起嶋土木工業 100,000 筑紫野市
　（有）井手プロパン商会 100,000 八女市
　（有）添田商産 65,000 田川郡川崎町
　ニチデンワーク（株） 250,000 北九州市若松区
　（株）大成建設工業 100,000 北九州市八幡東区
　久留主溶接工業所 100,000 北九州市若松区
　黒沢建具製作所 64,000 遠賀郡水巻町
　合同会社マルシン 250,000 田川郡福智町
　年間五万円以下のもの 503,000
　〔政治団体分〕
　九州北部税理士政治連盟 100,000 福岡市博多区
　福岡県商工政治連盟 100,000 福岡市博多区
　日本歯科医師連盟 300,000 東京都千代田区
　日本商工連盟 100,000 東京都中央区
　福岡県歯科医師連盟 300,000 福岡市中央区
　年間五万円以下のもの 70,000

　令和元年分収支報告書の要旨中、自由民主党福岡県第二選挙区支部の項を次のとおり

改める。

自由民主党福岡県第二選挙区支部
号一第項一第七の条九十第法分区の体団治政係関員議会国

誠　　木鬼名氏の者補候の職公
公職の候補者に係る公職の種類 衆議院議員

82.50.20日月年告報
325,893,42額総入収　１
560,024,2額越繰年前　　　
854,879,12額入収年本　　　
097,637,12額総出支　２

３　本年収入の内訳
054,819)人2301(費会・費党の人個　

000,067,7附寄　
000,031,1分体団　　
000,036,6分体団治政　　

　本部又は支部から供与された交付金に係る収入 13,300,000
000,003会合連部支県岡福党主民由自　　
000,000,31部本党主民由自　　
8入収の他のそ　
8のもの満未円万十件一　　

４　支出の内訳
732,926,41費経常経　
919,705,01費件人　　
719,322費水熱光　　
202,212費品耗消・品備　　
991,586,3費所務事　　
355,701,7費動活治政　

　〔うち本部又は支部に対して供与した交付金に係 20,000
077,606費動活織組　　
082,89費係関挙選　　
305,268,5費業事の他のそ行発の誌紙関機　　
622,706,1費業事行発の誌紙関機　　　
707,201,4費業事伝宣　　　
075,251費業事の他のそ　　　
000,045金付交・附寄　　

５　寄附の内訳
　〔団体分〕

区多博市岡福000,021）株（トンタルサンコ術技合総高福　
区央中市岡福000,005スグンィデルーホーワパ）株（　
区央中市岡福000,005ンイコ口野）株（　

000,01のもの下以円万五間年　
　〔政治団体分〕

区央中市岡福000,036,6会援後誠木鬼　

119

　令和元年分収支報告書の要旨中、自由民主党福岡県第四選挙区支部の項を次のとおり

改める。
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令和元年分収支報告書の要旨中、福岡藤花会の項を次のとおり改める。
福岡藤花会

資金管理団体の届出をした者の氏名 後藤　元秀
資金管理団体の届出に係る公職の種類 市長

72.30.20日月年告報
520,006,1額総入収　１
520,05額越繰年前　　　
000,055,1額入収年本　　　
011,035,1額総出支　２

３　本年収入の内訳
000,055,1附寄　
000,055,1分人個　　

４　支出の内訳
011,035,1費動活治政　
000,035,1金付交・附寄　　
011費経の他のそ　　

５　寄附の内訳
　〔個人分〕

市前豊000,042之博　田桝　
区西市岡福000,021朗卓　本松　

区央中市岡福000,021樹芳　頭江　
市前豊000,063三愛　井桜　

区央中市岡福000,021樹正　田和　
区南城市岡福000,021平良　蔵百五　

区西市岡福000,071光　上井　
市津中県分大000,002郎一雄　口江　
区良早市岡福000,001克仁　藤後　

直方鞍手薬剤師連盟
31.30.20日月年告報

107,985,2額総入収　１
627,744,1額越繰年前　　　
579,141,1額入収年本　　　
839,213,1額総出支　２

３　本年収入の内訳
006,109附寄　
006,109分人個　　

　本部又は支部から供与された交付金に係る収入 238,840
048,832盟連師剤薬県岡福　　
535,1入収の他のそ　
535,1のもの満未円万十件一　　

４　支出の内訳
839,213,1費動活治政　

　〔うち本部又は支部に対して供与した交付金に係 955,362
001,753費動活織組　　
263,559金付交・附寄　　
674費経の他のそ　　

５　寄附の内訳
　〔個人分〕

006,109のもの下以円万五間年　

380

519

　令和元年分収支報告書の要旨中、福岡の未来をつくる会の項を次のとおり改める。

令和元年分収支報告書の要旨中、直方鞍手薬剤師連盟の項を次のとおり改める。

福岡藤花会
資金管理団体の届出をした者の氏名 後藤　元秀
資金管理団体の届出に係る公職の種類 市長

72.30.20日月年告報
520,006,1額総入収　１
520,05額越繰年前　　　
000,055,1額入収年本　　　
011,035,1額総出支　２

３　本年収入の内訳
000,055,1附寄　
000,055,1分人個　　

４　支出の内訳
011,035,1費動活治政　
000,035,1金付交・附寄　　
011費経の他のそ　　

５　寄附の内訳
　〔個人分〕

市前豊000,042之博　田桝　
区西市岡福000,021朗卓　本松　

区央中市岡福000,021樹芳　頭江　
市前豊000,063三愛　井桜　

区央中市岡福000,021樹正　田和　
区南城市岡福000,021平良　蔵百五　

区西市岡福000,071光　上井　
市津中県分大000,002郎一雄　口江　
区良早市岡福000,001克仁　藤後　

直方鞍手薬剤師連盟
31.30.20日月年告報

107,985,2額総入収　１
627,744,1額越繰年前　　　
579,141,1額入収年本　　　
839,213,1額総出支　２

３　本年収入の内訳
006,109附寄　
006,109分人個　　

　本部又は支部から供与された交付金に係る収入 238,840
048,832盟連師剤薬県岡福　　
535,1入収の他のそ　
535,1のもの満未円万十件一　　

４　支出の内訳
839,213,1費動活治政　

　〔うち本部又は支部に対して供与した交付金に係 955,362
001,753費動活織組　　
263,559金付交・附寄　　
674費経の他のそ　　

５　寄附の内訳
　〔個人分〕

006,109のもの下以円万五間年　

380

519

福岡の未来をつくる会
91.20.20日月年告報

000,691額総入収　１
000,691額入収年本　　　
000,93額総出支　２

３　本年収入の内訳
000,69)人04(費会・費党の人個　

000,001附寄　
000,001分体団治政　　

４　支出の内訳
000,93費経常経　
000,93費所務事　　

５　寄附の内訳
　〔政治団体分〕

区田代千都京東000,001盟連治政ンセンゼＡＵ　

720

福岡の未来をつくる会
91.20.20日月年告報

000,691額総入収　１
000,691額入収年本　　　
000,93額総出支　２

３　本年収入の内訳
000,69)人04(費会・費党の人個　

000,001附寄　
000,001分体団治政　　

４　支出の内訳
000,93費経常経　
000,93費所務事　　

５　寄附の内訳
　〔政治団体分〕

区田代千都京東000,001盟連治政ンセンゼＡＵ　

720

　福岡県選挙管理委員会告示第46号

　地方自治法（昭和22年法律第67号）第74条第１項の規定に基づく県条例の制定若しく

は改廃の請求又は同法第75条第１項の規定に基づく県の事務の執行に関する監査の請求

をする場合の選挙権を有する者の総数の50分の１の数は、令和３年３月１日現在におけ

る選挙人名簿により、次のようになった。

　　令和３年３月19日

　　　　　　　　　　　　　　　福岡県選挙管理委員会委員長　　藤　井　克　已　　

　84,740

　福岡県選挙管理委員会告示第47号

　地方自治法（昭和22年法律第67号）第76条第１項の規定に基づく県議会の解散の請求

、同法第81条第１項の規定に基づく知事の解職の請求若しくは同法第86条第１項の規定

に基づく副知事、県の選挙管理委員、県の監査委員若しくは公安委員会の委員の解職の

請求又は地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和31年法律第162号）第８条第１

項の規定に基づく県の教育委員会の委員の解職の請求をする場合の選挙権を有する者の

総数の80万を超える数に８分の１を乗じて得た数と40万に６分の１を乗じて得た数と40

万に３分の１を乗じて得た数とを合算して得た数は、令和３年３月１日現在における選

挙人名簿により、次のようになった。

　　令和３年３月19日

　　　　　　　　　　　　　　　福岡県選挙管理委員会委員長　　藤　井　克　已　　

　629,621

　福岡県選挙管理委員会告示第48号
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八女市・八女郡 22,873

筑後市 13,478

大川市・三潴郡 13,396

行橋市 20,226

中間市 11,764

小郡市・三井郡 20,465

筑紫野市 28,629

春日市 30,595

大野城市 27,470

宗像市 26,768

太宰府市 19,752

古賀市 16,280

福津市 18,016

うきは市 8,113

宮若市・鞍手郡 14,239

嘉麻市 10,543

朝倉市・朝倉郡 23,474

みやま市 10,435

糸島市 28,098

那珂川市 13,499

糟屋郡 62,171

遠賀郡 25,855

田川郡 21,483

京都郡 15,532

築上郡・豊前市 16,076

　地方自治法（昭和22年法律第67号）第80条第１項の規定に基づく県議会の議員の解職

の請求をする場合の各選挙区における選挙権を有する者の総数の３分の１の数は、令和

３年３月１日現在における選挙人名簿により、次のようになった。

　　令和３年３月19日

　　　　　　　　　　　　　　　福岡県選挙管理委員会委員長　　藤　井　克　已　　

選挙区名 選挙権を有する者の総数の３分の１の数

北九州市門司区 27,476

北九州市小倉北区 50,889

北九州市小倉南区 58,243

北九州市若松区 22,780

北九州市八幡東区 18,661

北九州市八幡西区 69,995

北九州市戸畑区 16,125

福岡市東区 84,537

福岡市博多区 65,816

福岡市中央区 54,567

福岡市南区 71,914

福岡市城南区 34,864

福岡市早良区 59,490

福岡市西区 56,238

大牟田市 32,000

久留米市 83,346

直方市 15,635

飯塚市・嘉穂郡 39,192

田川市 13,001

柳川市 18,335
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　監査公表第34号

　地方自治法 （昭和22年法律第67号） 第199条第９項の規定により報告した教育委員会

出先機関定期監査の結果（令和２年３月30日１監総第294号）に基づき、教育委員会か

ら措置を講じた旨の通知があったので、 同条第14項の規定により、次のとおり公表す

る。

　　令和３年３月19日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県監査委員　藤　山　泰　三　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同　　　　　　　行　正　晴　實

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同　　　　　　　世　利　洋　介

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同　　　　　　　長　　　裕　海
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監
査
の
結
果

 
講
じ
た
措
置
の
内
容

 

直
方
特
別
支
援
学
校

 
 

 
扶
助
費
（
特
別
支
援
教
育
就

学
奨
励
費
）
に
つ
い
て
、
生
徒
の

世
帯
の
収
入
額
を
過
少
に
算
定

し
、
支
給
対
象
で
は
な
い
学
校

給
食
費
等
を
支
払
っ
た
た
め
、

支
給
過
大
と
な
っ
て
い
た
。

 
    

誤
っ
て
支
給
し
た
扶
助
費
は
、
直
ち

に
返
還
を
求
め
、
令
和
２
年
１
月
８
日

に
返
納
済
と
な
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
 

扶
助
費
シ
ス
テ
ム
に
、
世
帯
の
収
入

額
を
試
算
す
る
機
能
が
な
い
こ
と
を
改

め
て
マ
ニ
ュ
ア
ル
で
確
認
し
、
試
算
を

行
う
際
は
、
ま
ず
紙
ベ
ー
ス
で
行
い
、

確
定
し
た
デ
ー
タ
を
シ
ス
テ
ム
に
反
映

さ
せ
る
こ
と
を
徹
底
す
る
こ
と
と
し

た
。
 

ま
た
、
支
給
に
係
る
起
案
の
際
に
、

支
弁
区
分
調
書
と
「
収
入
額
・
需
要
額

調
書
」
と
の
照
合
を
行
い
、
支
給
対
象

で
は
な
い
経
費
が
含
ま
れ
て
い
な
い
か

の
確
認
を
徹
底
す
る
こ
と
と
し
、
そ
の

後
事
務
長
が
確
認
を
行
う
こ
と
で
再
発

防
止
を
図
る
こ
と
と
し
た
。
 



11
7

令
和

３
年

３
月

19
日

　
金

曜
日

第
18

4 
号

久
留
米
高
等
学
校

 
 
資
金
前
渡
さ
れ
た
負
担
金
、

補
助
及
び
交
付
金
（
奨
学
給
付

金
）
に
つ
い
て
、
資
金
前
渡
を
受

け
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て

５
日
以
内
に
精
算
の
手
続
を
行

う
べ
き
と
こ
ろ
、
こ
れ
を
行
っ

て
い
な
か
っ
た
。

 

当
該
奨
学
給
付
金
に
つ
い
て
は
、
監

査
後
、
直
ち
に
精
算
し
た
。
 

支
出
負
担
行
為
の
起
案
文
書
に
精
算

期
限
を
明
記
す
る
と
と
も
に
、
資
金
前

渡
を
受
け
る
者
に
精
算
期
限
を
口
頭
で

伝
え
る
こ
と
と
し
た
。
 

ま
た
、
精
算
の
手
続
に
つ
い
て
、
財

務
規
則
に
則
っ
て
適
正
に
行
う
よ
う
、

職
員
を
指
導
し
た
。
 

併
せ
て
、
週
１
回
の
他
、
必
要
に
応

じ
、
事
務
の
進
捗
状
況
を
確
認
す
る
と

と
も
に
、
事
務
処
理
上
の
疑
問
点
等
に

つ
い
て
事
務
長
と
担
当
者
が
協
議
す
る

機
会
を
設
け
た
。
 

加
え
て
、
財
務
規
則
等
を
参
照
し
て

も
不
明
な
場
合
は
、
所
管
課
や
会
計
課

に
確
認
し
、
疑
問
点
を
解
消
す
る
こ
と

で
再
発
防
止
を
図
る
こ
と
と
し
た
。
 

 
九
州
歴
史
資
料
館

 
 
特
別
史
跡
大
宰
府
跡
災
害
復

旧
の
工
事
請
負
契
約
に
つ
い

て
、
契
約
額
が

50
0万
円
以
上
の

建
設
工
事
で
あ
っ
た
た
め
、
契

約
保
証
金
（
こ
れ
に
代
わ
る
担

保
を
含
む
）
を
納
付
さ
せ
る
べ

き
と
こ
ろ
、
工
事
履
行
証
明
書

の
確
認
を
も
っ
て
契
約
保
証
金

を
免
除
し
て
い
た
。

 

「
会
計
事
務
の
手
引
き
」
に
お
け

る
、
契
約
保
証
金
等
に
関
す
る
該
当
部

分
の
コ
ピ
ー
を
職
員
に
配
付
し
、
減
免

す
る
場
合
の
事
務
処
理
に
つ
い
て
指
導

し
た
。
 

ま
た
、
契
約
関
係
の
起
案
を
行
う
場

合
は
、
財
務
規
則
の
関
係
条
文
の
コ
ピ

ー
に
加
え
「
会
計
事
務
チ
ェ
ッ
ク
シ
ー

ト
」
を
必
ず
添
付
し
、
起
案
文
書
の
確
認

を
徹
底
す
る
こ
と
と
し
た
。
 

さ
ら
に
、
事
務
処
理
の
過
程
で
不
明

な
点
が
あ
っ
た
場
合
は
、
上
司
や
他
の

職
員
、
本
庁
へ
の
確
認
を
徹
底
す
る
こ

と
で
再
発
防
止
を
図
る
こ
と
と
し
た
。
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第
18

4 
号

令
和

３
年

３
月

19
日

　
金

曜
日

小
倉
西
高
等
学
校

 
 
コ
ン
ク
リ
ー
ト
ブ
ロ
ッ
ク
塀

緊
急
対
策
の
工
事
請
負
契
約
に

つ
い
て
、
契
約
額
が

50
0万
円
以

上
の
建
設
工
事
で
あ
っ
た
た

め
、
契
約
保
証
金
（
こ
れ
に
代
わ

る
担
保
を
含
む
）
を
納
付
さ
せ

る
べ
き
と
こ
ろ
、
工
事
履
行
証

明
書
の
確
認
を
も
っ
て
契
約
保

証
金
を
免
除
し
て
い
た
。

 

「
会
計
事
務
の
手
引
き
」
に
お
け

る
、
契
約
保
証
金
等
に
関
す
る
該
当
部

分
の
コ
ピ
ー
を
職
員
に
配
付
し
、
減
免

す
る
場
合
の
事
務
処
理
に
つ
い
て
指
導

を
行
っ
た
。
 

ま
た
、
契
約
関
係
の
起
案
を
行
う
場

合
は
、
財
務
規
則
の
関
係
条
文
の
コ
ピ

ー
に
加
え
「
会
計
事
務
チ
ェ
ッ
ク
シ
ー

ト
」
を
必
ず
添
付
し
、
起
案
文
書
の
確
認

を
徹
底
す
る
こ
と
と
し
た
。
 

さ
ら
に
、
事
務
処
理
の
過
程
で
不
明

な
点
が
あ
っ
た
場
合
は
、
上
司
や
他
の

職
員
、
本
庁
へ
の
確
認
を
徹
底
す
る
こ

と
で
再
発
防
止
を
図
る
こ
と
と
し
た
。
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令
和

３
年

３
月

19
日

　
金

曜
日

第
18

4 
号

注
意
事
項

 

対
象
機
関
の

 
属
す
る
部
局
名

 
監
査
の
結
果

 
講
じ
た
措
置
の
内
容

 

教
育
委
員
会

 
 

扶
助
費
（
特
別
支
援
教
育
就

学
奨
励
費
）
に
つ
い
て
、
生
徒
の

世
帯
の
収
入
額
を
過
少
に
算
定

し
、
支
給
対
象
で
は
な
い
学
校

給
食
費
等
を
支
払
っ
た
た
め
、

支
給
過
大
と
な
っ
て
い
た
。

 

誤
っ
て
支
給
し
た
扶
助
費
は
、
直
ち

に
返
還
を
求
め
、
令
和
２
年
３
月

16

日
に
返
納
済
と
な
っ
た
と
こ
ろ
で
あ

る
。
 

担
当
者
及
び
事
務
長
（
出
納
員
）
に

令
和
２
年

11
月

2
5
日
に
扶
助
費
に
係

る
研
修
を
受
講
さ
せ
、
所
得
額
の
取
扱

い
を
確
認
さ
せ
た
。
 

ま
た
、こ
れ
ま
で

1
名
で
担
当
し
て
い

た
扶
助
費
に
関
す
る
事
務
を
、
通
学
費

や
職
場
実
習
費
等
、
扶
助
費
対
象
経
費

の
種
類
別
に
担
当
を
分
担
し
、
相
互
の

確
認
を
徹
底
す
る
こ
と
で
再
発
防
止
を

図
る
こ
と
と
し
た
。
 

 

 
資
金
前
渡
さ
れ
た
そ
の
他
需

用
費
（
社
会
教
育
研
究
大
会
参

加
資
料
代
）
に
つ
い
て
、
当
該
大

会
が
中
止
と
な
っ
た
た
め
、
資

金
前
渡
を
受
け
た
日
の
翌
日
か

ら
起
算
し
て
５
日
以
内
に
精
算

し
、
返
納
の
手
続
を
行
う
べ
き

と
こ
ろ
、
そ
の
期
限
ま
で
に
手

続
を
行
っ
て
い
な
か
っ
た
。

 

前
渡
資
金
に
つ
い
て
精
算
遅
延
が
生

じ
な
い
よ
う
、
執
務
室
内
の
行
事
予
定

表
に
精
算
期
限
を
記
載
し
、
期
限
内
の

確
認
を
徹
底
す
る
こ
と
と
し
た
。

 
さ
ら
に
、
随
時
の
資
金
前
渡
職
員
に
、

前
渡
資
金
と
精
算
期
限
を
明
記
し
た
文

書
を
交
付
し
、
期
限
ま
で
に
必
ず
精
算

を
行
う
よ
う
口
頭
で
も
伝
え
る
こ
と
と

し
た
。

 
ま
た
、
総
務
課
長
（
出
納
員
）
及
び
担

当
者
に
、
令
和
２
年
５
月
に
実
施
さ
れ

た
会
計
事
務
研
修
会
を
受
講
さ
せ
た
。

 
事
務
処
理
に
あ
た
っ
て
は
、「
会
計
事

務
問
答
集
」
を
確
認
す
る
と
と
も
に
、

「
会
計
事
務
チ
ェ
ッ
ク
シ
ー
ト
」
を
起

案
時
に
添
付
し
、
期
限
内
に
精
算
し
て

い
る
か
等
を
確
認
す
る
こ
と
に
よ
り
、

再
発
防
止
を
図
る
こ
と
と
し
た
。
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0

第
18

4 
号

令
和

３
年

３
月

19
日

　
金

曜
日

教
育
委
員
会

 
 
コ
ン
ク
リ
ー
ト
ブ
ロ
ッ
ク
塀

他
改
修
の
工
事
請
負
契
約
に
つ

い
て
、
工
期
を
延
長
し
た
際
、
契

約
の
相
手
方
に
工
期
延
長
期
間

の
履
行
保
証
を
求
め
る
べ
き
と

こ
ろ
、
こ
れ
を
行
っ
て
い
な
か

っ
た
。

 

「
会
計
事
務
問
答
集
」
の
中
の
該
当

す
る
部
分
の
コ
ピ
ー
と
「
会
計
事
務
チ

ェ
ッ
ク
シ
ー
ト
」（
契
約
保
証
金
）
を

職
員
に
配
付
し
、
工
期
を
延
長
し
た
場

合
の
履
行
保
証
を
求
め
る
事
務
処
理
に

つ
い
て
適
正
に
行
う
よ
う
指
導
し
た
。
 

今
後
、
起
案
の
際
は
、
同
チ
ェ
ッ
ク
シ

ー
ト
を
必
ず
添
付
し
、
チ
ェ
ッ
ク
を
徹

底
す
る
こ
と
で
再
発
防
止
を
図
る
こ
と

と
し
た
。
 

 

 
側
溝
浚
渫
の
業
務
委
託
契
約

に
つ
い
て
、
業
務
全
般
の
履
行

を
確
認
す
べ
き
と
こ
ろ
、
排
出

土
砂
の
処
分
に
関
す
る
履
行
確

認
を
行
っ
て
い
な
か
っ
た
。

 

契
約
書
や
仕
様
書
に
基
づ
き
適
正
に

履
行
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
確
認
を
徹
底

す
る
こ
と
と
し
た
。
 

ま
た
、
履
行
確
認
や
排
出
処
理
等
に

関
す
る
通
知
文
や
研
修
会
等
の
資
料
を

周
知
徹
底
す
る
と
と
も
に
、
起
案
時
に

当
該
資
料
を
根
拠
と
し
て
添
付
す
る
こ

と
で
再
発
防
止
を
図
る
こ
と
と
し
た
。
 

 

  



第
18

4 
号

12
1

令
和
３
年
３
月
19
日
　
金
曜
日

番地１」を「松崎793番地２」に改める。

　　　附　則

　この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行す

る。

　⑴　別表第１福岡県田川警察署の部伊加利駐在所の項の改正規定　令和３年３月19日

　⑵　別表第１福岡県小郡警察署の部松崎駐在所の項の改正規定　令和３年３月22日

福岡県公安委員会規則第５号

　交番等の設置に関する規則の一部を改正する規則を制定し、ここに公布する。

　　令和３年３月19日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県公安委員会

　　　交番等の設置に関する規則の一部を改正する規則

　交番等の設置に関する規則（平成15年福岡県公安委員会規則第８号）の一部を次のよ

うに改正する。

　別表第１福岡県折尾警察署の部折尾駅前交番の項中「折尾３丁目１番４号」を「折尾

２丁目１番50号」に改める。

　　　附　則

　この規則は、令和３年４月３日から施行する。

福岡北九州高速道路公社公告第１号

　有料道路に関する工事の一部が完了するので、道路整備特別措置法（昭和31年法律第

７号）第22条第２項の規定により、次のとおり公告する。

　　令和３年３月19日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡北九州高速道路公社

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　理事長　　　喜安　和秀　　

１　路線名

　　福岡市道　福岡高速６号線

２　工事の一部が完了する区間

雑　　　報

福岡県公安委員会規則第３号

　福岡県警察職員の配置定員に関する規則の一部を改正する規則を制定し、ここに公布

する。

　　令和３年３月19日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県公安委員会

　　　福岡県警察職員の配置定員に関する規則の一部を改正する規則

　福岡県警察職員の配置定員に関する規則（昭和46年福岡県公安委員会規則第８号）の

一部を次のように改正する。

　第２条各号を次のように改める。

　⑴　警察本部

　　　　警察官　　　　 3,862人

　　　　警察行政職員　　578人

　⑵　警察署

　　　　警察官　　　　 7,262人

　　　　警察行政職員　　327人

　　　附　則

　この規則は、令和３年３月23日から施行する。

福岡県公安委員会規則第４号

　交番等の設置に関する規則の一部を改正する規則を制定し、ここに公布する。

　　令和３年３月19日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県公安委員会

　　　交番等の設置に関する規則の一部を改正する規則

　交番等の設置に関する規則（平成15年福岡県公安委員会規則第８号）の一部を次のよ

うに改正する。

　別表第１福岡県田川警察署の部伊加利駐在所の項中「大字伊加利953番地８」を「大字

伊加利1625番地１」に改め、同表福岡県小郡警察署の部松崎駐在所の項中「上岩田1066
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2

第
18

4 
号

令
和

３
年

３
月

19
日

　
金

曜
日

福岡市道
福岡高速６号線

福岡市東区香椎浜一丁目から
同区みなと香椎一丁目まで

２　料金の額

　⑴　料金は、上記１の料金徴収区間について、１回の通行につき、以下のとおりとす

る。

　　　大型車　車両総重量８トン以上、最大積載量５トン以上又は乗車定員30人以上の

自動車及び大型特殊自動車（道路運送車両法（昭和26年法律第185号）に規定する大

型特殊自動車をいう。）をいう（以下同じ。）。

１台につき　　　　　1,142.86円

普通車　大型車以外の自動車をいう（以下同じ。）。

　　　１台につき　　　　　　571.43円

　⑵　けん引自動車（けん引するための構造及び装置を有する自動車をいう。）が被け

ん引自動車（けん引されるための構造及び装置を有する自動車をいう。以下同じ。

）１台をけん引している場合には、１台の自動車とみなす。被けん引自動車を２台

以上けん引している場合には、２台目以降の被けん引自動車については、１台につ

き、さらに普通車の料金１台分を徴収する。

　⑶　消費税等の取扱い及び料金の額の単位

　　　料金の額は、上記２⑴に定める料金に消費税法（昭和63年法律第108号）及び地方

税法（昭和25年法律第226号）にて定める消費税額及び地方消費税相当額を加算し、

四捨五入により、10円単位の端数処理を行うものとする。ただし、料金の額及び下

記３に掲げる割引後の料金の額については、事前に国土交通大臣に届出を行うこと

で、切り捨て又は切り上げにより、10円単位の端数処理を行うことができる。

　⑷　通行止めに伴う乗り継ぎ措置

　　　福岡高速道路において、事故、異常気象、工事等による高速道路の通行止めによ

り、高速道路上に設置した道路情報板その他の方法により公社が退出を指定した出

口から退出した場合、退出前と退出後の通行をあわせて１回の通行とみなす。

３　割引をする自動車及び割引率

　⑴　ＥＴＣ特定区間割引については、以下のとおりとする。

　　ア　割引をする自動車

　　福岡市東区香椎浜一丁目７番40地先から

　　福岡市東区みなと香椎一丁目25番１地先まで

３　工事の種類

　　新設工事

４　工事完了の日

　　令和３年３月26日

福岡北九州高速道路公社公告第２号

　福岡高速道路に係る料金及び料金の徴収期間を次のとおり変更するので、道路整備特

別措置法（昭和31年法律第７号）第25条第１項の規定に基づき公告する。

　　令和３年３月19日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡北九州高速道路公社

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　理事長　　　喜安　和秀　　

１　路線名及び料金の徴収区間

路線名 料金の徴収区間

福岡市道
福岡高速１号線

福岡市東区香住ヶ丘二丁目から
同市西区愛宕四丁目まで

福岡市道
福岡高速１号愛宕福重線

福岡市西区愛宕四丁目から
同区福重三丁目まで

福岡市道
福岡高速２号線

福岡市博多区千代六丁目から
同区半道橋二丁目まで

福岡市道
福岡高速２号半道橋西月隈線

福岡市博多区半道橋二丁目から
同区西月隈四丁目まで

福岡市道
福岡高速２号西月隈水城線

福岡市博多区西月隈四丁目から
太宰府市水城二丁目まで

福岡市道
福岡高速３号線

福岡市博多区東光二丁目から
同区豊二丁目まで

福岡市道
福岡高速４号線

福岡市東区箱崎ふ頭三丁目から
同区多の津二丁目まで

福岡市道
福岡高速４号多の津蒲田線

福岡市東区多の津二丁目から
同区蒲田三丁目まで

福岡市道
福岡高速５号線

福岡市博多区西月隈四丁目から
同市西区福重三丁目まで
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日曜日及び祝日 ０：00 以後～ 24：00 前 10％

　　（注）　祝日は、国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）第３条に定め

る休日及び理事長が別に定める日とする。

②　弾力的な割引

　社会政策又は営業上の理由から①に定める表の軽微な変更を行う場合には、

事前に国土交通大臣に届け出るものとする。

　⑶　福岡高速一般向けマイレージ割引（以下「マイレージ割引」という。）について

は、以下のとおりとする。

ア　割引をする自動車

　　　　ＥＴＣ車のうち、福岡北九州高速道路公社との契約に基づきＥＴＣカード（省

令第２条第２項の規定に基づき東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社

、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社及

び本州四国連絡高速道路株式会社が公告したＥＴＣシステム利用規程（以下「Ｅ

ＴＣシステム利用規程」という。）に規定するＥＴＣカードをいう。以下同じ。

）を発行する者から貸与を受けたＥＴＣカード（東日本高速道路株式会社、中日

本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社及び本州

四国連絡高速道路株式会社が定めるＥＴＣマイレージサービス利用規約（以下「

マイレージ規約」という。）に基づき、ＥＴＣマイレージサービスの利用に関す

る登録がなされたＥＴＣカードに限る。以下⑶において同じ。）を使用して料金

の額の納付を行おうとする利用者の自動車。

イ　割引率

①　ポイントの付与

　１枚のＥＴＣカードごとにＥＴＣシステムを使用して無線通信により徴収す

る１回の通行ごとの料金の額及び料金の額の１ヶ月の合計額に応じて、100円

につき下表のとおりポイントを付与する。

基本ポイント
加算ポイント

月間利用額区分 ポイント付与
（100 円につき）

　　　　次の路線の各区間（以下「特定区間」という。）のみを通行するＥＴＣ車（Ｅ

ＴＣシステム（有料道路自動料金収受システムを使用する料金徴収事務の取扱い

に関する省令（平成11年８月２日建設省令第38号。（以下「省令」という。））

第１条に規定する有料道路自動料金収受システムをいう。以下同じ。）を使用し

て無線通信により料金の額を納付する自動車をいう。ただし、無線通信による通

行を意図するも、事情により無線通信による通行が不可能になった場合には、無

線通信による通行の有無にかかわらず、無線通信により通行したものとみなす。

以下同じ。）。

路　線　名 特　定　区　間

福岡市道
福岡高速４号線及び
福岡高速４号多の津蒲田線

福岡市東区箱崎ふ頭三丁目から
　　　同区蒲田三丁目までの区間
　　　（貝塚出入口～福岡ＩＣ）

イ　割引率

　　　　料金の額の20％とする。ただし、割引後の料金の額は四捨五入により、10円単

位の端数処理を行うものとする。

　⑵　ＥＴＣ曜日別時間帯割引については、以下のとおりとする。

ア　割引をする自動車

ＥＴＣ車

イ　割引率

① 　区分及び時間帯に応じた割引

　アの自動車については、下表の割引率を適用する。ただし、割引後の料金の

額は四捨五入により、10円単位の端数処理を行うものとする。

区　　分 時　間　帯 割　引　率

平　　日
（月曜日～金曜日）

０：00 以後～ ７：00 前
22：00 以後～ 24：00 前 10％

土　曜　日

０：00 以後～ ７：00 前 10％

７：00 以後～ 22：00 前 ５％

22：00 以後～ 24：00 前 10％
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　　　　　　５千円以下の部分
５千円を超え１万円以下の部分
１万円を超え２万円以下の部分
２万円を超え３万円以下の部分
３万円を超えた部分

 ０％
 ３％
 ６％
12％
18％

②　弾力的な割引

　社会政策又は営業上の理由から①に定める表による割引を弾力的に変更する

場合には、事前に国土交通大臣に届け出るものとする。

　⑸　ＥＴＣ路線バス割引については、以下のとおりとする。

ア　割引をする自動車

　　　　理事長が別に定めるところにより、ＥＴＣカード及び車載器（ＥＴＣシステム

利用規程に規定する車載器をいう。以下同じ。）の登録をした路線バス（乗車定

員30人以上の自動車のうち、道路運送法（昭和26年法律第183号）第３条第１号イ

に規定する一般乗合旅客自動車運送事業の用に供するものであり、かつ、理事長

がその主たる旅客が観光を目的とするものでないと認定したものをいう。以下同

じ。）でＥＴＣシステムを使用して無線通信により料金の額の納付を行おうとす

る自動車。ただし、無線通信による通行を意図するも、事情により無線通信によ

る通行が不可能になった場合には、無線通信による通行の有無にかかわらず、無

線通信により通行したものとみなす。

イ　割引率

　　　　料金の額の39％以下とする。ただし、割引後の料金の額は、１円単位の端数処

理を行うものとする。

　⑹　障害者割引については、以下のとおりとする。

　　ア　割引をする自動車

　　　　社会福祉法（昭和26年法律第45号）第14条に基づく福祉に関する事務所（市町

村が設置したものに限る。）又は当該事務所を設置していない町村において、身

体障害者福祉法（昭和24年法律第283号）第15条第４項の規定により交付されて

いる身体障害者手帳又は療育手帳制度要綱（昭和48年９月27日厚生省発児第156

号厚生事務次官通知「療育手帳制度について」別紙）の定めるところにより交付

を受けている療育手帳（以下「手帳」という。）に、以下の①又は②の要件を満

１回の通行ごと
100円につき
１ポイント

　　　　　　５千円以下の部分
５千円を超え１万円以下の部分
１万円を超え２万円以下の部分
２万円を超え３万円以下の部分
３万円を超えた部分

 ０ポイント
 ３ポイント
 ６ポイント
12 ポイント
19 ポイント

②　ポイントによる割引 

　１枚のＥＴＣカードごとに付与されたポイントの累積数が100ポイント以上の

場合に、マイレージ規約に定めるマイレージ登録者は、100ポイントを100円分

の料金の額に充当する還元額に交換できるものとする。

③　弾力的なポイントの付与及び割引

　社会政策又は営業上の理由から①に定める表又は②に定めるポイントによる

割引を弾力的に変更する場合には、事前に国土交通大臣に届け出るものとする

。

　⑷　福岡高速コーポレートカード割引（以下「コーポレートカード割引」という。）

については、以下のとおりとする。

ア　割引をする自動車 

　　　　ＥＴＣ車のうち、ＥＴＣシステム取扱道路管理者（ＥＴＣシステム利用規程第

２条に定めるＥＴＣシステム取扱道路管理者をいう。）から貸与を受けたＥＴＣ

カードを使用して料金の額の納付を行おうとする利用者の自動車。

イ　割引率 

①　料金の額に応じた割引 

　１枚のＥＴＣカードごとに、ＥＴＣシステムを使用して無線通信により徴収

する１回の通行ごとの料金の額に下表の月間利用額区分に応じた割引率を適用

する。ただし、月間利用額区分をまたぐ１回の料金の額については、その料金

の額をそれぞれの月間利用額区分に分け、その割引率を適用する。なお、１回

の通行ごとのそれぞれの割引額に１円未満の端数が生じた場合は四捨五入する

ものとする。

月間利用額区分 割引率
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　　　　個々の社会実験ごとに実験内容に合わせて実施する期間を限定する。

　　エ　適用区間

　　　　個々の社会実験ごとに実験内容に合わせて適用区間を限定する。

　　オ　事前の届出

　　　　個々の社会実験ごとに上記アからエまでの詳細について、事前に国土交通大臣

に届出を行うものとする。

　⑻　福岡高速道路企画割引については、以下のとおりとする。

　　　公社は、償還に支障のない範囲で、以下のとおり割引を実施することができる。

　　ア　割引をする自動車

割引を適用する自動車は、ＥＴＣ車とする。

　　イ　割引率等

　　　　個々の企画割引ごとに企画内容に合わせて割引率等を適宜設定する。

　　ウ　実施する期間

　　　　実施する期間を個々の企画割引ごとに適宜設定する。

　　エ　適用区間

　　　　個々の企画割引ごとに企画内容に合わせて適用区間を適宜設定する。

　　オ　事前の届出

　　　　個々の企画割引ごとに上記アからエまでの詳細について、事前に国土交通大臣

に届出を行うものとする。

　⑼　割引相互間の適用関係

　　ア　障害者割引を受ける自動車に重複して適用される割引は、ＥＴＣ特定区間割引

及びマイレージ割引に限るものとする。ＥＴＣ特定区間割引及びマイレージ割引

は障害者割引を適用後にそれぞれ割引を適用するものとする。

　　イ　ＥＴＣ路線バス割引を受ける自動車は、他の割引と重複して適用しないものと

する。

　　ウ　ＥＴＣ特定区間割引、ＥＴＣ曜日別時間帯割引、マイレージ割引及びコーポレ

ートカード割引の相互間の重複適用関係については、以下のとおりとする。

①　重複適用の有無

たすものとして、福岡北九州高速道路公社が別に定めるところにより事前に自動

車登録番号又は車両番号等必要事項の記載の手続きがなされた自動車。

　　　①　手帳の交付を受けている者が、手帳を携行して自ら運転する自動車のうち日

常生活の用に供され、本人又はその親族等が所有する自動車（営業用の自動車

を除く。）で、福岡北九州高速道路公社が別に定めるもの。

　　　②　手帳の交付を受けている者のうち、重度の障害を持つ者として身体障害者福

祉法施行規則（昭和25年厚生省令第15号）別表第５号に定める障害の等級又は

「療育手帳制度の実施について（昭和48年９月27日児発第725号厚生省児童家庭

局長通知）」の第三に定める障害の程度に基づき福岡北九州高速道路公社が別

に定める者（以下「重度障害者」という。）が手帳を携行して乗車し、その移

動のために本人以外の者が運転する自動車のうち日常生活の用に供され、当該

重度障害者又はその親族等が所有する（これらの者がこれらの自動車を所有し

ていない場合にあっては当該重度障害者を継続して日常的に介護している者が

所有する）自動車（営業用の自動車を除く。）で、福岡北九州高速道路公社が

別に定めるもの。

　　　　　なお、上記自動車がＥＴＣシステムを使用して無線通信により料金所を通行

し、料金の額の納付を行おうとする場合は、福岡北九州高速道路公社が別に定

めるところにより事前に登録がなされた、ＥＴＣカードと車載器をともに使用

する場合に限る。

イ　割引率

　　　　料金の額の50％以下とする。ただし、割引後の料金の額は、10円単位の端数処

理を行うものとする。

　⑺　有料道路の料金に係る社会実験に関する割引については、以下のとおりとする。

　　ア　割引をする自動車

　　　　福岡高速道路を通行し、有料道路の料金に係る社会実験に参加する全自動車と

する。

　　イ　割引率等

　　　　個々の社会実験ごとに実験内容に合わせて割引率等を適宜設定する。

ウ　実施する期間
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　理事長　　　喜安　和秀　　

記

１　指定する道路の路線名及び区間

次表のとおり

路　　線　　名 区　　　　　　　間

福岡高速６号線 福岡市東区香椎浜一丁目７番 40 地先から
福岡市東区みなと香椎一丁目 25 番１地先まで

２　指定する期日　　令和３年３月27日

福岡北九州高速道路公社公告第４号

　道路整備特別措置法施行令（昭和31年政令第319号）第19条及び車両制限令（昭和36年

政令第265号）第３条第１項第３号の規定に基づき、通行する車両の高さの最高限度が4.1

メートルである道路を下記のとおり指定し、併せて、車両制限令第10条第１項の規定に

基づき、当該道路を通行する高さが3.8メートルを超え4.1メートル以下の車両の通行方

法を下記のとおり定めるので公告します。

　　令和３年３月19日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡北九州高速道路公社

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　理事長　　　喜安　和秀　　

記

１　指定する道路の路線名及び区間

次表のとおり

路　　線　　名 区　　　　　　　間

福岡高速６号線 福岡市東区香椎浜一丁目７番 40 地先から
福岡市東区みなと香椎一丁目 25 番１地先まで

２　指定する期日　　令和３年３月27日

３　通行方法

　　１の道路を通行する高さが3.8メートルを超え4.1メートル以下の車両は、次の通行

方法によらなければならない。

　⑴　走行位置の指定

特定区間 ○・・・適用あり
×・・・適用なし

曜日別 ○ 曜日別

マイレージ ○ ○ マイレージ

コーポレート ○ ○ × コーポレート

　（注）　「特定区間」は「ＥＴＣ特定区間割引」、「曜日別」は「ＥＴＣ曜日別時間

帯割引」、「マイレージ」は「マイレージ割引」、「コーポレート」は「コー

ポレートカード割引」をそれぞれ指すものとする。

②　重複適用の順序

適用順序 割引の種類

１ ＥＴＣ特定区間割引

２ ＥＴＣ曜日別時間帯割引

３ マイレージ割引、コーポレートカード割引

４　料金の徴収期間

　　料金の徴収区間の一部が供用された日（昭和55年10月）から64年９か月間〔各区間

の事業費を勘案した平均的な供用日である換算起算日（平成11年４月）から46年３か

月間。〕とする。

５　実施期日

　　この料金及び料金の徴収期間に係る事項は、福岡市道福岡高速６号線を供用する日

から実施するものとし、それまでの間は従前のとおりとする。

福岡北九州高速道路公社公告第３号

　道路整備特別措置法施行令（昭和31年政令第319号）第19条及び車両制限令（昭和36年

政令第265号）第３条第１項第２号イの規定に基づき、通行する車両の総重量の最高限度

が車両の長さ及び軸距に応じ最大25トンである道路を、次のとおり指定する。

　　令和３年３月19日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡北九州高速道路公社
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　　　トンネル等の上空障害箇所では、車両又は車両に積載する貨物が建築限界を侵す

おそれがあるので、車線からはみ出さないよう走行するとともに、道路に隣接する

施設等に出入するためやむを得ず車線からはみ出す場合は、標識や樹木等の上空障

害物に接触しないよう十分に注意すること。

　⑵　後方警戒措置

　　　後方車両に対し十分な車間距離を取らせ、交通の危険を防止するため、横寸法

0.23メートル以上、縦寸法0.12メートル以上（又は横寸法0.12メートル以上、縦寸

法0.23メートル以上）の地が黒色の板等に黄色の反射塗装その他反射性を有する材

料で「背高」と表示した標識を、車両の後方の見やすい箇所に掲げること。

　⑶　道路情報の収集

　　　道路の情報は、工事の実施等により変化することがあるので、あらかじめ道路情

報を収集し、上空障害箇所のないことを確認のうえ走行すること。




